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凡凡 例例

 「ものづくり基盤技術」とは、工業製品の設計、製造又は修理に係る技術のうち汎用性

を有し、製造業の発展を支えるものとしてものづくり基盤技術振興基本法施行令で定め

るものをいう。

本文中「ものづくり基盤産業」とは、ものづくり基盤技術を主として利用して行う事

業が属する業種であって、製造業又は機械修理業、ソフトウェア業、デザイン業、機械

設計業その他の工業製品の設計、製造若しくは修理と密接に関連する事業を行う業種に

属するものとしてものづくり基盤技術振興基本法施行令で定めるものをいう。

 この報告では、主として 年 月 日時点で一般に公開されている政府、日本銀行、外

国政府、国際機関の統計資料や施策情報を用いたが、更にこれを加工分析したものや民

間諸機関等の調査も利用した。

 この報告の中で引用されている統計において、「季節調整済指数」又は「季節調整値」

とは、鉱工業生産指数、機械受注統計等の月次、四半期データについて、集計された原

数値に対して季節の影響を除去する処理がなされた後の統計データを指す。

 この報告の中の統計データには、一部速報値を含んでいる。

 「中小企業」とは、おおむね、資本の額又は出資の総額が 億円以下の会社並びに常時

使用する従業員の数が 人以下の会社を指す。

 この報告書に掲載した我が国の地図は、必ずしも、我が国の領土を包括的に示すもので

はない。

 以下に、本文中で用いる略語の定義を示す。

： の略称であり、「 システム 」自体又は機械学習をする

ソフトウェア若しくはプログラムを含む抽象的な概念 を指す。

： の略称であり、企業がビジネス環境の激しい変化に対応

し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、

ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風

土を変革し、競争上の優位性を確立すること を指す。

： の略称であり、化石エネルギー中心の産業構造・社会構造を

クリーンエネルギー中心へ転換すること を指す。

活用の過程を通じて様々なレベルの自律性をもって動作し学習する機能を有するソフトウェアを要素として含

むシステム（機械、ロボット、クラウドシステム等）。

総務省、経済産業省［ ］『 事業者ガイドライン（第 版）』

経済産業省［ ］『デジタルガバナンス・コード ～ 経営による企業価値向上に向けて～』

経済産業省［ ］『 実現に向けた基本方針』
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第１部
ものづくり基盤技術の

現状と課題



第第 章章 業業況況

第第 節節 製製造造業業のの業業績績動動向向

名目 成長率の推移（前期比）をみると、 年は、 期を除きプラスとなった。暦年

（前年比）でみると、 年はプラス ％となり、 年のプラス ％ を上回った。

名目 成長率の寄与度をみると、 年は、消費者物価指数が前年比プラス ％ とな

り、消費支出額を押し上げる環境にあった中で、「民間最終消費支出」は全期でプラスに寄

与し、最も寄与度が大きかった。また、「民間企業設備」も全期でプラスに寄与し、暦年で

みると「民間最終消費支出」に次ぐ寄与度となった 。一方、米国関税措置や諸外国による

輸出管理規制等、輸出入を取り巻く環境が不透明感を増す状況下において、「財貨・サービ

ス（純輸出）」のポイントは 期を除きマイナス又は となり、これは輸入超過であったこ

とを示している（図 ）。

内閣府『国民経済計算（ 統計）Ⅰ 国内総生産（支出側）及び各需要項目 名目暦年（前年比）』（ 年

月 日公表、 年 月 日参照）

総務省［ ］『 年基準 消費者物価指数 全国 年（令和 年）平均』

内閣府『国民経済計算（ 統計）Ⅰ 国内総生産（支出側）及び各需要項目 名目暦年（寄与度）』（ 年

月 日公表、 年 月 日参照）

図 ：名目 成長率の推移（前期比）とその寄与度

備考：名目 成長率は増加率（前期比）、それ以外の項目は寄与度を示す。

資料：内閣府「 年 月期四半期別 速報（ 次速報）：名目季節調整系列（前期比）、名目季節調整系列

（寄与度）」（ 年 月）
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実質 成長率の推移（前期比）をみると、 年は、名目 成長率と同様に、 月期

を除きプラスとなった。暦年（前年比）でみると、 年はプラス ％となり、 年の

マイナス ％ から回復した。

実質 成長率の寄与度をみると、 年は、物価上昇による消費の下押しの懸念がある

中でも、「民間最終消費支出」は全期でプラスに寄与し、暦年でみるとプラス ポイント

の寄与となった。

また、 年の「民間企業設備」は 月期を除きプラスとなり、暦年でみるとプラス

ポイントの寄与となった（図 ）。米国関税措置を始めとした不確実性の高まりが、製造

業を中心に企業の設備投資の手控えにつながる可能性 については、引き続き注視が必要で

ある。

内閣府『国民経済計算（ 統計）Ⅰ 国内総生産（支出側）及び各需要項目 実質暦年（前年比）』（ 年

月 日公表、 年 月 日参照）

内閣府『国民経済計算（ 統計）Ⅰ 国内総生産（支出側）及び各需要項目 実質暦年（寄与度）』（ 年

月 日公表、 年 月 日参照）

内閣府［ ］『令和 年度 年次経済財政報告』

図 ：実質 成長率の推移（前期比）とその寄与度

備考：実質 成長率は増加率（前期比）、それ以外の項目は寄与度を示す。

資料：内閣府「 年 月期四半期別 速報（ 次速報）：実質季節調整系列（前期比）、実質季節調整系列

（寄与度）」（ 年 月）
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我が国の業種別 構成比をみると、製造業は 年時点で の約 割を占めている。

年前の 年においても、製造業は の約 割を占めており 、製造業が依然として我が国

経済を支える中心的な産業としての役割を果たしていることが分かる。また、我が国の名目

を上回る米国、中国、ドイツ の業種別 構成比から、製造業の割合を比較すると、米

国は約 割、中国は約 割、ドイツは約 割である（図 ）。このように、各国の名目 に

占める製造業の割合には差がみられ、各国で産業構造や製造業への依存度が異なることが分

かる。

内閣府『 年度（令和 年度）国民経済計算年次推計 経済活動別の国内総生産・要素所得（名目）平成

暦年（ ）』（ 年 月 日公表、 年 月 日参照）

内閣府［ ］『 年度（令和 年度）国民経済計算年次推計（ 年（令和 年）基準改定値）（フロー

編）ポイント』

図 ：業種別 構成比の国際比較

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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我が国製造業の 人当たり名目労働生産性の推移をみると、 年以降、全産業の 倍か

ら 倍で推移しており、全産業と比較して高い水準で推移している（図 ）。

年は、米国関税措置や諸外国による輸出管理規制、半導体等の部素材の供給制約、サ

イバー攻撃の影響による製品供給停止等の事象が発生しており、 年の我が国製造業の

人当たり名目労働生産性に与える影響には注視が必要である。

図 ：我が国製造業の 人当たり名目労働生産性の推移

備考：名目労働生産性＝経済活動別付加価値の合計／就業者数にて算出。

資料：内閣府「 年度（令和 年度）国民経済計算年次推計：経済活動別国内総生産（名目）」、総務省「労働

力調査」から経済産業省作成
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製造業の 人当たり名目労働生産性を諸外国と比較すると、我が国は中国の約 倍と上回

っているものの、米国の約 倍、ドイツの約 倍にとどまり、いずれも下回っている（図

）。また、後述の図 のとおり、我が国の資本装備率も他国と比較して低い水準に

ある。

我が国では、 年度までに国内投資 兆円を目指す目標 を掲げているが、他国におい

ても投資促進のための計画や目標を打ち出している。米国では、 年 月に成立した

（ ） において、設備投資の更なる促進が図られており、中国

では、 年 月 日に採択された第 次 ヵ年計画 において、先進製造業を基幹とする産

業体系構築が打ち出されるなど、各国で投資強化の動きがみられる。

内閣官房［ ］『国内投資拡大のための官民連携フォーラム 資料 日本経済団体連合会提出資料』

（独）日本貿易振興機構『米下院、「大きく美しい つの法案」の上院修正案を可決』（ 年 月 日公表、

年 月 日参照）

中華人民共和国駐日本国大使館『国民経済・社会発展第 次 ヵ年計画の策定に関する中共中央の建議』

（ 年 月 日公表、 年 月 日参照）

図 ：製造業の 人当たり名目労働生産性の国際比較

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度製造基盤技術実態等調査（我が国ものづくり産業

の課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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企業の全般的な業況判断を示す日本銀行「全国企業短期経済観測調査」の業況判断 の

うち、製造業の推移をみると、大企業は、 年 月調査以降、 ％ポイント以上で推移

している。中堅企業も、 年 月調査以降、改善傾向で推移しており、 年 月には

大企業を上回っている。一方、中小企業は、 年 月調査でマイナスから になった

後、足元では徐々に改善がみられるが、大企業、中堅企業と比べて低い水準で推移してい

る。

年の業況判断 は、大企業、中堅企業は引き続き高い水準を維持し、中小企業は引き

続き改善傾向がみられるなど、不確実性が増す環境下においても底堅く推移していることが

分かる（図 ）。

図 ：製造業の業況判断 の推移

備考： 「業況判断 」は、企業の収益を中心とした業況についての全般的な判断を示すものであり、業況が

良いと判断した企業数から業況が悪いと判断した企業数を引いて算出。

大企業は資本金 億円以上、中堅企業は資本金 億円以上 億円未満、中小企業は資本金 千万円以上

億円未満を表す。

資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（ 年 月）
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我が国製造業の営業利益の推移について、財務省「法人企業統計調査」をみると、 年

は、自動車・同附属品製造業が減益になったことなどから、製造業全体の営業利益は 年

の約 兆円から約 兆円へと約 兆円減少した（図 ）。

図 ：製造業の営業利益の推移

備考：資本金 億円以上の事業者における四半期の営業利益の合計を集計。

資料：財務省「法人企業統計調査」（ 年 月）から経済産業省作成
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我が国の経常収支の推移について、財務省・日本銀行「国際収支統計」をみると、海外投

資による利子・配当収入を示す「第一次所得収支」の増加や、財貨の輸出入や仲介貿易等を

含む「貿易収支」の赤字幅の縮小により、 年の「経常収支」は約 兆円の黒字とな

り、 年続けて黒字幅が拡大した。

「第一次所得収支」の増加については、「海外における日本企業の生産拠点・事業拠点の

拡大や海外での開発事業の増加により、海外市場で日本企業が得た収益が、直接投資収益と

して計上されるようになっている 」と指摘されており、 年連続で黒字幅が拡大した要因と

考えられる。

また、「貿易収支」をみると、輸出額が増加し、輸入額が減少したことから、 年連続で赤

字幅が縮小した（図 ）。

内閣府［ ］『令和 年度 年次経済財政報告（経済財政政策担当大臣報告）内外のリスクを乗り越え、賃上

げを起点とした成長型経済の実現へ』

図 ：経常収支の推移

備考： 年は速報値を表す。

資料：財務省、日本銀行「国際収支統計」（ 年 月）
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第一次所得収支の推移をみると、 年までは、海外の株式や債券など有価証券投資に対

する収益である「証券投資収益」の割合が、海外現地法人の収益である「直接投資収益」を

上回っていたが、 年以降、「直接投資収益」の割合が逆転しており、日系企業の海外進

出が進んでいることがうかがえる。

年は、 年と比べ、「直接投資収益」が黒字幅を拡大したことなどにより、第一次

所得収支は約 兆円の黒字を計上した（図 ）。

図 ：第一次所得収支の推移

備考：「その他」は「その他投資収益」と「その他第一次所得」の合計。

資料：財務省・日本銀行「国際収支統計」（ 年 月）から経済産業省作成
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貿易収支の推移をみると、 年は、原油価格の高騰などにより「鉱物性燃料」の輸入額

が増加し、 年以降で最大の貿易赤字となった。 年以降は、エネルギー価格の低下な

どに伴い、「鉱物性燃料」の輸入額が減少 したことなどから、貿易収支の赤字幅は縮小して

いるものの、依然として貿易赤字が続いている。

年は、 年と比べ、「鉱物性燃料」の赤字幅が縮小したことなどから、貿易赤字額

は 年の約 兆円から約 兆円に減少した（図 ）。

（一社）日本貿易会［ ］『 年度わが国貿易収支、経常収支の見通し～貿易収支が 年ぶりに黒字に転

じる～』

図 ：貿易収支の推移

備考： 収支総額は輸出額から輸入額を差し引いたもの。

品目の分類は「貿易収支」の概況品。

資料：財務省「貿易統計」（ 年 月）から経済産業省作成
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第第 節節 生生産産・・出出荷荷のの状状況況

生生産産・・出出荷荷のの状状況況

鉱工業生産活動の全体的な水準を示す鉱工業生産指数の推移をみると、おおむね横ばいで

推移した。

なお、 年は半導体供給制約や米国関税措置などの生産を下押しする事象が発生してい

るが、業種別でみると、「自動車工業」が、 年後半に、同年 月の自動車工業関連の工場

稼働停止等によるとみられる大幅な低下から回復したものの、 年には再び低下傾向で推

移した（図 ）。

図 ：鉱工業生産指数の推移

資料：経済産業省「鉱工業指数（ 年 月分確報）」（ 年 月）

  

  

   

   

   

   

   

                                              

        

                              

                   

   

   

製造工業の設備の稼働状況を表す稼働率指数の推移をみると、製造工業全体では、 年

月に低下した後、おおむね横ばいで推移した。業種別では、「輸送機械工業」が、前述のと

おり、同年同月の自動車工業関連の工場稼働停止等によるとみられる低下があったが、同年

後半に回復し、その後は横ばいで推移している（図 ）。

「輸送機械工業」では、 年は生産指数の低下とともに、生産能力指数も低下したた

め、結果的に稼働率指数の低下はみられなかった（図 ）。

図 ：稼働率指数の推移

備考：稼働率指数とは、製造工業の設備の稼働状況を表すために、生産量と生産能力の比から求めた指数。

資料：経済産業省「鉱工業指数（ 年 月分確報）」（ 年 月）

図 ：生産能力指数の推移

備考：生産能力指数とは、製造工業の生産能力を標準的な状態で生産可能な最大生産量で表し指数化したもの。

資料：経済産業省「鉱工業指数（ 年 月分確報）」（ 年 月）
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第第 節節 生生産産・・出出荷荷のの状状況況

生生産産・・出出荷荷のの状状況況

鉱工業生産活動の全体的な水準を示す鉱工業生産指数の推移をみると、おおむね横ばいで

推移した。

なお、 年は半導体供給制約や米国関税措置などの生産を下押しする事象が発生してい

るが、業種別でみると、「自動車工業」が、 年後半に、同年 月の自動車工業関連の工場

稼働停止等によるとみられる大幅な低下から回復したものの、 年には再び低下傾向で推

移した（図 ）。

図 ：鉱工業生産指数の推移

資料：経済産業省「鉱工業指数（ 年 月分確報）」（ 年 月）

  

  

   

   

   

   

   

                                              

        

                              

                   

   

   

製造工業の設備の稼働状況を表す稼働率指数の推移をみると、製造工業全体では、 年

月に低下した後、おおむね横ばいで推移した。業種別では、「輸送機械工業」が、前述のと

おり、同年同月の自動車工業関連の工場稼働停止等によるとみられる低下があったが、同年

後半に回復し、その後は横ばいで推移している（図 ）。

「輸送機械工業」では、 年は生産指数の低下とともに、生産能力指数も低下したた

め、結果的に稼働率指数の低下はみられなかった（図 ）。

図 ：稼働率指数の推移

備考：稼働率指数とは、製造工業の設備の稼働状況を表すために、生産量と生産能力の比から求めた指数。

資料：経済産業省「鉱工業指数（ 年 月分確報）」（ 年 月）

図 ：生産能力指数の推移

備考：生産能力指数とは、製造工業の生産能力を標準的な状態で生産可能な最大生産量で表し指数化したもの。

資料：経済産業省「鉱工業指数（ 年 月分確報）」（ 年 月）
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出荷の状況について、輸出向け出荷、国内向け出荷を鉱工業出荷内訳表の推移から確認す

ると、鉱工業全体では、 年以降、輸出向け、国内向けともにおおむね横ばいで推移し

た。

業種別では、「輸送機械工業」においては、輸出向け出荷は 年後半以降、低下傾向で

推移している（図 ）。一方、国内向け出荷は、 年以降、変動があるものの、ならせ

ば横ばいで推移している（図 ）。なお、 年は、半導体供給制約や米国関税措置な

ど、海外市場を中心に事業環境の不透明感を高める要因が生じている。

図 ：鉱工業出荷内訳表（輸出向け出荷）

資料：経済産業省「鉱工業出荷内訳表・総供給表（ 年 月分）」（ 年 月）

図 ：鉱工業出荷内訳表（国内向け出荷）

資料：経済産業省「鉱工業出荷内訳表・総供給表（ 年 月分）」（ 年 月）

  

  

   

   

   

   

   

   

   

                                              

        
                               

                   

   
   

  

  

  

   

   

   

   

                                              

        
                               

                   

   
   

我我がが国国製製造造業業をを取取りり巻巻くく社社会会情情勢勢変変化化

事業に影響を及ぼす社会情勢の変化に関する調査の結果について、 年度と 年度で

比較すると、多くの項目で回答結果に有意な差がみられた（図 ）。

年のロシアによるウクライナ侵攻発生以降、エネルギー価格の高騰や円安の進行が続

いたものの、「エネルギー価格の高騰」は ポイント低下、「為替変動」は ポイント低

下するなど、影響を受けたと回答した割合は 年度に比べ減少した。

また、「原材料価格（資源価格・部素材価格）の高騰」は、 年度、 年度ともに、

最も高い回答割合を示したが、 年度と比べ ポイント低下した。

年は、諸外国による輸出規制や半導体等の部品供給制約が発生しているものの、「部

素材不足」の回答割合は 年度と比べ ポイント低下するなど、資源や部素材の供給制

約等に係る項目は軒並み低下した。

これらの回答結果から、 年度は、 年度と比較して、影響を受けた企業の範囲や影

響度が相対的に小さかった可能性も考えられるが、「原材料価格（資源価格・部素材価格）

の高騰」は依然として回答割合が最も高い項目であり、引き続き注視が必要である。

一方、 年は米国関税措置や の急速な発展など、製造業を取り巻く外部環境を変化さ

せる要因が発生しており、「法人税・関税等の税制」、「生成 の普及」といった関連項目に

ついては影響があったと回答した割合が 年度より上昇した。

図 ：事業に影響を及ぼす社会情勢の変化

備考： ．＊は調査年度間で設問が変更になった項目。

．複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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備考： ．＊は調査年度間で設問が変更になった項目。

．複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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また、事業に影響を及ぼす社会情勢の変化を企業規模別に比較すると、ほとんどの項目で

大企業の割合が高かった。ただし、「原材料価格（資源価格・部素材価格）の高騰」、「人

材・労働力不足」、「エネルギー価格の高騰」、「賃上げ要請」については、大企業と中小企業

の割合に有意な差がなく、これらの項目は、企業規模にかかわらず、事業に影響を及ぼした

と考えられる。

一方、大企業と中小企業で回答割合に差がみられた項目として、海外企業と取引を行う企

業ほど影響を受けやすいと考えられる「為替変動」、「地政学リスク・経済安全保障」が挙げ

られる。これらについては、大企業の方が中小企業よりも影響が大きいと回答した割合が高

く、その差もほかの項目と比べて大きかった。また、「生成 の普及」については、中小企

業の回答割合が 割を下回り、「その他」を除けば、最も低い結果となった（図 ）。

図 ：事業に影響を及ぼす社会情勢の変化（企業規模別）

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

     

    

            

                    

        

    

          

                  

             

     

               

                 

          

     

         

        

                

       

    

   

                         
   

前述の図 において「原材料価格（資源価格・部素材価格）の高騰」が事業に影響を

及ぼしたと回答した事業者の割合が高かったことを示したが、約 割の事業者が直近 年間で

「価格転嫁（販売先に対する値上げ要請、消費者価格の値上げ）」を実施したと回答してい

る。

また、前述の図 において、 割以上の事業者が「人材・労働力不足」が事業に影響を

及ぼしたと回答しているが、約 割の事業者が「賃上げ（従業員への還元）」を直近 年間で

実施したと回答しており、人材確保に関連する取組は高い割合となっている（図 ）。

図 ：直近 年間で実施した企業行動

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。
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年 月、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させ、中小企業の取引の公正

性を確保することを背景に「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等

の防止に関する法律」が施行 されたが、直近 年間で最も事業に影響した企業行動として

は、「価格転嫁（販売先に対する値上げ要請、消費者価格の値上げ）」を挙げる事業者の割合

が約 割と最も高くなっている（図 ）。

公正取引委員会、中小企業庁［ ］『下請法・下請振興法改正法の概要』

図 ：直近 年間で最も事業に影響した企業行動

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

            

                

     

    

     

            

     

       

     

          

       

    

       

           

   

    

      

            

    

        

                

    

   

    

         

次に、製造事業者が直近 年間で実施した企業行動について「プラス・マイナス」の影響

の有無に関して行った調査結果をみると、大企業、中小企業ともに、「賃上げ（従業員への

還元）」についてマイナスの影響があったと回答した割合が最も高くなっている。

一方で、「令和 年版労働経済の分析」において、賃上げは雇用者のモチベーションを高

め、人材の定着を促す効果があることを企業も実感している という分析結果があるが、調

査結果では、賃上げのマイナスの影響が相対的に高く示された点について、その背景や要因

を慎重に見極める必要がある。

また、サプライチェーンの見直しについて、経済安全保障の取組コスト上昇が生じるとの

指摘もみられる中 、同調査では、特に大企業では「サプライチェーンの見直し」について

マイナスの影響があったとの回答割合が高くなっている（図 ）。

業績面への影響だけではなく、新規事業の発掘や顧客・販路の変化、人材確保面での変化、今後の展望の変化

など、企業活動に及ぼす総合的な影響について尋ねている。

厚生労働省［ ］『令和 年版 労働経済の分析』

経済産業省［ ］『経済安全保障経営ガイドライン（第 版）』

図 ：直近 年間で事業に影響した企業行動

備考：「その他」については、回答数が少ないことから省略している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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公正取引委員会、中小企業庁［ ］『下請法・下請振興法改正法の概要』

図 ：直近 年間で最も事業に影響した企業行動

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

            

                

     

    

     

            

     

       

     

          

       

    

       

           

   

    

      

            

    

        

                

    

   

    

         

次に、製造事業者が直近 年間で実施した企業行動について「プラス・マイナス」の影響

の有無に関して行った調査結果をみると、大企業、中小企業ともに、「賃上げ（従業員への

還元）」についてマイナスの影響があったと回答した割合が最も高くなっている。

一方で、「令和 年版労働経済の分析」において、賃上げは雇用者のモチベーションを高

め、人材の定着を促す効果があることを企業も実感している という分析結果があるが、調

査結果では、賃上げのマイナスの影響が相対的に高く示された点について、その背景や要因

を慎重に見極める必要がある。

また、サプライチェーンの見直しについて、経済安全保障の取組コスト上昇が生じるとの

指摘もみられる中 、同調査では、特に大企業では「サプライチェーンの見直し」について

マイナスの影響があったとの回答割合が高くなっている（図 ）。

業績面への影響だけではなく、新規事業の発掘や顧客・販路の変化、人材確保面での変化、今後の展望の変化

など、企業活動に及ぼす総合的な影響について尋ねている。

厚生労働省［ ］『令和 年版 労働経済の分析』

経済産業省［ ］『経済安全保障経営ガイドライン（第 版）』

図 ：直近 年間で事業に影響した企業行動

備考：「その他」については、回答数が少ないことから省略している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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企業の収益性を示す指標である マージン ごとに、直近 年間で事業に影響した企業

行動を比較したところ、 マージンが高い企業ほど、「設備投資」及び「人材確保・育

成」を挙げる割合が高い傾向が確認された。特に、「設備投資」については マージン

が ％未満の企業と ％以上の企業との間には、回答割合に有意な差が認められた（図

）。

法人企業統計調査を用いて設備投資額と営業利益、減価償却額との関係性を確認したとこ

ろ、営業利益との相関は 、減価償却額との相関は となり、設備投資額は営業利益、

及び減価償却額と強い相関を示すことが確認された 。これらの結果から、収益力の高い企

業ほど設備投資を積極的に実行する傾向が強いと考えられる。

（営業利益＋減価償却費＋のれん償却費）の売上高に対する割合を指す。

財務省「法人企業統計調査」（調査年月 年度 ～ 月期、［時系列データ］金融業、保険業以外の業種

（原数値））を用いて、経済産業省にて算出したもの。

図 ：直近 年間で事業に影響した企業行動（ マージン別）

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

     

    

    

     

     

     

     

    

     

     

    

     

    

    

     

     

     

     

    

     

     

    

     

    

    

     

     

     

     

    

     

     

    

     

    

    

    

     

     

     

    

     

     

    

            

              

   

                  

        

    

    

                        

                 

            

       

            

   

                                                            
   

第第 回回ももののづづくくりり日日本本大大賞賞のの実実施施

事事業業概概要要

「ものづくり日本大賞」は、製造・生産現場の中核を担っている中堅人材や伝統的・文化

的な「技」を支えてきた熟練人材、今後を担う若年人材など、「ものづくり」に携わってい

る各世代の人材のうち、特に優秀と認められる人材を顕彰する表彰制度である。本賞は、経

済産業省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省が連携し、平成 年より開催しており、今

回で 回目を迎えた。

関係 省庁において、第 回では内閣総理大臣賞 件 名の受賞を決定。また、経済産業省

では、内閣総理大臣賞に加えて、経済産業大臣賞 件 名／ 団体、優秀賞 件 名の受賞

を決定した。

内内閣閣総総理理大大臣臣賞賞ののううちち主主なな受受賞賞案案件件

案件名 ：異業種間連携と歴史ある技術の組合せによる革新的な医療材料の開発

所属企業 ：福井経編興業（株）、大阪医科薬科大学、帝人（株）、

帝人メディカルテクノロジー（株）

評価ポイント：国内の医療品産業が縮小する中、培ってきた経編技術を活かして医療分野

への進出を果たしている。開発した心臓･血管修復パッチ「シンフォリウ

ム®」は患者の組織に置き換わり、成長に追従可能な伸張を有する革新的

な製品で、先天性心疾患の手術に既存材料を使用した場合に発生する再手

術のリスクの低減が期待できる。

案件名 ：世界初！金属 プリンターによる骨質を制御可能とする脊椎スペーサー

の開発・製品化

所属企業 ：ナカシマヘルスフォース（株）

評価ポイント：整形外科領域で課題となっていた自家骨移植における骨質の早期回復と固

定不良を克服する製品を開発。臨床試験ではスペーサーの脊椎固定期間が

年から か月に短縮することが実証された例もあり、椎間板ヘルニアな

ど高齢患者の負担軽減に寄与している。

図 ：内閣総理大臣表彰式の様子 図 ：内閣総理大臣表彰式の様子

福井経編興業（株）他 団体のメンバー ナカシマヘルスフォース（株）のメンバー

資料：経済産業省提供 資料：経済産業省提供

20



企業の収益性を示す指標である マージン ごとに、直近 年間で事業に影響した企業

行動を比較したところ、 マージンが高い企業ほど、「設備投資」及び「人材確保・育

成」を挙げる割合が高い傾向が確認された。特に、「設備投資」については マージン

が ％未満の企業と ％以上の企業との間には、回答割合に有意な差が認められた（図

）。

法人企業統計調査を用いて設備投資額と営業利益、減価償却額との関係性を確認したとこ

ろ、営業利益との相関は 、減価償却額との相関は となり、設備投資額は営業利益、

及び減価償却額と強い相関を示すことが確認された 。これらの結果から、収益力の高い企

業ほど設備投資を積極的に実行する傾向が強いと考えられる。

（営業利益＋減価償却費＋のれん償却費）の売上高に対する割合を指す。

財務省「法人企業統計調査」（調査年月 年度 ～ 月期、［時系列データ］金融業、保険業以外の業種

（原数値））を用いて、経済産業省にて算出したもの。

図 ：直近 年間で事業に影響した企業行動（ マージン別）

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

     

    

    

     

     

     

     

    

     

     

    

     

    

    

     

     

     

     

    

     

     

    

     

    

    

     

     

     

     

    

     

     

    

     

    

    

    

     

     

     

    

     

     

    

            

              

   

                  

        

    

    

                        

                 

            

       

            

   

                                                            
   

第第 回回ももののづづくくりり日日本本大大賞賞のの実実施施

事事業業概概要要

「ものづくり日本大賞」は、製造・生産現場の中核を担っている中堅人材や伝統的・文化

的な「技」を支えてきた熟練人材、今後を担う若年人材など、「ものづくり」に携わってい

る各世代の人材のうち、特に優秀と認められる人材を顕彰する表彰制度である。本賞は、経

済産業省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省が連携し、平成 年より開催しており、今

回で 回目を迎えた。

関係 省庁において、第 回では内閣総理大臣賞 件 名の受賞を決定。また、経済産業省

では、内閣総理大臣賞に加えて、経済産業大臣賞 件 名／ 団体、優秀賞 件 名の受賞

を決定した。

内内閣閣総総理理大大臣臣賞賞ののううちち主主なな受受賞賞案案件件

案件名 ：異業種間連携と歴史ある技術の組合せによる革新的な医療材料の開発

所属企業 ：福井経編興業（株）、大阪医科薬科大学、帝人（株）、

帝人メディカルテクノロジー（株）

評価ポイント：国内の医療品産業が縮小する中、培ってきた経編技術を活かして医療分野

への進出を果たしている。開発した心臓･血管修復パッチ「シンフォリウ

ム®」は患者の組織に置き換わり、成長に追従可能な伸張を有する革新的

な製品で、先天性心疾患の手術に既存材料を使用した場合に発生する再手

術のリスクの低減が期待できる。

案件名 ：世界初！金属 プリンターによる骨質を制御可能とする脊椎スペーサー

の開発・製品化

所属企業 ：ナカシマヘルスフォース（株）

評価ポイント：整形外科領域で課題となっていた自家骨移植における骨質の早期回復と固

定不良を克服する製品を開発。臨床試験ではスペーサーの脊椎固定期間が

年から か月に短縮することが実証された例もあり、椎間板ヘルニアな

ど高齢患者の負担軽減に寄与している。

図 ：内閣総理大臣表彰式の様子 図 ：内閣総理大臣表彰式の様子

福井経編興業（株）他 団体のメンバー ナカシマヘルスフォース（株）のメンバー

資料：経済産業省提供 資料：経済産業省提供
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内内閣閣総総理理大大臣臣表表彰彰及及びび経経済済産産業業大大臣臣表表彰彰案案件件一一覧覧

内閣総理大臣賞 件（経済産業省 件、文部科学省 件、厚生労働省 件、国土交通省

件）、経済産業省関係 件（経済産業大臣賞 件、優秀賞 件）は以下のとおり。

図：内閣総理大臣表彰（経済産業省案件）／経済産業大臣表彰案件一覧

資料：経済産業省作成

案件名 受受賞賞者者 所属企業等 案件名 受受賞賞者者 所属企業等
山山下下　　哲哲哉哉　　 ユーザック（株）

髙髙木木　　義義秀秀　　 福井経編興業（株） 田田口口　　浩浩二二  　　 ユーエスウラサキ（株）
根根本本　　慎慎太太郎郎　　 大阪医科薬科大学 ハハリリルル　　ナナミミググ　　 ユーザック（株）
山山田田　　英英明明　　 福井経編興業（株） 宮宮﨑﨑　　翔翔伍伍　　 ユーエスウラサキ（株）
濵濵田田　　健健　　 福井経編興業（株） ググエエンン　　ヴヴァァンン　　ククイインン　　ユーエスウラサキ（株）
藤藤永永　　賢賢太太郎郎　　 帝人（株） 小小林林　　和和人人　　 本多電子（株）
坂坂上上　　剛剛士士　　 帝人メディカルテクノロジー（株） 穂穂積積　　直直裕裕　　 穂積計測研究所
山山口口　　鮎鮎子子　　 帝人（株） 吉吉田田　　祥祥子子　　 豊橋技術科学大学
高高橋橋　　広広幸幸　　 ナカシマヘルスフォース（株） 川川口口　　祐祐季季　　 本多電子（株）
佐佐藤藤　　雄雄一一　　 ナカシマヘルスフォース（株） 小小木木曽曽　　泰泰治治　　 本多電子（株）
藤藤田田　　圭圭生生　　 ナカシマヘルスフォース（株） 岡岡田田　　長長也也　　 本多電子（株）
石石井井　　力力渡渡　　 ナカシマヘルスフォース（株） 流流田田　　賢賢治治　　 本多電子（株）
渡渡邊邊　　稜稜太太　　 ナカシマヘルスフォース（株） 松松本本　　順順　　 アイエルテクノロジー（株）
森森野野　　未未来来　　 ナカシマヘルスフォース（株） 熊熊田田　　哲哲也也　　 アイエルテクノロジー（株）

馬馬場場　　将将人人　　 住友電気工業（株）
津津島島　　栄栄樹樹　　 （株）ＦＪコンポジット 中中島島　　徹徹也也　　 住友電気工業（株）
文文　　盛盛載載　　 （株）ＦＪコンポジット 江江場場　　宏宏美美　　 東京都市大学
巽巽　　裕裕章章　　 大阪大学　接合科学研究所 津津川川　　直直樹樹　　 （株）ナード研究所
久久保保田田　　聡聡　　 北日本造船（株） 宮宮木木　　秀秀幸幸　　 （株）Ｒｉｎｇ
豊豊川川　　剛剛　　 北日本造船（株） 高高島島　　晶晶　　 不易糊工業（株）
森森　　陽陽彦彦　　 北日本造船（株） 下下澤澤　　喜喜彦彦　　 竹田印刷（株）

三三浦浦　　一一雄雄　　 北日本造船（株）
コンビナート製造現場中核人材育成事業
の推進と自立運営人材教育システムの
確立

力力石石　　泰泰祐祐　　 北日本造船（株） 嶋嶋村村　　純純二二　　 ＪＦＥスチール（株）
橋橋本本　　剛剛志志　　 日本製鉄（株） 外外石石　　圭圭吾吾　　 ＪＦＥスチール（株）
沖沖山山　　翔翔　　 アイリス（株） 田田村村　　雄雄太太　　 ＪＦＥスチール（株）
福福田田　　敦敦史史　　 アイリス（株） 寺寺田田　　一一貴貴　　 ＪＦＥスチール（株）
亀亀山山　　紗紗穂穂　　 アイリス（株） 今今仲仲　　大大輝輝　　 ＪＦＥスチール（株）
安安見見　　卓卓志志　　 アイリス（株） 河河野野　　浩浩紀紀　　 ＪＦＥウエストテクノロジー（株）
相相原原　　悠悠平平　　 （株）天地人 井井原原　　宏宏一一　　 ＪＦＥスチール（株）
樋樋口口　　宣宣人人　　 （株）天地人 平平尾尾　　嘉嘉英英　　 マツダ（株）
池池上上　　慶慶太太　　 （株）天地人 井井上上　　誠誠二二　　 マツダ（株）
高高瀬瀬　　賢賢二二　　 （株）天地人 大大川川　　慧慧　　 マツダ（株）
白白井井　　康康雄雄　　 （株）天地人 野野村村　　成成彦彦  　　 日鉄テクノロジー（株）
榊榊原原　　満満　　 （株）オータマ 鈴鈴木木　　利利哉哉　　  日本製鉄（株）
奥奥田田　　学学　　 （株）オータマ 岡岡田田　　徹徹　　  日本製鉄（株）
松松山山　　真真也也　　 （株）オータマ 関関戸戸　　義義仁仁  　　 日本製鉄（株）

瑞瑞慶慶山山　　末末広広　　 （株）オータマ

海ぶどうを世界へ　保存期間2年・55種類
の栄養素を含む「ふくらむぷちぷち海ぶ
どう」を開発し、沖縄から世界14か国へ
輸出成功！

山山城城　　由由希希　　 （株）日本バイオテック

新素材を用いた次世代型ステンレス
ケミカルタンカーの開発とその大型化

衝撃波による粉塵剥離メカニズムを
応用したメンテナンスレス集塵装置の
開発と事業化

細胞内部の物性分布構造を立体視する、
世界初の細胞三次元観察用超音波
顕微鏡の開発

半導体の微細径（金/銅）ワイヤボンド
全自動非破壊検査装置

ものづくりのGXに貢献するCO2アップ
サイクル素材「metacol™」

AIで感染症検査を行う医療機器
「nodoca」の開発・普及による
咽頭診察のデータ化

人工衛星データとAI解析を活用した
漏水リスク評価管理システム
（宇宙水道局）の開発

磁気シールドの常識を覆す性能を
発揮した「Mudelta metal®」の開発

内内閣閣総総理理大大臣臣賞賞

異業種間連携と歴史ある技術の組合せに
よる革新的な医療材料の開発

世界初！金属3Dプリンターによる骨質を
制御可能とする脊椎スペーサーの
開発・製品化

経経済済産産業業大大臣臣賞賞
オンリーワンの接合技術で半導体部材を
流通
～素材大国日本から次世代自動車大国へ

（（公公社社））山山陽陽技技術術振振興興会会

中心偏析低減と極表層硬度低減による
超厳格仕様耐サワーラインパイプの開発

性能・軽量化・コストを両立しつつ従来
工法比で生産性4倍に引き上げた世界
最高効率ホットスタンプ加工技術の開発

案件名 受受賞賞者者 所属企業等 案件名 受受賞賞者者 所属企業等

佐佐藤藤　　一一雄雄　　 （株）ニッコー 大大西西　　理理王王　　 （株）ＨＡＣＡＲＵＳ
𠮷𠮷𠮷𠮷田田　　昌昌徳徳　　 （株）ニッコー 吉吉田田　　光光志志　　 （株）ＨＡＣＡＲＵＳ
及及川川　　寿寿恵恵男男　　 （株）ニッコー 木木村村　　優優　　 （株）ＨＡＣＡＲＵＳ
床床　　秀秀樹樹　　 （株）ニッコー 山山口口　　貴貴志志　　 （株）ＨＡＣＡＲＵＳ
渡渡邊邊　　佳佳典典　　 （株）ニッコー 奥奥村村　　めめぐぐみみ　　 （株）ＨＡＣＡＲＵＳ
小小林林　　達達也也　　 （株）ニッコー 李李　　英英哲哲　　 コスメディ製薬（株）
床床　　勇勇助助　　 （株）ニッコー 辻辻井井　　モモナナ　　 コスメディ製薬（株）
鈴鈴木木　　尚尚徳徳　　 スズキハイテック（株） 豊豊田田　　佳佳太太　　 コスメディ製薬（株）
漆漆山山　　健健一一　　 スズキハイテック（株） 川川﨑﨑　　一一馬馬　　 コスメディ製薬（株）
町町田田　　俊俊信信　　 スズキハイテック（株） 重重久久　　高高志志　　 京セラ（株）
多多田田　　悦悦子子　　 スズキハイテック（株） 堀堀　　雄雄一一　　 京セラ（株）
保保科科　　由由美美子子　　 スズキハイテック（株） 藤藤本本　　哲哲朗朗　　 京セラ（株）
長長岡岡　　司司　　 スズキハイテック（株） 兒兒井井　　真真　　 京セラ（株）
松松橋橋　　大大輔輔　　 スズキハイテック（株） 瀬瀬野野　　裕裕明明　　 京セラ（株）
杉杉田田　　広広貴貴　　 （株）メトロール 原原　　章章洋洋　　 京セラ（株）
森森田田　　勇勇魚魚　　 （株）メトロール 今今仲仲　　和和也也　　 京セラ（株）
村村瀬瀬　　隆隆浩浩　　 （株）ＫＥＬＫ 桐桐田田　　直直哉哉　　 （株）カワトＴ．Ｐ．Ｃ．
後後藤藤　　大大輔輔　　 （株）ＫＥＬＫ 西西村村　　照照久久　　 （株）カワトＴ．Ｐ．Ｃ．
柴柴田田　　勲勲　　 （株）ＫＥＬＫ 前前田田　　幹幹雄雄　　 （株）カワトＴ．Ｐ．Ｃ．
村村田田　　知知紀紀　　 （株）ＫＥＬＫ 大大藤藤　　真真知知子子　　 （株）カワトＴ．Ｐ．Ｃ．
村村瀬瀬　　恵恵　　 （株）ＫＥＬＫ 髙髙島島　　浩浩 （株）タダノ
平平栗栗　　健健太太郎郎　　 夏目光学（株） 川川野野　　貴貴史史 （株）タダノ
三三村村　　秀秀和和　　 東京大学　先端科学技術研究センター 世世古古　　真真也也 （株）タダノ
松松澤澤　　雄雄介介　　 夏目光学（株） 石石原原　　尚尚樹樹 （株）タダノ
今今村村　　洋洋一一　　 夏目光学（株） 中中松松　　将将太太 （株）タダノ
久久米米　　健健大大　　 夏目光学（株） 進進藤藤　　雅雅紀紀 （株）タダノ
宮宮下下　　洋洋明明　　 夏目光学（株） 坂坂和和　　寿寿忠忠　　 （株）サカワ
齋齋藤藤　　貴貴宏宏　　 夏目光学（株） 坂坂和和　　由由紀紀子子　　 （株）サカワ
小小粥粥　　教教幸幸　　 ＡＳＴＩ（株） 小小林林　　直直弥弥　　 （株）サカワ
鈴鈴木木　　巌巌　　 ＡＳＴＩ（株） 鈴鈴村村　　卓卓也也　　 （株）サカワ
岩岩堀堀　　公公昭昭　　 ＡＳＴＩ（株） 築築城城　　弥弥央央　　 （株）小倉縞縞
野野中中　　勇勇　　 ＡＳＴＩ（株） 三三満満田田　　巧巧　　 （株）小倉縞縞
戸戸田田　　泰泰広広　　 ＡＳＴＩ（株） 重重山山　　淳淳子子　　 （株）小倉縞縞
袴袴田田　　洋洋子子　　 ＡＳＴＩ（株） 内内山山　　啓啓大大　　 （株）小倉縞縞
岡岡田田　　和和廣廣　　 （株）ワコーテック 堀堀北北　　治治希希　　 （株）小倉縞縞
佐佐野野　　弘弘尚尚　　 （株）ワコーテック 今今津津　　研研太太郎郎　　 （株）ＴＲＩＡＲＴ
本本江江　　雄雄樹樹　　 （株）ワコーテック 渡渡邊邊　　彩彩乃乃　　  （株）ＴＲＩＡＲＴ
新新元元　　庸庸平平　　 （株）ワコーテック 野野村村　　侑侑亮亮　　 （株）ＴＲＩＡＲＴ
江江良良　　聡聡　　 （株）ワコー 本本田田　　康康信信　　 （株）ＴＲＩＡＲＴ
栗栗原原　　雅雅彦彦　　 （株）岐阜多田精機 藤藤井井　　達達哉哉　　 （株）ＴＲＩＡＲＴ
高高橋橋　　隆隆晃晃　　 （株）岐阜多田精機 宮宮本本　　健健太太郎郎　　 （株）ＴＲＩＡＲＴ
古古田田　　俊俊之之　　 （株）岐阜多田精機 岡岡元元　　浩浩幸幸　　 リックス（株）
鈴鈴木木　　健健児児　　 （株）成田製作所 生生田田　　勝勝治治　　 リックス（株）
都都築築　　謙謙　　 （株）成田製作所 徳徳永永　　賢賢哲哲　　 リックス（株）
三三宅宅　　宏宏尚尚　　 （株）成田製作所 栗栗田田　　幸幸之之助助　　 リックス（株）
西西脇脇　　武武志志　　 大同大学 周周善善寺寺　　清清隆隆　　 福岡県工業技術センター　機械電子研究所

村村田田　　真真伸伸　　 名古屋市工業研究所 永永野野　　時時彦彦　　 宮崎ひでじビール（株）

田田中中　　智智也也　　 名古屋市工業研究所 金金井井　　大大　　 宮崎ひでじビール（株）

大大塚塚　　保保之之　　 （株）オートネットワーク技術研究所 原原　　健健二二郎郎　　 濵田酒造（株）
吉吉本本　　潤潤　　 住友電装（株） 樋樋之之口口　　大大作作　　 濵田酒造（株）
桒桒原原　　鉄鉄也也　　 住友電気工業（株） 東東條條　　健健太太　　 濵田酒造（株）
高高井井　　博博昭昭　　 富山住友電工（株） 大大園園　　栄栄作作　　 濵田酒造（株）
赤赤祖祖父父　　保保広広　　 富山住友電工（株） 白白石石　　隼隼大大　　 濵田酒造（株）
中中谷谷　　誠誠　　 イシダメディカル（株） 中中野野　　俊俊伸伸　　 濵田酒造（株）
國國﨑﨑　　嘉嘉人人　　 イシダメディカル（株） 小小瀬瀬戸戸　　悠悠悟悟　　 濵田酒造（株）
平平井井　　健健二二　　 ＩＳＨＩＤＡ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ＬＬＣ

多層成形技術と金型微細加工技術を組み
合わせた射出成形加飾技術の開発

部分軟化によるアルミニウム合金の
深絞り性能の向上と量産化技術の開発

自動車の燃費向上に貢献する自動車用
アルミニウム電線の開発

食品分野で培った計量技術を活用し、
医療現場の人手不足に寄与する
「排尿計測記録システム」の開発

電動車分野をめっきで
レボリューション！

世界初！研削盤の回転砥石の位置決め
技術及び研削加工工程の自動化技術

世界初　環境発電IoTと汎用PCのデータ
解析による故障予兆検知システムの開発

ナノサイズの微小世界から何億光年と
遥か宇宙の彼方を探る高精度Ｘ線
ミラーの開発

医療機器初のφ0.16超細径注射針及び
薬液ムダを大幅に低減した注射システム
の開発

精密機械加工技術と電子回路技術
（ソフトウェア含む）を活用した静電
容量型6軸力覚センサの開発

精密部品加工事業の工程全自動化による
生産性向上と新たな地域活性化の取組

バッテリ式フル電動ラフテレーン
クレーン「EVOLT eGR-250N」の開発

大正８年創業の黒板屋が、黒板のデジタ
ル化で先生の負担を軽減！
日本初の黒板専用プロジェクター
「ワイード」

焼酎業界のブームを生み出した
「香り系焼酎」商品の開発と市場展開

「小倉織」の量産化・内製化による
独自生地の開発及び関連製品の市場拡大

画像・図面比較システム「MIIDEL」

マイクロアイスジェットによる超精密
洗浄技術の開発

ブームでは終わらせない！農商工全てが
循環したビール醸造と地域資源を生かし
た商品開発･地域循環型社会への取り組み

革新のセラミックス技術で切り拓く
未来：「円筒平板型SOFCスタック」

優優秀秀賞賞 優優秀秀賞賞

手剥きと変わらぬ品質で省人化を実現！
世界初ホタテ自動生剥き機
「オートシェラー」の開発

ロボットと独自AIで、ダイカストに
対応する外観検査自動化の実現

世界初！“貼る注射”が可能となる
マイクロニードルの実用化

なお、政府では、 年 月に「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 年

改定版」を閣議決定し、その中で、業種別の「省力化投資促進プラン」の実行を掲げ、各業

種の優良事例や効果的な省力化投資のポイントを踏まえ着実に取組を実施することとしてい

る。

今回受賞した案件のうち、前述の内閣総理大臣賞受賞案件 件及び経済産業省関係 件

（経済産業大臣賞及び優秀賞）については、「 で感染症検査を行う医療機器の開発・普

及」といった現場での業務の省力化につながる製品を開発した事例や、「コンビナート製造

現場中核人材育成事業の推進と自立運営人材教育システムの確立」といった人材面から生産

性向上を実現する取組など、省力化投資の優良事例になる案件が受賞している。

これらの受賞案件の詳細については、ホームページ上で紹介するとともに、第 回ものづ

くり日本大賞の冊子の配布等を通じて、広く広報を進めていく。

ももののづづくくりり分分野野ににおおけけるる表表彰彰制制度度のの動動向向

政府においては、ものづくり分野における表彰について、ものづくり日本大賞を始め、様々

な制度を設けている。表彰内容としては、ものづくり日本大賞のように、ものづくりの技術

に焦点を当てた表彰や、ものづくり分野における環境や安全に焦点を当てた表彰など、その

対象は多岐にわたる。

また、政府だけでなく民間においても、ものづくり分野に対する表彰が行われており、表

彰の対象は、技術、製品、デザイン、工程プロセス等、幅広い分野に対する表彰が行われてい

る。民間における表彰は、 年にも、（一社）日本能率協会が、「スマートマニュファクチャ

リング構築ガイドライン」（（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構、経済産業省作成）

を基にした新たな表彰制度を立ち上げるなど、活発に活動が行われている。

図：主な表彰制度

資料：経済産業省作成

（政府による表彰制度）

表彰制度 概要 主催省庁

（民間による表彰制度）

表彰制度 概要 主催者

日本産業技術大賞 1972年創設。革新的な大型産業設備、構造物、先端技術などで顕著な成果を挙げた企業等を表彰する制度。 （株）日刊工業新聞社

十大新製品賞 1958年創設。日本のモノづくり産業の発展や国際競争力の強化に寄与する製品を表彰する制度。 （株）日刊工業新聞社

日経優秀製品・サービス賞 1982年創設。特に優れた新製品・新サービスを表彰する制度。  （株）日本経済新聞社

GOOD FACTORY賞 2011年創設。生産性向上・品質向上・改善活動などに優れた成果を挙げた工場・事業所を表彰する制度。 （一社）日本能率協会

ものづくりトランスフォーメーション賞 2025年創設。デジタル技術を駆使してマニュファクチャリングチェーンを変革した企業を表彰する賞。 （一社）日本能率協会

（公財）りそな中小企業振興財団、
（株）日刊工業新聞社
（後援）経済産業省 中小企業庁

（株）日刊工業新聞社
（後援）経済産業省

モノづくり日本会議、
（株）日刊工業新聞社
（後援）経済産業省

中小企業優秀新技術・新製品賞 1988年創設。中小企業における優れた新技術・新製品を表彰する制度。

機械工業デザイン賞IDEA 1970年創設。工業製品のデザイン振興・発展を目的に、国産または輸入製品の生産財を表彰する制度。

“超”モノづくり部品大賞 2003年創設。優れた部品・部材を表彰する制度。

2007年創設。企業等における製品安全への優れた取り組みを表彰する制度。 経済産業省

経済産業省、文部科学省、
厚生労働省、国土交通省

緑化優良工場等表彰
（全国みどりの工場大賞）

製品安全対策優良企業表彰
（PSアワード）

経済産業省、総務省、
文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、国土交通省

ものづくり日本大賞 2005年創設。日本の製造現場を支える技術者・技能者の功績を広く社会に知らせるための表彰制度。

ロボット大賞
年創設。我が国のロボット技術の発展・社会実装を促進するため、優れたロボットや関連技術、研究開

発、人材育成等を表彰する制度。

年創設。工場立地法の趣旨に基づき、工場緑化や周辺環境の改善に顕著な功績をあげた工場等を表彰す
る制度。

経済産業省
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内内閣閣総総理理大大臣臣表表彰彰及及びび経経済済産産業業大大臣臣表表彰彰案案件件一一覧覧

内閣総理大臣賞 件（経済産業省 件、文部科学省 件、厚生労働省 件、国土交通省

件）、経済産業省関係 件（経済産業大臣賞 件、優秀賞 件）は以下のとおり。

図：内閣総理大臣表彰（経済産業省案件）／経済産業大臣表彰案件一覧

資料：経済産業省作成

案件名 受受賞賞者者 所属企業等 案件名 受受賞賞者者 所属企業等
山山下下　　哲哲哉哉　　 ユーザック（株）

髙髙木木　　義義秀秀　　 福井経編興業（株） 田田口口　　浩浩二二  　　 ユーエスウラサキ（株）
根根本本　　慎慎太太郎郎　　 大阪医科薬科大学 ハハリリルル　　ナナミミググ　　 ユーザック（株）
山山田田　　英英明明　　 福井経編興業（株） 宮宮﨑﨑　　翔翔伍伍　　 ユーエスウラサキ（株）
濵濵田田　　健健　　 福井経編興業（株） ググエエンン　　ヴヴァァンン　　ククイインン　　ユーエスウラサキ（株）
藤藤永永　　賢賢太太郎郎　　 帝人（株） 小小林林　　和和人人　　 本多電子（株）
坂坂上上　　剛剛士士　　 帝人メディカルテクノロジー（株） 穂穂積積　　直直裕裕　　 穂積計測研究所
山山口口　　鮎鮎子子　　 帝人（株） 吉吉田田　　祥祥子子　　 豊橋技術科学大学
高高橋橋　　広広幸幸　　 ナカシマヘルスフォース（株） 川川口口　　祐祐季季　　 本多電子（株）
佐佐藤藤　　雄雄一一　　 ナカシマヘルスフォース（株） 小小木木曽曽　　泰泰治治　　 本多電子（株）
藤藤田田　　圭圭生生　　 ナカシマヘルスフォース（株） 岡岡田田　　長長也也　　 本多電子（株）
石石井井　　力力渡渡　　 ナカシマヘルスフォース（株） 流流田田　　賢賢治治　　 本多電子（株）
渡渡邊邊　　稜稜太太　　 ナカシマヘルスフォース（株） 松松本本　　順順　　 アイエルテクノロジー（株）
森森野野　　未未来来　　 ナカシマヘルスフォース（株） 熊熊田田　　哲哲也也　　 アイエルテクノロジー（株）

馬馬場場　　将将人人　　 住友電気工業（株）
津津島島　　栄栄樹樹　　 （株）ＦＪコンポジット 中中島島　　徹徹也也　　 住友電気工業（株）
文文　　盛盛載載　　 （株）ＦＪコンポジット 江江場場　　宏宏美美　　 東京都市大学
巽巽　　裕裕章章　　 大阪大学　接合科学研究所 津津川川　　直直樹樹　　 （株）ナード研究所
久久保保田田　　聡聡　　 北日本造船（株） 宮宮木木　　秀秀幸幸　　 （株）Ｒｉｎｇ
豊豊川川　　剛剛　　 北日本造船（株） 高高島島　　晶晶　　 不易糊工業（株）
森森　　陽陽彦彦　　 北日本造船（株） 下下澤澤　　喜喜彦彦　　 竹田印刷（株）

三三浦浦　　一一雄雄　　 北日本造船（株）
コンビナート製造現場中核人材育成事業
の推進と自立運営人材教育システムの
確立

力力石石　　泰泰祐祐　　 北日本造船（株） 嶋嶋村村　　純純二二　　 ＪＦＥスチール（株）
橋橋本本　　剛剛志志　　 日本製鉄（株） 外外石石　　圭圭吾吾　　 ＪＦＥスチール（株）
沖沖山山　　翔翔　　 アイリス（株） 田田村村　　雄雄太太　　 ＪＦＥスチール（株）
福福田田　　敦敦史史　　 アイリス（株） 寺寺田田　　一一貴貴　　 ＪＦＥスチール（株）
亀亀山山　　紗紗穂穂　　 アイリス（株） 今今仲仲　　大大輝輝　　 ＪＦＥスチール（株）
安安見見　　卓卓志志　　 アイリス（株） 河河野野　　浩浩紀紀　　 ＪＦＥウエストテクノロジー（株）
相相原原　　悠悠平平　　 （株）天地人 井井原原　　宏宏一一　　 ＪＦＥスチール（株）
樋樋口口　　宣宣人人　　 （株）天地人 平平尾尾　　嘉嘉英英　　 マツダ（株）
池池上上　　慶慶太太　　 （株）天地人 井井上上　　誠誠二二　　 マツダ（株）
高高瀬瀬　　賢賢二二　　 （株）天地人 大大川川　　慧慧　　 マツダ（株）
白白井井　　康康雄雄　　 （株）天地人 野野村村　　成成彦彦  　　 日鉄テクノロジー（株）
榊榊原原　　満満　　 （株）オータマ 鈴鈴木木　　利利哉哉　　  日本製鉄（株）
奥奥田田　　学学　　 （株）オータマ 岡岡田田　　徹徹　　  日本製鉄（株）
松松山山　　真真也也　　 （株）オータマ 関関戸戸　　義義仁仁  　　 日本製鉄（株）

瑞瑞慶慶山山　　末末広広　　 （株）オータマ

海ぶどうを世界へ　保存期間2年・55種類
の栄養素を含む「ふくらむぷちぷち海ぶ
どう」を開発し、沖縄から世界14か国へ
輸出成功！

山山城城　　由由希希　　 （株）日本バイオテック

新素材を用いた次世代型ステンレス
ケミカルタンカーの開発とその大型化

衝撃波による粉塵剥離メカニズムを
応用したメンテナンスレス集塵装置の
開発と事業化

細胞内部の物性分布構造を立体視する、
世界初の細胞三次元観察用超音波
顕微鏡の開発

半導体の微細径（金/銅）ワイヤボンド
全自動非破壊検査装置

ものづくりのGXに貢献するCO2アップ
サイクル素材「metacol™」

AIで感染症検査を行う医療機器
「nodoca」の開発・普及による
咽頭診察のデータ化

人工衛星データとAI解析を活用した
漏水リスク評価管理システム
（宇宙水道局）の開発

磁気シールドの常識を覆す性能を
発揮した「Mudelta metal®」の開発

内内閣閣総総理理大大臣臣賞賞

異業種間連携と歴史ある技術の組合せに
よる革新的な医療材料の開発

世界初！金属3Dプリンターによる骨質を
制御可能とする脊椎スペーサーの
開発・製品化

経経済済産産業業大大臣臣賞賞
オンリーワンの接合技術で半導体部材を
流通
～素材大国日本から次世代自動車大国へ

（（公公社社））山山陽陽技技術術振振興興会会

中心偏析低減と極表層硬度低減による
超厳格仕様耐サワーラインパイプの開発

性能・軽量化・コストを両立しつつ従来
工法比で生産性4倍に引き上げた世界
最高効率ホットスタンプ加工技術の開発

案件名 受受賞賞者者 所属企業等 案件名 受受賞賞者者 所属企業等

佐佐藤藤　　一一雄雄　　 （株）ニッコー 大大西西　　理理王王　　 （株）ＨＡＣＡＲＵＳ
𠮷𠮷𠮷𠮷田田　　昌昌徳徳　　 （株）ニッコー 吉吉田田　　光光志志　　 （株）ＨＡＣＡＲＵＳ
及及川川　　寿寿恵恵男男　　 （株）ニッコー 木木村村　　優優　　 （株）ＨＡＣＡＲＵＳ
床床　　秀秀樹樹　　 （株）ニッコー 山山口口　　貴貴志志　　 （株）ＨＡＣＡＲＵＳ
渡渡邊邊　　佳佳典典　　 （株）ニッコー 奥奥村村　　めめぐぐみみ　　 （株）ＨＡＣＡＲＵＳ
小小林林　　達達也也　　 （株）ニッコー 李李　　英英哲哲　　 コスメディ製薬（株）
床床　　勇勇助助　　 （株）ニッコー 辻辻井井　　モモナナ　　 コスメディ製薬（株）
鈴鈴木木　　尚尚徳徳　　 スズキハイテック（株） 豊豊田田　　佳佳太太　　 コスメディ製薬（株）
漆漆山山　　健健一一　　 スズキハイテック（株） 川川﨑﨑　　一一馬馬　　 コスメディ製薬（株）
町町田田　　俊俊信信　　 スズキハイテック（株） 重重久久　　高高志志　　 京セラ（株）
多多田田　　悦悦子子　　 スズキハイテック（株） 堀堀　　雄雄一一　　 京セラ（株）
保保科科　　由由美美子子　　 スズキハイテック（株） 藤藤本本　　哲哲朗朗　　 京セラ（株）
長長岡岡　　司司　　 スズキハイテック（株） 兒兒井井　　真真　　 京セラ（株）
松松橋橋　　大大輔輔　　 スズキハイテック（株） 瀬瀬野野　　裕裕明明　　 京セラ（株）
杉杉田田　　広広貴貴　　 （株）メトロール 原原　　章章洋洋　　 京セラ（株）
森森田田　　勇勇魚魚　　 （株）メトロール 今今仲仲　　和和也也　　 京セラ（株）
村村瀬瀬　　隆隆浩浩　　 （株）ＫＥＬＫ 桐桐田田　　直直哉哉　　 （株）カワトＴ．Ｐ．Ｃ．
後後藤藤　　大大輔輔　　 （株）ＫＥＬＫ 西西村村　　照照久久　　 （株）カワトＴ．Ｐ．Ｃ．
柴柴田田　　勲勲　　 （株）ＫＥＬＫ 前前田田　　幹幹雄雄　　 （株）カワトＴ．Ｐ．Ｃ．
村村田田　　知知紀紀　　 （株）ＫＥＬＫ 大大藤藤　　真真知知子子　　 （株）カワトＴ．Ｐ．Ｃ．
村村瀬瀬　　恵恵　　 （株）ＫＥＬＫ 髙髙島島　　浩浩 （株）タダノ
平平栗栗　　健健太太郎郎　　 夏目光学（株） 川川野野　　貴貴史史 （株）タダノ
三三村村　　秀秀和和　　 東京大学　先端科学技術研究センター 世世古古　　真真也也 （株）タダノ
松松澤澤　　雄雄介介　　 夏目光学（株） 石石原原　　尚尚樹樹 （株）タダノ
今今村村　　洋洋一一　　 夏目光学（株） 中中松松　　将将太太 （株）タダノ
久久米米　　健健大大　　 夏目光学（株） 進進藤藤　　雅雅紀紀 （株）タダノ
宮宮下下　　洋洋明明　　 夏目光学（株） 坂坂和和　　寿寿忠忠　　 （株）サカワ
齋齋藤藤　　貴貴宏宏　　 夏目光学（株） 坂坂和和　　由由紀紀子子　　 （株）サカワ
小小粥粥　　教教幸幸　　 ＡＳＴＩ（株） 小小林林　　直直弥弥　　 （株）サカワ
鈴鈴木木　　巌巌　　 ＡＳＴＩ（株） 鈴鈴村村　　卓卓也也　　 （株）サカワ
岩岩堀堀　　公公昭昭　　 ＡＳＴＩ（株） 築築城城　　弥弥央央　　 （株）小倉縞縞
野野中中　　勇勇　　 ＡＳＴＩ（株） 三三満満田田　　巧巧　　 （株）小倉縞縞
戸戸田田　　泰泰広広　　 ＡＳＴＩ（株） 重重山山　　淳淳子子　　 （株）小倉縞縞
袴袴田田　　洋洋子子　　 ＡＳＴＩ（株） 内内山山　　啓啓大大　　 （株）小倉縞縞
岡岡田田　　和和廣廣　　 （株）ワコーテック 堀堀北北　　治治希希　　 （株）小倉縞縞
佐佐野野　　弘弘尚尚　　 （株）ワコーテック 今今津津　　研研太太郎郎　　 （株）ＴＲＩＡＲＴ
本本江江　　雄雄樹樹　　 （株）ワコーテック 渡渡邊邊　　彩彩乃乃　　  （株）ＴＲＩＡＲＴ
新新元元　　庸庸平平　　 （株）ワコーテック 野野村村　　侑侑亮亮　　 （株）ＴＲＩＡＲＴ
江江良良　　聡聡　　 （株）ワコー 本本田田　　康康信信　　 （株）ＴＲＩＡＲＴ
栗栗原原　　雅雅彦彦　　 （株）岐阜多田精機 藤藤井井　　達達哉哉　　 （株）ＴＲＩＡＲＴ
高高橋橋　　隆隆晃晃　　 （株）岐阜多田精機 宮宮本本　　健健太太郎郎　　 （株）ＴＲＩＡＲＴ
古古田田　　俊俊之之　　 （株）岐阜多田精機 岡岡元元　　浩浩幸幸　　 リックス（株）
鈴鈴木木　　健健児児　　 （株）成田製作所 生生田田　　勝勝治治　　 リックス（株）
都都築築　　謙謙　　 （株）成田製作所 徳徳永永　　賢賢哲哲　　 リックス（株）
三三宅宅　　宏宏尚尚　　 （株）成田製作所 栗栗田田　　幸幸之之助助　　 リックス（株）
西西脇脇　　武武志志　　 大同大学 周周善善寺寺　　清清隆隆　　 福岡県工業技術センター　機械電子研究所

村村田田　　真真伸伸　　 名古屋市工業研究所 永永野野　　時時彦彦　　 宮崎ひでじビール（株）

田田中中　　智智也也　　 名古屋市工業研究所 金金井井　　大大　　 宮崎ひでじビール（株）

大大塚塚　　保保之之　　 （株）オートネットワーク技術研究所 原原　　健健二二郎郎　　 濵田酒造（株）
吉吉本本　　潤潤　　 住友電装（株） 樋樋之之口口　　大大作作　　 濵田酒造（株）
桒桒原原　　鉄鉄也也　　 住友電気工業（株） 東東條條　　健健太太　　 濵田酒造（株）
高高井井　　博博昭昭　　 富山住友電工（株） 大大園園　　栄栄作作　　 濵田酒造（株）
赤赤祖祖父父　　保保広広　　 富山住友電工（株） 白白石石　　隼隼大大　　 濵田酒造（株）
中中谷谷　　誠誠　　 イシダメディカル（株） 中中野野　　俊俊伸伸　　 濵田酒造（株）
國國﨑﨑　　嘉嘉人人　　 イシダメディカル（株） 小小瀬瀬戸戸　　悠悠悟悟　　 濵田酒造（株）
平平井井　　健健二二　　 ＩＳＨＩＤＡ　ＭＥＤＩＣＡＬ　ＬＬＣ

多層成形技術と金型微細加工技術を組み
合わせた射出成形加飾技術の開発

部分軟化によるアルミニウム合金の
深絞り性能の向上と量産化技術の開発

自動車の燃費向上に貢献する自動車用
アルミニウム電線の開発

食品分野で培った計量技術を活用し、
医療現場の人手不足に寄与する
「排尿計測記録システム」の開発

電動車分野をめっきで
レボリューション！

世界初！研削盤の回転砥石の位置決め
技術及び研削加工工程の自動化技術

世界初　環境発電IoTと汎用PCのデータ
解析による故障予兆検知システムの開発

ナノサイズの微小世界から何億光年と
遥か宇宙の彼方を探る高精度Ｘ線
ミラーの開発

医療機器初のφ0.16超細径注射針及び
薬液ムダを大幅に低減した注射システム
の開発

精密機械加工技術と電子回路技術
（ソフトウェア含む）を活用した静電
容量型6軸力覚センサの開発

精密部品加工事業の工程全自動化による
生産性向上と新たな地域活性化の取組

バッテリ式フル電動ラフテレーン
クレーン「EVOLT eGR-250N」の開発

大正８年創業の黒板屋が、黒板のデジタ
ル化で先生の負担を軽減！
日本初の黒板専用プロジェクター
「ワイード」

焼酎業界のブームを生み出した
「香り系焼酎」商品の開発と市場展開

「小倉織」の量産化・内製化による
独自生地の開発及び関連製品の市場拡大

画像・図面比較システム「MIIDEL」

マイクロアイスジェットによる超精密
洗浄技術の開発

ブームでは終わらせない！農商工全てが
循環したビール醸造と地域資源を生かし
た商品開発･地域循環型社会への取り組み

革新のセラミックス技術で切り拓く
未来：「円筒平板型SOFCスタック」

優優秀秀賞賞 優優秀秀賞賞

手剥きと変わらぬ品質で省人化を実現！
世界初ホタテ自動生剥き機
「オートシェラー」の開発

ロボットと独自AIで、ダイカストに
対応する外観検査自動化の実現

世界初！“貼る注射”が可能となる
マイクロニードルの実用化

なお、政府では、 年 月に「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 年

改定版」を閣議決定し、その中で、業種別の「省力化投資促進プラン」の実行を掲げ、各業

種の優良事例や効果的な省力化投資のポイントを踏まえ着実に取組を実施することとしてい

る。

今回受賞した案件のうち、前述の内閣総理大臣賞受賞案件 件及び経済産業省関係 件

（経済産業大臣賞及び優秀賞）については、「 で感染症検査を行う医療機器の開発・普

及」といった現場での業務の省力化につながる製品を開発した事例や、「コンビナート製造

現場中核人材育成事業の推進と自立運営人材教育システムの確立」といった人材面から生産

性向上を実現する取組など、省力化投資の優良事例になる案件が受賞している。

これらの受賞案件の詳細については、ホームページ上で紹介するとともに、第 回ものづ

くり日本大賞の冊子の配布等を通じて、広く広報を進めていく。

ももののづづくくりり分分野野ににおおけけるる表表彰彰制制度度のの動動向向

政府においては、ものづくり分野における表彰について、ものづくり日本大賞を始め、様々

な制度を設けている。表彰内容としては、ものづくり日本大賞のように、ものづくりの技術

に焦点を当てた表彰や、ものづくり分野における環境や安全に焦点を当てた表彰など、その

対象は多岐にわたる。

また、政府だけでなく民間においても、ものづくり分野に対する表彰が行われており、表

彰の対象は、技術、製品、デザイン、工程プロセス等、幅広い分野に対する表彰が行われてい

る。民間における表彰は、 年にも、（一社）日本能率協会が、「スマートマニュファクチャ

リング構築ガイドライン」（（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構、経済産業省作成）

を基にした新たな表彰制度を立ち上げるなど、活発に活動が行われている。

図：主な表彰制度

資料：経済産業省作成

（政府による表彰制度）

表彰制度 概要 主催省庁

（民間による表彰制度）

表彰制度 概要 主催者

日本産業技術大賞 1972年創設。革新的な大型産業設備、構造物、先端技術などで顕著な成果を挙げた企業等を表彰する制度。 （株）日刊工業新聞社

十大新製品賞 1958年創設。日本のモノづくり産業の発展や国際競争力の強化に寄与する製品を表彰する制度。 （株）日刊工業新聞社

日経優秀製品・サービス賞 1982年創設。特に優れた新製品・新サービスを表彰する制度。  （株）日本経済新聞社

GOOD FACTORY賞 2011年創設。生産性向上・品質向上・改善活動などに優れた成果を挙げた工場・事業所を表彰する制度。 （一社）日本能率協会

ものづくりトランスフォーメーション賞 2025年創設。デジタル技術を駆使してマニュファクチャリングチェーンを変革した企業を表彰する賞。 （一社）日本能率協会

（公財）りそな中小企業振興財団、
（株）日刊工業新聞社
（後援）経済産業省 中小企業庁

（株）日刊工業新聞社
（後援）経済産業省

モノづくり日本会議、
（株）日刊工業新聞社
（後援）経済産業省

中小企業優秀新技術・新製品賞 1988年創設。中小企業における優れた新技術・新製品を表彰する制度。

機械工業デザイン賞IDEA 1970年創設。工業製品のデザイン振興・発展を目的に、国産または輸入製品の生産財を表彰する制度。

“超”モノづくり部品大賞 2003年創設。優れた部品・部材を表彰する制度。

2007年創設。企業等における製品安全への優れた取り組みを表彰する制度。 経済産業省

経済産業省、文部科学省、
厚生労働省、国土交通省

緑化優良工場等表彰
（全国みどりの工場大賞）

製品安全対策優良企業表彰
（PSアワード）

経済産業省、総務省、
文部科学省、厚生労働省、
農林水産省、国土交通省

ものづくり日本大賞 2005年創設。日本の製造現場を支える技術者・技能者の功績を広く社会に知らせるための表彰制度。

ロボット大賞
年創設。我が国のロボット技術の発展・社会実装を促進するため、優れたロボットや関連技術、研究開

発、人材育成等を表彰する制度。

年創設。工場立地法の趣旨に基づき、工場緑化や周辺環境の改善に顕著な功績をあげた工場等を表彰す
る制度。

経済産業省
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年年以以降降ににおおけけるる製製造造業業のの主主なな動動向向

年以降における製造業の主な動向は、以下のとおり。

図 ： 年以降における製造業の主な動向①

資料：経済産業省作成

政政策策のの動動向向 主主なな事事象象

【【米米国国】】AAII向向けけ半半導導体体ななどどへへのの輸輸出出管管理理をを強強化化

【【米米国国】】中中国国・・ロロシシアアがが関関係係すするるココネネククテテッッドドカカーーのの

　　　　　　　　輸輸入入・・販販売売をを禁禁止止すするる最最終終規規則則のの公公表表

【【米米国国】】第第22次次トトラランンププ政政権権発発足足

【【米米国国】】「「米米国国第第一一のの通通商商政政策策」」にに関関すするる大大統統領領覚覚書書発発表表

【【米米国国】】AAIIにに対対すするる規規制制緩緩和和をを指指示示すするる大大統統領領令令発発表表

【【米米国国】】【【中中国国】】米米国国・・中中国国かかららのの全全ててのの輸輸入入品品にに追追加加関関税税（（1100％％））、、
　　　　　　　　　　　　　　　　中中国国・・米米国国のの農農産産品品等等にに関関税税（（1100％％ああるるいいはは1155％％））発発動動

　　　　　　　　　　　　　　　　（（以以降降、、相相互互にに追追加加関関税税発発動動））

【【中中国国】】レレアアメメタタルルのの輸輸出出管管理理強強化化

【【EEUU】】AAII法法のの段段階階的的施施行行

【【日日本本】】【【米米国国】】日日米米首首脳脳会会談談開開催催

【【米米国国】】鉄鉄鋼鋼・・アアルルミミ及及びび同同派派生生品品にに追追加加関関税税（（2255％％））発発動動

【【日日本本】】経経済済産産業業省省、、国国内内半半導導体体メメーーカカーーにに対対すするる支支援援をを決決定定（（最最大大約約88千千億億円円））

【【米米国国】】相相互互関関税税（（一一律律1100％％））、、自自動動車車にに追追加加関関税税（（2255％％））発発動動

【【中中国国】】レレアアアアーーススのの輸輸出出管管理理強強化化

【【中中国国】】米米国国にに対対すするる貿貿易易管管理理措措置置強強化化

【【EEUU】】欧欧州州委委員員会会「「TThhee  AAII  CCoonnttiinneenntt  AAccttiioonn  PPllaann」」公公表表

55月月

【【EEUU】】欧欧州州委委員員会会、、EEUU域域外外ににおおけけるる戦戦略略的的原原材材料料開開発発ププロロジジェェククトト発発表表

【【米米国国】】カカリリフフォォルルニニアア州州のの無無排排出出車車義義務務化化方方針針のの撤撤回回決決議議にに署署名名

【【米米国国】】鉄鉄・・アアルルミミ及及びび同同派派生生品品へへのの関関税税引引きき上上げげ（（5500％％））

【【日日本本】】特特定定技技能能外外国国人人のの適適正正かかつつ円円滑滑なな受受入入れれ推推進進をを担担うう特特定定技技能能外外国国人人受受入入事事業業

　　　　　　　　実実施施法法人人ととししてて、、「「（（一一社社））工工業業製製品品製製造造技技能能人人材材機機構構」」をを登登録録

11月月
【【米米国国】】民民間間企企業業にによよるるAAII関関連連ののイインンフフララププロロジジェェククトト会会社社「「ススタターーゲゲイイトト」」のの

　　　　　　　　設設立立をを発発表表

22月月

33月月

44月月

66月月 【【米米国国】】日日本本企企業業にによよるる米米国国鉄鉄鋼鋼大大手手企企業業買買収収をを認認めめるる大大統統領領令令をを発発表表

出出典典

（独）日本貿易振興機構『米商務省、AI向け半導体などへの輸出管理を強化』（2025年1月14日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『米商務省、中国とロシアが関係するコネクテッドカーの輸入・販売を禁止する最終規則を発表』（2025年1月15日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『トランプ米大統領、米国第一の通商政策発表、貿易赤字の原因調査など指示』（2025年1月22日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『トランプ米大統領、AIに対する規制緩和を指示する大統領令発表』（2025年1月27日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『中国政府、米国原産の液化天然ガス、石炭、原油などに対する追加関税賦課措置を発表』（2025年2月4日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『商務部、タングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、インジウム関連品目に対する輸出管理を決定（中国、米国）』（2025年2月4日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『EUのAI規則、禁止されるAI利用のルールが適用開始に』（2025年2月13日公表、2026年3月9日参照）

外務省『日米首脳会談』（2025年2月7日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構［2026］『米国トランプ政権の関税政策の要旨～122条関税、自動車および中・大型トラック・同部品、鉄鋼・アルミ・銅・木材、半導体、医薬品～』

経済産業省［2025］『ステージゲート審査結果概要』

（独）日本貿易振興機構『中国、中・重希土類7種のレアアース関連品目で4月4日から輸出管理を実施（中国）』（2025年4月7日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『中国、米国企業に対する複数の貿易管理措置を発表』（2025年4月9日公表、2026年3月9日参照）

European Commission［2025］『The AI Continent Action Plan』

European Commission［2025］『Commission selects 13 Strategic Projects in third countries to secure access to raw materials and to support local value creation』

（独）日本貿易振興機構『トランプ米大統領、カリフォルニア州のZEV販売義務を撤回』（2025年6月17日公表、2026年3月9日参照）

経済産業省『特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う「特定技能外国人受入事業実施法人」の登録を行いました』（2025年6月25日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『米オープンAIとソフトバンクグループ主導、トランプ政権が支援する大規模AIプロジェクト発表』（2025年1月28日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『トランプ米大統領、日鉄によるUSスチール買収認める、今後のCFIUSの運用に注目』（2025年6月17日公表、2026年3月9日参照）

図 ： 年以降における製造業の主な動向②

資料：経済産業省作成

政政策策のの動動向向 主主なな事事象象

【【日日本本】】【【米米国国】】米米国国関関税税にに関関すするる日日米米協協議議合合意意（（相相互互関関税税率率1155％％等等））

【【米米国国】】「「AAIIアアククシショョンンププラランン」」公公表表

【【米米国国】】「「OOnnee  BBiigg  BBeeaauuttiiffuull  BBiillll  AAcctt」」成成立立（（産産業業税税制制等等））

【【米米国国】】銅銅半半製製品品・・派派生生品品にに追追加加関関税税（（5500％％））発発動動

【【中中国国】】「「AAII＋＋行行動動」」のの徹徹底底実実施施にに関関すするる意意見見公公表表（（AAII戦戦略略））

【【日日本本】】人人工工知知能能関関連連技技術術のの研研究究開開発発及及びび活活用用のの推推進進にに関関すするる法法律律（（AAII法法））

　　　　　　　　全全面面施施行行
【【米米国国】】米米アアルルミミ大大手手企企業業ニニュューーヨヨーークク工工場場火火災災にによよるるアアルルミミ製製品品のの供供給給支支障障発発生生

【【日日本本】】複複数数のの日日本本企企業業へへのの大大規規模模ななササイイババーー攻攻撃撃・・シシスステテムム障障害害にによよるる

　　　　　　　　物物流流へへのの影影響響発発生生

【【日日本本】】経経済済産産業業省省、、米米国国半半導導体体メメモモリリーー企企業業大大手手へへ支支援援決決定定（（最最大大約約55千千億億円円））

【【中中国国】】レレアアアアーースス等等輸輸出出管管理理強強化化

【【日日本本】】高高市市政政権権発発足足

【【中中国国】】第第1155次次55ヵヵ年年計計画画（（2266～～3300年年））策策定定（（先先進進製製造造業業強強化化））

【【日日本本】】【【米米国国】】日日米米首首脳脳会会談談開開催催（（55,,550000億億ドドルル規規模模のの対対米米投投資資にに関関すするる

　　　　　　　　　　　　　　　　フファァククトトシシーートト公公表表））

【【米米国国】】【【中中国国】】米米中中首首脳脳会会談談開開催催（（関関税税発発動動見見送送りり、、レレアアアアーースス輸輸出出管管理理

　　　　　　　　　　　　　　　　一一時時停停止止等等））

【【米米国国】】中中・・大大型型トトララッックク等等へへのの追追加加関関税税（（2255％％））発発動動

【【日日本本】】総総合合経経済済対対策策閣閣議議決決定定（（危危機機管管理理投投資資・・成成長長投投資資にによよるる「「強強いい経経済済」」のの

　　　　　　　　実実現現等等））

【【中中国国】】【【欧欧州州】】オオラランンダダ半半導導体体企企業業大大手手にに対対すするる半半導導体体製製品品のの輸輸出出禁禁止止措措置置

　　　　　　　　　　　　　　　　のの解解除除

【【日日本本】】人人工工知知能能基基本本計計画画閣閣議議決決定定

【【日日本本】】令令和和88年年度度税税制制改改正正大大綱綱閣閣議議決決定定

              （（大大胆胆なな投投資資促促進進税税制制（（特特定定生生産産性性向向上上設設備備等等投投資資促促進進税税制制））創創設設等等））

【【EEUU】】22003355年年エエンンジジンン車車販販売売禁禁止止方方針針をを撤撤回回すするる案案をを公公表表

【【米米国国】】トトラランンププ大大統統領領がが6666のの国国際際機機関関・・条条約約かかららのの脱脱退退発発表表

【【米米国国】】特特定定のの半半導導体体製製品品へへのの追追加加関関税税（（2255％％））発発動動

【【日日本本】】高高市市首首相相がが衆衆議議院院解解散散をを発発表表

【【日日本本】】第第22次次高高市市政政権権発発足足

【【米米国国】】トトラランンププ関関税税にに米米最最高高裁裁がが違違憲憲判判決決

【【米米国国】】最最高高裁裁のの判判決決をを受受けけ、、相相互互関関税税のの適適用用停停止止とと115500日日間間全全ててのの輸輸入入にに

　　　　　　　　1100％％のの従従価価関関税税のの発発動動

33月月 【【日日本本】】経経済済産産業業省省、、「「イイラランン情情勢勢をを踏踏ままええたたエエネネルルギギーー対対策策本本部部」」をを設設置置

77月月 【【欧欧州州】】JJOOGGMMEECCががガガリリウウムム生生産産にに向向けけたた共共同同調調査査事事業業へへのの出出資資参参画画をを決決定定

88月月 【【日日本本】】国国内内自自動動車車メメーーカカーー各各社社、、米米国国関関税税のの影影響響をを公公表表

99月月 【【米米国国】】電電気気自自動動車車補補助助金金終終了了

1100月月

1111月月

1122月月 【【日日本本】】半半導導体体各各社社、、最最高高収収益益をを更更新新

11月月

22月月 【【中中東東】】米米国国ととイイススララエエルルがが、、イイラランンにに対対すするる攻攻撃撃実実施施をを発発表表

出出典典

内閣官房『米国関税措置に関する日米協議の合意等についての会見』（2025年7月23日公表、2026年3月9日参照）

THE WHITE HOUSE［2025］『AMERICA’S AI ACTION PLAN』

（独）日本貿易振興機構『米下院、「大きく美しい1つの法案」の上院修正案を可決』（2025年7月4日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構［2026］『米国トランプ政権の関税政策の要旨～122条関税、自動車および中・大型トラック・同部品、鉄鋼・アルミ・銅・木材、半導体、医薬品～』

（独）日本貿易振興機構『中国、「AIプラス」行動の徹底に関する意見発表、6重点分野で実施強化』（2025年9月3日公表、2026年3月9日参照）

内閣府［2025］『人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（AI法）の概要』

（独）日本貿易振興機構『「大きく美しい1つの法案」、EV税額控除の撤廃など大幅な見直し』（2025年7月15日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『中国、レアアース輸出管理の関連規制を強化』（2025年10月14日公表、2026年3月9日参照）

中華人民共和国駐日本国大使館『国民経済・社会発展第15次5ヵ年計画の策定に関する中共中央の建議』（2025年11月21日公表、2026年3月9日参照）

経済産業省『「日米間の投資に関する共同ファクトシート」を発出しました』（2025年10月28日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『中国、米中協議の合意内容を発表、米国は対中関税10％分を撤廃、中国は輸出管理関連措置などを1年停止』（2025年10月31日公表、2026年3月9日参照）

内閣府［2025］『「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～』

（独）日本貿易振興機構『オランダ政府、物品供給法に基づくネクスペリア管理措置を一時停止』（2025年11月25日公表、2026年3月9日参照）

内閣府［2025］『人工知能基本計画～「信頼できるAI」による「日本再起」～ 』

財務省［2025］『令和8年度税制改正の大綱』

（独）日本貿易振興機構『欧州委、自動車産業支援パッケージを発表、新たな小型車規格の導入も表明』（2025年12月25日公表、2026年3月9日参照）

BBC NEWS JAPAN『アメリカ、66の国際組織・協定から離脱 気候変動対策など』（2026年1月8日公表、2026年3月9日参照）

自民党『衆議院解散について高市内閣総理大臣記者会見』（2026年1月19日公表、2026年3月9日参照）

経済産業省『「イラン情勢を踏まえたエネルギー対策本部」の設置について』（2026年3月2日公表、2026年3月9日参照）

（独）エネルギー・金属鉱物資源機構『豪州におけるガリウム生産に向けた共同調査事業への出資ーガリウムの新たなサプライチェーン構築を目指すー』（2025年8月4日公表、2026年3月9日参照）

日本経済新聞『アイシンなどトヨタ系8社、米関税「全額回収」へ価格転嫁や物流再編』（2025年8月1日公表、2026年3月9日参照）

MARKLINES『Novelis、米ニューヨーク工場火災で2026年のアルミ板供給に影響』（2025年10月10日公表、2026年3月9日参照）

NTTセキュリティ・ジャパン（株）『サイバーセキュリティレポート 2025年10月』（2025年11月17日公表、2026年3月9日参照）

日本経済新聞『米マイクロンに5360億円支援、経産省 広島で1.5兆円追加投資』（2025年9月12日公表、2026年3月9日参照）

日本経済新聞『世界の半導体企業、最高益 メモリー3社の稼ぐ力がNVIDIAに接近』（2026年3月6日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『イスラエルと米国がイランを攻撃、イラン反撃、日本外務省が中東諸国の危険レベル引き上げ』（2026年3月2日公表、2026年3月9日参照）
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年年以以降降ににおおけけるる製製造造業業のの主主なな動動向向

年以降における製造業の主な動向は、以下のとおり。

図 ： 年以降における製造業の主な動向①

資料：経済産業省作成

政政策策のの動動向向 主主なな事事象象

【【米米国国】】AAII向向けけ半半導導体体ななどどへへのの輸輸出出管管理理をを強強化化

【【米米国国】】中中国国・・ロロシシアアがが関関係係すするるココネネククテテッッドドカカーーのの

　　　　　　　　輸輸入入・・販販売売をを禁禁止止すするる最最終終規規則則のの公公表表

【【米米国国】】第第22次次トトラランンププ政政権権発発足足

【【米米国国】】「「米米国国第第一一のの通通商商政政策策」」にに関関すするる大大統統領領覚覚書書発発表表

【【米米国国】】AAIIにに対対すするる規規制制緩緩和和をを指指示示すするる大大統統領領令令発発表表

【【米米国国】】【【中中国国】】米米国国・・中中国国かかららのの全全ててのの輸輸入入品品にに追追加加関関税税（（1100％％））、、
　　　　　　　　　　　　　　　　中中国国・・米米国国のの農農産産品品等等にに関関税税（（1100％％ああるるいいはは1155％％））発発動動

　　　　　　　　　　　　　　　　（（以以降降、、相相互互にに追追加加関関税税発発動動））

【【中中国国】】レレアアメメタタルルのの輸輸出出管管理理強強化化

【【EEUU】】AAII法法のの段段階階的的施施行行

【【日日本本】】【【米米国国】】日日米米首首脳脳会会談談開開催催

【【米米国国】】鉄鉄鋼鋼・・アアルルミミ及及びび同同派派生生品品にに追追加加関関税税（（2255％％））発発動動

【【日日本本】】経経済済産産業業省省、、国国内内半半導導体体メメーーカカーーにに対対すするる支支援援をを決決定定（（最最大大約約88千千億億円円））

【【米米国国】】相相互互関関税税（（一一律律1100％％））、、自自動動車車にに追追加加関関税税（（2255％％））発発動動

【【中中国国】】レレアアアアーーススのの輸輸出出管管理理強強化化

【【中中国国】】米米国国にに対対すするる貿貿易易管管理理措措置置強強化化

【【EEUU】】欧欧州州委委員員会会「「TThhee  AAII  CCoonnttiinneenntt  AAccttiioonn  PPllaann」」公公表表

55月月

【【EEUU】】欧欧州州委委員員会会、、EEUU域域外外ににおおけけるる戦戦略略的的原原材材料料開開発発ププロロジジェェククトト発発表表

【【米米国国】】カカリリフフォォルルニニアア州州のの無無排排出出車車義義務務化化方方針針のの撤撤回回決決議議にに署署名名

【【米米国国】】鉄鉄・・アアルルミミ及及びび同同派派生生品品へへのの関関税税引引きき上上げげ（（5500％％））

【【日日本本】】特特定定技技能能外外国国人人のの適適正正かかつつ円円滑滑なな受受入入れれ推推進進をを担担うう特特定定技技能能外外国国人人受受入入事事業業

　　　　　　　　実実施施法法人人ととししてて、、「「（（一一社社））工工業業製製品品製製造造技技能能人人材材機機構構」」をを登登録録

11月月
【【米米国国】】民民間間企企業業にによよるるAAII関関連連ののイインンフフララププロロジジェェククトト会会社社「「ススタターーゲゲイイトト」」のの

　　　　　　　　設設立立をを発発表表

22月月

33月月

44月月

66月月 【【米米国国】】日日本本企企業業にによよるる米米国国鉄鉄鋼鋼大大手手企企業業買買収収をを認認めめるる大大統統領領令令をを発発表表

出出典典

（独）日本貿易振興機構『米商務省、AI向け半導体などへの輸出管理を強化』（2025年1月14日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『米商務省、中国とロシアが関係するコネクテッドカーの輸入・販売を禁止する最終規則を発表』（2025年1月15日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『トランプ米大統領、米国第一の通商政策発表、貿易赤字の原因調査など指示』（2025年1月22日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『トランプ米大統領、AIに対する規制緩和を指示する大統領令発表』（2025年1月27日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『中国政府、米国原産の液化天然ガス、石炭、原油などに対する追加関税賦課措置を発表』（2025年2月4日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『商務部、タングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、インジウム関連品目に対する輸出管理を決定（中国、米国）』（2025年2月4日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『EUのAI規則、禁止されるAI利用のルールが適用開始に』（2025年2月13日公表、2026年3月9日参照）

外務省『日米首脳会談』（2025年2月7日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構［2026］『米国トランプ政権の関税政策の要旨～122条関税、自動車および中・大型トラック・同部品、鉄鋼・アルミ・銅・木材、半導体、医薬品～』

経済産業省［2025］『ステージゲート審査結果概要』

（独）日本貿易振興機構『中国、中・重希土類7種のレアアース関連品目で4月4日から輸出管理を実施（中国）』（2025年4月7日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『中国、米国企業に対する複数の貿易管理措置を発表』（2025年4月9日公表、2026年3月9日参照）

European Commission［2025］『The AI Continent Action Plan』

European Commission［2025］『Commission selects 13 Strategic Projects in third countries to secure access to raw materials and to support local value creation』

（独）日本貿易振興機構『トランプ米大統領、カリフォルニア州のZEV販売義務を撤回』（2025年6月17日公表、2026年3月9日参照）

経済産業省『特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れ推進を担う「特定技能外国人受入事業実施法人」の登録を行いました』（2025年6月25日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『米オープンAIとソフトバンクグループ主導、トランプ政権が支援する大規模AIプロジェクト発表』（2025年1月28日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『トランプ米大統領、日鉄によるUSスチール買収認める、今後のCFIUSの運用に注目』（2025年6月17日公表、2026年3月9日参照）

図 ： 年以降における製造業の主な動向②

資料：経済産業省作成

政政策策のの動動向向 主主なな事事象象

【【日日本本】】【【米米国国】】米米国国関関税税にに関関すするる日日米米協協議議合合意意（（相相互互関関税税率率1155％％等等））

【【米米国国】】「「AAIIアアククシショョンンププラランン」」公公表表

【【米米国国】】「「OOnnee  BBiigg  BBeeaauuttiiffuull  BBiillll  AAcctt」」成成立立（（産産業業税税制制等等））

【【米米国国】】銅銅半半製製品品・・派派生生品品にに追追加加関関税税（（5500％％））発発動動

【【中中国国】】「「AAII＋＋行行動動」」のの徹徹底底実実施施にに関関すするる意意見見公公表表（（AAII戦戦略略））

【【日日本本】】人人工工知知能能関関連連技技術術のの研研究究開開発発及及びび活活用用のの推推進進にに関関すするる法法律律（（AAII法法））

　　　　　　　　全全面面施施行行
【【米米国国】】米米アアルルミミ大大手手企企業業ニニュューーヨヨーークク工工場場火火災災にによよるるアアルルミミ製製品品のの供供給給支支障障発発生生

【【日日本本】】複複数数のの日日本本企企業業へへのの大大規規模模ななササイイババーー攻攻撃撃・・シシスステテムム障障害害にによよるる

　　　　　　　　物物流流へへのの影影響響発発生生

【【日日本本】】経経済済産産業業省省、、米米国国半半導導体体メメモモリリーー企企業業大大手手へへ支支援援決決定定（（最最大大約約55千千億億円円））

【【中中国国】】レレアアアアーースス等等輸輸出出管管理理強強化化

【【日日本本】】高高市市政政権権発発足足

【【中中国国】】第第1155次次55ヵヵ年年計計画画（（2266～～3300年年））策策定定（（先先進進製製造造業業強強化化））

【【日日本本】】【【米米国国】】日日米米首首脳脳会会談談開開催催（（55,,550000億億ドドルル規規模模のの対対米米投投資資にに関関すするる

　　　　　　　　　　　　　　　　フファァククトトシシーートト公公表表））

【【米米国国】】【【中中国国】】米米中中首首脳脳会会談談開開催催（（関関税税発発動動見見送送りり、、レレアアアアーースス輸輸出出管管理理

　　　　　　　　　　　　　　　　一一時時停停止止等等））

【【米米国国】】中中・・大大型型トトララッックク等等へへのの追追加加関関税税（（2255％％））発発動動

【【日日本本】】総総合合経経済済対対策策閣閣議議決決定定（（危危機機管管理理投投資資・・成成長長投投資資にによよるる「「強強いい経経済済」」のの

　　　　　　　　実実現現等等））

【【中中国国】】【【欧欧州州】】オオラランンダダ半半導導体体企企業業大大手手にに対対すするる半半導導体体製製品品のの輸輸出出禁禁止止措措置置

　　　　　　　　　　　　　　　　のの解解除除

【【日日本本】】人人工工知知能能基基本本計計画画閣閣議議決決定定

【【日日本本】】令令和和88年年度度税税制制改改正正大大綱綱閣閣議議決決定定

              （（大大胆胆なな投投資資促促進進税税制制（（特特定定生生産産性性向向上上設設備備等等投投資資促促進進税税制制））創創設設等等））

【【EEUU】】22003355年年エエンンジジンン車車販販売売禁禁止止方方針針をを撤撤回回すするる案案をを公公表表

【【米米国国】】トトラランンププ大大統統領領がが6666のの国国際際機機関関・・条条約約かかららのの脱脱退退発発表表

【【米米国国】】特特定定のの半半導導体体製製品品へへのの追追加加関関税税（（2255％％））発発動動

【【日日本本】】高高市市首首相相がが衆衆議議院院解解散散をを発発表表

【【日日本本】】第第22次次高高市市政政権権発発足足

【【米米国国】】トトラランンププ関関税税にに米米最最高高裁裁がが違違憲憲判判決決

【【米米国国】】最最高高裁裁のの判判決決をを受受けけ、、相相互互関関税税のの適適用用停停止止とと115500日日間間全全ててのの輸輸入入にに

　　　　　　　　1100％％のの従従価価関関税税のの発発動動

33月月 【【日日本本】】経経済済産産業業省省、、「「イイラランン情情勢勢をを踏踏ままええたたエエネネルルギギーー対対策策本本部部」」をを設設置置

77月月 【【欧欧州州】】JJOOGGMMEECCががガガリリウウムム生生産産にに向向けけたた共共同同調調査査事事業業へへのの出出資資参参画画をを決決定定

88月月 【【日日本本】】国国内内自自動動車車メメーーカカーー各各社社、、米米国国関関税税のの影影響響をを公公表表

99月月 【【米米国国】】電電気気自自動動車車補補助助金金終終了了

1100月月

1111月月

1122月月 【【日日本本】】半半導導体体各各社社、、最最高高収収益益をを更更新新

11月月

22月月 【【中中東東】】米米国国ととイイススララエエルルがが、、イイラランンにに対対すするる攻攻撃撃実実施施をを発発表表

出出典典

内閣官房『米国関税措置に関する日米協議の合意等についての会見』（2025年7月23日公表、2026年3月9日参照）

THE WHITE HOUSE［2025］『AMERICA’S AI ACTION PLAN』

（独）日本貿易振興機構『米下院、「大きく美しい1つの法案」の上院修正案を可決』（2025年7月4日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構［2026］『米国トランプ政権の関税政策の要旨～122条関税、自動車および中・大型トラック・同部品、鉄鋼・アルミ・銅・木材、半導体、医薬品～』

（独）日本貿易振興機構『中国、「AIプラス」行動の徹底に関する意見発表、6重点分野で実施強化』（2025年9月3日公表、2026年3月9日参照）

内閣府［2025］『人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（AI法）の概要』

（独）日本貿易振興機構『「大きく美しい1つの法案」、EV税額控除の撤廃など大幅な見直し』（2025年7月15日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『中国、レアアース輸出管理の関連規制を強化』（2025年10月14日公表、2026年3月9日参照）

中華人民共和国駐日本国大使館『国民経済・社会発展第15次5ヵ年計画の策定に関する中共中央の建議』（2025年11月21日公表、2026年3月9日参照）

経済産業省『「日米間の投資に関する共同ファクトシート」を発出しました』（2025年10月28日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『中国、米中協議の合意内容を発表、米国は対中関税10％分を撤廃、中国は輸出管理関連措置などを1年停止』（2025年10月31日公表、2026年3月9日参照）

内閣府［2025］『「強い経済」を実現する総合経済対策～日本と日本人の底力で不安を希望に変える～』

（独）日本貿易振興機構『オランダ政府、物品供給法に基づくネクスペリア管理措置を一時停止』（2025年11月25日公表、2026年3月9日参照）

内閣府［2025］『人工知能基本計画～「信頼できるAI」による「日本再起」～ 』

財務省［2025］『令和8年度税制改正の大綱』

（独）日本貿易振興機構『欧州委、自動車産業支援パッケージを発表、新たな小型車規格の導入も表明』（2025年12月25日公表、2026年3月9日参照）

BBC NEWS JAPAN『アメリカ、66の国際組織・協定から離脱 気候変動対策など』（2026年1月8日公表、2026年3月9日参照）

自民党『衆議院解散について高市内閣総理大臣記者会見』（2026年1月19日公表、2026年3月9日参照）

経済産業省『「イラン情勢を踏まえたエネルギー対策本部」の設置について』（2026年3月2日公表、2026年3月9日参照）

（独）エネルギー・金属鉱物資源機構『豪州におけるガリウム生産に向けた共同調査事業への出資ーガリウムの新たなサプライチェーン構築を目指すー』（2025年8月4日公表、2026年3月9日参照）

日本経済新聞『アイシンなどトヨタ系8社、米関税「全額回収」へ価格転嫁や物流再編』（2025年8月1日公表、2026年3月9日参照）

MARKLINES『Novelis、米ニューヨーク工場火災で2026年のアルミ板供給に影響』（2025年10月10日公表、2026年3月9日参照）

NTTセキュリティ・ジャパン（株）『サイバーセキュリティレポート 2025年10月』（2025年11月17日公表、2026年3月9日参照）

日本経済新聞『米マイクロンに5360億円支援、経産省 広島で1.5兆円追加投資』（2025年9月12日公表、2026年3月9日参照）

日本経済新聞『世界の半導体企業、最高益 メモリー3社の稼ぐ力がNVIDIAに接近』（2026年3月6日公表、2026年3月9日参照）

（独）日本貿易振興機構『イスラエルと米国がイランを攻撃、イラン反撃、日本外務省が中東諸国の危険レベル引き上げ』（2026年3月2日公表、2026年3月9日参照）
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第第 章章 就就業業動動向向とと人人材材確確保保・・育育成成

第第 節節 ももののづづくくりり人人材材のの雇雇用用とと就就業業動動向向

 雇雇用用・・失失業業情情勢勢

完全失業者数（季節調整値）は、リーマンショック後の 年 月に 万人となって以降、

減少傾向に転じ、 年及び 年は 万人前後で推移した。その後、新型コロナウイルス

感染症の感染拡大の影響もあり、 年 月から 年 月まで、 月及び 月は、 万人を超

えたものの、 年 月時点では 万人となっている。

また、完全失業率（季節調整値）は、リーマンショック後の 年 月の ％をピークに

低下傾向で推移し、 年 月には ％まで低下したが、 年に入って上昇に転じ、同年

月及び 月に ％に達した。 年に入る頃から低下傾向がみられ、 年に入り、 ％

程度の水準で横ばいが続き、 年 月時点では ％となっている（図 ）。なお、完全

失業率の年平均をみると、 年は ％ であり、 年と同水準となっている。

総務省［ ］『労働力調査』

図 ：完全失業者数（季節調整値）及び完全失業率（季節調整値）の推移

備考： 年 月から 年 月までは、東日本大震災の影響により、補完推計値を用いた。

資料：総務省「労働力調査」（ 年 月）
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有効求人倍率（季節調整値）は、 年以降上昇し、 年 月に 倍を記録したが、同

年後半から激化した米中貿易摩擦、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い製造業や宿

泊業・飲食サービス業などの業況悪化も影響し、 年から 年にかけて低下し、同年 月

及び 月には 倍となった。同年 月以降は社会経済活動が徐々に活発化し、長期的に続

く人手不足の状況も背景に上昇傾向に転じていた。しかし、 年 月から 年 月に

倍を記録して以降は再び低下し、 年 月時点では 倍となっている（図 ）。

主要産業別の新規求人数をみると、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの影響を受

けた 年の上半期には、宿泊業・飲食サービス業を始めとする幅広い産業で落ち込みが顕

著に表れ、同年 月及び 月には、全産業でみると対前年同月比でマイナス ％台となった。

年下半期以降はマイナス幅が減少傾向に転じ、同年 月以降はおおむね全ての産業で新規

求人数は増加傾向となったが、 年中頃以降は増加の勢いが鈍化し、再び減少傾向に転じ

ている（図 ）。

年 月現在の雇用情勢は、有効求人倍率はおおむね横ばいで、求人が引き続き求職を上

回って推移しており、緩やかに持ち直している。物価上昇等が雇用に与える影響に留意する

必要があると考えられる。

製造業における新規求人数を対前年同月比でみると、全産業と比べ、 年に大きく増加

に転じたが、 年には増加幅が縮小し、 年以降はおおむねマイナスで推移している。

なお、 年 月時点では、対前年同月比でマイナス ％となっている（図 ）。

次に、中小企業における産業別の従業員数における過不足状況（従業員数過不足 ）をみ

ると、全産業は、 年第 四半期から 年第 四半期までマイナス 台で推移していた

が、 年第 四半期からマイナス幅が縮小し、 年第 四半期にはマイナス と不足感が

弱まった。その後一転してマイナス幅が拡大に転じ、 年第 四半期ではマイナス とな

っている。一方、製造業の従業員数における過不足状況（従業員数過不足 ）をみると、

年第 四半期から 年第 四半期までマイナス 台で推移していたが、同年第 四半期から

マイナス幅が縮小し、 年第 四半期から第 四半期には一時プラスに転じた。その後、

年第 四半期にはマイナス と再び不足感が高まり、 年第 四半期はマイナス と、新

型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の水準近くまで低下している（図 ）。
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図 ：有効求人倍率（季節調整値）の推移

備考：パートタイムを含む。

資料：厚生労働省「職業安定業務統計」（ 年 月）

図 ：主要産業別の新規求人数の対前年同月比の推移

備考：パートタイムを含む。

資料：厚生労働省「職業安定業務統計」（ 年 月）
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図 ：中小企業における産業別従業員数過不足 （今期の水準）の推移

備考：従業員数過不足 は、今期の従業員数が「過剰」と答えた企業の割合（％）から、「不足」と答えた企

業の割合（％）を引いたもの。

資料：中小企業庁「中小企業景況調査」（ 年 月）
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就就業業者者数数のの動動向向及及びび就就業業者者のの構構成成

我が国の全産業における就業者数は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による影響も

あり、 年から 年にかけて減少したものの、以降は増加に転じ、直近においては、

年が 万人、 年が 万人となっている。これに対して、製造業における就業者数

は、 年の 万人から 年の 万人へ減少している。また、全産業に占める製造

業の就業者の割合は低下傾向で推移しており、直近においても 年の ％から 年の

％へ減少した（図 ）。

製造業における若年就業者（ 歳以下）数は 年頃まで減少傾向が続き、以降はほぼ横

ばいで推移しており、 年は 万人となっている。また、若年就業者の割合をみると、

年から 年は製造業、非製造業ともに ％を超える水準であったが、 年には、製造

業は ％、非製造業は ％となっている（図 ）。

一方、製造業における高齢就業者（ 歳以上）数は、 年以降、リーマンショックなどに

より一時的に減少した時期を除いて、 年頃まで増加傾向で推移し、以降は緩やかに減少

し、 年は 万人となっている。製造業における高齢就業者の割合は、 年は ％であ

り、その後は全産業と同様に増加傾向で推移し、横ばいとなるのは全産業よりも早く、

年以降は緩やかに低下し、 年は ％となっている。非製造業における高齢就業者の割合

は、 年には ％まで上昇しており、その差は ポイントに拡大している（図 ）。

図 ：就業者数の推移

備考： 年は、東日本大震災の影響により、補完推計値を用いた。分類不能の産業は非製造業に含む。

資料：総務省「労働力調査」（ 年 月）
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図 ：若年就業者（ 歳以下）数の推移

備考： 年は、東日本大震災の影響により、全国集計結果が存在しない。分類不能の産業は非製造業に含む。

資料：総務省「労働力調査」（ 年 月）

図 ：高齢就業者（ 歳以上）数の推移

備考： 年は、東日本大震災の影響により、全国集計結果が存在しない。分類不能の産業は非製造業に含む。

資料：総務省「労働力調査」（ 年 月）
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新規学卒者のうち製造業への入職者数は、 年から 年まで緩やかな増加傾向で推移

し、 年は 万人を超えていたが、 年以降は約 万人から約 万人で推移している。

また、 年の新規学卒者のうち製造業への入職者数について従業員数に基づく企業規模別

の内訳をみると、 年と比較し、「 ～ 人」及び「 人以上」の企業への入職者数が

増加し、「 ～ 人」、「 ～ 人」及び「 ～ 人」の企業への入職者数が減少している。

また、新規学卒者の製造業への入職割合は低下傾向にあったが、 年は ％と増加に

転じた（図 ）。

図 ：新規学卒者のうち製造業への入職者数及び製造業への入職割合の推移

資料：厚生労働省「雇用動向調査」（ 年 月）
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製造業における外国人労働者数は、 年以降、 年及び 年を除き増加しており、

年は 万人となっている。また、その内訳は、技能実習 万人、身分に基づく在

留資格 万人、専門的・技術的分野の在留資格 万人（うち特定技能 万人）、資

格外活動 万人、特定活動 万人である。製造業における雇用者数に占める外国人労働

者数の割合についても、 年は ％と、 年に比べて ポイント上昇しており、も

のづくりの現場で多くの外国人労働者が活躍するようになったことがうかがえる（図 ）。

「専門的・技術的分野の在留資格」には、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職 号・

号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転

勤」、「介護」、「興行」、「技能」及び「特定技能 号・ 号」が含まれる。

在留資格「特定活動」に該当する活動には、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に

基づく外国人看護師・介護福祉士候補者などが含まれる。

図 ：製造業における外国人労働者数の推移

備考： 雇用者数に占める外国人労働者数の割合（製造業）は、厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況ま

とめ（各年 月末時点）及び総務省「労働力調査」（各年 月）を基に「製造業の外国人労働者数」を

「製造業の雇用者数」で除した値を厚生労働省人材開発統括官付人材開発政策担当参事官室にて算

出。

外国人労働者数（製造業）と外国人労働者数（非製造業）は、 人未満を四捨五入しているため、

計は必ずしも一致しない。分類不能の産業は非製造業に含む。

資料：厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（各年 月末時点）、総務省「労働力調査」（ 年 月）

から厚生労働省作成
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労労働働環環境境及及びび就就労労条条件件のの動動向向

製造業の労働時間の推移をみると、製造業の事業所規模 人以上の事業所における労働者

（一般労働者） 人当たりの総実労働時間は、 年の 時間から徐々に増加し、 年

には 時間に上った。その後、 年 月に働き方改革関連法（働き方改革を推進するた

めの関係法律の整備に関する法律（平成 年法律第 号））が施行され、全産業での年 日の

有給休暇取得の義務化や、大企業における残業時間の上限規制導入により減少に転じ、

年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響も受けて更に減少した。 年の総実労働

時間は 時間となっている（図 ）。

図 ：労働時間の推移

備考：事業所規模 人以上の事業所における一般労働者の月間実労働時間の年平均を表している。

資料：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（ 年 月）
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全産業及び製造業における一般労働者の賃金（所定内給与額）の推移をみると、 年以

降は、それぞれ上昇傾向で推移し、 年には、全産業における賃金は 万 円であるのに

対し、製造業における賃金は 万円となっている（図 ）。

全産業と製造業の賃金の差に着目すると、製造業における賃金は、全産業の賃金を一貫し

て下回っている。加えて、両者の賃金の差額は 年時点で約 円であったが、 年に

おいては 万円を超えている。

図 ：賃金（所定内給与額）の推移

備考： 人以上の常用労働者を雇用する民営事業所における一般労働者の 月の所定内給与額。

年以前は、調査対象産業「宿泊業、飲食サービス業」のうち「バー、キャバレー、ナイトクラブ」

を除外している。

年以前と 年以降では推計方法が異なる。

資料：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（ 年 月）
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第第 節節 ももののづづくくりり人人材材ののリリススキキリリンンググをを含含むむ能能力力開開発発のの現現状状

 製製造造業業ににおおけけるる能能力力開開発発のの現現状状

製造業における計画的な を実施した事業所の割合をみると、正社員については、

年度からおおむね 割を超える水準で推移し、全産業と比べてやや高い割合となっている。

年度から 年度にかけて割合が上昇していたものの、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大の影響を受けた 年度には ％まで低下した。 年度以降は上昇傾向にあ

り、 年度は 年度からやや低下したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

前の 年度の水準（ ％）を上回った。

正社員以外については、 年度から 割から 割の間での推移となっており、全産業と

比べてやや低くなっている。ただし、この正社員以外については、製造業の事業所で雇用さ

れている従業員を指すため、直接雇用されない派遣労働者及び請負労働者は含まれていない

点には留意を要する。 年度は ％であり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の

年度（ ％）を上回った（図 ）。

図 ：計画的な を実施した事業所の割合の推移

備考：各調査年度の前年度 年間に実施した計画的な について調査したもの。

資料：厚生労働省「能力開発基本調査（事業所調査）」（ 年 月）
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製造業における計画的な の実施を事業所規模別にみていくと、正社員、正社員以外と

も規模が小さいほど実施する事業所の割合が低い傾向がみられ、従業員数 人以上の事

業所における正社員への実施率が ％（ 年度）であるのに対して、従業員数 ～

人規模の事業所では ％（ 年度）と差が大きくなっている（図 ）。

図 ：計画的な を実施した事業所の割合（製造業、事業所規模別）

備考：各調査年度の前年度 年間に実施した計画的な について調査したもの。

資料：厚生労働省「能力開発基本調査（事業所調査）」（ 年 月）
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製造業における を実施した事業所の割合をみると、正社員については、おおむね

割を超える水準で推移しており、全産業と比べて大きな差はみられない。新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大前の 年度までは緩やかな上昇傾向にあったが、 年度に ％

まで低下した。 年度以降は上昇傾向にあり 年度は 年度からやや低下したもの

の、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の 年度（ ％）を上回った。

正社員以外については、 年度を底に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の水準

に戻りつつある（図 ）。

図 ： を実施した事業所の割合の推移

備考：各調査年度の前年度 年間に実施した について調査したもの。

資料：厚生労働省「能力開発基本調査（事業所調査）」（ 年 月）
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製造業における の実施を事業所規模別にみていくと、正社員、正社員以外とも規模

が小さいほど実施する事業所の割合が低い傾向がみられ、従業員数 人以上の事業所に

おける正社員への実施率が ％（ 年度）であるのに対して、従業員数 ～ 人規模

の事業所では ％（ 年度）と差が大きくなっている（図 ）。

図 ： を実施した事業所の割合（製造業、事業所規模別）

備考：各調査年度の前年度 年間に実施した について調査したもの。

資料：厚生労働省「能力開発基本調査（事業所調査）」（ 年 月）
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製造業における自己啓発を行った労働者の割合をみると、正社員については、おおむね

割前後で推移しており、全産業と比べてやや低い水準となっている。 年度は ％であ

り、上昇と低下を繰り返して、横ばいで推移している。

正社員以外については、おおむね 割に満たない水準で推移しており、全産業よりもやや

低い水準となっている。 年度は ％であり、上昇と低下を繰り返して、横ばいで推移

している（図 ）。

図 ：自己啓発を行った労働者の割合の推移

備考：各調査年度の前年度 年間に実施した自己啓発について調査したもの。

資料：厚生労働省「能力開発基本調査（個人調査）」（ 年 月）
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製造業における自己啓発を行った労働者の割合を事業所規模別にみると、計画的な や

を実施した割合ほど明確ではないが、正社員、正社員以外とも規模が小さいほど実施

する労働者の割合が低い傾向がみられ、従業員数 人以上の事業所における正社員は実

施率が ％（ 年度）であるのに対して、従業員数 ～ 人規模の事業所では ％

（ 年度）と ポイント以上の差がみられる（図 ）。

図 ：自己啓発を行った労働者の割合（製造業、事業所規模別）

備考：各調査年度の前年度 年間に実施した自己啓発について調査したもの。

資料：厚生労働省「能力開発基本調査（個人調査）」（ 年 月）
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製造業において、正社員である従業員の自己啓発に対する支援を行っている事業所の割合

は ％となっている。支援内容をみると、「受講料などの金銭的援助」の割合が最も高く、

支援を行っている事業所のうち ％が行っている。次いで、「教育訓練機関、通信教育等に

関する情報提供」が ％、「自己啓発を通して取得した資格等に対する報酬」が ％と

なっている。事業所規模別にみていくと、規模が大きい事業所の方が支援を行っている割合

が高い傾向になっている。支援内容をみると「教育訓練機関、通信教育等に関する情報提供」、

「兼業・副業の推進・容認」などについて、事業所規模による差が特に大きくなっている（表

）。

表 ：事業所による従業員への自己啓発支援の内容（製造業、正社員）

備考： （）内の数値は支援を行っている事業所を とした割合。その他の支援及び不明の割合は省略。

．支援の内容は複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：厚生労働省「能力開発基本調査（事業所調査）」（ 年 月）
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製製造造業業ににおおけけるる能能力力開開発発のの課課題題

製造業において、能力開発や人材育成に関する問題があるとした事業所の割合は、 年

度では ％となっており、全産業よりも高い割合となっている（図 ）。

図 ：能力開発や人材育成に関する問題がある事業所の割合の推移

資料：厚生労働省「能力開発基本調査（事業所調査）」（ 年 月）
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問題点の内訳をみていくと、「指導する人材が不足している」が ％と割合が最も高く

なっている。次いで「人材を育成しても辞めてしまう」、「人材育成を行う時間がない」、「鍛

えがいのある人材が集まらない」の順となっている。

事業所規模別に内訳をみていくと、規模が大きい事業所の方が「人材を育成しても辞めて

しまう」の割合が高い傾向にある。一方で、「鍛えがいのある人材が集まらない」及び「育成

を行うための金銭的余裕がない」などについては、規模が小さい事業所の方が高い割合とな

っている（表 ）。

表 ：能力開発や人材育成に関する問題点の内訳（製造業）

備考： ．（）内の数値は能力開発や人材育成に関する問題がある事業所を とした割合。

．問題点の内訳は複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。不明の割合は省略。

資料：厚生労働省「能力開発基本調査（事業所調査）」（ 年 月）
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企企業業のの人人材材育育成成へへのの支支援援（（人人材材開開発発支支援援助助成成金金））

厚生労働省では、企業内における労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用す

る労働者を対象に職業訓練などを計画に沿って実施した事業主などに対して、訓練経費や訓

練期間中の賃金の一部などを助成している。

人への投資を加速化するため、 年度に「人への投資促進コース」及び「事業展開等リ

スキリング支援コース」を創設し、 年度まで高率助成により支援することとしている。

年 月からは、非正規雇用労働者に対する訓練機会を増加させるため、「人材育成支

援コース」の人材育成訓練において非正規雇用労働者に訓練を行った場合の経費助成率を引

き上げた。また、正社員化による高率助成を「人材育成支援コース」の有期実習型訓練に一

本化し、正社員化を支給要件とした上で経費助成率を引き上げた。さらに、事業主などが雇

用する労働者に対して訓練を実施した場合の 人 時間当たりの賃金助成額を、近年の賃金

上昇を踏まえて ％程度引き上げた。このように、引き続き人材育成に取り組む事業主などを

支援していくこととしている。

なお、 年度の人材開発支援助成金（人材育成支援コース、教育訓練休暇等付与コース、

人への投資促進コース、事業展開等リスキリング支援コース）の支給決定件数は 件、

対象労働者数は 人となっている。

第２章就業動向と人材確保・育成
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人人材材開開発発支支援援助助成成金金をを活活用用ししたた人人材材育育成成にによよりり

「「未未来来へへのの限限りりなないい挑挑戦戦」」をを支支援援

ミミユユキキ化化成成（（株株））

所在地 ：富山県

従業員数 ： 名

資本金 ： 万円

業種 ：プラスチック製品製造業

ミユキ化成（株）は、白エビなど新鮮な海の幸が豊富な富山県射水市に拠点を置き、建材、

釣り具、日用品など様々な分野におけるプラスチック製品の製造を行っている企業である。

創業時から変わることなく、「未来への限りない挑戦」をテーマに、独自技術による生産管理

システムや組立てロボットなどの自動化設備を自社で設計、製作してきた。これにより、プ

ラスチック成形から二次加工、検査までを社内で一貫して行う体制を実現し、「高品質・低コ

スト・安定供給」という価値を顧客に提供している。

ものづくりのスキル向上には、様々な面での技能の習得が必要である。そのため、同社で

は各部署で従業員ごとにスキルマップを作成し、年間の教育計画を立てるなど、会社として

従業員のスキル向上を手厚くサポートしている。一方で、生産自動機（人手を介さずに自動

で生産を行う機械）を自社で設計、製作するための人材を育成するに当たっては、社内の教

育だけでは対応が難しい技術的な部分があり、これが課題となっていた。そこで、ポリテク

センター富山を始めとする、設備や環境が整った外部の訓練機関での講習を活用することで、

最新技術の習得ができるようになった。

会社の方針として、より多くの従業員が外部の訓練機関での講習を受講できる体制づくり

を模索していた中、富山労働局のホームページを通じて、多くの講習が人材開発支援助成金

の助成対象となることを知り、本助成金の活用に至った。助成金を活用して経費負担の軽減

を図ることで、以前よりも多くの従業員に講習を受講させることができるようになっている。

外部の訓練機関での講習については、ポリテクセンター富山が実施している能力開発セミ

ナーのうち、制御システム関連の技術コースを中心に活用しており、若手から中堅社員が、

生産自動機の開発に必要な技能を習得している。外部の講習を受講することにより、日常業

務とは異なる環境で新たな考え方に触れる機会が生まれ、新しいアイデアの提案が増えるな

ど、自社の教育だけでは得られない柔軟な発想が社内に還元されている。

また、先輩社員が後輩社員に対して、業務に役立つ講習の受講を勧めるなど、若い社員の

中で、自分に不足している知識や技能を補うための講習を積極的に受講する気運が醸成され

てきている。どのような要望にも応えるチャレンジ精神をモットーに、社員一人一人が「今

までにない高性能で高品質な製品を生み出したい」という情熱を胸に、これからも挑戦を続

けていく。

図 ：会社外観 図 ：訓練風景

資料：ミユキ化成（株）提供 資料：ミユキ化成（株）提供
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 評評価価制制度度とと技技能能のの振振興興

（（ ））技技能能検検定定制制度度

技能検定制度は、労働者の有する技能の程度を一定の基準に基づき検定し、公証する国家

検定制度であり、 年 月 日現在、 職種で実施されている。ものづくり分野の労働

者を始めとする労働者の技能習得意欲を増進させるとともに、労働者の社会的地位の向上な

どに重要な役割を果たしている。

年度は、全国で約 万人の受検申請があり、約 万人が合格した。 年度の

制度開始からの累計では、延べ約 万人が技能士となっている。

（（ ））団団体体等等検検定定制制度度

これまで、職業能力の開発及び向上並びに労働者の経済的社会的地位の向上などに資する

よう、事業主などが、その事業に関連する職種について雇用する労働者を対象に職業能力の

程度を評価するために行う検定であって、技能振興上奨励すべき一定の基準を満たすものを

厚生労働大臣が認定する社内検定認定制度を推進してきた（ 年 月 日時点で、 事業

主など 職種が認定）。

これに加えて、 年 月に、当該事業主などが雇用する労働者以外の者も対象として行

う検定であって、労働市場において一定の通用力があり、企業内における処遇改善の目安に

なるものを厚生労働大臣が認定する団体等検定制度を創設した（ 年 月 日時点で、

団体 職種が認定）。

（（ ））技技能能五五輪輪国国際際大大会会

青年技能者（原則 歳以下）を対象に、技能競技を通じ、参加国や地域の職業訓練の振興

及び技能水準の向上を図るとともに、国際交流と親善を目的として開催される大会である。

年に第 回大会が開催され、 年から原則 年に 度開催されており、我が国は

年の第 回大会から参加している。

直近では、 年 月にフランスのリヨンで「第 回技能五輪国際大会」が開催され、

か国・地域の 人が参加し 職種の競技が行われた。

日本選手団は、 職種の競技に 人が参加し、「産業機械」や「自動車板金」などの 職

種で金メダルを獲得したほか、銀メダル 個、銅メダル 個、敢闘賞 個を獲得し、金メダ

ルの国別獲得数では世界 位の成績を収めた。次回の第 回大会は、 年 月に中国の

上海で開催を予定している。

また、 年に開催予定の第 回技能五輪国際大会は、開催地として日本の愛知県が選

ばれた。我が国では、 年の東京大会、 年の大阪大会、 年の静岡大会に続き、

回目の開催となる。

（（ ））卓卓越越ししたた技技能能者者（（現現代代のの名名工工））のの表表彰彰制制度度

卓越した技能者の表彰制度は、技能の世界で活躍する職人や技能の世界を志す若者に目標
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を示し、技能者の地位と技能水準の向上、優れた技能の継承などを目的として、 年から

実施している。

被表彰者は、以下の全ての要件を満たす者のうちから厚生労働大臣が技能者表彰審査委員

の意見を聞いて決定している。

＜要件＞

ア．きわめてすぐれた技能を有する者

イ．現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者

ウ．技能を通じて労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者

エ．ほかの技能者の模範と認められる者

（（ ））ももののづづくくりりママイイススタターーにによよるる技技能能者者育育成成支支援援

若年技能者人材育成支援等事業として実施しているものづくりマイスター事業では、技能

尊重の気運の醸成、若年技能者の人材育成や確保を図るため、建設系や製造系の職種などに

ついて一定水準の技能を有する熟練技能者をものづくりマイスターとして認定し、中小企業

や工業高校などに派遣し従業員などに対して、講習や実技指導などを行っている。 年度

末までに 人が認定を受けている。

48



第第 回回技技能能五五輪輪全全国国大大会会出出場場者者（（ 年年 月月開開催催

予予定定のの第第 回回技技能能五五輪輪国国際際大大会会（（中中国国・・上上海海））

日日本本代代表表選選手手））のの声声

建築大工職種 金賞

稲垣 孝介選手

（住友林業ホームエンジニアリング（株））

建築大工職種は、課題図に示された複雑な形状の木造小屋組の一部を製作し、その技術、

技能や出来栄えを競う。第 回技能五輪全国大会で金賞を獲得した、稲垣選手にお話を伺っ

た。同選手は、 年 月に中国の上海で開催予定の第 回技能五輪国際大会の日本代表選

手に選出されている。

【【大大会会にに出出場場ししたたききっっかかけけ】】

大会本番で先輩方を見て、一生懸命作業をする姿が格好良く、自分自身の負けず嫌いな性

格もあって、出場を決めた。

【【大大会会にに向向けけ苦苦労労ししたたこことと】】

練習がうまくいかなくて、できない自分にいら立ちを覚える瞬間が何度もあった。仲間よ

り加工が不慣れで、丁寧に書いた墨（基準線やしるし）が意味を失ったときは、その悔しさ

と常に向き合わなければならなかった。

【【大大会会にに出出場場ししたた感感想想】】

支えてくれた周りの方々に感謝。恵まれすぎていると感じた。大会当日は本当に楽しかっ

たし、いつもどおりできた。

【【大大会会でで得得たた経経験験ををどどののよよううにに活活かかししてていいききたたいいかか】】

建築現場での材料の扱いや、整理整頓など、大会で学んだ基本的なことを、今後、現場で

徹底していきたい。

【【第第 回回技技能能五五輪輪国国際際大大会会にに向向けけたた意意気気込込みみ】】

金を取りにいく。周りの方々にはいろいろ迷惑をかけると思うが、精一杯頑張る。

【【ここれれかからら大大会会へへ目目指指すす方方々々へへののメメッッセセーージジ】】

仲間と支え合うことが重要である。そして、人生で一番頑張ったと言えるほど全力で取り

組んでほしい。

図：建築大工職種の課題に取り組む稲垣選手

資料：厚生労働省提供
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年年度度のの現現代代のの名名工工のの紹紹介介

～～伝伝統統的的技技術術とと現現代代のの建建築築ニニーーズズのの融融合合をを図図るる 卓卓越越ししたた左左官官のの技技能能者者～～

（（株株））イイススルルギギ 金金沢沢支支店店左左官官事事業業部部 銭銭丸丸 肇肇次次氏氏

◆技能の概要

銭丸氏は、（株）イスルギに入社以来、現在に至るまで 年にわたり、左官業に従事して

きた。昔ながらの材料や技術を駆使する伝統的工法と、漆喰（しっくい）、珪藻土を使って

伝統的技術と現代の建築ニーズを融合させる現代的工法の両方に、たゆまぬ努力と旺盛な研

究心により安定した技量を発揮してきた。加えて、各種左官技能競技大会でも優秀な成績を

収め、特に第 回技能五輪国際大会では、左官部門の日本代表選手として出場し、優勝を果

たした。

後進の育成指導では、イスルギ付属技能専門校の実技講師として、若手左官工の育成や各

種左官技能競技大会での入賞者の輩出に大いに貢献している。

◆◆左官の技術を極める

同氏に左官職人となったきっかけや今後についてお話を伺った。

左官職人を目指したきっかけは、兄が建築関係の仕事（建築板金）をしていた関係で、建

築関係の職人に対する漠然とした憧れがあったことである。幼い頃から細かい手仕事が好き

で、左官業を志し、同社へ入社した。現場でたくさんの経験を積ませていただいたことが、

今でも日々の仕事を進める上での糧となっている。

左官業で最も意識していることは、現場の職人が一致団結して大きな壁を仕上げるという

目的に対して、自分がどう向き合うかである。そのために自分の技能を磨き上げ、若手や後

輩職人に手本を示して、けん引するように心掛けてきた。職人の仕事は、より良くより早く

を目指して絶えず日々改善していく終わりのない仕事である。そのためには、根気と集中力

の維持が大事である。

昔の職人のイメージでは、「見て覚えろ」といった感じで、何も教えてくれない印象を持た

れているかもしれないが、私が入社する以前から同社では、若手を親身になって指導し、育

てようとしてくれる先輩がたくさんいた。私も先輩方から教わったように、実際にやって見

せ、言葉で教えている。私の世代は、金沢城の復元工事など、たくさんの現場で経験を積む

ことができて、環境的にも恵まれていたと思っている。次世代の方には、講習会などで課題

を与え、自ら考える経験をさせることで、技能の継承に取り組んでいきたい。

図 ：鏝（こて）を使って整える作業 図 ：漆喰塗り作業

資料：（株）イスルギ提供 資料：（株）イスルギ提供

50

コラム



ももののづづくくりりママイイススタターーのの活活用用事事例例のの紹紹介介

～～文文化化学学園園大大学学ににおおけけるる実実技技指指導導～～

◆◆大大学学概概要要

文化学園大学は、教育や研究の起点を「ファッション」に置いており、服装学部、造形学

部、国際文化学部の 学部からなる総合大学である。卒業生の進路は、アパレル関係、 広

告映像出版関係、ジュエリー、貴金属製造関係など様々で、幅広い分野で活躍している。

◆◆ももののづづくくりりママイイススタターー利利用用ののききっっかかけけ

卒業生の中に技能検定 級（貴金属装身具製作）の合格者がおり、学生がその卒業生の講義

を受けて技能検定に興味を持ち、技能検定 級に挑戦する人が増えてきた。技能検定の合格を

目指したい学生からの要望もあって、 年度からものづくりマイスター制度を利用してい

る（文化学園大学造形学部押山名誉教授の声）。

◆◆実実技技指指導導

・指導目標：貴金属装身具の技能検定 級の課題を題材にした基礎的な技能の指導

・受講者 ：造形学部ジュエリー・メタルデザインコース専攻の大学 、 年生

・指導期間： 年 月 日から 月 日

・指導回数： 回（ 名）

・指導内容：地金をバーナーでなます、なました地金を曲げる、芯金で真円を出す、糸鋸

で切る、やすりでまっすぐにする、均一にする、丸くする、やすりの傷をき

れいにする、仕上げなど

◆◆指指導導効効果果

企業などで実際に働いている方々に講師として来ていただき、学生も良い刺激を受けてい

る。現場に則した実践的な指導をいただき、大変助かっている。ジュエリー業界は、在学中

に企業で実習できる機会が少なく、ものづくりマイスターに現場で必要な技能を指導しても

らえるのは非常に有り難い（押山名誉教授の声）。

受講生の皆さんが能動的に参加することで、実際の技能の奥深さに気付くことができた。

また、実践的な知識も身に付くため、ジュエリー製造の技能の魅力に触れられる重要な機会。

この機会に、是非、技能検定に興味を持ってもらい、 級の資格取得につなげてほしい（もの

づくりマイスターの吉村氏の感想）。

技能の習得は、スピードも方法も皆さんが同じではないが、各受講生の受講動機や将来の

進路によって魅力や楽しさの伝え方が異なるので、各個人に合わせて指導していきたい（も

のづくりマイスターの西沢氏の感想）。

図 ：指導風景（吉村ものづくりマイスター） 図 ：指導風景（西沢ものづくりマイスター）

資料：厚生労働省提供 資料：厚生労働省提供
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第第 節節 ももののづづくくりり企企業業ににおおけけるる人人材材確確保保及及びび定定着着並並びびにに技技能能継継承承

本節では、ものづくり企業における人材確保及び定着並びに技能継承の現状や取組などに

ついて、（独）労働政策研究・研修機構（以下、 ）の「ものづくり産業における人材確

保・定着と技能継承に関する調査」を用いて明らかにしていく。

ももののづづくくりり企企業業ににおおけけるる人人材材確確保保のの現現状状とと取取組組

ものづくり企業における人材確保について、現状や評価、取組状況についてみていく。も

のづくり企業におけるものづくり人材の採用方針については、「新卒採用が中心」としている

のは、従業員 人以下の企業で ％であるのに対して、従業員 人以上の企業で ％

となっている。「中途採用が中心」としているのは、従業員 人以下の企業で ％である

のに対して、従業員 人以上の企業で ％となっており、従業員数が多いほど新卒採用

を中心とする方針の企業の割合が高く、従業員数が少ないほど中途採用を中心とする方針の

企業の割合が高い状況がみられる（図 ）。

図 ：ものづくり人材の採用方針

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）
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ものづくり人材の新卒採用及び中途採用について過去 年間（ 年度から 年度）

の実施状況をみていく。新卒採用では、「ほぼ計画どおり採用できた」とする企業は、従業員

人以下の企業では ％であるのに対して、従業員 人以上の企業では ％であり、

従業員規模による差がみられる。「募集しなかった」をみると、従業員 人以下の企業では

％であるのに対して、従業員 人以上の企業では ％であり、従業員数が少ないほ

ど、新卒採用を実施していない企業の割合が高い状況がみられる（図 ）。

中途採用では、「ほぼ計画どおり採用できた」とする企業も、「募集しなかった」とする企

業も、新卒採用のように従業員規模による大きな差はみられない（図 ）。

図 ：過去 年間（ 年度から 年度）のものづくり人材の新卒採用の実施状況

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）

図 ：過去 年間（ 年度から 年度）のものづくり人材の中途採用の実施状況

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）
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過去 年間でのものづくり人材の採用に対する評価は、規模計では「うまくいっている」、

「まあまあうまくいっている」を合わせて ％であり、半数に満たない状況にある。同割

合は従業員 人以上の企業のみ半数を僅かに超えているが、ほかの従業員規模の企業では

評価に大きな差はみられない。「うまくいっていない」とする企業は、従業員数が少ないほど

割合が高くなっている（図 ）。

図 ：過去 年間（ 年度から 年度）でのものづくり人材の採用に対する評価

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）
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ものづくり人材の採用に対する評価において、「うまくいっている」、「まあまあうまくいっ

ている」とする企業が、その要因として挙げたものとしては、規模計でみると、「ハローワー

クへの求人申込み」が ％、「初任給や賃金等の処遇の引上げ」が ％と割合が高い。

従業員 人以上の企業についてみると、「会社見学やインターンシップの実施」が ％、

「高校、専門学校、大学への 強化」が ％、「就職面接会・企業説明会への参加」が ％、

「初任給や賃金等の処遇の引上げ」が ％と割合が高く、これらの項目は従業員数が多い

企業ほど割合が高い状況がみられる（図 ）。

図 ：採用がうまくいっている要因

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。その他及び無回答の割合は省略。

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）
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ももののづづくくりり企企業業ににおおけけるる人人材材定定着着のの評評価価とと取取組組

ものづくり企業の人材定着について、評価と取組状況をみていく。ものづくり人材の定着

状況の評価を規模計についてみると、「良い」は ％にとどまるものの、「やや良い」との

合計は、「やや悪い」及び「悪い」の合計を ポイント以上上回る。従業員 人以上の企

業では、「良い」及び「やや良い」とする割合が ％と規模計の評価よりやや高いが、ほ

かの従業員規模の企業では大きな差はみられない。「悪い」とする企業は、従業員数が少ない

ほど割合が高くなっている（図 ）。

図 ：ものづくり人材の定着状況の評価

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）
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ものづくり人材の定着に向けて行っている取組についてみると、規模計では「賃金水準の

向上」が ％と割合が最も高い。「福利厚生の拡充」、「コミュニケーションの活性化」など

では、従業員規模により大きな差がみられ、従業員数が多い企業ほど割合が高い。賃金など

の労働条件や労働環境だけでなく、「能力を処遇に反映」や「能力開発・教育訓練の実施」な

ど人材育成関連の取組を行う企業も少なくない（図 ）。

図 ：ものづくり人材の定着に向けて行っている取組

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。その他及び無回答の割合は省略。

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）
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ももののづづくくりり企企業業ににおおけけるる技技能能継継承承のの現現状状とと取取組組

ものづくり企業の技能継承について、技能継承が必要と考えているものとしては、規模計

では「正確・精緻に作業できる技」や「トラブルや突発的なことが起きた時に対応できる力」

の割合が高く、「加工・作業方法を応用するなど創意工夫ができる力」や「最適な加減に作業

の内容や状況を調整できるカン・コツ」が続き、様々な技能の継承が必要であると考えられ

ている状況がみられる（図 ）。

図 ：技能継承が必要と考えているもの

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。その他及び無回答の割合は省略。

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）
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技能継承を進めるために取り組んでいることは、どの従業員規模の企業においても「再雇

用や勤務延長などにより高年齢者従業員に継続して勤務してもらう」の割合が最も高く、高

年齢の従業員が技能継承において重要な役割を担っている状況がみられる（図 ）。

図 ：技能継承を進めるために取り組んでいること

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。その他及び無回答の割合は省略。

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）
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技能継承が「うまくいっている」と回答した企業は ％となっており、「ややうまくいっ

ている」と合わせて ％となっている（図 ）。

「うまくいっている」又は「ややうまくいっている」とした企業全体では、技能継承がう

まくいっている理由として、「計画的に を実施しているから」の割合が最も高く ％

となっており、従業員 人以上の企業では ％と特に割合が高い（図 ）。

図 ：会社として技能継承はうまくいっているか

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）

図 ：技能継承がうまくいっている理由

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。その他及び無回答の割合は省略。

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）
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将来の技能継承については、 割以上の企業が「不安がある」又は「やや不安がある」とし

ており、「あまり不安はない」又は「不安はない」を大きく上回る状況にある（図 ）。

「不安がある」又は「やや不安がある」とした企業では、「熟練技能者の高齢化・退職が進

んでいる（熟練技能者が不足している）」、「若手が採用できない」など、多くの企業が人材確

保に関する不安を挙げている（図 ）。

図 ：将来の技能継承についての考え

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）

図 ：将来の技能継承についての不安

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。その他及び無回答の割合は省略。

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）
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ものづくりにおいてデジタル技術を活用する目的は、規模計でみると「作業効率の改善（労

働時間の短縮等）」の割合が最も高く、「作業負担の軽減」、「品質の向上」が続いており、従業

員数が多い企業ほどこれらを目的とする割合が高い。「技能継承の円滑化」を挙げる企業は、

規模計のうち ％となっている（図 ）。

図 ：ものづくりにおいてデジタル技術を活用する目的

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。その他及び無回答の割合は省略。

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）
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「技能継承の円滑化」にデジタル技術を活用する企業で、技能継承の円滑化を進める上で

活用しているデジタル技術としては、規模計でみると「デジタル手順書・電子マニュアル」、

「動画によるマニュアル作成・共有」の割合が高い。「 （人工知能：画像・言語認識技術、

生成 含む）」については、従業員 人以上の企業での割合が最も高い（図 ）。

図 ：技能継承の円滑化を進める上で活用しているデジタル技術

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。その他及び無回答の割合は省略。

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）

   

    

    

   

    

    

   

    

    

   

    

    

   

    

    

   

    

    

   

    

    

   

    

    

    

    

    

   

    

    

                               

           

                         

    

          

               

               

                                             
                                     

   

第２章就業動向と人材確保・育成

63ものづくり白書

も
の
づ
く
り
企
業
に
お
け
る
人
材
確
保
及
び

定
着
並
び
に
技
能
継
承

第
３
節



「技能継承の円滑化」にデジタル技術を活用する企業では、その効果として、規模計でみ

ると「継承すべき技術の見える化・標準化」の割合が最も高くなっている。「あまり効果はみ

られない」は ％と僅かであり、多くの企業でデジタル技術を技能継承の円滑化に活用する

ことに効果があるとしている（図 ）。

図 ：技能継承の円滑化においてデジタル技術を活用することによる効果

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。その他及び無回答の割合は省略。

資料： 「ものづくり産業における人材確保・定着と技能継承に関する調査」（ 年 月）
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ままととめめ

ものづくり企業においては、人口の減少による労働力の不足が見込まれる中、自社の製造

技術を支える人材の確保及び定着を図るとともに、熟練技能者の技能を次世代に継承してい

く取組が求められる。本節においては、人材確保及び定着並びに技能継承の現状や取組につ

いて、以下のことを確認した。

○ 従業員数が多い企業ほど新卒採用を中心に、従業員数が少ない企業ほど中途採用を中心

に、人材確保を図る方針としている。新卒採用では、「ほぼ計画どおり採用できた」とす

る企業の割合は、従業員数が多い企業ほど割合が高い一方、中途採用では、「ほぼ計画ど

おり採用できた」とする企業は、新卒採用ほど従業員規模による大きな差はみられない。

○ 人材の定着に向けた取組では、「賃金水準の向上」が ％と割合が最も高い。「福利厚

生の拡充」、「コミュニケーションの活性化」などでは、従業員規模により大きな差がみら

れ、従業員数が多い企業ほど割合が高い。賃金などの労働条件や労働環境だけでなく、「能

力開発・教育訓練の実施」や「能力を処遇に反映」など人材育成関連の取組を行う企業も

少なくない。

○ 技能継承を進めるために取り組んでいることは、「再雇用や勤務延長などにより高年齢者

従業員に継続して勤務してもらう」の割合がどの従業員規模の企業においても最も高く、

高年齢の従業員が技能継承において重要な役割を担っている。

○ 技能継承が「うまくいっている」又は「ややうまくいっている」とする企業は全体で ％

となっている。これらの企業全体では、技能継承がうまくいっている理由として、「計画的

に を実施しているから」の割合が最も高く、 ％となっている。

○ 将来の技能継承に対して、 割以上の企業が「不安がある」又は「やや不安がある」とし

ており、その理由として、「熟練技能者の高齢化・退職が進んでいる（熟練技能者が不足し

ている）」、「若手が採用できない」など、人材確保に関する不安を挙げる企業が多い。

○ デジタル技術を活用する目的として、「技能継承の円滑化」を挙げる企業は全体で ％

となっている。一方で、技能継承の円滑化にデジタル技術を活用する企業の多くで効果が

あるとしている。
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技技能能をを磨磨くく従従業業員員をを手手厚厚くくババッッククアアッッププしし、、

ハハイイレレベベルルなな製製品品づづくくりりをを目目指指すす

ササンンフフウウ精精密密（（株株））

所在地 ：山形県

従業員数 ： 名

資本金 ： 万円

業種 ：金属製品製造業

年創業のサンフウ精密（株）は、山形県山形市に工場を構える金属加工メーカーであ

る。主に航空機部品、工作機械部品、印刷機部品の金属加工を行う同社は、材料の調達から

切断、旋盤加工、 工程、熱処理、研磨、表面処理、サブアッセンブリ組立まで全工程一貫

生産を行っている。これにより、高い品質を維持しながら多品種少量生産や短納期対応が可

能であることを強みとしている。

このような同社の強みを支えるために、工作機械を自由自在に操る技能は欠かせないため、

従業員に対する教育の成果や技能レベルを客観的に評価できる技能検定の受検を推奨してい

る。合格者には技能手当を支給することで合格に向けた意欲を喚起している。また、成長を

促す新たな人事制度を導入し、部署、職階ごとに評価項目が異なる 種類の評価シートを用

いて評価することとした。評価シートには成長を促す具体的アクションが示されており、ベ

テランは若手に教えることが評価され、若手はベテランに聞いたりまねることで、できる作

業を増やしていくことが評価される仕組みとなっている。全従業員が個人目標を持って技能

向上に取り組んでおり、製造に携わる従業員の約 割が技能士となっている。

また、 年 月に技術センターを設立して、主に ／ 操作と、 台で精密な加工が可

能となる多軸加工機を中心とした複雑加工技術を従業員に習得させることを通じて、将来に

向けた技術開発に取り組むこととした。 年 月には、このセンターを新会社として独立さ

せた。新会社では、若手がベテランから指導を受け、従来の工作機械を操る技能に加えて、

多軸加工機を操る技能を習得している。このような取組により、将来を担う従業員を育成す

るとともに、他社にはまねできない高度な技術を蓄積し、よりハイレベルな製品をつくるこ

とを目指している。

さらに、同社では、居心地の良さが働く意欲の向上につながると考えて、職場環境の整備

にも力を入れている。工場は全棟 照明及び完全空調とするとともに、広々とした洗面

台、見晴らしの良い食堂、マッサージチェアを置いた休憩室を完備するなど、仕事の合間の

休憩時間も快適に過ごせるようにしている。従業員からの評価が高く、働く意欲の向上によ

る作業の効率化に加え、人材確保や職場定着にもつながっている。

図 ：工場内の様子 図 ：食堂

資料：サンフウ精密（株）提供 資料：サンフウ精密（株）提供
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社社内内技技術術大大学学でで学学びびのの場場をを提提供供

従従業業員員にに高高いい技技術術力力をを継継承承

（（株株））桐桐生生明明治治

所在地 ：群馬県

従業員数 ： 名

資本金 ： 万円

業種 ：金属製品製造業

最最新新のの工工作作機機械械とと高高いい技技術術力力でで高高精精度度のの部部品品加加工工

年創業の（株）桐生明治は、群馬県桐生市に本社工場を構える精密切削部品加工メー

カーである。最新の 複合自動旋盤を導入し、従業員の高い技術力により、難削材や高精密

部品を公差 ミクロン（許容範囲がプラスマイナス 分の ミリ）の精度で仕上げる加工精

度を誇っている。この技術力については、従業員が を通して学ぶ部分もあるが、同社が創

設した学びの場も、その習得に重要な役割を果たしている。

社社内内技技術術大大学学をを創創設設

同社では、 年より「 」（桐生明治ソリューションユニバーシティ）という社内技術

大学を創設した。これは、若手社員は自分の担当業務に対する知識やスキルはあるものの、

製造工程全体の理解や関連知識を得る機会がないことを受け、若手社員に対しベテラン社員

が業務全体について教育することを目的としたものである。

同社では、ベテラン社員がその経験に基づき製造工程全体に関するカリキュラムを作成し、

指導を行うこととした。切削加工では主に工作機械を使用することとなるが、社員に求めら

れるものは単なる「機械の操作」ではない。製品の図面から製造に適した加工方法をシミュ

レーションすること、工作機械のプログラムを作成すること、切削加工時に使用する刃物を

選定することなど、製品づくりにおける様々な製造工程を俯瞰した上で、各製造工程に応じ

た最適解を導き出すスキルが必要となる。 だけでは見えにくい全体の流れや、そこで必要

とされる技術について、ベテラン社員の実務に則した指導により、若手社員はスキルを磨く

ことが可能となった。その後 は、自動車産業に特化した品質管理の国際規格の取得を機

に、サイバーセキュリティ分野などまで学習範囲を拡大していった。

また、自社で独自に 段階に分けた職級制度を設定した上で、必要なスキルや資格などを

部門別に明文化。各職級の基準が明示されたことによって、それぞれの従業員が自分のレベ

ルに合った目標を立てやすくなり、昇級に必要なスキルの取得に向けた学習意欲の向上につ

ながった。

同社は、社員一人一人を、自ら学び考え最適な解決策を見いだす高いスキルを持つ人材と

位置付け、これからも、ものづくりを支える精密部品加工のスペシャリストの育成を目指す。

図 ：製造現場の様子 図 ：社内技術大学における指導の様子

資料：厚生労働省提供 資料：（株）桐生明治提供
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技技能能習習得得をを目目指指すす従従業業員員にに手手厚厚いい指指導導をを行行いい

高高度度なな技技術術力力をを確確保保

菊菊地地歯歯車車（（株株））

所在地 ：栃木県

従業員数 ： 名

資本金 ： 万円

業種 ：金属製品製造業

年に機織り工場の片隅に歯切機械を設置してスタートした菊地歯車（株）は、栃木県

足利市に本社を構える中型小型精密歯車製造を主に行う企業である。自動車産業、油圧建機

産業を始め、航空・宇宙産業、ロボット産業まで、幅広い分野の歯車を製造しており、

％受注生産で、今までにないものを形にする「試作」と、同じ製品を効率的に安定して作

る「量産」の両方に対応できる技術力が強みである。

同社は、航空・宇宙産業で使用されるミクロン単位の精度を要求される特殊な歯車も製造

しており、高度な技術力を持ち続けるため、最新設備を整えるとともに、歯車を作るための

技能を継続的に高めていくことを最重要課題とし、人材育成及び技能継承に積極的に取り組

んでいる。

技能士の育成を人材育成の軸として技能検定の受検を推進し、全従業員の約 割が技能士

に合格しており、特級の合格者も多い。若手従業員にはベテラン従業員と組ませて同じ製造

工程に従事させることにより、直接、日常の仕事を通じて技能継承を行っている。また、隔

週の金曜日午後の業務時間内に、技能検定の合格を目指す従業員のために、製造部の管理職

が講師となり、会社の設備を活用した実技試験の練習の場を設けている。さらに、会社が技

能検定の受検費用を負担し、合格した際には報奨金を支給するなど、全面的にバックアップ

している。

また、高精度の製品製造には測定技術の習得が不可欠で、毎年 月に、従業員がマイクロ

メーターなどの測定工具による測定技術を競い合う社内計測大会を実施しており、 年は

名近い従業員が参加した。同大会は学科と実技で構成されており、点数により順位が決定

され、優秀者には報奨金が支給される。上位を目指して練習に励む若手従業員が多く、技能

習得に向けた意欲向上の機会となっている。

さらに、同社では、 活動を積極的に推進しており、地域の企業や団体が参加する 活動

のネットワークにおいても主導的な役割を担う。事務室及び工場内とも取組が浸透してお

り、整理整頓を徹底し、基準を決めて必要なものに限って置くことや、必要なものは一目で

どこにあるのかすぐに分かるように配置することを徹底している。これにより、従業員の作

業効率が上がることに加え、気持ち良く働きやすい職場環境につながっている。

図 ：歯車製造の様子 図 ：社内計測大会の様子

資料：菊地歯車（株）提供 資料：菊地歯車（株）提供
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酒酒造造りりのの全全工工程程をを行行ええるる蔵蔵をを新新設設

若若手手社社員員にに丹丹波波杜杜氏氏のの技技術術をを継継承承すするる

大大関関（（株株））

所在地 ：兵庫県

従業員数 ： 名

資本金 ： 億円

業種 ：飲料・たばこ・飼料製造業

「「丹丹波波杜杜氏氏のの技技術術継継承承とと未未来来のの 創創造造」」をを目目的的ととししたた「「魁魁蔵蔵（（ささききががけけくくらら））」」をを新新設設

兵庫県西宮市に本社を構える大関（株）は、 年創業、 年を超える歴史を持つ老舗酒

造メーカーである。日本で初めてのカップ入り日本酒の発売、紙容器での日本酒の販売、海

外での日本酒の生産など、新しいことへ挑戦し続ける同社では、 年 月に「丹波杜氏の

技術継承と未来の 創造」を目的とした「魁蔵」を新設した。

昔は全て手作業で行われていた酒造りも、今では機械作業が主流となった。それにより酒

の大量生産が可能となったものの、若手社員の仕事は各工程の機械の操作が中心となってし

まった。そのため、原材料である米の状態、季節による米の水分吸収の違い、米と麹菌の合

わせ具合など、機械任せにできない、今なお杜氏のみが有する熟練や勘に頼る酒造りのポイ

ント、すなわち、長年の経験により培われた職人の技を若手社員に教える機会が格段に減少

した。そのような状況を危惧した社長の発案により、同社は「魁蔵」を創設するに至った。こ

の蔵は、 回の米の仕込みが最大 ㎏（通常は 回約 ）と小規模であるものの、洗米から麹

造り、仕込み、上槽、瓶詰めまで、全ての工程における作業を一貫して実践できるものとな

っている。そのため、この「魁蔵」での作業を通じて、同社の杜氏は、酒造りの全工程におけ

る熟練の技術を若手社員に継承することが可能となった。

酒酒造造りりににおおけけるる唯唯一一のの国国家家資資格格ででああるる「「酒酒造造技技能能士士」」取取得得をを奨奨励励

また、同社では、日本酒造りの分野で専門的な知識や技能を持つことを認定する国家資格

である「酒造技能士」の取得を奨励している。試験の 、 か月前から、社内の杜氏が受検者

に対し週 回講習を実施することで資格取得をサポート。受検料は全て会社が負担してい

る。現在、酒造りに携わる社員全 名のうち、約半数に当たる 名が酒造技能士 級を取得し

ている（ 年 月取材時点）。

年 月にユネスコ無形文化遺産に登録された日本の「伝統的酒造り」。その担い手の

一人として、同社は「魁蔵」における酒造りを通じ、丹波杜氏が培った伝統の技術を若手社

員に受け継ぎながら、次の世代、また、その次の世代にも愛される を造り続けていく。

図 ：魁蔵の外観 図 ：酒造りを一貫して行える魁蔵

資料：厚生労働省提供 資料：厚生労働省提供
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生生産産性性向向上上人人材材育育成成支支援援セセンンタターー利利用用企企業業のの声声 （株）高山産業（鹿児島県）

概概要要

・利用サービス：生産性向上支援訓練

・利用時期 ： 年から

・受講者 ：製造現場担当の従業員

訓訓練練をを受受講講ししたたききっっかかけけ

（株）高山産業は、半世紀にわたって電子部品の製造、加工、検査を行い、鹿児島県内に

つの工場を構える売上高 億円の企業である。しかし、近年は人材不足が深刻化しており、

生産性向上と業務効率化のため、業務のデジタル化が急務となっていた。

ポリテクセンター鹿児島が運営する生産性向上人材育成支援センターに相談すると、製造

現場でのデータ活用や改善活動を進める訓練カリキュラムが提案された。その後の打合せで

会社の業務内容などを踏まえ、グループワークを多く取り入れることとし、より実践的な内

容にカスタマイズした。

訓訓練練をを受受講講ししたた従従業業員員のの声声

訓練を受講した従業員からは、「 という言葉を聞くと新しいシステムや 導入を想像して

いたが、 の本質はビジネスプロセス全体の見直しにあり、企業文化や働き方の変革が必要

だと分かった」、「実例を交えた説明は理解しやすく、自社の 導入にも参考になった」との

声が上がっており、訓練の受講が の理解を深め、社内の 推進のきっかけとなった。

訓訓練練のの成成果果

訓練受講後、従業員からは生産性向上に向けた前向きな意見が多く上がるようになった。

部署内でグループミーティングを行い、生産計画に対する進捗状況などを確認し、抽出され

た課題に対して改善策を練り、ミス削減に努めるなどして生産性向上を図った。その結果、

利用開始後の半年間の売上高は前年比 ％アップ、売上計画の達成率も ％と、成果が見

える形で表れた。

また、訓練で学んだ内容を用いて、設備改善やデータ収集に向けて動き出しており、特に

製造現場で発生する事象をデータ化する機運が高まっている。現場従業員のモチベーション

を高めていくためにも、引き続き、生産性向上支援訓練を活用していきたい。

図：グループミーティングの様子

資料：（株）高山産業提供
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認認定定職職業業訓訓練練校校でで働働ききななががらら学学ぶぶ「「技技能能士士」」へへ

のの道道

職業訓練法人 延岡職業訓練協会

延岡高等職業訓練校 機械加工科

（宮崎県）

延岡高等職業訓練校は、 年に宮崎県北延岡鉄工会技能者養成所として開設し、 年

に職業訓練法人延岡職業訓練協会延岡高等職業訓練校として法人組織化した。以来、 名

以上の修了生を輩出し、各自ものづくりの職場で活躍している。中には、子弟を入校させる

修了生や、後輩や自社の社員を入校させる修了生も多数見受けられる。

機械加工科は、 年に知事認定を受け、技能検定職種「仕上げ」の「機械組立仕上げ」

合格を目指し、学科、実技の訓練を行っている。

「学科」では、機械工学、材料、製図などの基礎学科や、切削加工、金型、機械保全など

の専攻学科を学ぶ。

「実技」では、機械組立の基本実習（測定工具及び機器による測り方、表面粗さの求め方

と硬さの測定、ケガキ線のけがき方、万力の取扱い、各種ヤスリ掛けと使い方、精密仕上げ）、

製図の基本実習（製図用具、製図機械、投影法、寸法記入法、材料記号、溶接記号）、安全衛

生作業法（安全基準、手工具の取扱いに関する安全管理、保護具、職場と健康）などの訓練を

重ねて技能士へのスキルを身に付けていく。

講師や指導員は、工業都市延岡のものづくり企業で経験を積んできた専門家で、褒章、叙

勲受章者やものづくりマイスターなどのベテランにより指導を行っている。訓練生は必要と

される人材となるべく、仕事を終えてからの夜間の訓練で、大変な中にも技能の向上や仕事

に活かせる知識の習得に熱心に取り組んでいる。

図 ：機械加工科（仕上げ）実技 図 ：学科の授業

資料：延岡高等職業訓練校提供 資料：延岡高等職業訓練校提供
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第第 章章 教教育育・・研研究究開開発発

第第 節節 ももののづづくくりり人人材材をを始始めめととししたた我我がが国国のの持持続続的的なな成成長長のの基基盤盤ととなな

るる人人材材育育成成にに向向けけてて

高高校校かからら大大学学・・大大学学院院ままででをを通通ししたた人人材材育育成成シシスステテムム改改革革

将来の予測が困難な時代において、今後、国民一人一人の豊かで幸せな人生と社会の持続

的な発展を実現するためには、世界の変化に適切に対応し、新たな価値を生み出すことがで

きる人材が求められる。

ものづくり分野においても、デジタルの力を活用して生産性や創造性に大きな変革をもた

らすなど、我が国の成長をけん引し、国際競争力を強化する基盤となるような人材の確保が

急務である。人材不足が見込まれるとの指摘もある理工・デジタル系分野を中心に、このよ

うな人材を質・量ともに充実させる取組を積極的に進めていく必要がある。

文部科学省においては、このような産業構造の変化等を踏まえ、高校教育改革や高等教育

改革、リ・スキリング、実践的な職業人材育成、科学技術人材育成など、高校から大学・大

学院までを通した人材育成システム改革に向けた方策について検討を行っている。 年

月からは、日本成長戦略会議の下に設置された人材育成分科会（分科会長：文部科学大臣）

において、戦略的な人材育成について検討を行っており、このような検討も通じてものづく

り人材の育成・確保に取り組むことが必要である。

具体的には、ものづくりへの関心、素養を高める小学校、中学校、高等学校における特色

ある取組の一層の充実や、大学の工学関連学科、高等専門学校、専門高校、専修学校等の各

学校段階における実践的な職業教育の推進等に加え、リ・スキリングの取組を充実させ、高

度専門人材を確保するという観点も重要である。また、伝統的な技法や最新技術等の活用に

よる、文化財を活かした新たな社会的・経済的価値の創出や、文化や伝統技術を後世に継承

する取組等も重要である。さらに、イノベーションの源泉としての学術研究や基礎研究の重

要性も鑑みつつ、ものづくりに関する基盤技術の開発や研究開発基盤の整備も不可欠であ

る。

高高校校ににおおけけるる人人材材育育成成

（（ ））高高校校教教育育改改革革にに関関すするる基基本本方方針針（（ググラランンドドデデザザイインン））のの策策定定

いわゆる高校無償化を 年 月から開始することに伴い、高校教育改革を進めるため、

文部科学省は、同年 月、「高校教育改革に関する基本方針（グランドデザイン）」（以下、グ

ランドデザイン）を策定・公表した。我が国では、 年には、少子高齢化、生産年齢人口

の減少、地方の過疎化について一層の深刻化が見込まれ、産業界のニーズに応じたいわゆる

理系人材の不足が生じる可能性があると指摘されていることを背景に、グランドデザインで

は、「不確実な時代を自立して生きていく主権者として、 に代替されない能力や個性の伸

長」、「我が国や地域の経済・社会の発展を支える人材育成」、「一人一人の多様な学習ニーズ

に対応した教育機会・アクセスの確保」の三つの視点を重視しながら更なる高校改革を進め

ることとしており、高校から大学・大学院に至るまでの一貫した改革により、強い経済や地

域社会の基盤となる人材の育成を目指している。

産業イノベーション人材の育成が急務であるとの問題意識の下、「我が国や地域の経済・

社会の発展を支える人材育成」の取組の方向性として、探究・文理横断・実践的な学び、地

域の産業界や大学等との連携・協働による専門高校での学びなどの充実とそのために必要な

指導運営体制の構築を進めるとともに、理数・デジタル的素養や文系的素養、 を使いこ

なす情報活用能力を身に付けた上で、男女を問わず社会で活躍するロールモデルを生徒自身

が肌で感じながら学ぶことができる環境の構築、普通科に偏った学科構成の見直しや専門高

校の機能強化・高度化等の取組を進めることとしている。加えて、不登校生徒や特別な教育

的支援を必要とする生徒、日本語指導が必要な生徒等の多様な学習ニーズに対して、全日

制・定時制高校における遠隔授業や通信教育の活用を含む生徒の状況に応じた学習支援の充

実などを図り、柔軟で質の高い学びの選択肢を保障することで、ものづくり分野も含め多様

な進路選択につなげている。

また、 年度補正予算において、高校教育改革のための基金として約 億円を計上

しており、改革を先導する拠点のパイロットケースを創出し、取組・成果を域内の高等学校

に普及することとしている。その中では、地域産業の担い手を育成し、地域創生を支える核

となる存在である専門高校等の機能強化・高度化や、未来成長分野において先進的な新たな

知を生み出す力を育成するための文理融合の学びの実現など、産業イノベーション人材の育

成に対する支援も行うこととしている。

（（ ））専専門門高高校校のの振振興興

職業系の専門高校については、第 次産業革命の進展、 、 次産業化等、産業構造や仕事

内容が急速に変化している中、時代の変化に対応することが求められるとともに、地域にお

ける人材育成の観点からも、その役割はますます重要なものとなっていることから、 年

度から 年度まで、マイスター・ハイスクール（次世代地域産業人材育成刷新事業）を実

施した。地域産業の持続的な成長をけん引する最先端の職業人材を育成するための取組を行

う専門高校を「マイスター・ハイスクール」に指定し、工業科、農業科、水産科、福祉科な
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第第 節節 ももののづづくくりり人人材材をを始始めめととししたた我我がが国国のの持持続続的的なな成成長長のの基基盤盤ととなな

るる人人材材育育成成にに向向けけてて

高高校校かからら大大学学・・大大学学院院ままででをを通通ししたた人人材材育育成成シシスステテムム改改革革

将来の予測が困難な時代において、今後、国民一人一人の豊かで幸せな人生と社会の持続

的な発展を実現するためには、世界の変化に適切に対応し、新たな価値を生み出すことがで

きる人材が求められる。

ものづくり分野においても、デジタルの力を活用して生産性や創造性に大きな変革をもた

らすなど、我が国の成長をけん引し、国際競争力を強化する基盤となるような人材の確保が

急務である。人材不足が見込まれるとの指摘もある理工・デジタル系分野を中心に、このよ

うな人材を質・量ともに充実させる取組を積極的に進めていく必要がある。

文部科学省においては、このような産業構造の変化等を踏まえ、高校教育改革や高等教育

改革、リ・スキリング、実践的な職業人材育成、科学技術人材育成など、高校から大学・大

学院までを通した人材育成システム改革に向けた方策について検討を行っている。 年

月からは、日本成長戦略会議の下に設置された人材育成分科会（分科会長：文部科学大臣）

において、戦略的な人材育成について検討を行っており、このような検討も通じてものづく

り人材の育成・確保に取り組むことが必要である。

具体的には、ものづくりへの関心、素養を高める小学校、中学校、高等学校における特色

ある取組の一層の充実や、大学の工学関連学科、高等専門学校、専門高校、専修学校等の各

学校段階における実践的な職業教育の推進等に加え、リ・スキリングの取組を充実させ、高

度専門人材を確保するという観点も重要である。また、伝統的な技法や最新技術等の活用に

よる、文化財を活かした新たな社会的・経済的価値の創出や、文化や伝統技術を後世に継承

する取組等も重要である。さらに、イノベーションの源泉としての学術研究や基礎研究の重

要性も鑑みつつ、ものづくりに関する基盤技術の開発や研究開発基盤の整備も不可欠であ

る。

高高校校ににおおけけるる人人材材育育成成

（（ ））高高校校教教育育改改革革にに関関すするる基基本本方方針針（（ググラランンドドデデザザイインン））のの策策定定

いわゆる高校無償化を 年 月から開始することに伴い、高校教育改革を進めるため、

文部科学省は、同年 月、「高校教育改革に関する基本方針（グランドデザイン）」（以下、グ

ランドデザイン）を策定・公表した。我が国では、 年には、少子高齢化、生産年齢人口

の減少、地方の過疎化について一層の深刻化が見込まれ、産業界のニーズに応じたいわゆる

理系人材の不足が生じる可能性があると指摘されていることを背景に、グランドデザインで

は、「不確実な時代を自立して生きていく主権者として、 に代替されない能力や個性の伸

長」、「我が国や地域の経済・社会の発展を支える人材育成」、「一人一人の多様な学習ニーズ

に対応した教育機会・アクセスの確保」の三つの視点を重視しながら更なる高校改革を進め

ることとしており、高校から大学・大学院に至るまでの一貫した改革により、強い経済や地

域社会の基盤となる人材の育成を目指している。

産業イノベーション人材の育成が急務であるとの問題意識の下、「我が国や地域の経済・

社会の発展を支える人材育成」の取組の方向性として、探究・文理横断・実践的な学び、地

域の産業界や大学等との連携・協働による専門高校での学びなどの充実とそのために必要な

指導運営体制の構築を進めるとともに、理数・デジタル的素養や文系的素養、 を使いこ

なす情報活用能力を身に付けた上で、男女を問わず社会で活躍するロールモデルを生徒自身

が肌で感じながら学ぶことができる環境の構築、普通科に偏った学科構成の見直しや専門高

校の機能強化・高度化等の取組を進めることとしている。加えて、不登校生徒や特別な教育

的支援を必要とする生徒、日本語指導が必要な生徒等の多様な学習ニーズに対して、全日

制・定時制高校における遠隔授業や通信教育の活用を含む生徒の状況に応じた学習支援の充

実などを図り、柔軟で質の高い学びの選択肢を保障することで、ものづくり分野も含め多様

な進路選択につなげている。

また、 年度補正予算において、高校教育改革のための基金として約 億円を計上

しており、改革を先導する拠点のパイロットケースを創出し、取組・成果を域内の高等学校

に普及することとしている。その中では、地域産業の担い手を育成し、地域創生を支える核

となる存在である専門高校等の機能強化・高度化や、未来成長分野において先進的な新たな

知を生み出す力を育成するための文理融合の学びの実現など、産業イノベーション人材の育

成に対する支援も行うこととしている。

（（ ））専専門門高高校校のの振振興興

職業系の専門高校については、第 次産業革命の進展、 、 次産業化等、産業構造や仕事

内容が急速に変化している中、時代の変化に対応することが求められるとともに、地域にお

ける人材育成の観点からも、その役割はますます重要なものとなっていることから、 年

度から 年度まで、マイスター・ハイスクール（次世代地域産業人材育成刷新事業）を実

施した。地域産業の持続的な成長をけん引する最先端の職業人材を育成するための取組を行

う専門高校を「マイスター・ハイスクール」に指定し、工業科、農業科、水産科、福祉科な
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どの様々な学科において、専門高校とその設置者、産業界、地方公共団体が一体となって職

業人材の育成を目指す取組を推進した。

このほか、文部科学省においては、産業構造の変化などを踏まえて産業教育に関する教科

の学習指導要領の改訂に向けた議論を進めるとともに、高等学校 加速化推進事業（ ハイ

スクール）によるデジタル等成長分野を支える人材育成のための専門高校を含む高等学校の

環境整備等の支援や、産業教育に必要な施設・設備の整備に要する経費の支援、小中学生や

その保護者に向けて専門高校の魅力を発信する取組を実施している。加えて、今後は、前述

した高校教育改革のための基金において、専門高校を含め改革を先導する公立高校を支援す

ることとしている。

大大学学・・高高等等専専門門学学校校ににおおけけるる人人材材育育成成

（（ ））成成長長分分野野転転換換基基金金

文部科学省においては、成長分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて、意欲ある大

学・高等専門学校が成長分野への学部転換等の改革に予見可能性を持って踏み切れるよう、

年度補正予算において創設された「成長分野転換基金」を活用し、成長分野への学部等

転換や公立高等専門学校の設置等の促進を通じた、理工・デジタル系分野の人材育成の強化

等に取り組んでいる。当該基金を活用した「大学・高専機能強化支援事業」において、

年度までに合計 件を選定し、合計約 万人の理系分野の入学定員増を図っている。

年度補正予算により当該基金に 億円を積み増し、既存分と合わせて 億円規模で、大

規模大学を含めて、成長分野への学部等転換・重点分野の人材育成を一層強力に推進するこ

ととしている。

（（ ））数数理理・・デデーータタササイイエエンンスス・・ 教教育育のの推推進進

生産年齢人口の減少による労働人口の不足や、我が国の社会・産業構造の大きな変化が見

込まれる中、分野によらず やロボットを適切に活用できる人材の必要性が高まっている。

「 戦略 」（ 年 月、統合イノベーション戦略推進会議決定）において、高等教育段

階においては、全ての大学生及び高等専門学校生（ 学年当たり約 万人）が数理・データ

サイエンス・ への関心を高め、適切に理解し活用できるリテラシーレベルの能力を身に付

けること、また、その半数（ 学年当たり約 万人）においては応用基礎レベルとして、数

理・データサイエンス・ を活用して課題を解決するための実践的な能力を身に付けること

が 年度までの目標として掲げられている。文部科学省においては、全国 ブロックによ

るコンソーシアムの形成により、数理・データサイエンス・ を体系的に学修するためのモ

デルカリキュラムの策定、教材等の開発・展開に係る活動への支援を行っており、また、大

学、短期大学、高等専門学校が実施する数理・データサイエンス・ に関する優れた教育プ

ログラムを認定する「数理・データサイエンス・ 教育プログラム認定制度」を通じて、教

育体制の強化を図ってきた。 年 月時点で、「数理・データサイエンス・ 教育プログラ

ム認定制度」による認定プログラムは、リテラシーレベルで 件、応用基礎レベルで

件、プログラムを受講可能な学生の規模については、リテラシーレベルで約 万人、応用基

礎レベルで約 万人となっており、目標を達成した。「人工知能関連技術の研究開発及び活

用の推進に関する法律」（ 年 月成立）、「人工知能基本計画」（ 年 月 日閣議決

定）を受け、引き続き、専門分野によらず、数理・データサイエンス・ をより実践的に活

用できる人材の育成を推進していく。

大大学学院院ににおおけけるる人人材材育育成成

数理・データサイエンス・ 分野においては、同分野をけん引するエキスパート層の人材

育成も急務となっている。産業界と連携した実社会における先端課題解決型演習や国際競争

力のある博士課程教育プログラムの強化等に取り組む大学院への支援を通じ、我が国の数

理・データサイエンス・ 分野をけん引する人材育成をより一層強力に推進している。

また、 年度に開始した「国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業

（ ）次世代 人材育成プログラム」では、国家戦略分野（ 分野における新興・融合

領域）を担う博士課程学生を支援するとともに、 分野と異分野との融合を促進している。

専専修修学学校校ににおおけけるる人人材材育育成成

専修学校は、職業や実生活に必要な能力の育成や、教養の向上を図ることを目的としてお

り、柔軟で弾力的な制度の特色を活かして、社会の変化に即応した実践的な職業教育を行う

中核的機関として、また我が国の産業を支える専門的な職業人材を養成する機関として大き

な役割を果たしてきた。ものづくり分野においても、地域の産業界等と連携した実践的な取

組を行っており、ものづくり人材の養成はもとより、地域産業の振興でも大きな役割を担っ

ていくことが期待されている。

文部科学省では、専修学校を始めとした教育機関が産業界等と協働して、中長期的な人材

育成に向けた協議体制の構築等を進めるとともに、各地域の課題解決等に資する能力を身に

付けた人材の養成に向けたモデルカリキュラムの開発等の取組を推進している。特に、

人材その他理系人材の不足等に対応していくため、学科の理系転換等の再編を推進する「地

方やデジタル分野における専修学校理系転換等推進事業」において、ビジネス学科やデザイ

ン学科など就労後の実務が 化している学科のカリキュラムの高度化を図るとともに、需

要の減少している学科について を始めとする理系分野の学科への転換・新設を図るため

の教育モデルの開発に取り組んでいる。

社社会会人人ののリリ・・ススキキリリンンググにによよるる人人材材育育成成

（（ ））リリ・・ススキキリリンンググのの推推進進

少子化に伴う労働人口の減少により、労働生産性の向上が国家的課題となっている中、日

本企業における 以外の人材投資（対 比）は先進国の中でも低く、社外学習や自己啓発
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どの様々な学科において、専門高校とその設置者、産業界、地方公共団体が一体となって職

業人材の育成を目指す取組を推進した。

このほか、文部科学省においては、産業構造の変化などを踏まえて産業教育に関する教科

の学習指導要領の改訂に向けた議論を進めるとともに、高等学校 加速化推進事業（ ハイ

スクール）によるデジタル等成長分野を支える人材育成のための専門高校を含む高等学校の

環境整備等の支援や、産業教育に必要な施設・設備の整備に要する経費の支援、小中学生や

その保護者に向けて専門高校の魅力を発信する取組を実施している。加えて、今後は、前述

した高校教育改革のための基金において、専門高校を含め改革を先導する公立高校を支援す

ることとしている。

大大学学・・高高等等専専門門学学校校ににおおけけるる人人材材育育成成

（（ ））成成長長分分野野転転換換基基金金

文部科学省においては、成長分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて、意欲ある大

学・高等専門学校が成長分野への学部転換等の改革に予見可能性を持って踏み切れるよう、

年度補正予算において創設された「成長分野転換基金」を活用し、成長分野への学部等

転換や公立高等専門学校の設置等の促進を通じた、理工・デジタル系分野の人材育成の強化

等に取り組んでいる。当該基金を活用した「大学・高専機能強化支援事業」において、

年度までに合計 件を選定し、合計約 万人の理系分野の入学定員増を図っている。

年度補正予算により当該基金に 億円を積み増し、既存分と合わせて 億円規模で、大

規模大学を含めて、成長分野への学部等転換・重点分野の人材育成を一層強力に推進するこ

ととしている。

（（ ））数数理理・・デデーータタササイイエエンンスス・・ 教教育育のの推推進進

生産年齢人口の減少による労働人口の不足や、我が国の社会・産業構造の大きな変化が見

込まれる中、分野によらず やロボットを適切に活用できる人材の必要性が高まっている。

「 戦略 」（ 年 月、統合イノベーション戦略推進会議決定）において、高等教育段

階においては、全ての大学生及び高等専門学校生（ 学年当たり約 万人）が数理・データ

サイエンス・ への関心を高め、適切に理解し活用できるリテラシーレベルの能力を身に付

けること、また、その半数（ 学年当たり約 万人）においては応用基礎レベルとして、数

理・データサイエンス・ を活用して課題を解決するための実践的な能力を身に付けること

が 年度までの目標として掲げられている。文部科学省においては、全国 ブロックによ

るコンソーシアムの形成により、数理・データサイエンス・ を体系的に学修するためのモ

デルカリキュラムの策定、教材等の開発・展開に係る活動への支援を行っており、また、大

学、短期大学、高等専門学校が実施する数理・データサイエンス・ に関する優れた教育プ

ログラムを認定する「数理・データサイエンス・ 教育プログラム認定制度」を通じて、教

育体制の強化を図ってきた。 年 月時点で、「数理・データサイエンス・ 教育プログラ

ム認定制度」による認定プログラムは、リテラシーレベルで 件、応用基礎レベルで

件、プログラムを受講可能な学生の規模については、リテラシーレベルで約 万人、応用基

礎レベルで約 万人となっており、目標を達成した。「人工知能関連技術の研究開発及び活

用の推進に関する法律」（ 年 月成立）、「人工知能基本計画」（ 年 月 日閣議決

定）を受け、引き続き、専門分野によらず、数理・データサイエンス・ をより実践的に活

用できる人材の育成を推進していく。

大大学学院院ににおおけけるる人人材材育育成成

数理・データサイエンス・ 分野においては、同分野をけん引するエキスパート層の人材

育成も急務となっている。産業界と連携した実社会における先端課題解決型演習や国際競争

力のある博士課程教育プログラムの強化等に取り組む大学院への支援を通じ、我が国の数

理・データサイエンス・ 分野をけん引する人材育成をより一層強力に推進している。

また、 年度に開始した「国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の育成事業

（ ）次世代 人材育成プログラム」では、国家戦略分野（ 分野における新興・融合

領域）を担う博士課程学生を支援するとともに、 分野と異分野との融合を促進している。

専専修修学学校校ににおおけけるる人人材材育育成成

専修学校は、職業や実生活に必要な能力の育成や、教養の向上を図ることを目的としてお

り、柔軟で弾力的な制度の特色を活かして、社会の変化に即応した実践的な職業教育を行う

中核的機関として、また我が国の産業を支える専門的な職業人材を養成する機関として大き

な役割を果たしてきた。ものづくり分野においても、地域の産業界等と連携した実践的な取

組を行っており、ものづくり人材の養成はもとより、地域産業の振興でも大きな役割を担っ

ていくことが期待されている。

文部科学省では、専修学校を始めとした教育機関が産業界等と協働して、中長期的な人材

育成に向けた協議体制の構築等を進めるとともに、各地域の課題解決等に資する能力を身に

付けた人材の養成に向けたモデルカリキュラムの開発等の取組を推進している。特に、

人材その他理系人材の不足等に対応していくため、学科の理系転換等の再編を推進する「地

方やデジタル分野における専修学校理系転換等推進事業」において、ビジネス学科やデザイ

ン学科など就労後の実務が 化している学科のカリキュラムの高度化を図るとともに、需

要の減少している学科について を始めとする理系分野の学科への転換・新設を図るため

の教育モデルの開発に取り組んでいる。

社社会会人人ののリリ・・ススキキリリンンググにによよるる人人材材育育成成

（（ ））リリ・・ススキキリリンンググのの推推進進

少子化に伴う労働人口の減少により、労働生産性の向上が国家的課題となっている中、日

本企業における 以外の人材投資（対 比）は先進国の中でも低く、社外学習や自己啓発
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を行っていない個人の割合も諸外国と比較して著しく高い 。その結果、我が国の労働生産

性は 諸国の中でも最下位レベルに位置している 。

特に地方においては、人材の育成不足や若者の都市部への移住などにより、地域産業の担

い手が今後更に不足することが見込まれている。また現在、大企業においても、 等を活用

しながら、人間にしかできない高度な仕事を担う人材を育てなければ、国内外の激しい競争

に勝ち残ることが難しくなっている。このような状況に対応するため、ものづくり分野にお

いても、幅広い労働者のニーズに応え、処遇改善につながるリ・スキリングを推進すること

が必要である。

（（ ））リリ・・ススキキリリンンググ・・エエココシシスステテムムのの構構築築

このような状況を踏まえ、文部科学省では、 年度補正予算事業「リカレント教育エコ

システム構築支援事業」において、大学等が地域や産業界と連携・協働し、経営者を含む地

域や産業界の人材育成ニーズを踏まえた教育プログラムの開発・提供及び持続的にプログラ

ムを提供するための産学官連携プラットフォームや産学協働体制の構築を支援してきた。具

体的には、「地方創生」のメニューで 事業、「産業成長」のメニューで 事業を採択し、特

に「産業成長」では、半導体や など、ものづくり人材の育成にも寄与するリカレントプロ

グラムが複数採択された。

年度補正予算事業「産学連携リ・スキリング・エコシステム構築事業」においても引

き続き、「地方創生」の観点で、地域ニーズを踏まえて産学官金の連携を行う地方自治体・

大学等を支援するとともに、「産業成長」の観点では、企業成長に直結する、高等教育機関

にしかできないリ・スキリングプログラムの本格実施に向け、大学におけるリ・スキリング

講座の開発を支援することとしている。また、 年度補正予算事業の取組に加え、アドバ

ンスト・エッセンシャルワーカーの育成、就職氷河期世代への支援、スキルの可視化と正当

な評価による処遇改善、全学的な経営改革（教員のインセンティブ向上、事務体制の強化、

修士課程への接続等）等、産学連携リ・スキリング・エコシステムの構築に向けて更なる取

組の充実を図ることとしている。

文部科学省［ ］『リカレント教育推進の現状について』

文部科学省［ ］『リカレント教育推進の現状について』

第第 節節 ももののづづくくりり人人材材をを育育むむ教教育育・・文文化化芸芸術術基基盤盤のの充充実実

各各学学校校段段階階ににおおけけるる特特色色ああるる取取組組

（（ ））小小・・中中・・高高等等学学校校のの各各教教科科ににおおけけるる特特色色ああるる取取組組

我が国の競争力を支えているものづくりの次代を担う人材を育成するためには、ものづく

りに関する教育を充実させることが重要である。学習指導要領においては、小学校の「理

科」、「図画工作」、「家庭」、中学校の「理科」、「美術」、「技術・家庭」、高等学校の「芸術」

の工芸や「家庭」など関係する教科を中心に、それぞれの教科の特質を踏まえ、ものづくり

に関する教育を行うこととしている。例えば、小学校の「図画工作」では、造形遊びをする

活動や絵や立体、工作に表す活動、鑑賞の活動を通して、生活や社会の中の形や色等と豊か

に関わる資質・能力を育成することとしている。その際、技能の習得に当たっては、手や体

全体の感覚などを働かせ、材料や用具を使い、表し方等を工夫して、創造的につくったり表

したりすることができるようにすることとしている。

中学校の「理科」では、原理や法則の理解を深めるためのものづくりなど、科学的な体験

を重視している。中学校の「技術・家庭（技術分野）」では、技術が生活の向上や産業の継

承と発展等に貢献していること、緻密なものづくりの技等が我が国の伝統や文化を支えてき

たことに気付かせること等を明記するとともに、ものづくりなどの技術に関する実践的・体

験的な活動を通して、技術によってより良い生活や持続可能な社会を構築する資質・能力を

育成することとしている。

また、高等学校の専門教科「工業」では、安全・安心な社会の構築、職業人としての倫理

観、環境保全やエネルギーの有効な活用、産業のグローバル競争の激化、情報技術の技術革

新の開発が加速化することなどを踏まえ、ものづくりを通して、地域や社会の健全で持続的

な発展を担う職業人を育成するため、教科目標に「ものづくり」を明記するとともに、実践

的・体験的な学習活動を通じた資質・能力の育成を一層重視するなどの教育内容の充実を図

っている。
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を行っていない個人の割合も諸外国と比較して著しく高い 。その結果、我が国の労働生産

性は 諸国の中でも最下位レベルに位置している 。

特に地方においては、人材の育成不足や若者の都市部への移住などにより、地域産業の担

い手が今後更に不足することが見込まれている。また現在、大企業においても、 等を活用

しながら、人間にしかできない高度な仕事を担う人材を育てなければ、国内外の激しい競争

に勝ち残ることが難しくなっている。このような状況に対応するため、ものづくり分野にお

いても、幅広い労働者のニーズに応え、処遇改善につながるリ・スキリングを推進すること

が必要である。

（（ ））リリ・・ススキキリリンンググ・・エエココシシスステテムムのの構構築築

このような状況を踏まえ、文部科学省では、 年度補正予算事業「リカレント教育エコ

システム構築支援事業」において、大学等が地域や産業界と連携・協働し、経営者を含む地

域や産業界の人材育成ニーズを踏まえた教育プログラムの開発・提供及び持続的にプログラ

ムを提供するための産学官連携プラットフォームや産学協働体制の構築を支援してきた。具

体的には、「地方創生」のメニューで 事業、「産業成長」のメニューで 事業を採択し、特

に「産業成長」では、半導体や など、ものづくり人材の育成にも寄与するリカレントプロ

グラムが複数採択された。

年度補正予算事業「産学連携リ・スキリング・エコシステム構築事業」においても引

き続き、「地方創生」の観点で、地域ニーズを踏まえて産学官金の連携を行う地方自治体・

大学等を支援するとともに、「産業成長」の観点では、企業成長に直結する、高等教育機関

にしかできないリ・スキリングプログラムの本格実施に向け、大学におけるリ・スキリング

講座の開発を支援することとしている。また、 年度補正予算事業の取組に加え、アドバ

ンスト・エッセンシャルワーカーの育成、就職氷河期世代への支援、スキルの可視化と正当

な評価による処遇改善、全学的な経営改革（教員のインセンティブ向上、事務体制の強化、

修士課程への接続等）等、産学連携リ・スキリング・エコシステムの構築に向けて更なる取

組の充実を図ることとしている。

文部科学省［ ］『リカレント教育推進の現状について』

文部科学省［ ］『リカレント教育推進の現状について』

第第 節節 ももののづづくくりり人人材材をを育育むむ教教育育・・文文化化芸芸術術基基盤盤のの充充実実

各各学学校校段段階階ににおおけけるる特特色色ああるる取取組組

（（ ））小小・・中中・・高高等等学学校校のの各各教教科科ににおおけけるる特特色色ああるる取取組組

我が国の競争力を支えているものづくりの次代を担う人材を育成するためには、ものづく

りに関する教育を充実させることが重要である。学習指導要領においては、小学校の「理

科」、「図画工作」、「家庭」、中学校の「理科」、「美術」、「技術・家庭」、高等学校の「芸術」

の工芸や「家庭」など関係する教科を中心に、それぞれの教科の特質を踏まえ、ものづくり

に関する教育を行うこととしている。例えば、小学校の「図画工作」では、造形遊びをする

活動や絵や立体、工作に表す活動、鑑賞の活動を通して、生活や社会の中の形や色等と豊か

に関わる資質・能力を育成することとしている。その際、技能の習得に当たっては、手や体

全体の感覚などを働かせ、材料や用具を使い、表し方等を工夫して、創造的につくったり表

したりすることができるようにすることとしている。

中学校の「理科」では、原理や法則の理解を深めるためのものづくりなど、科学的な体験

を重視している。中学校の「技術・家庭（技術分野）」では、技術が生活の向上や産業の継

承と発展等に貢献していること、緻密なものづくりの技等が我が国の伝統や文化を支えてき

たことに気付かせること等を明記するとともに、ものづくりなどの技術に関する実践的・体

験的な活動を通して、技術によってより良い生活や持続可能な社会を構築する資質・能力を

育成することとしている。

また、高等学校の専門教科「工業」では、安全・安心な社会の構築、職業人としての倫理

観、環境保全やエネルギーの有効な活用、産業のグローバル競争の激化、情報技術の技術革

新の開発が加速化することなどを踏まえ、ものづくりを通して、地域や社会の健全で持続的

な発展を担う職業人を育成するため、教科目標に「ものづくり」を明記するとともに、実践

的・体験的な学習活動を通じた資質・能力の育成を一層重視するなどの教育内容の充実を図

っている。
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ももののづづくくりりをを通通ししてて地地域域やや友友達達とと

つつななががるる

静岡県藤枝市立朝比奈第一小学校

藤枝市立朝比奈第一小学校は、豊かな自然と文化、温かな地域の方々に恵まれた創立

年の歴史ある学校である。第 学年では、朝比奈地区の竹を使って、子供たちが造形的な見

方・考え方を働かせ、試行錯誤しながら活動することを目指した。本実践では、竹あかりを

つくることを通して地域や友達と心を通わせ、互いにつながってほしいと願い、題材名を

「心をつなぐ竹あかり」とした。

児童は始めに、地域の方の協力で用意した 個ほどの竹の輪切りに触れ、材料の形や色

などを基に自分のイメージをもちながら表したいことを見つけた。実際にライトを入れて光

の様子を確かめながら、竹の組合せ方や接着の仕方を考えて表していった。一人一人が思い

を込めてつくった竹あかりは、様々な形で鑑賞の機会を持てるようにした。まず、地域の歴

史ある建物で開催された「柏屋の竹あかり展」で展示した。冬休みには作品を家に持ち帰

り、自分の好きな場所に飾った。さらに、近隣の小学校との交流会で実際に竹あかりを灯し

ながら、どのような思いで製作したのかについて紹介した。こうして、子供たちは、自分の

作品が人の心を動かす瞬間を体験していった。

本活動を通して、子供たちは、楽しみながら用具を適切に扱い、創造的に表す技能を身に

付け、「ものづくり」の楽しさを実感することができた。また、「ものづくり」を通して、ふ

るさとへの愛着と誇りを持ち、つくりだす喜びを味わい、自分たちのよさや可能性を感じる

ことができた。

図 ：竹の輪切りに触れる児童 図 ：「柏屋の竹あかり展」での展示の様子

資料：文部科学省提供 資料：文部科学省提供

地地域域防防災災・・安安全全にに関関すするる問問題題解解決決にに

挑挑戦戦すするるももののづづくくりりのの授授業業

札幌市立明園中学校

札幌市立明園中学校の 年生は、技術・家庭科（技術分野）の授業で、札幌に住む人々に

とっては切実な「雪」に関わる問題を解決する技術のモデル開発と提案に取り組んだ。

生徒たちは、 人のグループを作り、調査活動などを通して解決したい雪に関わる問題を

見つけ、製品や機器の材料やその形状を工夫することで解決できる課題を設定した。そし

て、金属の加工や、 プリンタで特殊な形状の部品を成形することにより、製品や機器の試

作を行った。授業では、グループで開発した技術のモデルをほかのグループにプレゼンテー

ションし（図 ）、その評価をもらった上で、次時以降の改善や修正の方針を決定した。

生徒たちが開発したシステムの例は、以下のとおり。

【信号機の融雪装置】

北海道では、冬に信号機に雪が積もり、見えにくい状況が生まれて事故の危険性が高まる

ことから、その問題を解決する信号の融雪装置のモデルを開発した。熱伝導率の高い金属を

使い、発光部から得る熱を使って雪を解かす構造を考え、このモデルではアルミニウムを素

材として用いることを試した。しかし、熱伝導率が高いことは、雪の冷たさによる影響を受

けやすいことにもつながることが課題として分かった。この課題を踏まえた改善について引

き続き考えることにした。

【加速度センサ付きスピード抑制機】（図 ）

北海道では、雪のため道路が滑りやすく、スリップ事故が多いことから、その問題を解決

するブレーキ装置のモデルを開発した。ブレーキの素材は、防熱性や防寒性を考えてシリコ

ンを採用した。また、一定の速度を超えたらブレーキが働くよう、タイヤの回転からスピー

ドを測り、プログラムによりブレーキを制御することを試みた。

図 ：開発した技術を別グループにプレゼンテーションしている様子

資料：札幌市立明園中学校提供

図 ：加速度センサ付きスピード抑制機

資料：札幌市立明園中学校提供
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ももののづづくくりりをを通通ししてて地地域域やや友友達達とと

つつななががるる

静岡県藤枝市立朝比奈第一小学校

藤枝市立朝比奈第一小学校は、豊かな自然と文化、温かな地域の方々に恵まれた創立

年の歴史ある学校である。第 学年では、朝比奈地区の竹を使って、子供たちが造形的な見

方・考え方を働かせ、試行錯誤しながら活動することを目指した。本実践では、竹あかりを

つくることを通して地域や友達と心を通わせ、互いにつながってほしいと願い、題材名を

「心をつなぐ竹あかり」とした。

児童は始めに、地域の方の協力で用意した 個ほどの竹の輪切りに触れ、材料の形や色

などを基に自分のイメージをもちながら表したいことを見つけた。実際にライトを入れて光

の様子を確かめながら、竹の組合せ方や接着の仕方を考えて表していった。一人一人が思い

を込めてつくった竹あかりは、様々な形で鑑賞の機会を持てるようにした。まず、地域の歴

史ある建物で開催された「柏屋の竹あかり展」で展示した。冬休みには作品を家に持ち帰

り、自分の好きな場所に飾った。さらに、近隣の小学校との交流会で実際に竹あかりを灯し

ながら、どのような思いで製作したのかについて紹介した。こうして、子供たちは、自分の

作品が人の心を動かす瞬間を体験していった。

本活動を通して、子供たちは、楽しみながら用具を適切に扱い、創造的に表す技能を身に

付け、「ものづくり」の楽しさを実感することができた。また、「ものづくり」を通して、ふ

るさとへの愛着と誇りを持ち、つくりだす喜びを味わい、自分たちのよさや可能性を感じる

ことができた。

図 ：竹の輪切りに触れる児童 図 ：「柏屋の竹あかり展」での展示の様子

資料：文部科学省提供 資料：文部科学省提供

地地域域防防災災・・安安全全にに関関すするる問問題題解解決決にに

挑挑戦戦すするるももののづづくくりりのの授授業業

札幌市立明園中学校

札幌市立明園中学校の 年生は、技術・家庭科（技術分野）の授業で、札幌に住む人々に

とっては切実な「雪」に関わる問題を解決する技術のモデル開発と提案に取り組んだ。

生徒たちは、 人のグループを作り、調査活動などを通して解決したい雪に関わる問題を

見つけ、製品や機器の材料やその形状を工夫することで解決できる課題を設定した。そし

て、金属の加工や、 プリンタで特殊な形状の部品を成形することにより、製品や機器の試

作を行った。授業では、グループで開発した技術のモデルをほかのグループにプレゼンテー

ションし（図 ）、その評価をもらった上で、次時以降の改善や修正の方針を決定した。

生徒たちが開発したシステムの例は、以下のとおり。

【信号機の融雪装置】

北海道では、冬に信号機に雪が積もり、見えにくい状況が生まれて事故の危険性が高まる

ことから、その問題を解決する信号の融雪装置のモデルを開発した。熱伝導率の高い金属を

使い、発光部から得る熱を使って雪を解かす構造を考え、このモデルではアルミニウムを素

材として用いることを試した。しかし、熱伝導率が高いことは、雪の冷たさによる影響を受

けやすいことにもつながることが課題として分かった。この課題を踏まえた改善について引

き続き考えることにした。

【加速度センサ付きスピード抑制機】（図 ）

北海道では、雪のため道路が滑りやすく、スリップ事故が多いことから、その問題を解決

するブレーキ装置のモデルを開発した。ブレーキの素材は、防熱性や防寒性を考えてシリコ

ンを採用した。また、一定の速度を超えたらブレーキが働くよう、タイヤの回転からスピー

ドを測り、プログラムによりブレーキを制御することを試みた。

図 ：開発した技術を別グループにプレゼンテーションしている様子

資料：札幌市立明園中学校提供

図 ：加速度センサ付きスピード抑制機

資料：札幌市立明園中学校提供
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カカーーボボンンニニュューートトララルルへへのの挑挑戦戦！！

〜〜蓄蓄電電池池業業界界ををけけんん引引すするるゲゲーームムチチェェンンジジャャーー

のの育育成成〜〜

兵庫県教育委員会

．．背背景景とと課課題題

我が国では、 年のカーボンニュートラルの実現を国家目標として設定している。ま

た、脱炭素社会の実現に向けた取組は、気候変動対策だけでなく、新時代の経済成長の源泉

でもある。蓄電池分野は、脱炭素社会の社会インフラや経済安全保障の観点から重要な産業

分野として位置付けられている。関西圏では今後 年間に合計約 万人の雇用が見込まれて

おり、蓄電池産業を支える人材育成が急務となっている。

．．経経緯緯とと取取組組

兵庫県では、令和 年度に近畿経済産業局が主管する「関西蓄電池人材育成等コンソーシ

アム」が設立された。同コンソーシアムには、県立姫路工業高等学校及び県立洲本実業高等

学校が参画し、業界全体のニーズ把握や「蓄電池人材育成テンプレート教材」（以下、テン

プレート教材）の作成に関わってきた。

これらの取組で得た知見を踏まえ、兵庫県教育委員会では、令和 年度からマイスター・

ハイスクール普及促進事業を実施し、県立姫路工業高等学校を拠点校、県立洲本実業高等学

校、県立兵庫工業高等学校（令和 年度から参画）を連携校として位置付け、近畿経済産業

局との強固な「官官連携」に基づく体制を構築した。このような産学官ネットワークと蓄積

された知識を最大限に活かし、「モノ」づくりの視点から「学び」へと深化させる独自の実

践的育成モデルの確立を目指すとともに、次代を担う蓄電池人材の育成に取り組んだ。

．．取取組組のの特特長長

県立姫路工業高等学校では、国立の研究機関である（国研）産業技術総合研究所（ ）

関西センターにおける電池製造工程の体験やプライムプラネットエナジー＆ソリューション

ズ（株）（以下、 ）における製造現場の見学、さらに、協力企業等から派遣された実務

家教員による授業を通じて、電池に関する基礎知識から応用技術、製造に関するノウハウま

で幅広く学習し、電池の社会実装に関する理解を深めた。また、脱炭素化と蓄電池活用をテ

ーマとした探究学習の一環として、校内ビオトープの再生を目指す共創プロジェクトを展開

し、全 学科がそれぞれの専門性を活かして協働的に取り組んだ。

・エネルギーの生成と貯蔵（電気科・溶接科）

太陽光パネル設置架台の製作と、その電力を貯める蓄電システムの構築

・環境データの分析・管理（工業化学科・電子機械科）

環境分析や蓄電池電源を活用したセンサによる環境管理

・電力の利活用と空間整備（機械科・デザイン科）

蓄電池で駆動する カートの製作及びテクノロジーと自然が調和するビオトープの

デザイン

生徒たちは、テンプレート教材で学んだ理論と、企業連携による「本物の蓄電池」を用い

た実習体験から、「モノ」から「学び」へとつながる主体的・探究的な学びに取り組んだ。

図 ：実務家教員による授業 図 ： 学科連携による課題研究（溶接科）

資料：県立姫路工業高等学校提供 資料：県立姫路工業高等学校提供

図 ：産総研での活動の様子 図 ： での活動の様子

資料：県立兵庫工業高等学校提供 資料：県立洲本実業高等学校提供

．．成成果果

「官官連携」による支援と「コンソーシアム」等の産学連携体制の下、推進された本事業

は、生徒の意識と行動に大きな変化をもたらした。

第一に、学習意欲と自己効力感の向上である。カーボンニュートラルに関する取組の自己

評価アンケートでは、「新しい知識に対して自主的に学ぶことができた生徒の割合」が

％、「学び続ける意欲を持ち、複雑な問題に対しても前向きに取り組めた生徒の割合」が

％といった肯定的な意見が多数を占め、新しい知識や技術にも自信を持って課題に取り

組む姿勢が醸成された。

第二に、進路選択の幅が広がったことである。令和 年度以前は蓄電池関連企業への就職

希望者は少数であったが、令和 年度には全学科で 名へと急増した。これは、生徒が抱

いていた蓄電池分野に対する「抽象的な産業・難しい世界」という心理的なハードルが解消

され、「具体的なモノと工程・理解できる技術」という身近な選択肢へと変化したことの現

れである。

．．今今後後のの展展望望

官官連携とコンソーシアム活用によって確立されたこの産学官共創モデルは、特定の産業

に限らず応用可能な高い汎用性を持つことが期待される。今後は、この成果を県内の他の専

門高校やほかの地域へ普及させ、我が国のものづくり産業を支える「ゲームチェンジャー」

の育成を県全体で加速させていく。
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でもある。蓄電池分野は、脱炭素社会の社会インフラや経済安全保障の観点から重要な産業

分野として位置付けられている。関西圏では今後 年間に合計約 万人の雇用が見込まれて

おり、蓄電池産業を支える人材育成が急務となっている。

．．経経緯緯とと取取組組

兵庫県では、令和 年度に近畿経済産業局が主管する「関西蓄電池人材育成等コンソーシ

アム」が設立された。同コンソーシアムには、県立姫路工業高等学校及び県立洲本実業高等

学校が参画し、業界全体のニーズ把握や「蓄電池人材育成テンプレート教材」（以下、テン

プレート教材）の作成に関わってきた。

これらの取組で得た知見を踏まえ、兵庫県教育委員会では、令和 年度からマイスター・

ハイスクール普及促進事業を実施し、県立姫路工業高等学校を拠点校、県立洲本実業高等学

校、県立兵庫工業高等学校（令和 年度から参画）を連携校として位置付け、近畿経済産業

局との強固な「官官連携」に基づく体制を構築した。このような産学官ネットワークと蓄積

された知識を最大限に活かし、「モノ」づくりの視点から「学び」へと深化させる独自の実

践的育成モデルの確立を目指すとともに、次代を担う蓄電池人材の育成に取り組んだ。

．．取取組組のの特特長長

県立姫路工業高等学校では、国立の研究機関である（国研）産業技術総合研究所（ ）

関西センターにおける電池製造工程の体験やプライムプラネットエナジー＆ソリューション

ズ（株）（以下、 ）における製造現場の見学、さらに、協力企業等から派遣された実務

家教員による授業を通じて、電池に関する基礎知識から応用技術、製造に関するノウハウま

で幅広く学習し、電池の社会実装に関する理解を深めた。また、脱炭素化と蓄電池活用をテ

ーマとした探究学習の一環として、校内ビオトープの再生を目指す共創プロジェクトを展開

し、全 学科がそれぞれの専門性を活かして協働的に取り組んだ。

・エネルギーの生成と貯蔵（電気科・溶接科）

太陽光パネル設置架台の製作と、その電力を貯める蓄電システムの構築

・環境データの分析・管理（工業化学科・電子機械科）

環境分析や蓄電池電源を活用したセンサによる環境管理

・電力の利活用と空間整備（機械科・デザイン科）

蓄電池で駆動する カートの製作及びテクノロジーと自然が調和するビオトープの

デザイン

生徒たちは、テンプレート教材で学んだ理論と、企業連携による「本物の蓄電池」を用い

た実習体験から、「モノ」から「学び」へとつながる主体的・探究的な学びに取り組んだ。

図 ：実務家教員による授業 図 ： 学科連携による課題研究（溶接科）

資料：県立姫路工業高等学校提供 資料：県立姫路工業高等学校提供

図 ：産総研での活動の様子 図 ： での活動の様子

資料：県立兵庫工業高等学校提供 資料：県立洲本実業高等学校提供

．．成成果果

「官官連携」による支援と「コンソーシアム」等の産学連携体制の下、推進された本事業

は、生徒の意識と行動に大きな変化をもたらした。

第一に、学習意欲と自己効力感の向上である。カーボンニュートラルに関する取組の自己

評価アンケートでは、「新しい知識に対して自主的に学ぶことができた生徒の割合」が

％、「学び続ける意欲を持ち、複雑な問題に対しても前向きに取り組めた生徒の割合」が

％といった肯定的な意見が多数を占め、新しい知識や技術にも自信を持って課題に取り

組む姿勢が醸成された。

第二に、進路選択の幅が広がったことである。令和 年度以前は蓄電池関連企業への就職

希望者は少数であったが、令和 年度には全学科で 名へと急増した。これは、生徒が抱

いていた蓄電池分野に対する「抽象的な産業・難しい世界」という心理的なハードルが解消

され、「具体的なモノと工程・理解できる技術」という身近な選択肢へと変化したことの現

れである。

．．今今後後のの展展望望

官官連携とコンソーシアム活用によって確立されたこの産学官共創モデルは、特定の産業

に限らず応用可能な高い汎用性を持つことが期待される。今後は、この成果を県内の他の専

門高校やほかの地域へ普及させ、我が国のものづくり産業を支える「ゲームチェンジャー」

の育成を県全体で加速させていく。
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（（ ））大大学学のの人人材材育育成成のの現現状状及及びび特特色色ああるる取取組組

ものづくりと関連が深い「工学関係学科」では、 年度現在、 万 人（国立 万

人、公立 万 人、私立 万 人）の学生が在籍している。 年度の卒業生 万

人のうち ％が就職し、 ％が大学院などに進学している。職業別では、ものづ

くりと関連が深い機械・電気分野を始めとする専門的・技術的職業従事者となる者が ％

を占めており、産業別では、製造業に就職する者が ％を占めている（表 ）。また、

工学系の大学院においては、職業別では、専門的・技術的職業従事者となる者が、修士課程

（博士課程前期を含む）修了者で就職する者では ％（表 ）、博士課程修了者で就職

する者でも ％を占めている（表 ）。産業別では、修士課程修了後に就職する者のう

ち、製造業に就職する者では ％、博士課程修了後に製造業に就職する者では ％を占

めている。

表 ：大学院修士課程（工学関係専攻）の人材育成の状況

資料：文部科学省「学校基本調査」

表 ：大学（工学関係学科）の人材育成の状況

資料：文部科学省「学校基本調査」

表 ：大学院博士課程（工学関係専攻）の人材育成の状況

資料：文部科学省「学校基本調査」

大学では、その自主性・主体性の下で多様な教育を展開しており、我が国のものづくりを

支える高度な技術者等を多数輩出してきた。

工学分野については、専門の深い知識と同時に幅広い知識・俯瞰的視野を持つ人材育成を

推進するため、 年 月に学科ごとの縦割り構造の見直し等を促進するために、文部科学省

において大学設置基準等の改正を行った。引き続き社会や産業ニーズの変化を捉えながら、

工学系教育改革の実施等を通じて、工学系人材の育成を戦略的に推進していく（図 ）。

例えば、実際の現場での体験授業やグループ作業での演習、発表やディベート、問題解決

型学習など教育内容や方法の改善に関する取組が進められているほか、教員の指導力を向上

させるための取組等が進められている。また、工学英語プログラムの実施、海外大学との連

携による交流プログラムなど、グローバル化に対応した工学系人材の育成に向けた取組が行

われている。

さらに、デジタル・グリーン等の成長分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて、意

欲ある大学・高等専門学校が成長分野への学部転換等の改革に予見可能性を持って踏み切れ

るよう、文部科学省では、大学・高専機能強化支援事業（成長分野転換基金）（ 年度補正

予算： 億円、 年度補正予算： 億円）を活用し、機動的かつ継続的に支援してい

る。加えて、大学、短期大学、高等専門学校（ 、 年生）及び専門学校の学生が経済的な理由

で修学を断念することがないよう、低所得者世帯の学生等を対象に授業料等減免と給付型奨

学金の支給を行う「高等教育の修学支援新制度」の対象を、 年度から、中間所得世帯の

うち私立理工農系等の学生へ拡充した。
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（（ ））大大学学のの人人材材育育成成のの現現状状及及びび特特色色ああるる取取組組

ものづくりと関連が深い「工学関係学科」では、 年度現在、 万 人（国立 万

人、公立 万 人、私立 万 人）の学生が在籍している。 年度の卒業生 万

人のうち ％が就職し、 ％が大学院などに進学している。職業別では、ものづ

くりと関連が深い機械・電気分野を始めとする専門的・技術的職業従事者となる者が ％

を占めており、産業別では、製造業に就職する者が ％を占めている（表 ）。また、

工学系の大学院においては、職業別では、専門的・技術的職業従事者となる者が、修士課程

（博士課程前期を含む）修了者で就職する者では ％（表 ）、博士課程修了者で就職

する者でも ％を占めている（表 ）。産業別では、修士課程修了後に就職する者のう

ち、製造業に就職する者では ％、博士課程修了後に製造業に就職する者では ％を占

めている。

表 ：大学院修士課程（工学関係専攻）の人材育成の状況

資料：文部科学省「学校基本調査」

表 ：大学（工学関係学科）の人材育成の状況

資料：文部科学省「学校基本調査」

表 ：大学院博士課程（工学関係専攻）の人材育成の状況

資料：文部科学省「学校基本調査」

大学では、その自主性・主体性の下で多様な教育を展開しており、我が国のものづくりを

支える高度な技術者等を多数輩出してきた。

工学分野については、専門の深い知識と同時に幅広い知識・俯瞰的視野を持つ人材育成を

推進するため、 年 月に学科ごとの縦割り構造の見直し等を促進するために、文部科学省

において大学設置基準等の改正を行った。引き続き社会や産業ニーズの変化を捉えながら、

工学系教育改革の実施等を通じて、工学系人材の育成を戦略的に推進していく（図 ）。

例えば、実際の現場での体験授業やグループ作業での演習、発表やディベート、問題解決

型学習など教育内容や方法の改善に関する取組が進められているほか、教員の指導力を向上

させるための取組等が進められている。また、工学英語プログラムの実施、海外大学との連

携による交流プログラムなど、グローバル化に対応した工学系人材の育成に向けた取組が行

われている。

さらに、デジタル・グリーン等の成長分野をけん引する高度専門人材の育成に向けて、意

欲ある大学・高等専門学校が成長分野への学部転換等の改革に予見可能性を持って踏み切れ

るよう、文部科学省では、大学・高専機能強化支援事業（成長分野転換基金）（ 年度補正

予算： 億円、 年度補正予算： 億円）を活用し、機動的かつ継続的に支援してい

る。加えて、大学、短期大学、高等専門学校（ 、 年生）及び専門学校の学生が経済的な理由

で修学を断念することがないよう、低所得者世帯の学生等を対象に授業料等減免と給付型奨

学金の支給を行う「高等教育の修学支援新制度」の対象を、 年度から、中間所得世帯の

うち私立理工農系等の学生へ拡充した。

83ものづくり白書

第３章教育・研究開発

も
の
づ
く
り
人
材
を
育
む
教
育
・
文
化
芸
術
基
盤
の
充
実

第
２
節



図 ：工学系大学卒業後就職者における産業別の比較（学士課程）

年度産業別就職者数（ ＝ ）

年度産業別就職者数（ ）

備考：産業分類の内容については調査年度によって異なる場合がある。

資料：文部科学省「学校基本調査」（ 年 月）から文部科学省作成

   

     

   

     

     

     

  

    

          

    

     

    

          

             

        

    
  

    

       

    

                       

   

     

     

     

   

     

                 

    

               

    

       

    

                

    

           

              

            

                 

           

         
                 

           

    

            

                

           

（（ ））高高等等専専門門学学校校のの人人材材育育成成のの現現状状及及びび特特色色ああるる取取組組

高等専門学校は、中学校卒業後の早い年齢から、 年一貫の専門的・実践的な技術者教育

を特徴とする高等教育機関として、 年度現在、 校（国立 校、公立 校、私立 校）が

設置されており、 万 人（国立 万 人、公立 人、私立 人、専攻科生を除

く）の学生が在籍している 。

年度の卒業生 人のうち約 割が就職しており、近年は 、ロボティクス、データ

サイエンスなどにも精通した人材を輩出している。産業別では、製造業に就職する者が約

割となっており、職業別では、ものづくりと関連が深い機械・電気分野を始めとする専門

的・技術的職業従事者となる者が約 割を占めている（表 ）。

表 ：高等専門学校の人材育成の状況

資料：文部科学省「学校基本調査」

高等専門学校は、実験・実習を中心とする体験重視型の教育に特徴がある。具体的な取組

としては、産業界や地域との連携による教育プログラムの開発や、長期インターンシップ等

の実施、学生の創意工夫の成果を発揮するための課外活動を実施している。社会ニーズを踏

まえた実践的技術者育成を行う高等専門学校は、社会から高く評価されるものづくり人材の

育成を推進している。

文部科学省としても、産業構造の変化に対応した、デジタル、 、半導体といった社会的

要請が高い分野の人材やイノベーション創出によって社会課題の解決に貢献する人材の育成

を進めている。また、従来の取組に加えて大学・高専機能強化支援事業（成長分野転換基金）

を活用し、高等専門学校の設置を促進するとともに、高度情報専門人材の確保に向けた機能

強化を機動的かつ継続的に支援している。

さらに、近年は高専生が高専教育で培った「高い技術力」、「社会貢献へのモチベーション」、

「自由な発想力」を活かして起業する事例が出てきている。このような高専生の高い技術力

や自由な発想力等を活かし、高専生が集中して起業等に向けた活動にチャレンジできるよう、

高専におけるアントレプレナーシップ教育・スタートアップ創出を支援している。

また、工業化による経済発展を進める開発途上国を中心に、 歳の早期からの専門人材育

成を行う高専教育システムが高く評価されている。（独）国立高等専門学校機構においては、

文部科学省［ ］『学校基本調査』
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図 ：工学系大学卒業後就職者における産業別の比較（学士課程）

年度産業別就職者数（ ＝ ）

年度産業別就職者数（ ）

備考：産業分類の内容については調査年度によって異なる場合がある。

資料：文部科学省「学校基本調査」（ 年 月）から文部科学省作成

   

     

   

     

     

     

  

    

          

    

     

    

          

             

        

    
  

    

       

    

                       

   

     

     

     

   

     

                 

    

               

    

       

    

                

    

           

              

            

                 

           

         
                 

           

    

            

                

           

（（ ））高高等等専専門門学学校校のの人人材材育育成成のの現現状状及及びび特特色色ああるる取取組組

高等専門学校は、中学校卒業後の早い年齢から、 年一貫の専門的・実践的な技術者教育

を特徴とする高等教育機関として、 年度現在、 校（国立 校、公立 校、私立 校）が

設置されており、 万 人（国立 万 人、公立 人、私立 人、専攻科生を除

く）の学生が在籍している 。

年度の卒業生 人のうち約 割が就職しており、近年は 、ロボティクス、データ

サイエンスなどにも精通した人材を輩出している。産業別では、製造業に就職する者が約

割となっており、職業別では、ものづくりと関連が深い機械・電気分野を始めとする専門

的・技術的職業従事者となる者が約 割を占めている（表 ）。

表 ：高等専門学校の人材育成の状況

資料：文部科学省「学校基本調査」

高等専門学校は、実験・実習を中心とする体験重視型の教育に特徴がある。具体的な取組

としては、産業界や地域との連携による教育プログラムの開発や、長期インターンシップ等

の実施、学生の創意工夫の成果を発揮するための課外活動を実施している。社会ニーズを踏

まえた実践的技術者育成を行う高等専門学校は、社会から高く評価されるものづくり人材の

育成を推進している。

文部科学省としても、産業構造の変化に対応した、デジタル、 、半導体といった社会的

要請が高い分野の人材やイノベーション創出によって社会課題の解決に貢献する人材の育成

を進めている。また、従来の取組に加えて大学・高専機能強化支援事業（成長分野転換基金）

を活用し、高等専門学校の設置を促進するとともに、高度情報専門人材の確保に向けた機能

強化を機動的かつ継続的に支援している。

さらに、近年は高専生が高専教育で培った「高い技術力」、「社会貢献へのモチベーション」、

「自由な発想力」を活かして起業する事例が出てきている。このような高専生の高い技術力

や自由な発想力等を活かし、高専生が集中して起業等に向けた活動にチャレンジできるよう、

高専におけるアントレプレナーシップ教育・スタートアップ創出を支援している。

また、工業化による経済発展を進める開発途上国を中心に、 歳の早期からの専門人材育

成を行う高専教育システムが高く評価されている。（独）国立高等専門学校機構においては、

文部科学省［ ］『学校基本調査』
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高専教育システムの導入を希望する国に対して、高等専門学校の設置・運営ノウハウを基に

教育カリキュラムの提供やアドバイスを行っている。 高高等等専専門門学学校校ににおおけけるる取取組組

〜〜アアイイデデアア対対決決・・全全国国高高等等専専門門学学校校ロロボボッットトココンンテテスストト〜〜

高等専門学校を対象に、ものづくりを土台とした、様々なコンテストが開催されている。その

中で、「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト」（通称、高専ロボコン）は、高等専

門学校の学生がチームを結成し、毎年異なるルールの下、自らの頭で考え、自らの手でロボット

を作ることを通じて独創的な発想を具現化し、「ものづくり」を実践する課外活動である。

年度の第 回大会は、「 」という競技課題の下、ロボットがボックスを積

み上げてゲートを作り、ロボットと人が乗った台車が連結して完成したゲートを通過する回数や

ゲートの高さによる得点を競った。

年 月 日（日）に、地区予選で選抜された チームによる全国大会が行われ、ロボット

が高いゲートを完成させた瞬間など、約 人の観客から歓声が送られた。競技の結果、旭川工

業高等専門学校が優勝を決め、内閣総理大臣賞が授与された。また、審査を経て、熊本高等専門

学校（熊本キャンパス）にロボコン大賞が授与された。

図 ：決勝戦（旭川×熊本）の様子 図 ：優勝チームとの記念撮影

資料：文部科学省提供 資料：文部科学省提供
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高専教育システムの導入を希望する国に対して、高等専門学校の設置・運営ノウハウを基に

教育カリキュラムの提供やアドバイスを行っている。 高高等等専専門門学学校校ににおおけけるる取取組組

〜〜アアイイデデアア対対決決・・全全国国高高等等専専門門学学校校ロロボボッットトココンンテテスストト〜〜

高等専門学校を対象に、ものづくりを土台とした、様々なコンテストが開催されている。その

中で、「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト」（通称、高専ロボコン）は、高等専

門学校の学生がチームを結成し、毎年異なるルールの下、自らの頭で考え、自らの手でロボット

を作ることを通じて独創的な発想を具現化し、「ものづくり」を実践する課外活動である。

年度の第 回大会は、「 」という競技課題の下、ロボットがボックスを積

み上げてゲートを作り、ロボットと人が乗った台車が連結して完成したゲートを通過する回数や

ゲートの高さによる得点を競った。

年 月 日（日）に、地区予選で選抜された チームによる全国大会が行われ、ロボット

が高いゲートを完成させた瞬間など、約 人の観客から歓声が送られた。競技の結果、旭川工

業高等専門学校が優勝を決め、内閣総理大臣賞が授与された。また、審査を経て、熊本高等専門

学校（熊本キャンパス）にロボコン大賞が授与された。

図 ：決勝戦（旭川×熊本）の様子 図 ：優勝チームとの記念撮影

資料：文部科学省提供 資料：文部科学省提供
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（（ ））専専門門高高校校のの人人材材育育成成のの現現状状及及びび特特色色ああるる取取組組

高等学校における産業教育に関する専門学科（農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情

報及び福祉の各学科）を設置する学校（専門高校）は、 年度現在、 校あり、

万 人の生徒が在籍しており、 年度の卒業生 万 人のうち、 ％が就職し

ている。そのうち、ものづくりと関連が深い工業に関する学科は 校に設置され、 万

人の生徒が在籍している 。 年度の工業科の卒業生、 万 人のうち ％

が就職しており、 年 月末現在の就職率（就職を希望する生徒の就職決定率）は

％となっている。職業別では、生産工程に従事する者が ％を占めており、産業別

では、製造業に就職する者が ％を占めている（表 ）。

表 ：専門高校（工業に関する学科）の人材育成の状況

備考： 就職率は「高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況調査」。

就職を希望する生徒の就職決定率を表している。

資料：文部科学省「学校基本調査」

経済のグローバル化や国際競争の激化、産業構造の変化、 や を始めとする技術革新や

情報化の進展等から、職業人として必要とされる専門的な知識や技術及び技能はより一層高

度化している。また、少子高齢化により熟練技能者の高齢化や若手人材の不足などが深刻化

する中で、ものづくりの将来を担う人材の育成が喫緊の課題となっている。

このような中で、専門高校は、ものづくりに携わる有為な職業人の育成を図るため、地元

企業との連携を強化し、産業現場のニーズを踏まえたカリキュラム開発や地元企業等での就

業体験活動、専門家による技術指導などの実践的な学習活動を行っている。

工業科を設置する高等学校では、企業技術者や高度熟練技能者の指導による高度な技術・

技能の習得や、難関資格取得への挑戦などの取組を行っている。また、先端的な技術を取り

入れた自動車やロボットのみならず、半導体などの高度なものづくりに向けた指導体制や施

設・設備の整備、地域の伝統産業を支える技術者・技能者の育成、温暖化防止などの環境保

全に関する技術の研究など、特色ある様々な取組を、産業界や関係諸機関等との連携を深め

文部科学省［ ］『学校基本調査』

ながら実施している。さらに、各地域で開催されるものづくりイベントにおいては、生徒が

ものづくり体験学習の講師を務めたり、地元企業の技術者等と交流したりすることを通じて、

地域のものづくり産業が培ってきた技術力の高さや職業人としての誇りを理解させる等、も

のづくりへの興味・関心を高めている。

商業などの学科では、将来、起業や会社経営を目指す生徒はもちろんのこと、その他の生

徒においても社会の変化に対応したビジネスアイデアを提案して製品化することができるよ

うな、アントレプレナーシップの涵養を図るため、地元企業と連携し、生徒の日頃の学習成

果や高校生ならではの視点を活かして製品の開発から販売までを体験させる実践的な学習活

動が行われている。

農業、水産、家庭などの学科においても、地域産業を活かしたものづくりのスペシャリス

ト育成に関する教育が展開されている。例えば、農業科においては、規格外農産物などの未

利用資源を有効活用した商品開発に向けた研究や、地域の女性起業家と連携したブランド品

の共同開発が行われている。水産科においては、未利用資源を貴重な水産資源として有効活

用する方法を研究し、地域の特産品を開発する取組や、水産教育と環境教育、起業家教育を

融合させた学習活動が行われている。家庭科においては、地場産業の織物技術を活用して、

新たな織物やアパレル商品を企画・提案・製作することにより地域活性化につながるものづ

くり教育を進めている。

（（ ））専専修修学学校校のの人人材材育育成成のの現現状状及及びび特特色色ああるる取取組組

高等学校卒業者を対象とする専修学校の専門課程（専門学校）では、 年度時点で、工

業分野の学科を設置する学校は 校（公立 校、私立 校）となっており、 万 人（公

立 人、私立 万 人）の生徒が在籍している。 年度の卒業生 万 人のうち ％

が就職しており、そのうち関連する職業分野への就職が ％を占めている（表 ）。

表 ：専修学校の工業分野における人材育成の状況

工業分野の学科を設置する専門学校数、在籍する生徒数

工業分野の学科を設置する専門学校の卒業生の状況

資料：文部科学省「学校基本調査」（ 年 月）
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（（ ））専専門門高高校校のの人人材材育育成成のの現現状状及及びび特特色色ああるる取取組組

高等学校における産業教育に関する専門学科（農業、工業、商業、水産、家庭、看護、情
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表 ：専門高校（工業に関する学科）の人材育成の状況

備考： 就職率は「高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況調査」。

就職を希望する生徒の就職決定率を表している。

資料：文部科学省「学校基本調査」
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企業との連携を強化し、産業現場のニーズを踏まえたカリキュラム開発や地元企業等での就

業体験活動、専門家による技術指導などの実践的な学習活動を行っている。
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全に関する技術の研究など、特色ある様々な取組を、産業界や関係諸機関等との連携を深め

文部科学省［ ］『学校基本調査』

ながら実施している。さらに、各地域で開催されるものづくりイベントにおいては、生徒が

ものづくり体験学習の講師を務めたり、地元企業の技術者等と交流したりすることを通じて、

地域のものづくり産業が培ってきた技術力の高さや職業人としての誇りを理解させる等、も

のづくりへの興味・関心を高めている。

商業などの学科では、将来、起業や会社経営を目指す生徒はもちろんのこと、その他の生
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動が行われている。

農業、水産、家庭などの学科においても、地域産業を活かしたものづくりのスペシャリス

ト育成に関する教育が展開されている。例えば、農業科においては、規格外農産物などの未

利用資源を有効活用した商品開発に向けた研究や、地域の女性起業家と連携したブランド品

の共同開発が行われている。水産科においては、未利用資源を貴重な水産資源として有効活

用する方法を研究し、地域の特産品を開発する取組や、水産教育と環境教育、起業家教育を

融合させた学習活動が行われている。家庭科においては、地場産業の織物技術を活用して、

新たな織物やアパレル商品を企画・提案・製作することにより地域活性化につながるものづ

くり教育を進めている。

（（ ））専専修修学学校校のの人人材材育育成成のの現現状状及及びび特特色色ああるる取取組組

高等学校卒業者を対象とする専修学校の専門課程（専門学校）では、 年度時点で、工

業分野の学科を設置する学校は 校（公立 校、私立 校）となっており、 万 人（公

立 人、私立 万 人）の生徒が在籍している。 年度の卒業生 万 人のうち ％

が就職しており、そのうち関連する職業分野への就職が ％を占めている（表 ）。

表 ：専修学校の工業分野における人材育成の状況

工業分野の学科を設置する専門学校数、在籍する生徒数

工業分野の学科を設置する専門学校の卒業生の状況

資料：文部科学省「学校基本調査」（ 年 月）
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人口減少、少子高齢化社会を迎える我が国にとって、経済成長を支える専門人材の確保は

重要な課題である。専修学校は、職業や実生活に必要な能力の育成や、教養の向上を図るこ

とを目的としており、柔軟で弾力的な制度の特色を活かして、社会の変化に即応した実践的

な職業教育を行う中核的機関として、我が国の産業を支える専門的な職業人材を養成する機

関として大きな役割を果たしてきた。ものづくり分野においても、地域の産業界等と連携し

た実践的な取組を行っており、ものづくり人材の養成はもとより、地域産業の振興にも大き

な役割を担っていくことが期待されている。

文部科学省では、専修学校を始めとした教育機関が産業界等と協働して、中長期的な人材

育成に向けた協議体制の構築等を進めるとともに、各地域の課題解決等に資する能力を身に

付けた人材の養成に向けたモデルカリキュラムの開発等の取組を推進している。

また、企業等との密接な連携により、最新の実務の知識などを身に付けられるよう教育課

程を編成し、より実践的な職業教育の質の確保に組織的に取り組む課程を「職業実践専門課

程」として文部科学大臣が認定しており、 年 月時点で学校数 校、学科数 学科

に上っている（表 ）。

表 ：職業実践専門課程 認定学校数・学科数

備考： （）内の数字は全専門学校数（ 校）、修業年限 年以上の全学科数（ 学科）に占める割合（修

業年限 年未満の学科のみを設置している専門学校数は不明のため全専門学校数に占める認定学科を

有する学校数の割合を記載）。

年 月 日現在。

資料：文部科学省ホームページ、文部科学省「学校基本調査」（ 年 月）から文部科学省作成

専専修修学学校校ににおおけけるる取取組組

「「ススペペーースステテッックク人人材材」」のの育育成成

（学）有坂中央学園

専門学校中央情報大学校

（学）有坂中央学園専門学校中央情報大学校（以下、中央情報大学校）では、文部科学省の

委託事業（専修学校による地域産業中核的人材養成事業（人口減少地域の職業人材を確保す

るための専修学校振興プログラム））により、地方創生の観点から、地域の専門学校を中心に

宇宙産業を担うスペーステック人材を育成する教育プログラムの開発に取り組んでいる。近

年、宇宙産業は民間参入の拡大や衛星データ利用の進展により、多様な職種で人材需要が急

増しており、地域における新たなキャリアパスを創出する教育体制の整備が求められている。

そのため中央情報大学校では、内閣府が策定した「宇宙スキル標準」を踏まえ、製造・打

ち上げから運用・利用まで幅広い職種に対応する実践的で職業直結型のカリキュラムを構築

し、専門学校を中核として、地方自治体、宇宙関連企業、高等学校、大学・研究機関、高等

専門学校などと連携し、地域主導型の宇宙人材育成モデルを確立する。

この事業においては宇宙人材のうち、工学系スキル、ビジネスプロジェクトマネジメント

系スキルを含む「スペーステック人材」の育成を予定しており、それに向けて地元の宇宙産

業企業と連携したインターンシップ等を実施する。さらに、地域企業との連携を通じて採用

ニーズを把握し、就職先の開拓や講師派遣の仕組み化も行い、地域産業の活性化と地方創生

に寄与することを目指す。

図：ロボットアームの制御操作と電気系学科の実習風景

資料：（学）有坂中央学園専門学校中央情報大学校提供
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有する学校数の割合を記載）。
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社社会会人人のの学学びび直直ししのの推推進進

などの技術の進展に伴う産業構造の変化や、人生 年時代ともいわれる長寿命化社会

の到来など、これからの我が国は大きな変化に直面することとなる。このような時代に対応

するためには、学校を卒業した後も、キャリアチェンジやキャリアアップのために大学や専

門学校等で、新たな知識や技能、教養を身に付けることができるよう社会人の学び直しの抜

本的拡充や、社会教育施設等における生涯学習の推進等により、生涯現役社会の実現に取り

組む必要がある。

（（ ））社社会会人人のの学学びび直直ししののたためめのの実実践践的的なな教教育育ププロロググララムムのの充充実実・・学学習習環環境境のの整整備備

①①実実践践的的ななリリカカレレンントトププロロググララムムのの充充実実

社会人が大学等で学び直しを行うに当たっては、休日や夜間などの開講時間の配慮や、学

費の負担に対する経済的な支援の問題等があること、社会人のニーズに合った実践的なリカ

レントプログラムが少ないこと及び企業等の評価や支援環境が十分でないことなどが課題と

して挙げられており、大学等における社会人の学びを一層推進する必要がある。

このことを踏まえ、文部科学省では、多様なニーズに対応する教育機会の拡充を図り、社

会人の学びを推進するために、大学・専修学校等における実践的なプログラムの開発・拡充

に取り組んでいる。

具体的には、大学等が地域や産業界と連携・協働し、経営者を含む地域や産業界の人材育

成ニーズを踏まえた教育プログラムの開発・提供及び持続的にプログラムを提供するための

取組を支援している。

また、放送大学においては、社会的に関心の高いテーマの番組放送や、キャリアアップに

資する実践的な公開講座のインターネット配信・認証を行い、リカレント教育の拠点とし

て、一層高度で効果的な学びの機会を全国へ提供できるよう取組を進めており、数理・デー

タサイエンス・ 関連分野の講座の体系化及び個別最適な学びの推進のための仕組みを構築

している。

さらに、専修学校におけるリカレント教育機能の強化に向けて 年度から取り組んでお

り、 年度においては「専門職業人材の最新技能アップデートのための専修学校リカレン

ト教育推進事業」を開始し、専修学校と企業・業界団体等との連携により、専門的職業人材

が最新の知識・技能を習得することができるリカレント教育の実践モデルの形成等に取り組

んだ。

このほか、多様なニーズに対応する教育機会の拡充を進めるため、大学等における社会人

や企業のニーズに応じた実践的かつ専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム」

（ ）として文部科学大臣が認定している（ 年 月現在で 課程を認定）。同様

に、専修学校においても社会人が受講しやすい工夫や企業等との連携がなされた実践的・専

門的なプログラムを「キャリア形成促進プログラム」として文部科学大臣が認定している

（ 年 月現在で 校、 課程を認定）。さらに、これらの認定を受けたプログラムの

うち一定の要件を満たすものは、厚生労働省の教育訓練給付金の支給対象となっている。こ

れらを通じて、更なる社会人向け短期プログラムの開発を促進している。
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社社会会人人のの学学びび直直ししのの推推進進

などの技術の進展に伴う産業構造の変化や、人生 年時代ともいわれる長寿命化社会

の到来など、これからの我が国は大きな変化に直面することとなる。このような時代に対応

するためには、学校を卒業した後も、キャリアチェンジやキャリアアップのために大学や専

門学校等で、新たな知識や技能、教養を身に付けることができるよう社会人の学び直しの抜

本的拡充や、社会教育施設等における生涯学習の推進等により、生涯現役社会の実現に取り

組む必要がある。

（（ ））社社会会人人のの学学びび直直ししののたためめのの実実践践的的なな教教育育ププロロググララムムのの充充実実・・学学習習環環境境のの整整備備

①①実実践践的的ななリリカカレレンントトププロロググララムムのの充充実実

社会人が大学等で学び直しを行うに当たっては、休日や夜間などの開講時間の配慮や、学

費の負担に対する経済的な支援の問題等があること、社会人のニーズに合った実践的なリカ

レントプログラムが少ないこと及び企業等の評価や支援環境が十分でないことなどが課題と

して挙げられており、大学等における社会人の学びを一層推進する必要がある。

このことを踏まえ、文部科学省では、多様なニーズに対応する教育機会の拡充を図り、社

会人の学びを推進するために、大学・専修学校等における実践的なプログラムの開発・拡充

に取り組んでいる。

具体的には、大学等が地域や産業界と連携・協働し、経営者を含む地域や産業界の人材育

成ニーズを踏まえた教育プログラムの開発・提供及び持続的にプログラムを提供するための

取組を支援している。

また、放送大学においては、社会的に関心の高いテーマの番組放送や、キャリアアップに

資する実践的な公開講座のインターネット配信・認証を行い、リカレント教育の拠点とし

て、一層高度で効果的な学びの機会を全国へ提供できるよう取組を進めており、数理・デー

タサイエンス・ 関連分野の講座の体系化及び個別最適な学びの推進のための仕組みを構築
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さらに、専修学校におけるリカレント教育機能の強化に向けて 年度から取り組んでお

り、 年度においては「専門職業人材の最新技能アップデートのための専修学校リカレン

ト教育推進事業」を開始し、専修学校と企業・業界団体等との連携により、専門的職業人材

が最新の知識・技能を習得することができるリカレント教育の実践モデルの形成等に取り組

んだ。

このほか、多様なニーズに対応する教育機会の拡充を進めるため、大学等における社会人

や企業のニーズに応じた実践的かつ専門的なプログラムを「職業実践力育成プログラム」

（ ）として文部科学大臣が認定している（ 年 月現在で 課程を認定）。同様

に、専修学校においても社会人が受講しやすい工夫や企業等との連携がなされた実践的・専

門的なプログラムを「キャリア形成促進プログラム」として文部科学大臣が認定している

（ 年 月現在で 校、 課程を認定）。さらに、これらの認定を受けたプログラムの

うち一定の要件を満たすものは、厚生労働省の教育訓練給付金の支給対象となっている。こ

れらを通じて、更なる社会人向け短期プログラムの開発を促進している。
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「「半半導導体体産産業業のの拡拡大大とと成成長長ののたためめのの全全体体俯俯瞰瞰型型

リリカカレレンントト実実習習教教育育のの展展開開」」

九州工業大学 マイクロ化総合技術センター

現在の最先端の半導体工場では、自動化が高度に進み、多くの製造装置が「ブラックボッ

クス化」している。その結果、個々の工程を担当する専門家はいても、製造の流れ全体を理

解し、技術を横断的に考えられる人材が不足している。技術分野も年々細分化しており、次

世代の技術革新を担う「全体を見渡せる人材」の育成が大きな課題となっている。

このような状況に対応するため、九州工業大学マイクロ化総合技術センターでは、 年

から半導体ものづくりを一貫して学べる 日間の実習型研修を実施している。本プログラム

では、受講者が実際に半導体製造装置を操作し、 と呼ばれる半導体チップの試作工

程を最初から最後まで体験する。講義だけでなく、自ら手を動かしながら学ぶ実践重視の内

容で、全国的にも非常にユニークな取組である。

参加者は、国内最先端の大手半導体企業の技術者を始め、関連企業や研究機関の研究者、

新入社員から経営層まで幅広く、これまでに延べ 名以上が受講している。遠隔形式の研

修も含めると延べ 名を超え、現在では年間 回以上開催し、毎年約 名の社会人を受

け入れる規模へと発展している。

センターの設備は最先端仕様ではないが、教育目的に適した環境が整っている。小型（

インチ）のシリコン基板（ウエハー）を自分の手で扱い、各工程を体験し、加工結果を光学

顕微鏡でその場で確認できる。さらに、完成したチップの測定・評価まで行えるため、半導

体技術の全体像を体系的に理解することができる。このように、設計から製造、評価までを

包括的に学べる環境を持つ大学や企業は国内でもほとんどなく、全国から受講者が集まって

いる。

現在は受講料収入の増加により、施設や設備の維持費を自立的に賄える体制も整った。

年度からは、 の基本設計情報（ ）を公開し、受講者自身が回路を設計し、試作・

評価まで行う一貫型の実習を開始する。 社会を支える基盤技術である半導体分野におい

て、実践力と俯瞰力を兼ね備えた人材育成の重要性は、今後更に高まっていくと考えられ

る。

図 ：完成した半導体ウエハー（ 枚）を手に持つ受講生

資料：九州工業大学マイクロ化総合技術センター提供

図 ：手作業による半導体の試作と完成したウエハー

資料：九州工業大学マイクロ化総合技術センター提供

年度 日程（年年度度 日日程程（（ ））
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「「半半導導体体産産業業のの拡拡大大とと成成長長ののたためめのの全全体体俯俯瞰瞰型型

リリカカレレンントト実実習習教教育育のの展展開開」」

九州工業大学 マイクロ化総合技術センター

現在の最先端の半導体工場では、自動化が高度に進み、多くの製造装置が「ブラックボッ

クス化」している。その結果、個々の工程を担当する専門家はいても、製造の流れ全体を理

解し、技術を横断的に考えられる人材が不足している。技術分野も年々細分化しており、次

世代の技術革新を担う「全体を見渡せる人材」の育成が大きな課題となっている。

このような状況に対応するため、九州工業大学マイクロ化総合技術センターでは、 年

から半導体ものづくりを一貫して学べる 日間の実習型研修を実施している。本プログラム

では、受講者が実際に半導体製造装置を操作し、 と呼ばれる半導体チップの試作工

程を最初から最後まで体験する。講義だけでなく、自ら手を動かしながら学ぶ実践重視の内

容で、全国的にも非常にユニークな取組である。

参加者は、国内最先端の大手半導体企業の技術者を始め、関連企業や研究機関の研究者、

新入社員から経営層まで幅広く、これまでに延べ 名以上が受講している。遠隔形式の研

修も含めると延べ 名を超え、現在では年間 回以上開催し、毎年約 名の社会人を受

け入れる規模へと発展している。

センターの設備は最先端仕様ではないが、教育目的に適した環境が整っている。小型（

インチ）のシリコン基板（ウエハー）を自分の手で扱い、各工程を体験し、加工結果を光学

顕微鏡でその場で確認できる。さらに、完成したチップの測定・評価まで行えるため、半導

体技術の全体像を体系的に理解することができる。このように、設計から製造、評価までを

包括的に学べる環境を持つ大学や企業は国内でもほとんどなく、全国から受講者が集まって

いる。

現在は受講料収入の増加により、施設や設備の維持費を自立的に賄える体制も整った。

年度からは、 の基本設計情報（ ）を公開し、受講者自身が回路を設計し、試作・

評価まで行う一貫型の実習を開始する。 社会を支える基盤技術である半導体分野におい

て、実践力と俯瞰力を兼ね備えた人材育成の重要性は、今後更に高まっていくと考えられ

る。

図 ：完成した半導体ウエハー（ 枚）を手に持つ受講生

資料：九州工業大学マイクロ化総合技術センター提供

図 ：手作業による半導体の試作と完成したウエハー

資料：九州工業大学マイクロ化総合技術センター提供

年度 日程（年年度度 日日程程（（ ））
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②②社社会会人人のの学学びび直直ししののたためめのの学学習習環環境境のの整整備備

社会人が学び直しを行うに当たっては、開講時間の配慮や学習に関する情報を得る機会の

拡充が大きな課題として挙げられており、誰もが必要な情報を得て、時間や場所を選ばずに

リカレント教育を受けられる機会を整備することが重要である。

文部科学省においては、開講時間の配慮等を職業実践力育成プログラムの認定やプログラ

ム開発の委託等をする際の要件の一つとしている。また、社会人が各大学・専修学校等にお

ける社会人向けプログラムの開設状況や、学びを支援する各種制度に関する情報に効果的・

効率的にアクセスできるよう、情報発信ポータルサイト「マナパス」（学びのパスポート）

の整備に取り組んでいる。

このほか、例えば女性が指導的立場に就くに際して必要となる体系的な学習の提供など、

女性の多様なチャレンジを総合的に支援するモデルを、女性教育関係団体、大学、自治体、

企業等が連携して構築する取組を行うとともに、その成果を普及させるための全国シンポジ

ウムを開催した。

「「ママナナパパスス」」〜〜社社会会人人のの大大学学等等ででのの学学びびをを応応援援すするるササイイトト〜〜

文部科学省では、社会人や企業等の学び直しニーズを整理し、各大学・専修学校等が開設する

社会人向けのプログラムや社会人の学びを応援する各種制度の情報に効果的・効率的にアクセス

することができる機会を充実させるため、 年度から「マナパス～社会人の大学等での学びを

応援するサイト～」を本格的に運用開始している。

年 月末にはサイトリニューアルを実施し、講座検索の絞り込み条件として、学ぶ分野や

受講手段、取得できる資格、費用や教育訓練給付制度の指定有無などの選択項目を追加した。

年度には、実際に学び直しを行った社会人や社員を派遣した企業をロールモデルとして紹

介する「修了生インタビュー」や「企業インタビュー」、社会的にホットなテーマと学びを掛け

合わせた「特集ページ」、経済的支援に関する情報やリカレント教育について知ることができる

コラム等の充実を図るとともに、企業等におけるリカレント教育導入を進めるため、「企業向け

ページ」の開設を行った。

年 月には、サイトに チャットボット機能を搭載し、個人の関心に応じたレコメンド機

能を通じて学習意欲を喚起することで、自律的キャリア形成の意識向上や、労働移動の円滑化を

図った。また、学びに関する情報取得を円滑化することで、個人の学び直し及び企業の人材育成

を促進し、時代の変化に対応できる人材の輩出や労働生産性の向上に寄与する。

今後も継続してサイト内特集やコラム等の充実を図るとともに、 チャットボット機能のブラ

ッシュアップや、講座検索の絞り込み精度向上のための取組を推進し、サイトを通じて社会人の

大学等での学びを支援していく。

図：マナパス～社会人の大学等での学びを応援するサイト～（イメージ）

資料：マナパスホームページ
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②②社社会会人人のの学学びび直直ししののたためめのの学学習習環環境境のの整整備備

社会人が学び直しを行うに当たっては、開講時間の配慮や学習に関する情報を得る機会の

拡充が大きな課題として挙げられており、誰もが必要な情報を得て、時間や場所を選ばずに

リカレント教育を受けられる機会を整備することが重要である。

文部科学省においては、開講時間の配慮等を職業実践力育成プログラムの認定やプログラ

ム開発の委託等をする際の要件の一つとしている。また、社会人が各大学・専修学校等にお

ける社会人向けプログラムの開設状況や、学びを支援する各種制度に関する情報に効果的・

効率的にアクセスできるよう、情報発信ポータルサイト「マナパス」（学びのパスポート）

の整備に取り組んでいる。

このほか、例えば女性が指導的立場に就くに際して必要となる体系的な学習の提供など、

女性の多様なチャレンジを総合的に支援するモデルを、女性教育関係団体、大学、自治体、

企業等が連携して構築する取組を行うとともに、その成果を普及させるための全国シンポジ

ウムを開催した。

「「ママナナパパスス」」〜〜社社会会人人のの大大学学等等ででのの学学びびをを応応援援すするるササイイトト〜〜

文部科学省では、社会人や企業等の学び直しニーズを整理し、各大学・専修学校等が開設する

社会人向けのプログラムや社会人の学びを応援する各種制度の情報に効果的・効率的にアクセス

することができる機会を充実させるため、 年度から「マナパス～社会人の大学等での学びを

応援するサイト～」を本格的に運用開始している。

年 月末にはサイトリニューアルを実施し、講座検索の絞り込み条件として、学ぶ分野や

受講手段、取得できる資格、費用や教育訓練給付制度の指定有無などの選択項目を追加した。

年度には、実際に学び直しを行った社会人や社員を派遣した企業をロールモデルとして紹

介する「修了生インタビュー」や「企業インタビュー」、社会的にホットなテーマと学びを掛け

合わせた「特集ページ」、経済的支援に関する情報やリカレント教育について知ることができる

コラム等の充実を図るとともに、企業等におけるリカレント教育導入を進めるため、「企業向け

ページ」の開設を行った。

年 月には、サイトに チャットボット機能を搭載し、個人の関心に応じたレコメンド機

能を通じて学習意欲を喚起することで、自律的キャリア形成の意識向上や、労働移動の円滑化を

図った。また、学びに関する情報取得を円滑化することで、個人の学び直し及び企業の人材育成

を促進し、時代の変化に対応できる人材の輩出や労働生産性の向上に寄与する。

今後も継続してサイト内特集やコラム等の充実を図るとともに、 チャットボット機能のブラ

ッシュアップや、講座検索の絞り込み精度向上のための取組を推進し、サイトを通じて社会人の

大学等での学びを支援していく。

図：マナパス～社会人の大学等での学びを応援するサイト～（イメージ）

資料：マナパスホームページ
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（（ ））ももののづづくくりりのの理理解解をを深深めめるるたためめのの生生涯涯学学習習

①①ももののづづくくりりにに関関すするる科科学学技技術術のの理理解解のの促促進進

（国研）科学技術振興機構が運営する「日本科学未来館」（略称、未来館）では、先端の

科学技術を分かりやすく紹介する展示を始め、これからの科学技術と社会の関係を考えるイ

ベントなどを通して、研究者を含む多様なステークホルダーと国民の交流を図っている。常

設展「未来をつくる」ゾーンでは、多様なロボットとの触れ合いや、最新ロボット研究の紹

介を通じて、先端テクノロジーとともに生きる未来を自分事として捉えてもらえるような展

示を行っている（図 ）。

また、実験教室やワークショップを通して、研究者や科学コミュニケーター、ボランティ

アと参加者が対話し、未来社会を一緒に創造する活動に取り組んでいる。例えばワークショ

ップ「ロボットを動かそう～ロボットを改造して障害物を乗り越えよう～」では、障害物を

クリアするロボット作りに挑戦し、子供にものづくりの面白さを伝えるなどの取組を実施し

ている（図 ）。加えて、 モデルを使ったプログラミングにチャレンジし、完成したプ

ログラミングデータを用いて常設展示「ハロー！ ロボット」で展示しているオリジナルパ

ートナーロボット「ケパラン」を実際に動かしてみるワークショップなども開催している。

図 ：常設展「ハロー！ロボット」（常設展示ゾーン 未来をつくる）

資料：（国研）科学技術振興機構日本科学未来館提供

図 ：ワークショップの様子

資料：（国研）科学技術振興機構日本科学未来館提供

②②公公民民館館・・図図書書館館・・博博物物館館ななどどににおおけけるる取取組組

地域の人々にとって最も身近な学習や交流の場である公民館や博物館などの社会教育施設

では、ものづくりに関する取組を一層充実することが期待されている。

公民館では、地域の自然素材等を活用した親子参加型の工作教室や、高齢者と子供が一緒

にものづくりを行うなどの講座が開催されている。このような機会を通じて子供たちがもの

を作る楽しさの過程を学ぶことにより、ものづくりへの意欲を高めるとともに、地域の住民

同士の交流を深めるなど、地域の活性化にも資する取組となっている。

図書館では、技術や企業情報、伝統工芸、地域産業に関する資料など、ものづくりに関す

る情報を含む様々な資料の収集や保存、貸出し、利用者の求めに応じた資料提供や紹介、情

報の提示等を行うレファレンスサービス等の充実を図っており、「地域の知の拠点」として

住民にとって利用しやすく、身近な施設となるための環境整備やサービスの充実に努めてい

る。

博物館では、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示

する中で、我が国の伝統的なものづくりを後世に伝える役割も担っている。また、ものづく

りを支える人材の育成に資するため、子供たちに対して、博物館の資料に関係した工作教室

などの「ものづくり教室」の開催など、その楽しさを体験し、身近に感じることができるよ

うな取組も積極的に行われている。
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クリアするロボット作りに挑戦し、子供にものづくりの面白さを伝えるなどの取組を実施し

ている（図 ）。加えて、 モデルを使ったプログラミングにチャレンジし、完成したプ

ログラミングデータを用いて常設展示「ハロー！ ロボット」で展示しているオリジナルパ

ートナーロボット「ケパラン」を実際に動かしてみるワークショップなども開催している。

図 ：常設展「ハロー！ロボット」（常設展示ゾーン 未来をつくる）

資料：（国研）科学技術振興機構日本科学未来館提供

図 ：ワークショップの様子

資料：（国研）科学技術振興機構日本科学未来館提供

②②公公民民館館・・図図書書館館・・博博物物館館ななどどににおおけけるる取取組組

地域の人々にとって最も身近な学習や交流の場である公民館や博物館などの社会教育施設

では、ものづくりに関する取組を一層充実することが期待されている。

公民館では、地域の自然素材等を活用した親子参加型の工作教室や、高齢者と子供が一緒

にものづくりを行うなどの講座が開催されている。このような機会を通じて子供たちがもの

を作る楽しさの過程を学ぶことにより、ものづくりへの意欲を高めるとともに、地域の住民

同士の交流を深めるなど、地域の活性化にも資する取組となっている。

図書館では、技術や企業情報、伝統工芸、地域産業に関する資料など、ものづくりに関す

る情報を含む様々な資料の収集や保存、貸出し、利用者の求めに応じた資料提供や紹介、情

報の提示等を行うレファレンスサービス等の充実を図っており、「地域の知の拠点」として

住民にとって利用しやすく、身近な施設となるための環境整備やサービスの充実に努めてい

る。

博物館では、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示

する中で、我が国の伝統的なものづくりを後世に伝える役割も担っている。また、ものづく

りを支える人材の育成に資するため、子供たちに対して、博物館の資料に関係した工作教室

などの「ものづくり教室」の開催など、その楽しさを体験し、身近に感じることができるよ

うな取組も積極的に行われている。
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人人とと人人・・人人とと技技ををつつななぐぐ「「すすげげ笠笠」」づづくくりり

〜〜清清水水東東公公民民館館のの社社会会教教育育かからら〜〜

福井市清水東公民館

福井市の西南に位置する清水東地区は、かつて沼地だった土地が、今では里山に囲まれた

穏やかな田園風景を広げている。稲作に向かない深田のすげと里山の竹を活かし、「すげ笠

づくり」は農家の冬の手仕事として 年以上にわたり、受け継がれてきた。人が集い、技

が自然に伝わる営みであった。

越前すげ笠を守る会（以下、守る会）では、すげの栽培から竹の切り出し、年間 蓋

（カイ）を目標に製作と販売までを行い、技術の継承を担っている。小学生は地域学習とし

て すげ笠製作を体験し、中高生やまちづくり協議会は、祭りや発信を通じてすげ笠を伝え

ている。このような世代や団体の活動をつなぎ、学びと体験を結び合わせる役割を公民館が

担っている。

体験した小学生は「魅力を伝えたい」と語り、守る会も教える中で「すげ笠づくりを続け

てよかった」と喜びを感じた。また、中高生は若い発想で を試みる「すげ笠」づくりが世

代を結び、人と人、人と技を未来につないでいる。

かつて農家の家で当たり前だった「すげ笠」づくりは、今、学校と地域をつなぐ学びとし

て受け継がれている。作り手は地域へ、伝える役割は中高生へ。公民館はこの交流の中心的

な役割を担い、子供たち・地域住民の笑顔を実現していく。

図：すげ笠づくりを体験する子供たち

資料：福井市清水東公民館提供

ももののづづくくりりににおおけけるる女女性性のの活活躍躍促促進進

（（ ））女女性性研研究究者者へへのの支支援援

女性研究者がその能力を発揮し、活躍できる環境を整えることは、我が国の科学技術・イ

ノベーションの活性化や男女共同参画社会の推進に寄与するものである。しかし、我が国の

女性研究者の割合は年々増加傾向にあるものの、 年 月時点で ％であり、先進諸国

と比較すると依然として低い水準にある（図 ・ ）。

「第 次男女共同参画基本計画」（ 年 月 日閣議決定）においては、大学の教員に占

める女性の割合（助教以上）について、 年までに理学系 ％、工学系 ％、農学系

％、医学・歯学・薬学系合わせて ％、人文科学系 ％、社会科学系 ％という成果目標

が掲げられている。

図 ：我が国の女性研究者数及び全研究者数に占める割合の推移

資料：総務省「科学技術研究調査」から文部科学省作成
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人人とと人人・・人人とと技技ををつつななぐぐ「「すすげげ笠笠」」づづくくりり

〜〜清清水水東東公公民民館館のの社社会会教教育育かからら〜〜

福井市清水東公民館

福井市の西南に位置する清水東地区は、かつて沼地だった土地が、今では里山に囲まれた

穏やかな田園風景を広げている。稲作に向かない深田のすげと里山の竹を活かし、「すげ笠

づくり」は農家の冬の手仕事として 年以上にわたり、受け継がれてきた。人が集い、技

が自然に伝わる営みであった。

越前すげ笠を守る会（以下、守る会）では、すげの栽培から竹の切り出し、年間 蓋

（カイ）を目標に製作と販売までを行い、技術の継承を担っている。小学生は地域学習とし

て すげ笠製作を体験し、中高生やまちづくり協議会は、祭りや発信を通じてすげ笠を伝え

ている。このような世代や団体の活動をつなぎ、学びと体験を結び合わせる役割を公民館が

担っている。

体験した小学生は「魅力を伝えたい」と語り、守る会も教える中で「すげ笠づくりを続け

てよかった」と喜びを感じた。また、中高生は若い発想で を試みる「すげ笠」づくりが世

代を結び、人と人、人と技を未来につないでいる。

かつて農家の家で当たり前だった「すげ笠」づくりは、今、学校と地域をつなぐ学びとし

て受け継がれている。作り手は地域へ、伝える役割は中高生へ。公民館はこの交流の中心的

な役割を担い、子供たち・地域住民の笑顔を実現していく。

図：すげ笠づくりを体験する子供たち

資料：福井市清水東公民館提供

ももののづづくくりりににおおけけるる女女性性のの活活躍躍促促進進

（（ ））女女性性研研究究者者へへのの支支援援

女性研究者がその能力を発揮し、活躍できる環境を整えることは、我が国の科学技術・イ

ノベーションの活性化や男女共同参画社会の推進に寄与するものである。しかし、我が国の

女性研究者の割合は年々増加傾向にあるものの、 年 月時点で ％であり、先進諸国

と比較すると依然として低い水準にある（図 ・ ）。

「第 次男女共同参画基本計画」（ 年 月 日閣議決定）においては、大学の教員に占

める女性の割合（助教以上）について、 年までに理学系 ％、工学系 ％、農学系

％、医学・歯学・薬学系合わせて ％、人文科学系 ％、社会科学系 ％という成果目標

が掲げられている。

図 ：我が国の女性研究者数及び全研究者数に占める割合の推移

資料：総務省「科学技術研究調査」から文部科学省作成
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図 ：女性研究者数の割合の国際比較

資料：総務省「 年（令和 年）科学技術研究調査」（日本： 年時点、米国、フランス、ドイツ、韓国：

年時点）、 「 」（ 年 月時点）（英国： 年時点）

から文部科学省作成

文部科学省では、「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」により、研究者の研究

と出産・育児等との両立や女性研究者の研究力向上を通じたリーダー育成を一体的に推進す

るなど、女性研究者の活躍促進を通じた研究環境のダイバーシティ実現に関する取組を実施

する大学等を重点支援するとともに、（独）日本学術振興会において「特別研究員（ ）事

業」として出産・育児による研究活動の中断後の復帰を支援する取組を行う等、女性研究者

への支援の更なる強化に取り組んでいく。

（（ ））理理系系女女子子支支援援のの取取組組

内閣府は、ウェブサイト「理工チャレンジ（リコチャレ）～女子中高生・女子学生の理工

系分野への選択～」において、理工系分野での女性の活躍を推進している大学や企業など

「リコチャレ応援団体」の取組やイベント、理工系分野で活躍する女性からのメッセージ等

を情報提供している。また、 年 月にオンラインシンポジウムとして動画公開セミナー

「進路で人生どう変わる？理系で広がる私の未来 」を同ウェブサイト上に掲載し、全国

の女子中高生とその保護者・教員へ向けて、理工系分野で活躍する多様なロールモデルから

のメッセージを配信した。

また、（国研）科学技術振興機構では、「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」を実

施している。これは、科学技術分野で活躍する女性研究者・技術者、女子学生などと女子中

高生の交流機会の提供や実験教室、出前授業の実施等を通して女子中高生の理工系分野に対

する興味・関心を喚起し、理系進路選択の支援を行うプログラムである。

理理系系のの学学びびとと地地元元産産業業ををつつななぐぐ

「「 」」

山梨県立大学

山梨県立大学では、女子中学生を中心に理系分野への関心を高めるプログラム「

」を 年度より展開している。講演会やオープンラボ、現場体験、交流サロンなど

多岐にわたる取組の中で、特に「理系の学びが地元産業や職業とどう関係しているのか」を

体感することを重視し、企業での現場見学を学校の長期休暇期間に重点的に実施した。

山梨県の基幹産業である半導体やロボットといった機械電子工業は、日常生活では目に触

れる機会が少なく、機密性の高さゆえに生徒が具体的な仕事のイメージを持ちにくいという

課題がある。そこで大学が主導し、ふだんは立ち入ることのできない工場見学や産業用ロボ

ットの体験を行った。生徒たちはそのスケールに圧倒されるとともに、地元への愛着や自尊

心を深める貴重な機会となった。

これ以外にも、建築・インテリア関連の企業訪問など、女子生徒の関心に寄り添いながら

学びが仕事に活きる姿を提示している。また講演会では、中学生には地域産業・資源と理系

の学びの関連性、高校生には探究活動、保護者には世界の 教育の潮流を説くなど、そ

れぞれのステージに合わせたアプローチを行っている。今後も、理系の学びが地元山梨の未

来に直結していることを多角的に発信し続けていく。

図：県内企業であるファナック株式会社工場見学の様子

資料：山梨県立大学提供
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図 ：女性研究者数の割合の国際比較

資料：総務省「 年（令和 年）科学技術研究調査」（日本： 年時点、米国、フランス、ドイツ、韓国：

年時点）、 「 」（ 年 月時点）（英国： 年時点）

から文部科学省作成

文部科学省では、「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ」により、研究者の研究

と出産・育児等との両立や女性研究者の研究力向上を通じたリーダー育成を一体的に推進す

るなど、女性研究者の活躍促進を通じた研究環境のダイバーシティ実現に関する取組を実施

する大学等を重点支援するとともに、（独）日本学術振興会において「特別研究員（ ）事

業」として出産・育児による研究活動の中断後の復帰を支援する取組を行う等、女性研究者

への支援の更なる強化に取り組んでいく。

（（ ））理理系系女女子子支支援援のの取取組組

内閣府は、ウェブサイト「理工チャレンジ（リコチャレ）～女子中高生・女子学生の理工

系分野への選択～」において、理工系分野での女性の活躍を推進している大学や企業など

「リコチャレ応援団体」の取組やイベント、理工系分野で活躍する女性からのメッセージ等

を情報提供している。また、 年 月にオンラインシンポジウムとして動画公開セミナー

「進路で人生どう変わる？理系で広がる私の未来 」を同ウェブサイト上に掲載し、全国

の女子中高生とその保護者・教員へ向けて、理工系分野で活躍する多様なロールモデルから

のメッセージを配信した。

また、（国研）科学技術振興機構では、「女子中高生の理系進路選択支援プログラム」を実

施している。これは、科学技術分野で活躍する女性研究者・技術者、女子学生などと女子中

高生の交流機会の提供や実験教室、出前授業の実施等を通して女子中高生の理工系分野に対

する興味・関心を喚起し、理系進路選択の支援を行うプログラムである。

理理系系のの学学びびとと地地元元産産業業ををつつななぐぐ

「「 」」

山梨県立大学

山梨県立大学では、女子中学生を中心に理系分野への関心を高めるプログラム「

」を 年度より展開している。講演会やオープンラボ、現場体験、交流サロンなど

多岐にわたる取組の中で、特に「理系の学びが地元産業や職業とどう関係しているのか」を

体感することを重視し、企業での現場見学を学校の長期休暇期間に重点的に実施した。

山梨県の基幹産業である半導体やロボットといった機械電子工業は、日常生活では目に触

れる機会が少なく、機密性の高さゆえに生徒が具体的な仕事のイメージを持ちにくいという

課題がある。そこで大学が主導し、ふだんは立ち入ることのできない工場見学や産業用ロボ

ットの体験を行った。生徒たちはそのスケールに圧倒されるとともに、地元への愛着や自尊

心を深める貴重な機会となった。

これ以外にも、建築・インテリア関連の企業訪問など、女子生徒の関心に寄り添いながら

学びが仕事に活きる姿を提示している。また講演会では、中学生には地域産業・資源と理系

の学びの関連性、高校生には探究活動、保護者には世界の 教育の潮流を説くなど、そ

れぞれのステージに合わせたアプローチを行っている。今後も、理系の学びが地元山梨の未

来に直結していることを多角的に発信し続けていく。

図：県内企業であるファナック株式会社工場見学の様子

資料：山梨県立大学提供
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文文化化芸芸術術資資源源かからら生生みみ出出さされれるる新新たたなな価価値値とと継継承承

（（ ））文文化化財財のの保保存存・・活活用用

修理技術者の高齢化や後継者不足により、文化財保存技術が断絶の危機にあるほか、天然

素材から作られる用具や原材料が入手困難となっている状況等を踏まえ、 年度より、文

化財の持続可能な保存・継承体制の構築を図るための か年計画である「文化財の匠プロジ

ェクト」を推進している。本プロジェクトでは、文化財の保存・継承に欠かせない用具・原

材料の確保、文化財保存技術に係る人材育成と修理等の拠点整備、文化財を適正な修理周期

で修理するための事業規模の確保等の取組を推進している。 年 月には、本プロジェク

トについて、文化審議会からの答申を受け、文化財修理に不可欠な原材料のリスト化や支援

の充実、中堅・若手技術者等の意欲を高めるような表彰制度の創設、国指定文化財の長期的

な修理需要予測調査の推進等を新たに位置付ける改正を行った。

（（ ））重重要要無無形形文文化化財財のの伝伝承承者者養養成成

文化財保護法に基づき、工芸技術などの優れた「わざ」を重要無形文化財として指定し、

その「わざ」を高度に体得している個人や団体を「保持者」、「保持団体」として認定してい

る。

文化庁では、重要無形文化財の記録の作成や、重要無形文化財の公開事業を行うととも

に、保持者や保持団体などが行う研修会、講習会や実技指導に対して補助を行うなど、優れ

た「わざ」を後世に伝えるための取組を実施している。

（（ ））選選定定保保存存技技術術のの保保護護

文化財保護法に基づき、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能

で保存の措置を講ずる必要のあるものを選定保存技術として選定し、その技術又は技能を正

しく体得している個人や団体を「保持者」、「保存団体」として認定している。 年度には

新たに「能楽大鼓（革）製作」を選定し保持者を認定した（表 ）。

文化庁では、選定保存技術の保護のため、保持者や保存団体が行う技術の錬磨、伝承者養

成等の事業に対し必要な補助を行うなど、人材育成に資する取組を進めている。また、選定

保存技術の広報事業として、 年度は福井県において「文化庁日本の技フェア」を開催し

た。 の保存団体が活動紹介の展示や「わざ」の実演、体験等を行い、 日間で 人が来

場した。

表 ：選定保存技術

備考： 保存団体には重複認定があるため、（）内は実団体数を示す。

同一の選定保存技術について保持者と保存団体を認定しているものがあるため、保持者と保存団体の

計は選定保存技術の件数とは一致しない。

資料：文化庁ホームページ（ 年 月）

（（ ））地地域域ににおおけけるる伝伝統統工工芸芸のの体体験験活活動動

文化庁では、「伝統文化親子教室事業」において、次代を担う子供たちが、伝統文化など

を計画的・継続的に体験・修得する機会を提供する取組に対して支援し、我が国の歴史と伝

統の中から生まれ、大切に守り伝えられてきた伝統文化等を将来にわたって確実に継承し、

発展させることとしている。

年度においては の伝統工芸に関する教室を採択し、人材育成に取り組んでいる。
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文文化化芸芸術術資資源源かからら生生みみ出出さされれるる新新たたなな価価値値とと継継承承

（（ ））文文化化財財のの保保存存・・活活用用

修理技術者の高齢化や後継者不足により、文化財保存技術が断絶の危機にあるほか、天然

素材から作られる用具や原材料が入手困難となっている状況等を踏まえ、 年度より、文

化財の持続可能な保存・継承体制の構築を図るための か年計画である「文化財の匠プロジ

ェクト」を推進している。本プロジェクトでは、文化財の保存・継承に欠かせない用具・原

材料の確保、文化財保存技術に係る人材育成と修理等の拠点整備、文化財を適正な修理周期

で修理するための事業規模の確保等の取組を推進している。 年 月には、本プロジェク

トについて、文化審議会からの答申を受け、文化財修理に不可欠な原材料のリスト化や支援

の充実、中堅・若手技術者等の意欲を高めるような表彰制度の創設、国指定文化財の長期的

な修理需要予測調査の推進等を新たに位置付ける改正を行った。

（（ ））重重要要無無形形文文化化財財のの伝伝承承者者養養成成

文化財保護法に基づき、工芸技術などの優れた「わざ」を重要無形文化財として指定し、

その「わざ」を高度に体得している個人や団体を「保持者」、「保持団体」として認定してい

る。

文化庁では、重要無形文化財の記録の作成や、重要無形文化財の公開事業を行うととも

に、保持者や保持団体などが行う研修会、講習会や実技指導に対して補助を行うなど、優れ

た「わざ」を後世に伝えるための取組を実施している。

（（ ））選選定定保保存存技技術術のの保保護護

文化財保護法に基づき、文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能

で保存の措置を講ずる必要のあるものを選定保存技術として選定し、その技術又は技能を正

しく体得している個人や団体を「保持者」、「保存団体」として認定している。 年度には

新たに「能楽大鼓（革）製作」を選定し保持者を認定した（表 ）。

文化庁では、選定保存技術の保護のため、保持者や保存団体が行う技術の錬磨、伝承者養

成等の事業に対し必要な補助を行うなど、人材育成に資する取組を進めている。また、選定

保存技術の広報事業として、 年度は福井県において「文化庁日本の技フェア」を開催し

た。 の保存団体が活動紹介の展示や「わざ」の実演、体験等を行い、 日間で 人が来

場した。

表 ：選定保存技術

備考： 保存団体には重複認定があるため、（）内は実団体数を示す。

同一の選定保存技術について保持者と保存団体を認定しているものがあるため、保持者と保存団体の

計は選定保存技術の件数とは一致しない。

資料：文化庁ホームページ（ 年 月）

（（ ））地地域域ににおおけけるる伝伝統統工工芸芸のの体体験験活活動動

文化庁では、「伝統文化親子教室事業」において、次代を担う子供たちが、伝統文化など

を計画的・継続的に体験・修得する機会を提供する取組に対して支援し、我が国の歴史と伝

統の中から生まれ、大切に守り伝えられてきた伝統文化等を将来にわたって確実に継承し、

発展させることとしている。

年度においては の伝統工芸に関する教室を採択し、人材育成に取り組んでいる。
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選選定定保保存存技技術術広広報報事事業業「「文文化化庁庁日日本本のの技技フフェェアア」」

文化庁では、文化財の保存技術の大切さや伝承者の養成、文化財の修理や用具・原材料な

どに関する現状をより多くの方々に理解していただくとともに、未来の伝承者・理解者の養

成等に資することを目的に選定保存技術広報事業「文化庁日本の技フェア」を毎年実施して

いる。

年度は初めての福井県での開催で、 の選定保存技術保存団体が伝統的な技術の実演

や体験、団体の活動に関するパネル展示を行った。うち 団体が実演及び体験を行い、古文

書の補修や漆掻（うるしか）きなどの実演のほか、檜皮葺（ひわだぶき）や紅花（べにば

な）染め体験等を実施し、職人や修理技術者の熟練の技を参加者の目の前で披露した。ま

た、就職支援ブースを設置し、選定保存技術に関する就職相談を受けるとともに、各団体の

就職及び後継者育成支援に関する取組の紹介も行った。

日間を通して計 人が訪れ、子供から大人まで幅広い年齢層の来場者が選定保存技術

への理解と関心を深める機会となった。

図 ：檜皮葺体験

資料：文化庁提供

図 ：紅花染め体験

資料：文化庁提供

伝伝統統文文化化親親子子教教室室事事業業

〜〜宮宮城城のの手手すすきき和和紙紙体体験験教教室室〜〜

仙台市の伝統工芸である手すき和紙を地域の子供たちに知ってもらう体験教室が行われて

いる。

回の教室を通して、和紙の歴史や特徴を学び、実際に道具を使い、手すき和紙の体験を

することができる。

また、流しすき体験で作成した和紙に伝統文様やオリジナルの文様を描くことで、地域に

伝わる伝統文化を身近に感じてもらい、体験後も伝統工芸への理解を深められる内容となっ

ている。

図：手すき和紙体験の様子

資料：東北工芸ことはじめ提供
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選選定定保保存存技技術術広広報報事事業業「「文文化化庁庁日日本本のの技技フフェェアア」」

文化庁では、文化財の保存技術の大切さや伝承者の養成、文化財の修理や用具・原材料な

どに関する現状をより多くの方々に理解していただくとともに、未来の伝承者・理解者の養

成等に資することを目的に選定保存技術広報事業「文化庁日本の技フェア」を毎年実施して

いる。

年度は初めての福井県での開催で、 の選定保存技術保存団体が伝統的な技術の実演

や体験、団体の活動に関するパネル展示を行った。うち 団体が実演及び体験を行い、古文

書の補修や漆掻（うるしか）きなどの実演のほか、檜皮葺（ひわだぶき）や紅花（べにば

な）染め体験等を実施し、職人や修理技術者の熟練の技を参加者の目の前で披露した。ま

た、就職支援ブースを設置し、選定保存技術に関する就職相談を受けるとともに、各団体の

就職及び後継者育成支援に関する取組の紹介も行った。

日間を通して計 人が訪れ、子供から大人まで幅広い年齢層の来場者が選定保存技術

への理解と関心を深める機会となった。

図 ：檜皮葺体験

資料：文化庁提供

図 ：紅花染め体験

資料：文化庁提供

伝伝統統文文化化親親子子教教室室事事業業

〜〜宮宮城城のの手手すすきき和和紙紙体体験験教教室室〜〜

仙台市の伝統工芸である手すき和紙を地域の子供たちに知ってもらう体験教室が行われて

いる。

回の教室を通して、和紙の歴史や特徴を学び、実際に道具を使い、手すき和紙の体験を

することができる。

また、流しすき体験で作成した和紙に伝統文様やオリジナルの文様を描くことで、地域に

伝わる伝統文化を身近に感じてもらい、体験後も伝統工芸への理解を深められる内容となっ

ている。

図：手すき和紙体験の様子

資料：東北工芸ことはじめ提供
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（（ ））文文化化遺遺産産のの保保護護／／継継承承

世界文化遺産に登録されている「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、ものづくりに関する文

化遺産といえる。生糸の生産工程を表し、養蚕・製糸の分野における技術交流と技術革新の

場として世界的な意義を有する遺産である。また、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、

造船、石炭産業」は、我が国が 世紀半ばから 世紀初頭にかけて急速な産業化を成し遂げ

たことの証左であり、西洋から非西洋国家に初めて産業化の伝播が成功したことを物語る遺

産である。

また、ユネスコ無形文化遺産には 年に石州半紙、本美濃紙、細川紙から構成される

「和紙：日本の手漉和紙技術」が登録され、 年には拡張登録によって越前鳥の子紙が追

加された。 年には、「伝統建築工匠（こうしょう）の技：木造建造物を受け継ぐための

伝統技術」として社寺や城郭など、我が国の伝統的な木造建造物の保存のために欠くことの

できない伝統的な木工、屋根葺（やねぶ）き、左官、畳製作などの 件の選定保存技術が一

括して登録され、 年にはこれらの選定保存技術に手織中継表製作を追加する拡張登録が

行われた。

（（ ））文文化化芸芸術術資資源源をを活活かかししたた社社会会的的・・経経済済的的価価値値のの創創出出

文化芸術資源の持つ潜在的な力を一層引き出し、地域住民の理解を深めつつ、地域で協力

して総合的にその保存・活用に取り組む等、多くの人の参画を得ながら社会全体で支えてい

くためにも、文化芸術資源を活かした社会的・経済的価値の創出が必要である。

このため、例えば、美術工芸品は、経年劣化などにより適切な保存や取扱い及び移動が困

難である場合に、実物に代わり公開・活用を図るため、実物と同じ工程により、現状を忠実

に再現した模写模造品が製作されている。また、調査研究の成果に基づき、製作当初の姿を

復元的に模写模造することも行われている。これらの事業はいずれも、指定文化財の保存と

ともに、伝統技術の継承や文化財への理解を深めることを目的として実施されている。

加えて、バーチャルリアリティー等は、保存状況が良好でなく鑑賞機会の設定が困難な場

合や、永続的な保存のため元あった場所からの移動が必要な場合、既に建造物が失われてし

まった遺跡などかつての姿を想像しにくい場合等に活用することで、文化財の理解を深め、

脆弱な文化財の活用を補完するものである。

これらの取組は、文化財の保存や普及啓発等にも効果があるほか、文化芸術資源を活かし

た社会的・経済的な価値の創出につながるものである。文化庁では、本物の文化財の保存・

活用と並行して、伝統的な技法・描法・材料や先端技術等を活かした文化財のデジタルアー

カイブ、模写模造、バーチャルリアリティーなどの取組を進めている（図 ）。

図 ：デジタルコンテンツによる解説

資料：埼玉県蓮田市教育委員会提供
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（（ ））文文化化遺遺産産のの保保護護／／継継承承

世界文化遺産に登録されている「富岡製糸場と絹産業遺産群」は、ものづくりに関する文

化遺産といえる。生糸の生産工程を表し、養蚕・製糸の分野における技術交流と技術革新の

場として世界的な意義を有する遺産である。また、「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、

造船、石炭産業」は、我が国が 世紀半ばから 世紀初頭にかけて急速な産業化を成し遂げ

たことの証左であり、西洋から非西洋国家に初めて産業化の伝播が成功したことを物語る遺

産である。

また、ユネスコ無形文化遺産には 年に石州半紙、本美濃紙、細川紙から構成される

「和紙：日本の手漉和紙技術」が登録され、 年には拡張登録によって越前鳥の子紙が追

加された。 年には、「伝統建築工匠（こうしょう）の技：木造建造物を受け継ぐための

伝統技術」として社寺や城郭など、我が国の伝統的な木造建造物の保存のために欠くことの

できない伝統的な木工、屋根葺（やねぶ）き、左官、畳製作などの 件の選定保存技術が一

括して登録され、 年にはこれらの選定保存技術に手織中継表製作を追加する拡張登録が

行われた。

（（ ））文文化化芸芸術術資資源源をを活活かかししたた社社会会的的・・経経済済的的価価値値のの創創出出

文化芸術資源の持つ潜在的な力を一層引き出し、地域住民の理解を深めつつ、地域で協力

して総合的にその保存・活用に取り組む等、多くの人の参画を得ながら社会全体で支えてい

くためにも、文化芸術資源を活かした社会的・経済的価値の創出が必要である。

このため、例えば、美術工芸品は、経年劣化などにより適切な保存や取扱い及び移動が困

難である場合に、実物に代わり公開・活用を図るため、実物と同じ工程により、現状を忠実

に再現した模写模造品が製作されている。また、調査研究の成果に基づき、製作当初の姿を

復元的に模写模造することも行われている。これらの事業はいずれも、指定文化財の保存と

ともに、伝統技術の継承や文化財への理解を深めることを目的として実施されている。

加えて、バーチャルリアリティー等は、保存状況が良好でなく鑑賞機会の設定が困難な場

合や、永続的な保存のため元あった場所からの移動が必要な場合、既に建造物が失われてし

まった遺跡などかつての姿を想像しにくい場合等に活用することで、文化財の理解を深め、

脆弱な文化財の活用を補完するものである。

これらの取組は、文化財の保存や普及啓発等にも効果があるほか、文化芸術資源を活かし

た社会的・経済的な価値の創出につながるものである。文化庁では、本物の文化財の保存・

活用と並行して、伝統的な技法・描法・材料や先端技術等を活かした文化財のデジタルアー

カイブ、模写模造、バーチャルリアリティーなどの取組を進めている（図 ）。

図 ：デジタルコンテンツによる解説

資料：埼玉県蓮田市教育委員会提供
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第第 節節 をを実実現現すするるたためめのの研研究究開開発発のの推推進進

年 月に閣議決定された第 期「科学技術・イノベーション基本計画」は、従来の

を念頭に置きつつ、「科学とビジネスの近接化」をはじめとした昨今の科学技術・イノベ

ーションをめぐる情勢を踏まえ、知の基盤としての「科学の再興」、技術領域の戦略的重点化、

産学官を結節するイノベーション・エコシステムの高度化等を柱とした。今後、同計画に基

づき、ものづくりに関する基盤技術の研究開発や科学技術・イノベーションを担う人材の育

成、産学官連携による取組等を推進していく必要がある。

ももののづづくくりりにに関関すするる基基盤盤技技術術のの研研究究開開発発

（（ ））新新たたなな計計測測分分析析技技術術・・機機器器のの研研究究開開発発

先端計測分析技術・機器は、世界最先端の独創的な研究開発成果の創出を支える共通的な

基盤であり、科学技術の進展に不可欠なキーテクノロジーである。このため、（国研）科学技

術振興機構（ ）が実施する「未来社会創造事業（共通基盤領域）」（ 年度から）におい

て、革新的な知や製品を創出する共通基盤システム・装置を実現するための研究開発を推進

している。

さらに、 が実施する戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）では、文部科学省に

おいて定めた 年度戦略目標の一つである「社会課題解決を志向した計測・解析プロセス

の革新」の下、 や 、さきがけプログラムにおいて革新的な計測・解析システムの創

出を目指した戦略的な基礎研究を推進している。

（（ ））最最先先端端のの大大型型研研究究施施設設のの整整備備・・活活用用のの推推進進

①①大大型型放放射射光光施施設設（（ ））／／ 線線自自由由電電子子レレーーザザーー施施設設（（ ））のの整整備備・・共共用用

大型放射光施設（ ）は光速近くまで加速した電子の進行方向を曲げたときに発生

する極めて明るい光である「放射光」を用いて、物質の原子・分子レベルの構造や機能の解

析が可能な施設である（図 ）。本施設は 年から共用が開始されており、アカデミア

の革新的な研究開発だけでなく、燃料電池等の自動車関連製品やコンタクトレンズ、ヘアケ

ア製品、食品、家電など国民に身近な製品の実用化のほか、科学捜査における活用など、我

が国の経済成長をけん引する様々な分野で革新的な研究開発に貢献している。 で実

施された産業利用に関する課題数は全課題数の 割を超えているほか、 年度には生み出さ

れた累計論文数が 報を超えるなど、産学官の広範な分野の研究者などによる利用及び

成果の創出が着実に進んでいる。

線自由電子レーザー施設（ ）は、レーザーと放射光の特長を併せ持った究極の光を

発振し、原子レベルの超微細構造や化学反応の超高速動態・変化を瞬時に計測・分析する世

界最先端の研究基盤施設であり、結晶化が困難な膜タンパク質の解析、触媒反応の即時の観

察、新機能材料の創成など広範な科学技術分野において、新しい研究領域の開拓や先導的・

革新的成果の創出が期待されている（図 ）。 年度には における施設利用者の発

表論文数が 報を超えるなど、画期的な成果が着実に生まれてきている。

図 ： 及び 全景

資料：（国研）理化学研究所提供

②②SSPPrriinngg のの高高度度化化（（ ））にに関関すするる取取組組

は 年の共用開始から 年以上が経過し、諸外国と比較して、老朽化のほか輝

度の低さなどの性能面でも後れを取りつつある。そこで産業・社会の大きな転機を見据え、

の高度化（ ）が必須であり、文部科学省では、 年の省内タスクフォ

ースにおける報告書等を基に、 年に向けて、現行の約 倍となる最高輝度を持つ世界最

高峰の放射光施設を目指し、取組を行っている。具体的には、 年より、 の整

備が開始され、第 期科学技術・イノベーション基本計画期間中の 年度の共用開始を目指

している。 年は、磁石システムや真空機器など、主要構成機器の大型調達契約を締結し、

順次納入される構成機器の精密組立を行うことで、着実に整備を進めた。

③③ 高高輝輝度度放放射射光光施施設設（（ ））のの整整備備・・共共用用

我が国初の第 世代の放射光施設である 高輝度放射光施設（ ）は、高輝度な

「軟 線」領域の放射光を用いて、物質表面における元素や分子の様々な働きを分析すること

ができるため、学術研究だけでなく触媒化学や生命科学、磁性・スピントロニクス材料、高

分子材料等の産業利用も含めた広範な分野での利用が期待されている（図 ）。本施設は、

官民地域パートナーシップという我が国初めての枠組みで整備されており、国の主体は（国

研）量子科学技術研究開発機構（ ）が担い、地域パートナーは（一財）光科学イノベーシ

ョンセンターを代表とする、宮城県、仙台市、東北大学及び（一社）東北経済連合会の 者が

担うことで 年 月より施設の運用が開始された。

地域パートナーが整備したコアリションビームラインは企業ユーザーに活用されており、

年 月からは「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（平成 年法律第

号）」に基づく共用が開始され、優れた成果が創出されている。さらに、同年 月からは、

世界最高水準の蓄積電流 でのユーザー運転が開始され、更なるイノベーション創出の

促進が期待されている。 年 月に着手開始されたユーザーニーズに沿った共用ビーム
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年 月に閣議決定された第 期「科学技術・イノベーション基本計画」は、従来の

を念頭に置きつつ、「科学とビジネスの近接化」をはじめとした昨今の科学技術・イノベ

ーションをめぐる情勢を踏まえ、知の基盤としての「科学の再興」、技術領域の戦略的重点化、

産学官を結節するイノベーション・エコシステムの高度化等を柱とした。今後、同計画に基

づき、ものづくりに関する基盤技術の研究開発や科学技術・イノベーションを担う人材の育

成、産学官連携による取組等を推進していく必要がある。

ももののづづくくりりにに関関すするる基基盤盤技技術術のの研研究究開開発発

（（ ））新新たたなな計計測測分分析析技技術術・・機機器器のの研研究究開開発発

先端計測分析技術・機器は、世界最先端の独創的な研究開発成果の創出を支える共通的な

基盤であり、科学技術の進展に不可欠なキーテクノロジーである。このため、（国研）科学技

術振興機構（ ）が実施する「未来社会創造事業（共通基盤領域）」（ 年度から）におい

て、革新的な知や製品を創出する共通基盤システム・装置を実現するための研究開発を推進

している。

さらに、 が実施する戦略的創造研究推進事業（新技術シーズ創出）では、文部科学省に

おいて定めた 年度戦略目標の一つである「社会課題解決を志向した計測・解析プロセス

の革新」の下、 や 、さきがけプログラムにおいて革新的な計測・解析システムの創

出を目指した戦略的な基礎研究を推進している。

（（ ））最最先先端端のの大大型型研研究究施施設設のの整整備備・・活活用用のの推推進進

①①大大型型放放射射光光施施設設（（ ））／／ 線線自自由由電電子子レレーーザザーー施施設設（（ ））のの整整備備・・共共用用

大型放射光施設（ ）は光速近くまで加速した電子の進行方向を曲げたときに発生

する極めて明るい光である「放射光」を用いて、物質の原子・分子レベルの構造や機能の解

析が可能な施設である（図 ）。本施設は 年から共用が開始されており、アカデミア

の革新的な研究開発だけでなく、燃料電池等の自動車関連製品やコンタクトレンズ、ヘアケ

ア製品、食品、家電など国民に身近な製品の実用化のほか、科学捜査における活用など、我

が国の経済成長をけん引する様々な分野で革新的な研究開発に貢献している。 で実

施された産業利用に関する課題数は全課題数の 割を超えているほか、 年度には生み出さ

れた累計論文数が 報を超えるなど、産学官の広範な分野の研究者などによる利用及び

成果の創出が着実に進んでいる。

線自由電子レーザー施設（ ）は、レーザーと放射光の特長を併せ持った究極の光を

発振し、原子レベルの超微細構造や化学反応の超高速動態・変化を瞬時に計測・分析する世

界最先端の研究基盤施設であり、結晶化が困難な膜タンパク質の解析、触媒反応の即時の観

察、新機能材料の創成など広範な科学技術分野において、新しい研究領域の開拓や先導的・

革新的成果の創出が期待されている（図 ）。 年度には における施設利用者の発

表論文数が 報を超えるなど、画期的な成果が着実に生まれてきている。

図 ： 及び 全景

資料：（国研）理化学研究所提供

②②SSPPrriinngg のの高高度度化化（（ ））にに関関すするる取取組組

は 年の共用開始から 年以上が経過し、諸外国と比較して、老朽化のほか輝

度の低さなどの性能面でも後れを取りつつある。そこで産業・社会の大きな転機を見据え、

の高度化（ ）が必須であり、文部科学省では、 年の省内タスクフォ

ースにおける報告書等を基に、 年に向けて、現行の約 倍となる最高輝度を持つ世界最

高峰の放射光施設を目指し、取組を行っている。具体的には、 年より、 の整

備が開始され、第 期科学技術・イノベーション基本計画期間中の 年度の共用開始を目指

している。 年は、磁石システムや真空機器など、主要構成機器の大型調達契約を締結し、

順次納入される構成機器の精密組立を行うことで、着実に整備を進めた。

③③ 高高輝輝度度放放射射光光施施設設（（ ））のの整整備備・・共共用用

我が国初の第 世代の放射光施設である 高輝度放射光施設（ ）は、高輝度な

「軟 線」領域の放射光を用いて、物質表面における元素や分子の様々な働きを分析すること

ができるため、学術研究だけでなく触媒化学や生命科学、磁性・スピントロニクス材料、高

分子材料等の産業利用も含めた広範な分野での利用が期待されている（図 ）。本施設は、

官民地域パートナーシップという我が国初めての枠組みで整備されており、国の主体は（国

研）量子科学技術研究開発機構（ ）が担い、地域パートナーは（一財）光科学イノベーシ

ョンセンターを代表とする、宮城県、仙台市、東北大学及び（一社）東北経済連合会の 者が

担うことで 年 月より施設の運用が開始された。

地域パートナーが整備したコアリションビームラインは企業ユーザーに活用されており、

年 月からは「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（平成 年法律第

号）」に基づく共用が開始され、優れた成果が創出されている。さらに、同年 月からは、

世界最高水準の蓄積電流 でのユーザー運転が開始され、更なるイノベーション創出の

促進が期待されている。 年 月に着手開始されたユーザーニーズに沿った共用ビーム
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ラインに加えて、 年には新たに 本の共用ビームラインの増設を進めている。さらに、

では、 の機能を最大化させるための研究開発等を目的としたビームラインの

整備にも着手している。

図 ： 高輝度放射光施設（ ）の全景

資料：（国研）量子科学技術研究開発機構（ ）提供

④④ススーーパパーーココンンピピュューータタ「「富富岳岳」」のの整整備備・・共共用用／／新新たたななフフララッッググシシッッププシシスステテムムのの開開発発・・整整

備備

最先端のスーパーコンピュータは、科学技術や産業の発展などで国の競争力を左右するも

のであり、各国が開発に力を入れている。文部科学省では、我が国が直面する社会的・科学

的課題の解決に貢献するため、 年度より「京（けい）」の後継機である「富岳（ふがく）」

の開発プロジェクトを開始し、 年 月に共用を開始した（図 ）。

共用開始以降、「富岳」の産業利用は着実に増加しており、航空機設計における実機フライ

ト試験のシミュレーションでの代替や、医薬品開発に資する創薬 プラットフォームの構築

など、「富岳」を用いた産業競争力の強化に資する成果が生まれている。

近年は、生成 等の技術革新により、研究開発に必要な計算資源の需要が急増し、多様化

している。そのような需要を満たしていけるよう、現在、「富岳」の次世代となる新たなフラ

ッグシップシステムの開発・整備の主体である（国研）理化学研究所（ ）を中心として

取組を進めている。 年頃までの運転開始に向けて、国際連携による共同開発体制を構築

し、 とシミュレーションの融合による計算科学研究の革新をもたらすとともに、国産技術

を国際市場に効果的に訴求することを目指している。

図 ：スーパーコンピュータ「富岳」

資料：（国研）理化学研究所計算科学研究センター提供

⑤⑤大大強強度度陽陽子子加加速速器器施施設設（（ ））のの整整備備・・共共用用

大強度陽子加速器施設（ ）は、世界最高レベルのビーム強度を持つ陽子加速器から

生成される中性子、ミュオン、ニュートリノなどの多彩な二次粒子を利用して、素粒子物理

から革新的な新材料や新薬の開発につながる研究など、幅広い分野における基礎研究から産

業応用まで様々な研究開発に貢献する施設である（図 ）。特に中性子を利用する物質・

生命科学実験施設（ ）は、放射光と比較して軽元素をよく観測できること、ミクロな磁場

が観測できること、物質への透過力が大きいことなどの特徴を有するため、ほかの量子ビー

ムとの相補的な利用が期待されている。 では、 年は、中性子線施設に引き続き、メイ

ンリング（ シンクロトロン）においても を達成し、ニュートリノ施設において

という高い出力で安定した実験を実現した。施設ではこれまでに、宇宙開発や水素社会への

貢献が期待される新しい形状記憶合金の開発や、高圧下での惑星内部の水や氷の状態の推定

にも役立つ研究など、多くの成果が創出されている。 では、特定先端大型研究施設で

ある の中性子に加え、ミュオン科学やニュートリノを用いた素粒子物理などの研究も行わ

れており、 を始めとする学術雑誌に年間 報を超える論文を掲載し、引用数の突出し

た学術的な成果をあげるとともに、産業利用においても成果を創出している。
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ラインに加えて、 年には新たに 本の共用ビームラインの増設を進めている。さらに、

では、 の機能を最大化させるための研究開発等を目的としたビームラインの

整備にも着手している。

図 ： 高輝度放射光施設（ ）の全景

資料：（国研）量子科学技術研究開発機構（ ）提供

④④ススーーパパーーココンンピピュューータタ「「富富岳岳」」のの整整備備・・共共用用／／新新たたななフフララッッググシシッッププシシスステテムムのの開開発発・・整整

備備

最先端のスーパーコンピュータは、科学技術や産業の発展などで国の競争力を左右するも

のであり、各国が開発に力を入れている。文部科学省では、我が国が直面する社会的・科学

的課題の解決に貢献するため、 年度より「京（けい）」の後継機である「富岳（ふがく）」

の開発プロジェクトを開始し、 年 月に共用を開始した（図 ）。

共用開始以降、「富岳」の産業利用は着実に増加しており、航空機設計における実機フライ

ト試験のシミュレーションでの代替や、医薬品開発に資する創薬 プラットフォームの構築

など、「富岳」を用いた産業競争力の強化に資する成果が生まれている。

近年は、生成 等の技術革新により、研究開発に必要な計算資源の需要が急増し、多様化

している。そのような需要を満たしていけるよう、現在、「富岳」の次世代となる新たなフラ

ッグシップシステムの開発・整備の主体である（国研）理化学研究所（ ）を中心として

取組を進めている。 年頃までの運転開始に向けて、国際連携による共同開発体制を構築

し、 とシミュレーションの融合による計算科学研究の革新をもたらすとともに、国産技術

を国際市場に効果的に訴求することを目指している。

図 ：スーパーコンピュータ「富岳」

資料：（国研）理化学研究所計算科学研究センター提供

⑤⑤大大強強度度陽陽子子加加速速器器施施設設（（ ））のの整整備備・・共共用用

大強度陽子加速器施設（ ）は、世界最高レベルのビーム強度を持つ陽子加速器から

生成される中性子、ミュオン、ニュートリノなどの多彩な二次粒子を利用して、素粒子物理

から革新的な新材料や新薬の開発につながる研究など、幅広い分野における基礎研究から産

業応用まで様々な研究開発に貢献する施設である（図 ）。特に中性子を利用する物質・

生命科学実験施設（ ）は、放射光と比較して軽元素をよく観測できること、ミクロな磁場

が観測できること、物質への透過力が大きいことなどの特徴を有するため、ほかの量子ビー

ムとの相補的な利用が期待されている。 では、 年は、中性子線施設に引き続き、メイ

ンリング（ シンクロトロン）においても を達成し、ニュートリノ施設において

という高い出力で安定した実験を実現した。施設ではこれまでに、宇宙開発や水素社会への

貢献が期待される新しい形状記憶合金の開発や、高圧下での惑星内部の水や氷の状態の推定

にも役立つ研究など、多くの成果が創出されている。 では、特定先端大型研究施設で

ある の中性子に加え、ミュオン科学やニュートリノを用いた素粒子物理などの研究も行わ

れており、 を始めとする学術雑誌に年間 報を超える論文を掲載し、引用数の突出し

た学術的な成果をあげるとともに、産業利用においても成果を創出している。
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図 ：大強度陽子加速器施設（ ）の全景

資料：（国研）日本原子力研究開発機構 センター提供

⑥⑥革革新新的的ハハイイパパフフォォーーママンンスス・・ココンンピピュューーテティィンンググ・・イインンフフララ（（ ））のの運運営営

（ ）は、スーパーコンピュータ「富岳」

と、高速ネットワークでつながれた国内の大学及び研究機関のスーパーコンピュータやスト

レージから構成されており、多様な利用者のニーズに対応した計算環境を提供するものであ

る（図 ）。文部科学省は、 の効果的かつ効率的な運営に努めつつ、その利用を促進

することで、ものづくりを含む様々な分野における我が国の産業競争力の強化に貢献してい

る。

図 ：革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（ ）について

資料：文部科学省作成

（（ ））未未来来社社会会のの実実現現にに向向けけたた先先端端研研究究のの抜抜本本的的強強化化

①①次次世世代代のの人人工工知知能能（（ ））にに関関すするる研研究究開開発発

の適正性を確保し開発・活用を推進するための「人工知能関連技術の研究開発及び活用

の推進に関する法律」（以下、 法）が 年 月 日に成立し、同年 月 日に全面施

行となった。政府においては、 法に基づき取組を進めており、まず、同年 月 日に 戦

略本部を設置した。また、同本部において 法に基づく指針として「人工知能関連技術の研

究開発及び活用の適正性確保に関する指針」を同年 月 日に決定した。さらに、「 を使

う」、「 を創る」、「 の信頼性を高める」、「 と協働する」を基本的な方針とした 法に

基づく「人工知能基本計画」を同年 月 日に閣議決定した。

年 月に設置された「 セーフティ・インスティテュート」については、信頼できる

の利活用を促進するため、 の安全性評価に係る各種ガイドライン等を策定するととも

に、同組織の機能強化を進めていく。

各省における取組として、まず、総務省は、（国研）情報通信研究機構（ ）と連携しな

がら、自然言語処理やビッグデータ処理に基づく 技術や、脳科学の知見を活用した 技

術の研究開発に取り組んでおり、 ユニバーサルコミュニケーション研究所において信頼

できる の開発・活用支援に資するデータ整備及び能動的評価基盤の構築や多言語音声翻訳

技術、ビッグデータ解析技術などの研究開発を、また、未来 研究所・脳情報通信融合研

究センター（ ）では最先端の脳活動計測技術により脳の仕組みを解明し、その仕組みを

活用した 技術やその基盤となる計測技術などの研究開発を行っている。次に、文部科学省

は、 プロジェクト（ ：人工知能／

ビッグデータ／ ／サイバーセキュリティ統合プロジェクト）として、（国研）理化学研究

所革新知能統合研究センター（ センター）において、①深層学習の原理解明や汎用的な機

械学習の基盤技術の構築、②我が国が強みを持つ分野の科学研究の加速や我が国の社会的課

題の解決のための 基盤技術等の研究開発、③AI 技術の普及に伴って生じる倫理的・法的・

社会的問題（ ）に関する研究などを実施するとともに、（国研）科学技術振興機構（ ）

を通じて、 等の分野における若手研究者の独創的な発想や、新たなイノベーションを切り

拓く挑戦的な研究課題に対する支援を一体的に推進することで、我が国の の基礎研究の振

興に貢献している。また、国立情報学研究所に設置した大規模言語モデル研究開発センター

において、アカデミアを中心として、産学官の多様なプレイヤーが参画する生成 モデルの

研究開発に関するオープンなコミュニティを形成し、生成 モデルに関する研究力・開発力

の醸成及び生成 モデルの学習・生成機構の解明等による透明性・信頼性の確保に資する研

究開発に取り組んでいる。

経済産業省は、国内の 開発力強化のため、 年 月から生成 開発プロジェクトで

ある を実施している。具体的には、生成 開発に必要な計算資源の調達支援、デー

タエコシステムの構築に向けた実証、国内外の開発者同士やユーザーとの交流促進のための

コミュニティ活動支援などに取り組んでいる。
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図 ：大強度陽子加速器施設（ ）の全景

資料：（国研）日本原子力研究開発機構 センター提供

⑥⑥革革新新的的ハハイイパパフフォォーーママンンスス・・ココンンピピュューーテティィンンググ・・イインンフフララ（（ ））のの運運営営

（ ）は、スーパーコンピュータ「富岳」

と、高速ネットワークでつながれた国内の大学及び研究機関のスーパーコンピュータやスト

レージから構成されており、多様な利用者のニーズに対応した計算環境を提供するものであ

る（図 ）。文部科学省は、 の効果的かつ効率的な運営に努めつつ、その利用を促進

することで、ものづくりを含む様々な分野における我が国の産業競争力の強化に貢献してい

る。

図 ：革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ（ ）について

資料：文部科学省作成

（（ ））未未来来社社会会のの実実現現にに向向けけたた先先端端研研究究のの抜抜本本的的強強化化

①①次次世世代代のの人人工工知知能能（（ ））にに関関すするる研研究究開開発発

の適正性を確保し開発・活用を推進するための「人工知能関連技術の研究開発及び活用

の推進に関する法律」（以下、 法）が 年 月 日に成立し、同年 月 日に全面施

行となった。政府においては、 法に基づき取組を進めており、まず、同年 月 日に 戦

略本部を設置した。また、同本部において 法に基づく指針として「人工知能関連技術の研

究開発及び活用の適正性確保に関する指針」を同年 月 日に決定した。さらに、「 を使

う」、「 を創る」、「 の信頼性を高める」、「 と協働する」を基本的な方針とした 法に

基づく「人工知能基本計画」を同年 月 日に閣議決定した。

年 月に設置された「 セーフティ・インスティテュート」については、信頼できる

の利活用を促進するため、 の安全性評価に係る各種ガイドライン等を策定するととも

に、同組織の機能強化を進めていく。

各省における取組として、まず、総務省は、（国研）情報通信研究機構（ ）と連携しな

がら、自然言語処理やビッグデータ処理に基づく 技術や、脳科学の知見を活用した 技

術の研究開発に取り組んでおり、 ユニバーサルコミュニケーション研究所において信頼

できる の開発・活用支援に資するデータ整備及び能動的評価基盤の構築や多言語音声翻訳

技術、ビッグデータ解析技術などの研究開発を、また、未来 研究所・脳情報通信融合研

究センター（ ）では最先端の脳活動計測技術により脳の仕組みを解明し、その仕組みを

活用した 技術やその基盤となる計測技術などの研究開発を行っている。次に、文部科学省

は、 プロジェクト（ ：人工知能／

ビッグデータ／ ／サイバーセキュリティ統合プロジェクト）として、（国研）理化学研究

所革新知能統合研究センター（ センター）において、①深層学習の原理解明や汎用的な機

械学習の基盤技術の構築、②我が国が強みを持つ分野の科学研究の加速や我が国の社会的課

題の解決のための 基盤技術等の研究開発、③AI 技術の普及に伴って生じる倫理的・法的・

社会的問題（ ）に関する研究などを実施するとともに、（国研）科学技術振興機構（ ）

を通じて、 等の分野における若手研究者の独創的な発想や、新たなイノベーションを切り

拓く挑戦的な研究課題に対する支援を一体的に推進することで、我が国の の基礎研究の振

興に貢献している。また、国立情報学研究所に設置した大規模言語モデル研究開発センター

において、アカデミアを中心として、産学官の多様なプレイヤーが参画する生成 モデルの

研究開発に関するオープンなコミュニティを形成し、生成 モデルに関する研究力・開発力

の醸成及び生成 モデルの学習・生成機構の解明等による透明性・信頼性の確保に資する研

究開発に取り組んでいる。

経済産業省は、国内の 開発力強化のため、 年 月から生成 開発プロジェクトで

ある を実施している。具体的には、生成 開発に必要な計算資源の調達支援、デー

タエコシステムの構築に向けた実証、国内外の開発者同士やユーザーとの交流促進のための

コミュニティ活動支援などに取り組んでいる。
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②②ママテテリリアアルル革革新新力力強強化化にに向向けけたた研研究究開開発発のの推推進進

マテリアル分野は我が国が産学で高い競争力を有するとともに、広範で多様な研究領域・

応用分野を支え、その横串的な性格から広範な社会的課題の解決に資する、未来社会におけ

る新たな価値創出のコアとなる基盤技術である。

今般、経済安全保障の確保や環境規制強化の観点で同分野の重要性がますます高まってい

ることに加え、 等の技術進展による研究開発の高度化が進んでいることに鑑み、政府は

年 月、「マテリアル・イノベーションを創出する力」、すなわち「マテリアル革新力」

を強化するための戦略（マテリアル革新力強化戦略）を統合イノベーション戦略推進会議で

改定した。

同戦略では、我が国の強みである優れた技術力・多様なプレイヤーを結び付け、優れた知

や技術力をイノベーションにつなげる「知のバリューチェーン」によって「マテリアル・イ

ノベーション」を絶えず創出し、我が国の基幹産業であるマテリアル産業で「勝ち続ける」

べく、①革新的マテリアルの開発と迅速な社会実装、②マテリアル・イノベーションの加速、

③マテリアル・イノベーションの継続的な創出等を強力に推進することとしている。

文部科学省では、同分野に係る基礎的・先導的な研究から実用化を展望した技術開発まで

を戦略的に推進している。具体的には、プロセス技術の確立が必要となる革新的材料を社会

実装につなげるため、プロセス上の課題を解決するための学理・サイエンス基盤の構築及び

プロセス上の課題に対する「産学官からの相談先」の構築を目指した「材料の社会実装に向

けたプロセスサイエンス構築事業」（ ）を実施している。

「マテリアル革新力強化戦略」において、マテリアルデータ基盤の活用拡大と最先端研究

を支える研究基盤の継続的な整備の重要性が掲げられていることも踏まえ、文部科学省では、

年度から、高品質なデータを創出することが可能な最先端設備の共用体制基盤を全国的

に整備する「マテリアル先端リサーチインフラ」（ ）を実施しており（図 ）、（国研）

物質・材料研究機構（ ）が設置するデータ中核拠点を介し、産学のマテリアルデータを

等で読み込みやすい形式に収集・蓄積してきた。 年 月から、約 万件のマテリア

ルデータの共用サービスを開始している。

加えて、データ活用による超高速で革新的な材料開発手法の開拓と、その全国への展開を

目指す「データ創出・活用型マテリアル研究開発プロジェクト」（ ）について、 年度

から本格研究を進めている。これらの取組により、研究データの創出、統合、利活用までを

一貫した研究開発を推進している。さらに、最先端の製造プロセス装置と評価・分析装置が

連動して一気通貫のプロセスデータを収集する施設である「マテリアル・プロセスイノベー

ション（ ）プラットフォーム」を（国研）産業技術総合研究所（ ）に整備し、データ

駆動型研究開発を推進している。これまでに、中小企業を含む全国企業との連携を推進する

とともに、各拠点（つくば・中部・中国）で生み出されたデータを基に、無機・有機材料の製

造プロセス最適化に関する複数の （プロセス・インフォマティクス）モデルを構築した。

また、内閣府では、 年度から実施している「戦略的イノベーション創造プログラム（ ）

第 期」の課題の一つに「マテリアル事業化イノベーション・育成エコシステムの構築」を

設定し、文部科学省や経済産業省において構築されているプラットフォームの活用によって、

マテリアル分野においてユニコーンが次々に生まれるエコシステムの形成を目指している。

（国研）物質・材料研究機構（ ）においては、新物質・新材料の創製に向けたブレーク

スルーを目指し、物質・材料科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行っている。

また、環境・エネルギー・資源問題の解決や安心・安全な社会基盤の構築という人類共通の

課題に対応した研究開発として、超耐熱合金や 照明用蛍光材料、次世代蓄電池材料、半導

体材料、省レアアース磁石材料、さらに、地震から建物を守る制振ダンパーに用いる構造材

料などの研究開発等を実施している。さらに、マテリアル分野のイノベーション創出を推進

するため、基礎研究と産業界のニーズの融合による革新的材料創出の場や、世界中の研究者

が集うグローバル拠点を構築し、これらの活動を最大化するための研究データ基盤整備を行

う事業として「革新的材料開発力強化プログラム～ プログラム～」を実施している。

年度には、材料研究のための予測モデルを開発・共用・利用するための 解析システム

の提供を開始し、全国の産学が保有する良質なマテリアルデータの戦略的な収集・蓄積

から 解析までを含む利活用を可能とするデータ中核拠点の本格運用を開始している（図

）。

図 ：マテリアル先端リサーチインフラ（ ）の推進体制（ 年度から）

資料：文部科学省作成
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②②ママテテリリアアルル革革新新力力強強化化にに向向けけたた研研究究開開発発のの推推進進
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図 ：革新的材料開発力強化プログラム～ プログラム～

資料：（国研）物質・材料研究機構（ ）作成

③③量量子子技技術術イイノノベベーーシショョンンのの戦戦略略的的なな推推進進

量子技術は、将来のコンピューティング性能の「飛躍的な向上」をもたらすとともに、通

信・センシング分野でも大幅な性能向上が期待されるなど、次世代の産業基盤として位置付

けられる。また、量子技術は安全保障・経済安全保障上の重要性も増しており、保全・促進

（サプライチェーン強化を含む）が求められるとともに、米国、 、中国等を中心に投資・拠

点形成・人材育成が進み、民間投資も活発化するなど、産業化に向けた開発競争が加速して

いる。

このような動向を踏まえ、政府は 年 月に統合イノベーション戦略推進会議で決定し

た「量子技術イノベーション戦略」において、①生産性革命の実現、②健康・長寿社会の実

現、③国及び国民の安全・安心の確保を将来の社会像として掲げ、その実現に向けて、「量子

技術イノベーション」を明確に位置付け、我が国の強みを活かしつつ、①重点的な研究開発、

②国際協力、③研究開発拠点の形成、④知的財産・国際標準化戦略、⑤優れた人材の育成・確

保を進めている。その後、 年 月に「量子未来社会ビジョン」を取りまとめ、量子技術

の国内利用者 万人などの 年に目指すべき状況を示し、 年 月には「量子未

来産業創出戦略」で、ユースケース創出支援、利用環境整備、スタートアップ等創出、産業人

材育成等の基本的対応方針を踏まえ、重点的・優先的な取組をまとめ、実用化・産業化を推

進している。

これら既存 戦略の下、昨今の量子技術の進展、各国の戦略、国内外の実用化・産業化を

めぐる状況変化に迅速に対応するため、量子技術イノベーション会議は早急に強化・追加す

べき内容を、 年 月に「量子産業の創出・発展に向けた推進方策」、 年 月に「量

子エコシステム構築に向けた推進方策」として取りまとめた。これらにより、研究開発、ユ

ースケース創出、スタートアップ支援、国際連携・標準化、人材育成等を相互接続させたエ

                            
        

                               

                

                                                      

                           

        
        

                                            

                            

コシステム構築に向けた取組を強化している（図 ）。

また、国際量子科学技術年（ ）に当たる 年度は、デンマーク、 、英国、スイス、

シンガポールとの間で量子技術に関する協力覚書に署名するなど、同志国との国際連携を加

速させた。さらに、 年 月には、 の同志国が参加する第 回量子開発グループ（ ）

会合及び第 回量子多国間対話（ ）を我が国が主催し、量子技術分野における国際的な協

力・連携の在り方について議論を深めた。

内閣府では、 年度開始の「戦略的イノベーション創造プログラム（ ）第 期」課題

「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進」において、量子コンピュータ、量子セキュ

リティ・ネットワーク、量子センシングの各技術分野のテストベッドの整備や、社会実装に

向けたユースケースの開拓を行うとともに、量子産業の活性化のために人材育成プログラム

の開発・実践、新産業・スタートアップ企業創出のためのエコシステムの構築等を推進して

いる（図 ）。また、「研究開発と との橋渡しプログラム」（ ）により、

量子技術として採択された 課題について、 と連携しながら、各省庁の研究開発等の施

策の橋渡しを推進している。「ムーンショット型研究開発制度」においては、目標 「 年

までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実

現」の達成を目指して研究開発を推進している。 年 月 日の総合科学技術・イノベ

ーション会議（ ）において、研究開始から 年目の評価が決定され、ターゲットを「

年までに、小規模又は部分的な誤り耐性を持つ量子コンピュータを実現する」と変更した上

で本目標を継続することとされた。 の評価等を踏まえ、目標・ターゲットの達成に向け

て引き続き取組を進める。総務省では、量子コンピュータ時代においても国内重要組織間の

機密情報のやり取りを安全に行うことができる量子暗号通信の早期社会実装に向けて、量子

鍵の生成速度の高速化技術等の研究開発を推進している。加えて、都市間をつなぐ広域の量

子暗号通信ネットワークの運用技術に係る実証環境を構築し、技術課題を実証することによ

り、様々な分野におけるユースケースの具体化・拡大を図ることとしている。また、量子暗

号技術を衛星通信に導入するため、宇宙空間という制約の多い環境下でも動作可能なシステ

ムの構築、高速移動している人工衛星からの光を地上局で正確に受信できる技術及び超小型

衛星にも搭載できる技術の研究開発に取り組んでいる。さらに、量子インターネットの実現

に向けて、量子状態を維持したまま伝送可能な量子中継技術等の基礎研究を推進している。

文部科学省は量子技術分野に関して、これまで基礎基盤的研究から応用研究まで幅広く中

長期的な研究開発支援を実施するとともに、大学や（国研）量子科学技術研究開発機構（ ）、

（国研）理化学研究所（ ）、（国研）物質・材料研究機構（ を始めとする国立研究開

発法人の研究基盤強化・人材育成を推進している。例えば、 年度からは「光・量子飛躍

フラッグシッププログラム」（ ）を実施しており、同事業においては、①量子情報処理

（主に量子シミュレータ・量子コンピュータ）、②量子計測・センシング、③次世代レーザー

を対象として、プロトタイプによる実証を目指す プロジェクト及び基礎基盤研究に

おける研究開発を推進するとともに、量子人材育成のためのプロジェクト開発を実施してい

る。

経済産業省では、 年度より「量子・古典ハイブリッド技術のサイバー・フィジカル開

発事業」を開始し、量子･古典ハイブリッド技術の事業化の促進に向けて、①「素材開発」、
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図 ：革新的材料開発力強化プログラム～ プログラム～

資料：（国研）物質・材料研究機構（ ）作成
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の国内利用者 万人などの 年に目指すべき状況を示し、 年 月には「量子未
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コシステム構築に向けた取組を強化している（図 ）。

また、国際量子科学技術年（ ）に当たる 年度は、デンマーク、 、英国、スイス、

シンガポールとの間で量子技術に関する協力覚書に署名するなど、同志国との国際連携を加

速させた。さらに、 年 月には、 の同志国が参加する第 回量子開発グループ（ ）

会合及び第 回量子多国間対話（ ）を我が国が主催し、量子技術分野における国際的な協

力・連携の在り方について議論を深めた。

内閣府では、 年度開始の「戦略的イノベーション創造プログラム（ ）第 期」課題

「先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進」において、量子コンピュータ、量子セキュ

リティ・ネットワーク、量子センシングの各技術分野のテストベッドの整備や、社会実装に

向けたユースケースの開拓を行うとともに、量子産業の活性化のために人材育成プログラム

の開発・実践、新産業・スタートアップ企業創出のためのエコシステムの構築等を推進して

いる（図 ）。また、「研究開発と との橋渡しプログラム」（ ）により、

量子技術として採択された 課題について、 と連携しながら、各省庁の研究開発等の施

策の橋渡しを推進している。「ムーンショット型研究開発制度」においては、目標 「 年

までに、経済・産業・安全保障を飛躍的に発展させる誤り耐性型汎用量子コンピュータを実

現」の達成を目指して研究開発を推進している。 年 月 日の総合科学技術・イノベ

ーション会議（ ）において、研究開始から 年目の評価が決定され、ターゲットを「

年までに、小規模又は部分的な誤り耐性を持つ量子コンピュータを実現する」と変更した上

で本目標を継続することとされた。 の評価等を踏まえ、目標・ターゲットの達成に向け

て引き続き取組を進める。総務省では、量子コンピュータ時代においても国内重要組織間の

機密情報のやり取りを安全に行うことができる量子暗号通信の早期社会実装に向けて、量子

鍵の生成速度の高速化技術等の研究開発を推進している。加えて、都市間をつなぐ広域の量

子暗号通信ネットワークの運用技術に係る実証環境を構築し、技術課題を実証することによ

り、様々な分野におけるユースケースの具体化・拡大を図ることとしている。また、量子暗

号技術を衛星通信に導入するため、宇宙空間という制約の多い環境下でも動作可能なシステ

ムの構築、高速移動している人工衛星からの光を地上局で正確に受信できる技術及び超小型

衛星にも搭載できる技術の研究開発に取り組んでいる。さらに、量子インターネットの実現

に向けて、量子状態を維持したまま伝送可能な量子中継技術等の基礎研究を推進している。

文部科学省は量子技術分野に関して、これまで基礎基盤的研究から応用研究まで幅広く中

長期的な研究開発支援を実施するとともに、大学や（国研）量子科学技術研究開発機構（ ）、

（国研）理化学研究所（ ）、（国研）物質・材料研究機構（ を始めとする国立研究開

発法人の研究基盤強化・人材育成を推進している。例えば、 年度からは「光・量子飛躍

フラッグシッププログラム」（ ）を実施しており、同事業においては、①量子情報処理

（主に量子シミュレータ・量子コンピュータ）、②量子計測・センシング、③次世代レーザー

を対象として、プロトタイプによる実証を目指す プロジェクト及び基礎基盤研究に

おける研究開発を推進するとともに、量子人材育成のためのプロジェクト開発を実施してい

る。

経済産業省では、 年度より「量子・古典ハイブリッド技術のサイバー・フィジカル開

発事業」を開始し、量子･古典ハイブリッド技術の事業化の促進に向けて、①「素材開発」、
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「製造」、「物流・交通」、「ネットワーク」といった重点分野における生産性ユースケース開

発と、②量子・古典ハイブリッド計算を可能とするアルゴリズム基盤（ライブラリ）の開発・

整備を実施している。ほかにも「新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラム」にて、

量子計測・センシング等の高度化のための基盤技術、「 懸賞金活用型プログラム／量子コ

ンピュータを用いた社会問題ソリューション開発」では将来利用可能になる量子コンピュー

タを念頭に置いた社会課題解決に関する研究開発を実施している。

また、「ポスト 情報通信システム基盤強化研究開発事業」では、その テーマとして量

子コンピュータとスーパーコンピュータとの連携利用のためのソフトウェアやプラットフォ

ーム、アプリケーションの開発・構築を進めるとともに、 年度補正予算において量子コ

ンピュータの産業化に向けた開発を加速するために複数方式の量子コンピュータハードウェ

アや関連の部素材、ミドルウェア、人材育成に関する事業を開始している。さらに、 年

の補正予算では、 年頃の量子技術の産業化に向けた量子コンピュータ次世代機の研究開

発並びに人材育成を進めるとともに、ユースケース創出に向けた大型実証を進める（図

）。

年 月には、 年度補正予算を活用して、量子技術の産業利用を目的としたグロー

バル拠点として、（国研）産業技術総合研究所（ ）に「量子・ 融合技術ビジネス開発グ

ローバル研究センター」（ ）を設立した。さらに、量子未来産業創出戦略を踏まえて、

の機能を強化すべく、 年度や 年度補正予算を措置して、ユースケース創出

のための量子・古典ハイブリッド利用計算環境や量子コンピュータの大規模化に向けたシス

テム・部素材の開発・評価環境の整備と高度化に取り組み、世界最高水準のグローバルハブ

とすることを目指していく。

図 ：量子産業エコシステム構築に向けた推進方策（概要）

資料：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「量子エコシステム構築に向けた推進方策（概要）」

（ 年 月）

                                            
                        

  

  

  

                 
             

                  
                
   

         

                
                 
          
              
         

                  
                   
                   
               

                              
                              
                               
         

                                
      

                      

                      
                              
    

                               
          

                             
                               
                           
          

                             
     

                            
                        

                                                               

図 ：先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進

資料：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 「戦略的イノベーション創造プログラム（ ）先進的量

子技術基盤の社会課題への応用促進 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画」（ 年 月）

図 ：量子コンピュータの産業化に向けた開発の加速及び環境整備

資料：経済産業省作成

④④環環境境・・エエネネルルギギーー分分野野ににおおけけるる研研究究開開発発のの推推進進

我が国は、 年 月に、 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカ

ーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言した。温室効果ガスの大幅な削減と経済成長

を両立させるためには、非連続なイノベーションにより、社会実装可能なコストを可能な限
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「製造」、「物流・交通」、「ネットワーク」といった重点分野における生産性ユースケース開

発と、②量子・古典ハイブリッド計算を可能とするアルゴリズム基盤（ライブラリ）の開発・

整備を実施している。ほかにも「新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラム」にて、

量子計測・センシング等の高度化のための基盤技術、「 懸賞金活用型プログラム／量子コ

ンピュータを用いた社会問題ソリューション開発」では将来利用可能になる量子コンピュー

タを念頭に置いた社会課題解決に関する研究開発を実施している。

また、「ポスト 情報通信システム基盤強化研究開発事業」では、その テーマとして量

子コンピュータとスーパーコンピュータとの連携利用のためのソフトウェアやプラットフォ

ーム、アプリケーションの開発・構築を進めるとともに、 年度補正予算において量子コ

ンピュータの産業化に向けた開発を加速するために複数方式の量子コンピュータハードウェ

アや関連の部素材、ミドルウェア、人材育成に関する事業を開始している。さらに、 年

の補正予算では、 年頃の量子技術の産業化に向けた量子コンピュータ次世代機の研究開

発並びに人材育成を進めるとともに、ユースケース創出に向けた大型実証を進める（図

）。

年 月には、 年度補正予算を活用して、量子技術の産業利用を目的としたグロー

バル拠点として、（国研）産業技術総合研究所（ ）に「量子・ 融合技術ビジネス開発グ

ローバル研究センター」（ ）を設立した。さらに、量子未来産業創出戦略を踏まえて、

の機能を強化すべく、 年度や 年度補正予算を措置して、ユースケース創出

のための量子・古典ハイブリッド利用計算環境や量子コンピュータの大規模化に向けたシス

テム・部素材の開発・評価環境の整備と高度化に取り組み、世界最高水準のグローバルハブ

とすることを目指していく。

図 ：量子産業エコシステム構築に向けた推進方策（概要）

資料：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「量子エコシステム構築に向けた推進方策（概要）」

（ 年 月）

                                            
                        

  

  

  

                 
             

                  
                
   

         

                
                 
          
              
         

                  
                   
                   
               

                              
                              
                               
         

                                
      

                      

                      
                              
    

                               
          

                             
                               
                           
          

                             
     

                            
                        

                                                               

図 ：先進的量子技術基盤の社会課題への応用促進

資料：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 「戦略的イノベーション創造プログラム（ ）先進的量

子技術基盤の社会課題への応用促進 社会実装に向けた戦略及び研究開発計画」（ 年 月）

図 ：量子コンピュータの産業化に向けた開発の加速及び環境整備

資料：経済産業省作成

④④環環境境・・エエネネルルギギーー分分野野ににおおけけるる研研究究開開発発のの推推進進

我が国は、 年 月に、 年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするカ

ーボンニュートラルの実現を目指すことを宣言した。温室効果ガスの大幅な削減と経済成長

を両立させるためには、非連続なイノベーションにより、社会実装可能なコストを可能な限
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り早期に実現することが重要である。 を通じて脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の

つを同時に実現するため、 年 月に「 実現に向けた基本方針」が閣議決定されると

ともに、 年 月に「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和

年法律第 号）」が施行された。

カーボンニュートラルを達成するためには、デジタル化や電化を進めていくことが必要不

可欠であり、半導体・情報通信産業は、グリーンとデジタルを両立させるための鍵であるた

め、文部科学省においては、超省エネ・高性能なパワーエレクトロニクス機器等の実用化に

向けたパワーデバイス、受動素子、回路システムのトータルシステムとしての一体的な研究

開発を推進するとともに、次世代の半導体集積回路創生に向けた新たな切り口による研究開

発と将来の半導体産業をけん引する人材育成の中核となるアカデミア拠点の形成を進めてい

る。また、（国研）科学技術振興機構（ ）は、 年カーボンニュートラル実現等への貢

献を目指し、従来の延長線上にない非連続なイノベーションをもたらす革新的技術を創出す

るため、 年度から開始した「革新的 技術創出事業」（ ）及び「戦略的創造研究推

進事業 先端的カーボンニュートラル技術開発」（ ）を推進している。 では、我

が国のアカデミアが強みを持つ「蓄電池」「水素」「バイオものづくり」の つの重点領域を

設定し、技術成熟度を高める研究開発スキームの導入等を行いながら、材料等の開発やエン

ジニアリング、評価・解析等を統合的に行うオールジャパンのチーム型研究開発を展開して

いる。さらに、 では、重要となる技術領域を複数設定した上で、幅広いチャレンジ

ングな提案を募り、大学等における基礎研究の推進により様々な技術シーズを育成する探索

型の研究開発に取り組んでいる。

（（ ））科科学学技技術術・・イイノノベベーーシショョンンをを担担うう人人材材力力のの強強化化

①①若若手手研研究究者者のの処処遇遇向向上上とと研研究究環環境境整整備備

科学技術・イノベーションは我が国の成長戦略の重要な柱の一つであり、我が国が成長を

続け、新たな価値を生み出していくためには、博士後期課程学生を含む若手研究者の育成・

確保が重要である。しかし、我が国においては、博士後期課程への入学者数が直近 年は増

加しているものの 年以降減少傾向にあり、また、大学本務教員に占める 歳未満の割

合が低下していることから、若手研究者の安定した雇用と流動性の両立を図りながら、自ら

の自由な発想に基づいた研究に挑戦することができるよう、研究環境を整備していくことが

求められている（図 ・ ）。

図 ：博士後期課程入学者数の推移

資料：文部科学省「学校基本調査」

図 ：大学における 歳未満の本務教員の割合

資料：文部科学省「学校教員統計調査」

文部科学省では、 年 月に取りまとめ公表した「博士人材活躍プラン～博士をとろう

～」等を踏まえて、優秀な学生が安心して博士後期課程へ進学し、研究に専念できる環境を

整備するため、博士後期課程学生を含む若手研究者の処遇向上や研究環境確保に取り組んで

いる。具体的には、（国研）科学技術振興機構において、博士後期課程学生の経済的支援とキ

ャリアパス整備を一体的に実施する大学に対して「次世代研究者挑戦的研究プログラム」

（ ）で支援を行っている。また、「国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の

育成」（ ）では、緊急性の高い国家戦略分野として次世代 分野（ 分野及び 分野

における新興・融合領域）を設定し、次代を担う若手研究者や博士後期課程学生に対する研

究費等の支援を 年度より行っている。

また、（独）日本学術振興会においても、我が国の学術研究の将来を担う優秀な若手研究者

に対して、経済的に不安を感じることなく研究に専念し、研究者としての能力を向上できる
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り早期に実現することが重要である。 を通じて脱炭素、エネルギー安定供給、経済成長の

つを同時に実現するため、 年 月に「 実現に向けた基本方針」が閣議決定されると

ともに、 年 月に「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律（令和

年法律第 号）」が施行された。

カーボンニュートラルを達成するためには、デジタル化や電化を進めていくことが必要不

可欠であり、半導体・情報通信産業は、グリーンとデジタルを両立させるための鍵であるた

め、文部科学省においては、超省エネ・高性能なパワーエレクトロニクス機器等の実用化に

向けたパワーデバイス、受動素子、回路システムのトータルシステムとしての一体的な研究

開発を推進するとともに、次世代の半導体集積回路創生に向けた新たな切り口による研究開

発と将来の半導体産業をけん引する人材育成の中核となるアカデミア拠点の形成を進めてい

る。また、（国研）科学技術振興機構（ ）は、 年カーボンニュートラル実現等への貢

献を目指し、従来の延長線上にない非連続なイノベーションをもたらす革新的技術を創出す

るため、 年度から開始した「革新的 技術創出事業」（ ）及び「戦略的創造研究推

進事業 先端的カーボンニュートラル技術開発」（ ）を推進している。 では、我

が国のアカデミアが強みを持つ「蓄電池」「水素」「バイオものづくり」の つの重点領域を

設定し、技術成熟度を高める研究開発スキームの導入等を行いながら、材料等の開発やエン

ジニアリング、評価・解析等を統合的に行うオールジャパンのチーム型研究開発を展開して

いる。さらに、 では、重要となる技術領域を複数設定した上で、幅広いチャレンジ

ングな提案を募り、大学等における基礎研究の推進により様々な技術シーズを育成する探索

型の研究開発に取り組んでいる。

（（ ））科科学学技技術術・・イイノノベベーーシショョンンをを担担うう人人材材力力のの強強化化

①①若若手手研研究究者者のの処処遇遇向向上上とと研研究究環環境境整整備備

科学技術・イノベーションは我が国の成長戦略の重要な柱の一つであり、我が国が成長を

続け、新たな価値を生み出していくためには、博士後期課程学生を含む若手研究者の育成・

確保が重要である。しかし、我が国においては、博士後期課程への入学者数が直近 年は増

加しているものの 年以降減少傾向にあり、また、大学本務教員に占める 歳未満の割

合が低下していることから、若手研究者の安定した雇用と流動性の両立を図りながら、自ら

の自由な発想に基づいた研究に挑戦することができるよう、研究環境を整備していくことが

求められている（図 ・ ）。

図 ：博士後期課程入学者数の推移

資料：文部科学省「学校基本調査」

図 ：大学における 歳未満の本務教員の割合

資料：文部科学省「学校教員統計調査」

文部科学省では、 年 月に取りまとめ公表した「博士人材活躍プラン～博士をとろう

～」等を踏まえて、優秀な学生が安心して博士後期課程へ進学し、研究に専念できる環境を

整備するため、博士後期課程学生を含む若手研究者の処遇向上や研究環境確保に取り組んで

いる。具体的には、（国研）科学技術振興機構において、博士後期課程学生の経済的支援とキ

ャリアパス整備を一体的に実施する大学に対して「次世代研究者挑戦的研究プログラム」

（ ）で支援を行っている。また、「国家戦略分野の若手研究者及び博士後期課程学生の

育成」（ ）では、緊急性の高い国家戦略分野として次世代 分野（ 分野及び 分野

における新興・融合領域）を設定し、次代を担う若手研究者や博士後期課程学生に対する研

究費等の支援を 年度より行っている。

また、（独）日本学術振興会においても、我が国の学術研究の将来を担う優秀な若手研究者

に対して、経済的に不安を感じることなく研究に専念し、研究者としての能力を向上できる
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よう研究奨励金を支給する「特別研究員事業」などの取組を実施しており、 年度から、

新規採択者の研究奨励費を月額 万円から 万円に増額している。

②②キキャャリリアアパパススのの多多様様化化

科学技術・イノベーションの推進に向けては、博士人材を含む若手研究者の活躍を促して

いくことが重要であり、多様な職種のキャリアパスの確立を進めることが求められる。

文部科学省では、世界トップレベルの研究者育成プログラムを開発し、組織的・戦略的な

研究者育成を推進する研究機関に対して支援を行う「世界で活躍できる研究者戦略育成事業」

を 年度より実施している。

また、 では、経済的支援とキャリアパス支援を一体として行う大学を支援している。

各大学において海外派遣などによる国際性の涵養や、起業家教育をはじめとしたトランスフ

ァラブルスキルの習得、企業とのマッチングイベント等の取組が実施され、博士課程修了者

の就職率の向上や、産業界における理工系博士号取得者の採用者数の増加を図っている。

これに加えて、文部科学省と経済産業省では、「博士人材の民間企業における活躍促進に向

けた検討会」を開催し、企業や大学向けの「博士人材の民間企業における活躍促進に向けた

ガイドブック」を 年 月に取りまとめた。あわせて、「企業で活躍する博士人材ロール

モデル事例集」を策定した。

なお、（国研）科学技術振興機構（ ）においては、産学官で連携し、研究者や研究支援人

材を対象とした求人・求職情報など、同人材のキャリア開発に資する情報の提供及び活用支

援を行うため、「研究人材キャリア情報活用支援事業」を実施しており、「研究人材のキャリ

ア支援ポータルサイト」（ ）を運営している。

③③科科学学技技術術・・イイノノベベーーシショョンンをを担担うう多多様様なな人人材材のの育育成成・・活活躍躍促促進進

科学技術・イノベーションの推進のためには、研究者のみならず、その活動を支える多様

な人材の育成・活躍促進が重要である。特に、研究者に伴走し外部資金獲得や組織運営業務

等を行う、リサーチ・アドミニストレーター（ ）等の研究開発マネジメント人材が重要で

あり、このような人材の育成・確保を図るため、文部科学省科学技術・学術審議会人材委員

会科学技術人材多様化ワーキング・グループでの審議を経て、「研究開発マネジメント人材の

人事制度等に関するガイドライン」（ 年 月 日文部科学省科学技術・学術審議会 人

材委員会）を取りまとめた。

また、 年度から「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」により、我が国

全体の研究開発マネジメント人材の量的不足の解消及び質的向上を図るとともに、適切な処

遇・キャリアパスの確立を推進するための支援を行っている。

さらに、大学等において技術面から研究活動を支える高度専門人材である技術職員について

も、「技術職員の人事制度等に関するガイドライン」（ 年 月文部科学省科学技術・学術

審議会 人材委員会）を策定した。

そのほか、 では、我が国の優秀な人材層に、プログラム・マネージャー（ ）という新

たなイノベーション創出人材モデルと資金配分機関などで活躍するキャリアパスを提示・構

築するために、 に必要な知識・スキル・経験を実践的に習得する「プログラム・マネージ

ャーの育成・活躍促進プログラム」を実施している。このことに加え、 年度からは、

等の研究開発マネジメント人材に必要とされる知識の体系的な専門研修を実施している。

また、科学技術に関する高等の専門的応用能力を持って計画や設計などの業務を行う者に

対し、「技術士」の資格を付与する「技術士制度」を設けている。技術士試験は、理工系大学

卒業程度の専門的学識などを確認する第一次試験（ 年度合格者数 名 ）と技術士に

なるのにふさわしい高等の専門的応用能力を確認する第二次試験（同 名）から成る（表

）。

表 ：技術士第二次試験の部門別合格者（ 年度）

資料：日本技術士会「令和 年度技術士第二次試験統計」（ 年 月）

④④次次代代のの科科学学技技術術イイノノベベーーシショョンンをを担担うう人人材材のの育育成成

次代を担う科学技術人材を育成するため、初等中等教育（小学校高学年～高校生）段階か

ら理数系科目への関心を高め、理数好きの子供たちの裾野を拡大するとともに、その才能を

伸ばすため、次のような取組を総合的に推進し、理数系教育の充実を図っている。

文部科学省では、先進的な理数系教育を実施する高等学校等を「スーパーサイエンスハイ

スクール」（ ）に指定し、 を通じて支援を行うことで、生徒の科学的な探究能力等を培

い、将来の国際的な科学技術人材等の育成を図っている。具体的には、大学や研究機関等と

連携しながら課題研究の推進、理数系に重点を置いたカリキュラムの開発・実施等を行い、

創造性豊かな人材の育成に取り組んでいる。 年度は 校の高等学校等が特色ある取組

を進めている。 は、初等中等教育（小学校高学年～高校生）段階において理数系に優れた

意欲・能力を持つ児童生徒を対象に、その能力の更なる伸長を図る育成プログラムの開発・

実施に取り組む大学等を「次世代科学技術チャレンジプログラム」（ ）に選定し支援し

ている。

（公社）日本技術士会［ ］『令和 年度技術士第一次試験統計』
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②②キキャャリリアアパパススのの多多様様化化
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文部科学省では、世界トップレベルの研究者育成プログラムを開発し、組織的・戦略的な

研究者育成を推進する研究機関に対して支援を行う「世界で活躍できる研究者戦略育成事業」

を 年度より実施している。

また、 では、経済的支援とキャリアパス支援を一体として行う大学を支援している。

各大学において海外派遣などによる国際性の涵養や、起業家教育をはじめとしたトランスフ

ァラブルスキルの習得、企業とのマッチングイベント等の取組が実施され、博士課程修了者

の就職率の向上や、産業界における理工系博士号取得者の採用者数の増加を図っている。

これに加えて、文部科学省と経済産業省では、「博士人材の民間企業における活躍促進に向

けた検討会」を開催し、企業や大学向けの「博士人材の民間企業における活躍促進に向けた

ガイドブック」を 年 月に取りまとめた。あわせて、「企業で活躍する博士人材ロール

モデル事例集」を策定した。

なお、（国研）科学技術振興機構（ ）においては、産学官で連携し、研究者や研究支援人

材を対象とした求人・求職情報など、同人材のキャリア開発に資する情報の提供及び活用支

援を行うため、「研究人材キャリア情報活用支援事業」を実施しており、「研究人材のキャリ

ア支援ポータルサイト」（ ）を運営している。

③③科科学学技技術術・・イイノノベベーーシショョンンをを担担うう多多様様なな人人材材のの育育成成・・活活躍躍促促進進

科学技術・イノベーションの推進のためには、研究者のみならず、その活動を支える多様

な人材の育成・活躍促進が重要である。特に、研究者に伴走し外部資金獲得や組織運営業務

等を行う、リサーチ・アドミニストレーター（ ）等の研究開発マネジメント人材が重要で

あり、このような人材の育成・確保を図るため、文部科学省科学技術・学術審議会人材委員

会科学技術人材多様化ワーキング・グループでの審議を経て、「研究開発マネジメント人材の

人事制度等に関するガイドライン」（ 年 月 日文部科学省科学技術・学術審議会 人

材委員会）を取りまとめた。

また、 年度から「研究開発マネジメント人材に関する体制整備事業」により、我が国

全体の研究開発マネジメント人材の量的不足の解消及び質的向上を図るとともに、適切な処

遇・キャリアパスの確立を推進するための支援を行っている。

さらに、大学等において技術面から研究活動を支える高度専門人材である技術職員について

も、「技術職員の人事制度等に関するガイドライン」（ 年 月文部科学省科学技術・学術

審議会 人材委員会）を策定した。

そのほか、 では、我が国の優秀な人材層に、プログラム・マネージャー（ ）という新

たなイノベーション創出人材モデルと資金配分機関などで活躍するキャリアパスを提示・構

築するために、 に必要な知識・スキル・経験を実践的に習得する「プログラム・マネージ

ャーの育成・活躍促進プログラム」を実施している。このことに加え、 年度からは、

等の研究開発マネジメント人材に必要とされる知識の体系的な専門研修を実施している。

また、科学技術に関する高等の専門的応用能力を持って計画や設計などの業務を行う者に

対し、「技術士」の資格を付与する「技術士制度」を設けている。技術士試験は、理工系大学

卒業程度の専門的学識などを確認する第一次試験（ 年度合格者数 名 ）と技術士に

なるのにふさわしい高等の専門的応用能力を確認する第二次試験（同 名）から成る（表

）。

表 ：技術士第二次試験の部門別合格者（ 年度）

資料：日本技術士会「令和 年度技術士第二次試験統計」（ 年 月）

④④次次代代のの科科学学技技術術イイノノベベーーシショョンンをを担担うう人人材材のの育育成成

次代を担う科学技術人材を育成するため、初等中等教育（小学校高学年～高校生）段階か

ら理数系科目への関心を高め、理数好きの子供たちの裾野を拡大するとともに、その才能を

伸ばすため、次のような取組を総合的に推進し、理数系教育の充実を図っている。

文部科学省では、先進的な理数系教育を実施する高等学校等を「スーパーサイエンスハイ

スクール」（ ）に指定し、 を通じて支援を行うことで、生徒の科学的な探究能力等を培

い、将来の国際的な科学技術人材等の育成を図っている。具体的には、大学や研究機関等と

連携しながら課題研究の推進、理数系に重点を置いたカリキュラムの開発・実施等を行い、

創造性豊かな人材の育成に取り組んでいる。 年度は 校の高等学校等が特色ある取組

を進めている。 は、初等中等教育（小学校高学年～高校生）段階において理数系に優れた

意欲・能力を持つ児童生徒を対象に、その能力の更なる伸長を図る育成プログラムの開発・

実施に取り組む大学等を「次世代科学技術チャレンジプログラム」（ ）に選定し支援し

ている。

（公社）日本技術士会［ ］『令和 年度技術士第一次試験統計』
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また、数学、物理、化学、生物学、情報、地理、地学の国際科学オリンピックや国際学生科

学技術フェア（ ： ）などの国際科学技術

コンテストの国内大会の開催や、国際大会への日本代表選手の派遣、国際大会の日本開催に

対する支援等を行っている（図 ）。

年度は、全国の中学生が都道府県代表のチームで科学の思考力・技能を競う「第 回

科学の甲子園ジュニア全国大会」を 年 月 日（金）から 月 日（日）に開催

し、千葉県代表チーム（市川学園市川中学校）が優勝した（図 ）。同じく全国の高校生

等が、学校対抗・チーム制で理科・数学などにおける筆記・実技の総合力を競う「第 回科

学の甲子園全国大会」を 年 月 日（金）から 月 日（月）に開催し、岡山県代表

の岡山県立岡山朝日高等学校が優勝した（図 ）。

図 ：国際科学オリンピック国内大会への参加者数の推移

備考： 「数学」は （高校生以下対象）と （中学生以下対象）の つの国内大会の合計値。

参加者数は次年度の国際大会に向けた、主に高校生を対象とした国内大会の受験者数を指す。

資料：（国研）科学技術振興機構（ ）作成

図 ：第 回科学の甲子園ジュニア全国大会優勝チーム

備考： 千葉県代表チーム（市川学園市川中学校）

前列左から、原 千尋（はら ちひろ）さん（ 年）、大久保 早夏（おおくぼ さな）さん（ 年）、

鈴木 颯真（すずき そうま）さん（ 年）、中村 悠真（なかむら ゆうま）さん（ 年）、後列左か

ら、辻巻 凛（つじまき りん）さん（ 年）、白井 統麻（しらい とうま）さん（ 年）

※所属・学年は全て受賞当時

資料：（国研）科学技術振興機構（ ）提供
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科学の甲子園ジュニア全国大会」を 年 月 日（金）から 月 日（日）に開催

し、千葉県代表チーム（市川学園市川中学校）が優勝した（図 ）。同じく全国の高校生

等が、学校対抗・チーム制で理科・数学などにおける筆記・実技の総合力を競う「第 回科

学の甲子園全国大会」を 年 月 日（金）から 月 日（月）に開催し、岡山県代表

の岡山県立岡山朝日高等学校が優勝した（図 ）。

図 ：国際科学オリンピック国内大会への参加者数の推移

備考： 「数学」は （高校生以下対象）と （中学生以下対象）の つの国内大会の合計値。

参加者数は次年度の国際大会に向けた、主に高校生を対象とした国内大会の受験者数を指す。

資料：（国研）科学技術振興機構（ ）作成

図 ：第 回科学の甲子園ジュニア全国大会優勝チーム

備考： 千葉県代表チーム（市川学園市川中学校）

前列左から、原 千尋（はら ちひろ）さん（ 年）、大久保 早夏（おおくぼ さな）さん（ 年）、

鈴木 颯真（すずき そうま）さん（ 年）、中村 悠真（なかむら ゆうま）さん（ 年）、後列左か

ら、辻巻 凛（つじまき りん）さん（ 年）、白井 統麻（しらい とうま）さん（ 年）

※所属・学年は全て受賞当時

資料：（国研）科学技術振興機構（ ）提供
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図 ：第 回科学の甲子園全国大会優勝チーム

備考： 岡山県代表（岡山県立岡山朝日高等学校）

前列左から、畠山 直（はたけやま なお）さん（ 年）、山本 凱大（やまもと かいと）さん（

年）、森平 詩悠（もりひら しゆう）さん（ 年）、佐野 匠（さの たくみ）さん（ 年）、後列左

から、高橋 好汰（たかはし こうた）さん（ 年）、八木 悠高（やぎ ひさたか）さん（ 年）、青

木 仁志（あおき ひとし）さん（ 年）、三浦 聡将（みうら そうすけ）さん（ 年）

※所属・学年は全て受賞当時

資料：（国研）科学技術振興機構（ ）提供

（（ ））科科学学技技術術イイノノベベーーシショョンンのの戦戦略略的的国国際際展展開開

①①戦戦略略的的国国際際共共同同研研究究ププロロググララムム（（ ））

我が国の研究力向上等に向けて研究開発における国際ネットワークを強化するため、大学

等における国際共同研究を強力に支援することが求められている。これに応えるべく、「戦略

的国際共同研究プログラム」（ ）では、対等な協力関係の下で、戦略的に重要なものと

して国が設定した協力対象国・地域及び研究分野における国際共同研究を支援している。国

際協力によるイノベーション創出のため、多様な研究内容・体制に対応するタイプを設け、

相手国との合意に基づく国際共同研究を強力に推進し、相手国との相互裨益（ひえき）を原

則としつつも、我が国の課題解決型イノベーションの実現に貢献することを目指している。

年度から 年度にかけて、我が国及びドイツの大学・企業が、世界的強みを有する

技術を持ち寄り、従来品を大幅に小型軽量化し検出波長域を拡大した「小型全有機近赤外発

光・分光センサシステム」の実現を目指し、ドイツとの国際産学連携共同研究を推進。実用

レベルの発光効率と寿命を実現可能な近赤外有機 素子の開発に成功し、その試作品を、ド

イツ・ミュンヘンで行われた有機・印刷エレクトロニクス分野で世界最大級の国際展示会で

ある 国際見本市にて実演展示した（ 日本―ドイツ共同研究 オプティクス・

フォトニクス領域「小型全有機近赤外発光・分光センサシステムの開発」）（図 ）。

図 ：小型全有機近赤外発光・分光センサシステムの開発（ドイツ）

資料：山形大学提供

②②地地球球規規模模課課題題対対応応国国際際科科学学技技術術協協力力ププロロググララムム（（ ））

我が国の科学技術イノベーションを国際展開し、世界の「 」活動をけん引す

るため、我が国の優れた科学技術と政府開発援助（ ）との連携により、開発途上国のニー

ズに基づき、環境・エネルギー分野、防災分野、生物資源分野、感染症分野における地球規模

課題の解決と将来的な社会実装につながる国際共同研究を推進している。出口ステークホル

ダーとの連携・共同を促すスキームを活用し、 達成に向け研究成果の社会実装を加速さ

せる。 年 月時点で、これまでに世界 か国で 課題のプロジェクトが実施されて

おり、両国の科学技術の発展や人材育成にも大きく貢献し、社会実装につながる成果を生み

出している。

農業が盛んなインドネシアでは、様々な農作物が大規模に生産され、その加工の過程での

大量の残渣（排水、固体残渣、油など）が廃棄により温室効果ガスを発生させ地球温暖化の

原因となることから、この農業残渣を微生物の力でバイオ化学品やバイオ燃料へ変換し、農

業と連携した新しい化学産業の創出を目指すインドネシアとの国際共同研究を推進している。

バイオ化学品の製造では微生物の発酵条件を変化させて生分解性プラスチックの生産効率向

上を、バイオ燃料の生産では燃料の主成分の合成に必要な酵素の触媒活性を評価し、効率的

な合成プロセスの確立を目指す（ 「フードエステート廃棄物の変換技術によるバイオ

循環経済の樹立」）（図 ）。
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図 ：第 回科学の甲子園全国大会優勝チーム

備考： 岡山県代表（岡山県立岡山朝日高等学校）

前列左から、畠山 直（はたけやま なお）さん（ 年）、山本 凱大（やまもと かいと）さん（

年）、森平 詩悠（もりひら しゆう）さん（ 年）、佐野 匠（さの たくみ）さん（ 年）、後列左

から、高橋 好汰（たかはし こうた）さん（ 年）、八木 悠高（やぎ ひさたか）さん（ 年）、青

木 仁志（あおき ひとし）さん（ 年）、三浦 聡将（みうら そうすけ）さん（ 年）

※所属・学年は全て受賞当時

資料：（国研）科学技術振興機構（ ）提供

（（ ））科科学学技技術術イイノノベベーーシショョンンのの戦戦略略的的国国際際展展開開

①①戦戦略略的的国国際際共共同同研研究究ププロロググララムム（（ ））

我が国の研究力向上等に向けて研究開発における国際ネットワークを強化するため、大学

等における国際共同研究を強力に支援することが求められている。これに応えるべく、「戦略

的国際共同研究プログラム」（ ）では、対等な協力関係の下で、戦略的に重要なものと

して国が設定した協力対象国・地域及び研究分野における国際共同研究を支援している。国

際協力によるイノベーション創出のため、多様な研究内容・体制に対応するタイプを設け、

相手国との合意に基づく国際共同研究を強力に推進し、相手国との相互裨益（ひえき）を原

則としつつも、我が国の課題解決型イノベーションの実現に貢献することを目指している。

年度から 年度にかけて、我が国及びドイツの大学・企業が、世界的強みを有する

技術を持ち寄り、従来品を大幅に小型軽量化し検出波長域を拡大した「小型全有機近赤外発

光・分光センサシステム」の実現を目指し、ドイツとの国際産学連携共同研究を推進。実用

レベルの発光効率と寿命を実現可能な近赤外有機 素子の開発に成功し、その試作品を、ド

イツ・ミュンヘンで行われた有機・印刷エレクトロニクス分野で世界最大級の国際展示会で

ある 国際見本市にて実演展示した（ 日本―ドイツ共同研究 オプティクス・

フォトニクス領域「小型全有機近赤外発光・分光センサシステムの開発」）（図 ）。

図 ：小型全有機近赤外発光・分光センサシステムの開発（ドイツ）

資料：山形大学提供

②②地地球球規規模模課課題題対対応応国国際際科科学学技技術術協協力力ププロロググララムム（（ ））

我が国の科学技術イノベーションを国際展開し、世界の「 」活動をけん引す

るため、我が国の優れた科学技術と政府開発援助（ ）との連携により、開発途上国のニー

ズに基づき、環境・エネルギー分野、防災分野、生物資源分野、感染症分野における地球規模

課題の解決と将来的な社会実装につながる国際共同研究を推進している。出口ステークホル

ダーとの連携・共同を促すスキームを活用し、 達成に向け研究成果の社会実装を加速さ

せる。 年 月時点で、これまでに世界 か国で 課題のプロジェクトが実施されて

おり、両国の科学技術の発展や人材育成にも大きく貢献し、社会実装につながる成果を生み

出している。

農業が盛んなインドネシアでは、様々な農作物が大規模に生産され、その加工の過程での

大量の残渣（排水、固体残渣、油など）が廃棄により温室効果ガスを発生させ地球温暖化の

原因となることから、この農業残渣を微生物の力でバイオ化学品やバイオ燃料へ変換し、農

業と連携した新しい化学産業の創出を目指すインドネシアとの国際共同研究を推進している。

バイオ化学品の製造では微生物の発酵条件を変化させて生分解性プラスチックの生産効率向

上を、バイオ燃料の生産では燃料の主成分の合成に必要な酵素の触媒活性を評価し、効率的

な合成プロセスの確立を目指す（ 「フードエステート廃棄物の変換技術によるバイオ

循環経済の樹立」）（図 ）。
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図 ：農業残渣を有効利用した燃料や化学品への変換（インドネシア）

資料：神戸大学提供

③③先先端端国国際際共共同同研研究究推推進進事事業業／／ププロロググララムム（（ ））

年度から、政策上重要な科学技術分野を対象として、日本と価値観を共にする欧米等

科学技術同志国におけるトップ研究者同士が実施する国際共同研究を支援している。これに

より、日本の研究者にトップ研究サークルへの参加を促し「国際頭脳循環」の形成を目指す。

国際共同研究に参加する若手研究者等の相手国への派遣や相手国からの優秀な研究者の招へ

いを通して、最先端の研究開発につながるネットワークの構築と、次世代のトップ研究者の

育成を進めている。

④④日日 科科学学技技術術・・イイノノベベーーシショョンン協協働働連連携携事事業業（（ ））

「日 友好協力 周年」を機に、日 の長きにわたる国際共同研究や人材交流等

の取組を基盤とし、双方の強みを活かした柔軟で重層的な科学技術協力を推進している。相

互の持続可能な研究協力関係を更に強化し、イノベーションを共創するパートナーとしての

成長を目指すべく、「国際共同研究」、「研究人材育成・交流」、「拠点」の つの取組を進めて

いる。

「国際共同研究」では、我が国と 加盟国との先端共通重点分野における国際共同研

究の提案を募集し、採択された国際共同研究課題に対して研究費を支援している。一例とし

てインドネシアとは「タンパク質や酵素のバイオものづくり」、「代謝物のバイオものづくり」、

「細胞および組織のバイオものづくり」の つのサブトピックの下、「バイオものづくり」分

野の国際共同研究を推進中である。

                             

  
  

                               

   
  

（（ ））そそのの他他ののももののづづくくりり基基盤盤技技術術開開発発

①①ロロボボッットト研研究究にに関関すするる取取組組

年に日本経済再生本部にて決定された「ロボット新戦略」の三つの柱のうち「日本を

世界のロボットイノベーション拠点とする「ロボット創出力の抜本的強化」の柱における、

「次世代に向けた技術開発」に基づき、人とロボットの協働を実現するため、産業や社会に

実装され、大きなインパクトを与えるような要素技術となる 、センシング・認識技術、機

構・駆動（アクチュエーター）・制御技術、長寿命の小型軽量蓄電池技術等の開発を推進する

こととしている。

産産学学官官連連携携にによよるる研研究究開開発発のの推推進進

（（ ））省省庁庁横横断断的的ププロロジジェェククトト「「戦戦略略的的イイノノベベーーシショョンン創創造造ププロロググララムム（（ ））」」

は、総合科学技術・イノベーション会議（ ）が司令塔機能を発揮して、省庁の枠や

旧来の分野を超えたマネジメントにより、科学技術イノベーションを実現するため 年度

に創設したプログラムであり、各課題を強力にリードするプログラムディレクター（ ）を

中心に、府省や産学官の垣根を越えて基礎研究から社会実装までを見据えて一気通貫で研究

開発を推進するプログラムである。

第 期は 年度から 年度までの 年間で 課題に取り組んだ。 年度に追

跡評価を行ったところ、アンモニア燃焼やダイナミックマップなど大きな経済・社会的効果

につながるものも出てきている。

第 期は 年度から 年度までの 年間で の課題に取り組んだ。成果の一例

として、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、非常に激しい雨が同じ場

所で降り続いている線状降水帯の検出条件を定め、自動的に検出する技術を開発し気象庁の

「顕著な大雨に関する気象情報」に実装された（ 年 月 日運用開始）。また、予測技

術の開発も進め、社会実装に向けて自治体との実証実験を実施している。さらに、様々な交

通環境下におけるセンサーの弱点現象の検証を可能とするため、実現象と一致性が高く世界

最高性能であるシミュレーションモデル ®（ ）

の実用化に向けた体制整備が進んでいる（図 ）。

第 期は、 年度から 年度の 年間で「第 期科学技術・イノベーション基本

計画」（ 年 月 日閣議決定）に基づき、我が国が目指す将来像（ ）の実現

に向けた の課題に取り組んでいる（図 ）。

第 期では 実現のため、技術開発のみならず、それに係る社会システム

改革も含め社会実装につなげる計画や体制を整備することとしている。このため、「科学技術

イノベーション創造推進費に関する基本方針」における「研究開発計画」を「社会実装に向

けた戦略及び研究開発計画」に変更し、 の下、府省・産学官連携に加えて、 つの視点（技

術、制度、事業、社会的受容性、人材）から必要な取組を推進している（図 ）。 つの視

点の取組度合いを測るため、以前からある （技術成熟度レベル）に加え、新たに （事

業成熟度レベル）、 （制度成熟度レベル）、 （社会的受容性成熟度レベル）、 （人材成

熟度レベル）といった指標を導入している。
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図 ：農業残渣を有効利用した燃料や化学品への変換（インドネシア）

資料：神戸大学提供

③③先先端端国国際際共共同同研研究究推推進進事事業業／／ププロロググララムム（（ ））

年度から、政策上重要な科学技術分野を対象として、日本と価値観を共にする欧米等

科学技術同志国におけるトップ研究者同士が実施する国際共同研究を支援している。これに

より、日本の研究者にトップ研究サークルへの参加を促し「国際頭脳循環」の形成を目指す。

国際共同研究に参加する若手研究者等の相手国への派遣や相手国からの優秀な研究者の招へ

いを通して、最先端の研究開発につながるネットワークの構築と、次世代のトップ研究者の

育成を進めている。

④④日日 科科学学技技術術・・イイノノベベーーシショョンン協協働働連連携携事事業業（（ ））

「日 友好協力 周年」を機に、日 の長きにわたる国際共同研究や人材交流等

の取組を基盤とし、双方の強みを活かした柔軟で重層的な科学技術協力を推進している。相

互の持続可能な研究協力関係を更に強化し、イノベーションを共創するパートナーとしての

成長を目指すべく、「国際共同研究」、「研究人材育成・交流」、「拠点」の つの取組を進めて

いる。

「国際共同研究」では、我が国と 加盟国との先端共通重点分野における国際共同研

究の提案を募集し、採択された国際共同研究課題に対して研究費を支援している。一例とし

てインドネシアとは「タンパク質や酵素のバイオものづくり」、「代謝物のバイオものづくり」、

「細胞および組織のバイオものづくり」の つのサブトピックの下、「バイオものづくり」分

野の国際共同研究を推進中である。

                             

  
  

                               

   
  

（（ ））そそのの他他ののももののづづくくりり基基盤盤技技術術開開発発

①①ロロボボッットト研研究究にに関関すするる取取組組

年に日本経済再生本部にて決定された「ロボット新戦略」の三つの柱のうち「日本を

世界のロボットイノベーション拠点とする「ロボット創出力の抜本的強化」の柱における、

「次世代に向けた技術開発」に基づき、人とロボットの協働を実現するため、産業や社会に

実装され、大きなインパクトを与えるような要素技術となる 、センシング・認識技術、機

構・駆動（アクチュエーター）・制御技術、長寿命の小型軽量蓄電池技術等の開発を推進する

こととしている。

産産学学官官連連携携にによよるる研研究究開開発発のの推推進進

（（ ））省省庁庁横横断断的的ププロロジジェェククトト「「戦戦略略的的イイノノベベーーシショョンン創創造造ププロロググララムム（（ ））」」

は、総合科学技術・イノベーション会議（ ）が司令塔機能を発揮して、省庁の枠や

旧来の分野を超えたマネジメントにより、科学技術イノベーションを実現するため 年度

に創設したプログラムであり、各課題を強力にリードするプログラムディレクター（ ）を

中心に、府省や産学官の垣根を越えて基礎研究から社会実装までを見据えて一気通貫で研究

開発を推進するプログラムである。

第 期は 年度から 年度までの 年間で 課題に取り組んだ。 年度に追

跡評価を行ったところ、アンモニア燃焼やダイナミックマップなど大きな経済・社会的効果

につながるものも出てきている。

第 期は 年度から 年度までの 年間で の課題に取り組んだ。成果の一例

として、大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、非常に激しい雨が同じ場

所で降り続いている線状降水帯の検出条件を定め、自動的に検出する技術を開発し気象庁の

「顕著な大雨に関する気象情報」に実装された（ 年 月 日運用開始）。また、予測技

術の開発も進め、社会実装に向けて自治体との実証実験を実施している。さらに、様々な交

通環境下におけるセンサーの弱点現象の検証を可能とするため、実現象と一致性が高く世界

最高性能であるシミュレーションモデル ®（ ）

の実用化に向けた体制整備が進んでいる（図 ）。

第 期は、 年度から 年度の 年間で「第 期科学技術・イノベーション基本

計画」（ 年 月 日閣議決定）に基づき、我が国が目指す将来像（ ）の実現

に向けた の課題に取り組んでいる（図 ）。

第 期では 実現のため、技術開発のみならず、それに係る社会システム

改革も含め社会実装につなげる計画や体制を整備することとしている。このため、「科学技術

イノベーション創造推進費に関する基本方針」における「研究開発計画」を「社会実装に向

けた戦略及び研究開発計画」に変更し、 の下、府省・産学官連携に加えて、 つの視点（技

術、制度、事業、社会的受容性、人材）から必要な取組を推進している（図 ）。 つの視

点の取組度合いを測るため、以前からある （技術成熟度レベル）に加え、新たに （事

業成熟度レベル）、 （制度成熟度レベル）、 （社会的受容性成熟度レベル）、 （人材成

熟度レベル）といった指標を導入している。
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図 ： 第 期の主な成果

資料：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「戦略的イノベーション創造プログラム（ ）概要」（

年 月）

図 ： 第 期の 課題

資料：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「戦略的イノベーション創造プログラム（ ）概要」（

年 月）

図 ： 第 期の実施体制

資料：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「戦略的イノベーション創造プログラム（ ）マネジメ

ントガイドライン」（ 年 月）

（（ ））研研究究開開発発とと ととのの橋橋渡渡ししププロロググララムム（（ ））にによよるる研研究究開開発発成成果果のの社社会会実実

装装のの促促進進

（研究開発型）は、統合イノベーション戦略等の科学技術・イノベーション政策の

方針に基づき、総合科学技術・イノベーション会議（ ）の司令塔機能の下、 や各省庁

の研究開発等の施策で生み出された革新技術等を、社会課題の解決や新事業創出につなげる

ための重点課題を設定し、各省庁から施策提案を募集した上で、民間研究開発投資の誘発又

は財政支出の効率化に資する取組を推進するプログラムである（図 ）。

年 月には、 ガバニングボードにおいて、 年度の研究開発型の重点課題と

して、「 や各省庁制度による研究開発成果の社会実装・市場開拓の加速化」、「ほかの戦略

分野等との技術の融合による研究開発」、「スタートアップによるイノベーションの創出・促

進」、「産学官を挙げた人材の育成・確保」及び「グローバルな視点での連携強化」の 項目

を設定した。これを踏まえて各省庁から施策提案を募集し、 年 月には、ガバニングボ

ードにおいて、 年度からの継続施策及び 年度の新規提案施策を対象とする 年

度当初予算分の実施方針を決定し、これに基づき、各省庁において計 施策を実施した。
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図 ： 第 期の主な成果

資料：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「戦略的イノベーション創造プログラム（ ）概要」（

年 月）

図 ： 第 期の 課題

資料：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「戦略的イノベーション創造プログラム（ ）概要」（

年 月）

図 ： 第 期の実施体制

資料：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「戦略的イノベーション創造プログラム（ ）マネジメ

ントガイドライン」（ 年 月）

（（ ））研研究究開開発発とと ととのの橋橋渡渡ししププロロググララムム（（ ））にによよるる研研究究開開発発成成果果のの社社会会実実

装装のの促促進進

（研究開発型）は、統合イノベーション戦略等の科学技術・イノベーション政策の

方針に基づき、総合科学技術・イノベーション会議（ ）の司令塔機能の下、 や各省庁

の研究開発等の施策で生み出された革新技術等を、社会課題の解決や新事業創出につなげる

ための重点課題を設定し、各省庁から施策提案を募集した上で、民間研究開発投資の誘発又

は財政支出の効率化に資する取組を推進するプログラムである（図 ）。

年 月には、 ガバニングボードにおいて、 年度の研究開発型の重点課題と

して、「 や各省庁制度による研究開発成果の社会実装・市場開拓の加速化」、「ほかの戦略

分野等との技術の融合による研究開発」、「スタートアップによるイノベーションの創出・促

進」、「産学官を挙げた人材の育成・確保」及び「グローバルな視点での連携強化」の 項目

を設定した。これを踏まえて各省庁から施策提案を募集し、 年 月には、ガバニングボ

ードにおいて、 年度からの継続施策及び 年度の新規提案施策を対象とする 年

度当初予算分の実施方針を決定し、これに基づき、各省庁において計 施策を実施した。
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図 ： （研究開発型）の実施体制

資料：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「 について」 （ 年 月）

  

 

 

                      

                             
                  

                                  
                                 
                                 
    

                                     
                   

                                 

                                    
                              

                                  
   

             

                                   
                              
                                   
                                  
  

                                  
                                 
       

                                       
                         

 

 

 

 

  

     

                             

                    

        

      
     

       
   

      

   

   

    

    

（（ ））産産学学共共同同研研究究等等、、技技術術移移転転ののたためめのの研研究究開開発発、、成成果果のの活活用用促促進進

多様な先端的・独創的研究成果を生み出す「知」の拠点である大学等と企業の効果的な協

力関係の構築は、我が国のものづくり基盤技術の高度化や効率化、高付加価値化のほか、新

事業・新製品の開拓に資するものとなる。

また、科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」によると、

主要業種における 社あたりの社内研究開発費の平均値は 億円（うち受入研究費が

億円）、総外部支出研究開発費の平均値は 億円であった（表 ）。

表 ：資本金階級別 主要業種における 社当たりの社内研究開発費（ 年度会計）

備考：ここでいう主要業種とは、回答企業において最大の売上高を占める事業のことである。

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）

また、 年度から 年度の研究開発費の平均値の推移をみると、横ばいに推移して

いる（図 ）。

図 ：主要業種における 社あたりの社内研究開発費の平均値の推移

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研

究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、

「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に関する調査報告

」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に

関する調査報告 」（ 年 月）から文部科学省作成

資本金 億円以上、かつ、社内で研究開発を行っている 社を対象とし、 社から回答が得られた。
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図 ： （研究開発型）の実施体制

資料：内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局「 について」 （ 年 月）

  

 

 

                      

                             
                  

                                  
                                 
                                 
    

                                     
                   

                                 

                                    
                              

                                  
   

             

                                   
                              
                                   
                                  
  

                                  
                                 
       

                                       
                         

 

 

 

 

  

     

                             

                    

        

      
     

       
   

      

   

   

    

    

（（ ））産産学学共共同同研研究究等等、、技技術術移移転転ののたためめのの研研究究開開発発、、成成果果のの活活用用促促進進

多様な先端的・独創的研究成果を生み出す「知」の拠点である大学等と企業の効果的な協

力関係の構築は、我が国のものづくり基盤技術の高度化や効率化、高付加価値化のほか、新

事業・新製品の開拓に資するものとなる。

また、科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」によると、

主要業種における 社あたりの社内研究開発費の平均値は 億円（うち受入研究費が

億円）、総外部支出研究開発費の平均値は 億円であった（表 ）。

表 ：資本金階級別 主要業種における 社当たりの社内研究開発費（ 年度会計）

備考：ここでいう主要業種とは、回答企業において最大の売上高を占める事業のことである。

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）

また、 年度から 年度の研究開発費の平均値の推移をみると、横ばいに推移して

いる（図 ）。

図 ：主要業種における 社あたりの社内研究開発費の平均値の推移

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研

究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、

「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に関する調査報告

」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に

関する調査報告 」（ 年 月）から文部科学省作成

資本金 億円以上、かつ、社内で研究開発を行っている 社を対象とし、 社から回答が得られた。
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研究開発において他組織と連携した理由としては、「技術変化に対応するため」、「顧客ニー

ズに対応するため」、「研究開発における目標達成のための時間を短縮するため」など、主に

急速な環境変化への迅速な対応を目的として行われている（図 ）。

図 ：他組織との連携理由

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）

研究開発の促進を目的とした他組織との連携について、連携先の組織別の割合をみると、

「国内の大学等」が最も大きく、続いて「大企業」となっている（図 ）。

図 ：研究開発の促進を目的とした他組織との連携の実施割合：他組織の種類別

備考： 既存事業向けの研究開発であるか新規事業向けの研究開発であるかを問わず、それぞれの連携先組織

と「連携した」と回答した企業の割合を示した。

．「大企業」、「中小企業」は「外部コンサルタントや民間研究所」、「スタートアップ」を含まない。

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）

一方、最も規模の大きい連携をした他組織については、「大企業」の割合が最も大きく、「国

内の大学等」が続いている（図 ）。

     

     

     

     

     

     

     

                 

      

   

    

         

               

            

             

   

図 ：最も大きい規模の連携をした他組織

備考： 他組織の種類（「その他」を含む 種類）のいずれかに「連携した」と回答した企業を対象に、「最も

規模の大きい連携」を行った他組織の種類の回答（単一）を求め、その回答割合を示した。

．「最も規模の大きい連携」とは、連携先の組織の規模ではなく、連携に要した資金額や関与した従業

員の人数などが最も大きい連携を指す。

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）

国内企業や国立大学・公的研究機関との連携で効果があった点については、「自社技術競争

力の向上」や「新たな特許出願」、「連携先の施設や設備の利用」など、自社単独では相応のコ

ストを要する課題が、外部リソースを活用することにより解決されている（図 ・ ）。

図 ：国内企業との連携で効果があった点

備考：効果があったと回答した企業を対象に、それぞれの効果の項目の回答割合を示した。

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）
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研究開発において他組織と連携した理由としては、「技術変化に対応するため」、「顧客ニー

ズに対応するため」、「研究開発における目標達成のための時間を短縮するため」など、主に

急速な環境変化への迅速な対応を目的として行われている（図 ）。

図 ：他組織との連携理由

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）

研究開発の促進を目的とした他組織との連携について、連携先の組織別の割合をみると、

「国内の大学等」が最も大きく、続いて「大企業」となっている（図 ）。

図 ：研究開発の促進を目的とした他組織との連携の実施割合：他組織の種類別

備考： 既存事業向けの研究開発であるか新規事業向けの研究開発であるかを問わず、それぞれの連携先組織

と「連携した」と回答した企業の割合を示した。

．「大企業」、「中小企業」は「外部コンサルタントや民間研究所」、「スタートアップ」を含まない。

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）

一方、最も規模の大きい連携をした他組織については、「大企業」の割合が最も大きく、「国

内の大学等」が続いている（図 ）。

     

     

     

     

     

     

     

                 

      

   

    

         

               

            

             

   

図 ：最も大きい規模の連携をした他組織

備考： 他組織の種類（「その他」を含む 種類）のいずれかに「連携した」と回答した企業を対象に、「最も

規模の大きい連携」を行った他組織の種類の回答（単一）を求め、その回答割合を示した。

．「最も規模の大きい連携」とは、連携先の組織の規模ではなく、連携に要した資金額や関与した従業

員の人数などが最も大きい連携を指す。

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）

国内企業や国立大学・公的研究機関との連携で効果があった点については、「自社技術競争

力の向上」や「新たな特許出願」、「連携先の施設や設備の利用」など、自社単独では相応のコ

ストを要する課題が、外部リソースを活用することにより解決されている（図 ・ ）。

図 ：国内企業との連携で効果があった点

備考：効果があったと回答した企業を対象に、それぞれの効果の項目の回答割合を示した。

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）
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図 ：国内大学・公的研究機関との連携で効果があった点

備考：効果があったと回答した企業を対象に、それぞれの効果の項目の回答割合を示した。

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）

他組織との連携によるメリットは様々あるものの、現状はいまだに約 分の の事業者が

他組織と研究開発の連携をしたことがない（図 ）。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

               

           

      

          

            

               

       

            

                 

           

                

         

   

   

図 ：研究開発における他組織との連携の有無

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研究

活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、

「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に関する調査報告

」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に

関する調査報告 」（ 年 月）から文部科学省作成

資本金階級別にみると、資本金階級が大きくなるほど、他組織と連携したことがある企業

の割合は高く、また、新規事業・既存事業の「両方」で連携を実施したとする企業の割合も高

い（表 ）。

表 ：資本金階級別他組織との研究開発連携の有無

備考：「他組織との連携を実施した」又は「他組織との連携を実施していない」のどちらかを回答した企業を対

象とした。

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）
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図 ：国内大学・公的研究機関との連携で効果があった点

備考：効果があったと回答した企業を対象に、それぞれの効果の項目の回答割合を示した。

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）

他組織との連携によるメリットは様々あるものの、現状はいまだに約 分の の事業者が

他組織と研究開発の連携をしたことがない（図 ）。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

   

   

               

           

      

          

            

               

       

            

                 

           

                

         

   

   

図 ：研究開発における他組織との連携の有無

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研究
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」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）、「民間企業の研究活動に

関する調査報告 」（ 年 月）から文部科学省作成

資本金階級別にみると、資本金階級が大きくなるほど、他組織と連携したことがある企業

の割合は高く、また、新規事業・既存事業の「両方」で連携を実施したとする企業の割合も高

い（表 ）。

表 ：資本金階級別他組織との研究開発連携の有無

備考：「他組織との連携を実施した」又は「他組織との連携を実施していない」のどちらかを回答した企業を対

象とした。

資料：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告 」（ 年 月）
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また、「日本再興戦略 」（ 年 月 日閣議決定）においては、従来研究者個人と企

業の一組織（開発本部）との連携にとどまってきた産学官連携を、組織のトップが関与する

「組織」対「組織」の本格的な産学官連携へと発展させ、産学官連携の体制を強化し、企業か

ら大学及び国立研究開発法人等への投資を 年までに 倍に増やすこととされている。

文部科学省及び経済産業省は、大学・国立研究開発法人が産学官連携機能を強化する上で

の課題とそれに対する処方箋を取りまとめた「産学官連携による共同研究強化のためのガイ

ドライン」を 年に策定し、その普及に努めてきた。さらに、ガイドラインに基づく産学

連携体制構築に向けてボトルネックとなっている課題の解消に向けた処方箋と、産業界にお

ける課題とそれに対する処方箋についてまとめた「産学官連携による共同研究強化のための

ガイドライン【追補版】」を 年に公表するとともに、 年 月には具体的な取組手法

を整理した「ガイドラインを理解するための 」を、 年 月には「知」の価値を評価・

算出する方法を実務的な水準まで整理した「産学協創の充実に向けた大学等の「知」の評価・

算出のためのハンドブック」をそれぞれ公表し、その普及に努めている。

年度においては、民間企業との共同研究による大学等の研究費受入額は約 億円

であり、このうち 件当たりの受入額が 万円以上の共同研究に係る研究費受入額は約

億円と、着実に進展している（図 ）。

図 ：大学等における産学連携活動

備考：国公私立大学（短期大学を含む）、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関が対象。

資料：文部科学省「令和 年度大学等における産学連携等実施状況について」（ 年 月）

さらに、 年度からは「共創の場形成支援プログラム」（ ）を開始した。本プロ

グラムでは、社会変革や社会課題解決につながる産学官連携によるオープンイノベーション

を促進するため、バックキャストによるイノベーションに資する研究開発と、自立的・持続

的な拠点形成が可能な産学官連携マネジメントシステムの構築を支援しており、国の政策方

針に基づき文部科学省が設定する「政策重点分野」（ 年度から）、国レベルやグローバル

レベルの社会課題の解決を目指す「共創分野」（ 年度から）、地域が自立的に地域課題解

決・地域経済発展を進めることができる持続的な地域産学官共創システムの形成を行う「地

域共創分野」（ 年度から）、地域の未来に向けて解決すべき課題の深掘り、課題解決プロ

セスの練り上げ、産学官共創をけん引する独創的・挑戦的な若手研究者によるチーム構想の

磨き上げ等を重点支援する「未来共創分野」（ 年度から）を設け、支援を行っている（図

）。

図 ：共創の場形成支援実施中拠点一覧

資料：文部科学省作成

大学等発ベンチャーの新規創設数は、一時期減少傾向にあったが、近年は回復基調にあり、

年度の実績は 件となった（図 ）。今後も、グローバルに成長することのでき

る質の高い大学等発ベンチャーの創出に向けた環境を整備していく必要がある。
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「組織」対「組織」の本格的な産学官連携へと発展させ、産学官連携の体制を強化し、企業か

ら大学及び国立研究開発法人等への投資を 年までに 倍に増やすこととされている。

文部科学省及び経済産業省は、大学・国立研究開発法人が産学官連携機能を強化する上で

の課題とそれに対する処方箋を取りまとめた「産学官連携による共同研究強化のためのガイ

ドライン」を 年に策定し、その普及に努めてきた。さらに、ガイドラインに基づく産学

連携体制構築に向けてボトルネックとなっている課題の解消に向けた処方箋と、産業界にお

ける課題とそれに対する処方箋についてまとめた「産学官連携による共同研究強化のための

ガイドライン【追補版】」を 年に公表するとともに、 年 月には具体的な取組手法

を整理した「ガイドラインを理解するための 」を、 年 月には「知」の価値を評価・

算出する方法を実務的な水準まで整理した「産学協創の充実に向けた大学等の「知」の評価・

算出のためのハンドブック」をそれぞれ公表し、その普及に努めている。

年度においては、民間企業との共同研究による大学等の研究費受入額は約 億円

であり、このうち 件当たりの受入額が 万円以上の共同研究に係る研究費受入額は約

億円と、着実に進展している（図 ）。

図 ：大学等における産学連携活動

備考：国公私立大学（短期大学を含む）、国公私立高等専門学校、大学共同利用機関が対象。

資料：文部科学省「令和 年度大学等における産学連携等実施状況について」（ 年 月）

さらに、 年度からは「共創の場形成支援プログラム」（ ）を開始した。本プロ

グラムでは、社会変革や社会課題解決につながる産学官連携によるオープンイノベーション

を促進するため、バックキャストによるイノベーションに資する研究開発と、自立的・持続

的な拠点形成が可能な産学官連携マネジメントシステムの構築を支援しており、国の政策方

針に基づき文部科学省が設定する「政策重点分野」（ 年度から）、国レベルやグローバル

レベルの社会課題の解決を目指す「共創分野」（ 年度から）、地域が自立的に地域課題解

決・地域経済発展を進めることができる持続的な地域産学官共創システムの形成を行う「地

域共創分野」（ 年度から）、地域の未来に向けて解決すべき課題の深掘り、課題解決プロ

セスの練り上げ、産学官共創をけん引する独創的・挑戦的な若手研究者によるチーム構想の

磨き上げ等を重点支援する「未来共創分野」（ 年度から）を設け、支援を行っている（図

）。

図 ：共創の場形成支援実施中拠点一覧

資料：文部科学省作成

大学等発ベンチャーの新規創設数は、一時期減少傾向にあったが、近年は回復基調にあり、

年度の実績は 件となった（図 ）。今後も、グローバルに成長することのでき

る質の高い大学等発ベンチャーの創出に向けた環境を整備していく必要がある。
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図 ：大学等発ベンチャーの設立数の推移

備考：本調査における大学等発ベンチャーとは、大学等の教職員・学生等を発明者とする特許を基に起業した

場合、関係する教職員等が設立者となった場合等における企業を指す。

資料：文部科学省「令和 年度大学等における産学連携等実施状況について」（ 年 月）

文部科学省及び（国研）科学技術振興機構（ ）では、政府が決定した「スタートアップ

育成 か年計画」において、スタートアップを強力に育成するとともに、国際市場を取り込

んで急成長するスタートアップの創出を目指していることを踏まえ、大学等を中心としたス

タートアップ・エコシステムを形成するための様々な支援を実施している。

「大学発新産業創出基金」では、グローバルで大きく成長する可能性を秘めた大学等の技

術シーズを支援するギャップファンドプログラムや地域の中核大学等を中心としたスタート

アップ創出体制整備等を支援している。また、創業後のスタートアップの成長を加速化させ

るために、大学等が中心になってスタートアップと大企業の協働を推進し、スタートアップ

の創業から成長までを一気通貫で支援する新たなオープンイノベーション構築を目指す「次

世代型オープンイノベーションの構築」を実施している。さらに、「出資型新事業創出支援プ

ログラム」（ ）を実施し、 が支援した研究開発成果を活用するスタートアップ企業

へ出資等を行うことにより、同企業の創業直後の成長と事業活動を通じた研究開発成果の実

用化を促進している。

また、スタートアップの担い手として、急激な社会環境の変化を受容し、新たな価値を生

み出していく精神（アントレプレナーシップ）を備えた人材を育成するために、スタートア

ップ・エコシステム拠点都市の大学を中心に小中高校生から大学生・大学院生といった幅広

い段階にアントレプレナーシップ教育の受講機会を提供する「大学発新産業創出プログラム」

（ ）を実施している。さらに、我が国全体のアントレプレナーシップ醸成を促進するた

め、教育ガイドの策定等を行う「全国アントレプレナーシップ醸成促進事業」や、起業家等

を「アントレプレナーシップ推進大使」として文部科学大臣が任命し全国の小中高等に派遣

する事業等を行った。

その他の産学連携に関する取組として、 においては、産学連携により大学等の研究成果

の実用化を促進するため、大学等の個々の研究者が創出した成果の実用化に向けた研究開発

を産学が共同で行うとともに、学から産への技術移転を行う「研究成果最適展開支援プログ

ラム」（ ）、大学等における研究成果の戦略的な海外特許取得の支援や、大学等に散在

している特許権等の集約・パッケージ化による活用促進等を通じて、大学等の知的財産の総

合的活用を支援する「知財活用支援事業」を実施している。

また、研究開発税制について、共同研究等を通じた試験研究を促進するため、民間企業が

大学等と行う共同試験研究のために支出した試験研究費について、一般の試験研究費よりも

高い税額控除率を適用できる措置を設けている。
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図 ：大学等発ベンチャーの設立数の推移

備考：本調査における大学等発ベンチャーとは、大学等の教職員・学生等を発明者とする特許を基に起業した

場合、関係する教職員等が設立者となった場合等における企業を指す。

資料：文部科学省「令和 年度大学等における産学連携等実施状況について」（ 年 月）

文部科学省及び（国研）科学技術振興機構（ ）では、政府が決定した「スタートアップ

育成 か年計画」において、スタートアップを強力に育成するとともに、国際市場を取り込

んで急成長するスタートアップの創出を目指していることを踏まえ、大学等を中心としたス

タートアップ・エコシステムを形成するための様々な支援を実施している。

「大学発新産業創出基金」では、グローバルで大きく成長する可能性を秘めた大学等の技

術シーズを支援するギャップファンドプログラムや地域の中核大学等を中心としたスタート

アップ創出体制整備等を支援している。また、創業後のスタートアップの成長を加速化させ

るために、大学等が中心になってスタートアップと大企業の協働を推進し、スタートアップ

の創業から成長までを一気通貫で支援する新たなオープンイノベーション構築を目指す「次

世代型オープンイノベーションの構築」を実施している。さらに、「出資型新事業創出支援プ

ログラム」（ ）を実施し、 が支援した研究開発成果を活用するスタートアップ企業

へ出資等を行うことにより、同企業の創業直後の成長と事業活動を通じた研究開発成果の実

用化を促進している。

また、スタートアップの担い手として、急激な社会環境の変化を受容し、新たな価値を生

み出していく精神（アントレプレナーシップ）を備えた人材を育成するために、スタートア

ップ・エコシステム拠点都市の大学を中心に小中高校生から大学生・大学院生といった幅広

い段階にアントレプレナーシップ教育の受講機会を提供する「大学発新産業創出プログラム」

（ ）を実施している。さらに、我が国全体のアントレプレナーシップ醸成を促進するた

め、教育ガイドの策定等を行う「全国アントレプレナーシップ醸成促進事業」や、起業家等

を「アントレプレナーシップ推進大使」として文部科学大臣が任命し全国の小中高等に派遣

する事業等を行った。

その他の産学連携に関する取組として、 においては、産学連携により大学等の研究成果

の実用化を促進するため、大学等の個々の研究者が創出した成果の実用化に向けた研究開発

を産学が共同で行うとともに、学から産への技術移転を行う「研究成果最適展開支援プログ

ラム」（ ）、大学等における研究成果の戦略的な海外特許取得の支援や、大学等に散在

している特許権等の集約・パッケージ化による活用促進等を通じて、大学等の知的財産の総

合的活用を支援する「知財活用支援事業」を実施している。

また、研究開発税制について、共同研究等を通じた試験研究を促進するため、民間企業が

大学等と行う共同試験研究のために支出した試験研究費について、一般の試験研究費よりも

高い税額控除率を適用できる措置を設けている。
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（（ ））

日日本本全全体体でで大大学学等等発発ススタターートトアアッッププのの質質・・量量をを一一段段高高めめるるたためめののネネッットトワワーークク構構築築

文部科学省及び（国研）科学技術振興機構（ ）では、大学等のアカデミアから生まれる

スタートアップの創出を質・量ともに格段に充実させ、人材・知・資金が循環するエコシス

テムの仕組みを全国に形成することを目指し、日本を つの地域に分けて、大学等を中核に自

治体・産業界等とも連携したプラットフォームの形成を進めている。

各プラットフォームにおける技術シーズの事業化や起業環境整備等により、地域ごとにス

タートアップを創出する土壌が整いつつある。今後は更に、各地域の特性や強みを活かしな

がら、プラットフォームの枠を超えて情報やノウハウなどを効率的・効果的に共有する仕組

みが求められている。

このような状況を踏まえ、①取組の見える化と発信、②海外拠点の高度化、③研究シーズ

の見える化、④創業支援（経営人材・事業化支援人材の情報共有と育成、ワンストップ窓口

の設置）、⑤コミュニティ形成等に取り組むため、「 」を立ち上げた。これらの取組を

全国で一体となって更に推進することで、大学等発スタートアップの質・量の一層の強化を

図っていく。

図：大学等を中心とした全国 つのプラットフォーム

資料：文部科学省作成

（（ ））大大学学等等ににおおけけるる研研究究成成果果のの戦戦略略的的なな創創出出・・管管理理・・活活用用ののたためめのの体体制制整整備備

大学等の優れた研究成果を活かすためには、成果を統合発展させ、国際競争力のある製

品・サービスとするための産業界との協力の推進が不可欠であり、これはものづくり産業の

活性化にも資するものである。そのため、大学等において、研究成果の民間企業への移転を

促進し、それらを効果的にイノベーションに結び付ける観点から、戦略的な産学官連携機能

の強化を図っている。

年に制定された「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促

進に関する法律（平成 年法律第 号）」は、上記のような研究成果移転の促進により、我

が国の産業の技術の向上と大学等における研究活動の活性化を図ることを目的とした法律で

ある。本法に基づき実施計画を承認された （ ）は、

年度末で 機関となっている。

大学等の研究成果に基づく特許権等について企業に実施許諾を与え、その対価として企業から実施料収入を受

け取り、大学等や研究者（発明者）に研究資金として還元することなどを事業内容とする機関。
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（（ ））

日日本本全全体体でで大大学学等等発発ススタターートトアアッッププのの質質・・量量をを一一段段高高めめるるたためめののネネッットトワワーークク構構築築

文部科学省及び（国研）科学技術振興機構（ ）では、大学等のアカデミアから生まれる

スタートアップの創出を質・量ともに格段に充実させ、人材・知・資金が循環するエコシス

テムの仕組みを全国に形成することを目指し、日本を つの地域に分けて、大学等を中核に自

治体・産業界等とも連携したプラットフォームの形成を進めている。

各プラットフォームにおける技術シーズの事業化や起業環境整備等により、地域ごとにス

タートアップを創出する土壌が整いつつある。今後は更に、各地域の特性や強みを活かしな

がら、プラットフォームの枠を超えて情報やノウハウなどを効率的・効果的に共有する仕組

みが求められている。

このような状況を踏まえ、①取組の見える化と発信、②海外拠点の高度化、③研究シーズ

の見える化、④創業支援（経営人材・事業化支援人材の情報共有と育成、ワンストップ窓口

の設置）、⑤コミュニティ形成等に取り組むため、「 」を立ち上げた。これらの取組を

全国で一体となって更に推進することで、大学等発スタートアップの質・量の一層の強化を

図っていく。

図：大学等を中心とした全国 つのプラットフォーム

資料：文部科学省作成

（（ ））大大学学等等ににおおけけるる研研究究成成果果のの戦戦略略的的なな創創出出・・管管理理・・活活用用ののたためめのの体体制制整整備備

大学等の優れた研究成果を活かすためには、成果を統合発展させ、国際競争力のある製

品・サービスとするための産業界との協力の推進が不可欠であり、これはものづくり産業の

活性化にも資するものである。そのため、大学等において、研究成果の民間企業への移転を

促進し、それらを効果的にイノベーションに結び付ける観点から、戦略的な産学官連携機能

の強化を図っている。

年に制定された「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促

進に関する法律（平成 年法律第 号）」は、上記のような研究成果移転の促進により、我

が国の産業の技術の向上と大学等における研究活動の活性化を図ることを目的とした法律で

ある。本法に基づき実施計画を承認された （ ）は、

年度末で 機関となっている。

大学等の研究成果に基づく特許権等について企業に実施許諾を与え、その対価として企業から実施料収入を受

け取り、大学等や研究者（発明者）に研究資金として還元することなどを事業内容とする機関。
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第第 章章 我我がが国国製製造造業業のの競競争争力力強強化化にに向向けけたた視視点点

第第 節節 製製造造業業をを取取りり巻巻くく対対外外環環境境のの急急激激なな変変化化とと影影響響

（（ ））国国際際情情勢勢とと先先端端産産業業分分野野ををめめぐぐるる各各国国のの動動向向

近年、製造業を取り巻く対外環境は、かつてない速度で変化している。国際情勢の変動は

激しく、米国関税措置を始めとする各国の保護主義的な貿易措置の強化や、自国第一主義的

な産業政策の強化などにより、国際経済秩序の揺らぎが生じている。地政学リスクの高まり

も重なり、事業環境の不透明さと不確実性は恒常化している。

特に近年は、米中貿易摩擦などの国際情勢を背景に、米中による貿易措置の応酬など、各

国の政策は短期間で大きく変動している。米国では 年 月の第 次トランプ政権発足

以降、関税等の貿易管理措置が相次いで発動された。 年 月 日には、米国連邦最高

裁判所が相互関税等に関する大統領令を違法・無効と判断し、同日、相互関税の適用停止

と、最大 日間全ての輸入に対して ％の従価関税を賦課する大統領令が発表され、い

ずれも同月 日に発動された（図 ・ ）。また、中国は、重要鉱物に関する輸出管理

を強化しており、 年 月にはタングステン、テルル、ビスマス、モリブデン、インジ

ウム、同年 月には重レアアース 種が対象となった（図 ）。さらに、 年 月に

は、日本向けのデュアルユース品目に対する輸出管理の強化措置が実施された 。加えて、

同年 月には、日本企業等 法人を「管理リスト」に掲載しデュアルユース品目の輸出禁

止等を行うとともに、別途、日本企業等 法人を「懸念リスト」に掲載し輸出許可審査を

厳格化することが発表された。

貿易措置や輸出管理の強化などの背景には、 等の先端産業分野における各国の競争激

化もあり、 をめぐる政策・規制が各国で加速している。 年には我が国を含む各国が

に関する制度整備を進めた。 では、 年 月に成立した 法（

）が 年に段階的に施行され 、包括的な 規制を進める一方で、同

年 月には「 」が公表され、 活用に向けた施策を打ち出

している 。米国では 年 月に「 アクションプラン」が公表され、米国の 関連技

術の国際展開を促進する方針等が示された 。同月、中国においても「グローバル ガバナ

ンス行動計画」が発表され、国際的な ガバナンスに向けた枠組みが提示された 。我が国

（独）日本貿易振興機構『中国、デュアルユース品目の対日輸出管理を強化』（ 年 月 日公表、 年

月 日参照）

（独）日本貿易振興機構『 の 規則、禁止される 利用のルールが適用開始に』（ 年 月 日公表、

年 月 日参照）

［ ］『 』

［ ］『 』

『 』（ 年

月 日公表、 年 月 日参照）
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では、 年 月に「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」（ 法）

が全面施行され、 によるイノベーションの促進とリスク対応のための枠組みが定められ

ている 。さらに、同年 月には「人工知能基本計画」が閣議決定され、 の信頼性確保と

ともに の利活用の加速的推進が施策の方向性として示された 。

各国が 分野への関与を一層強化する中、 を始めとするデジタル技術の進展は、産業

の競争力や事業運営の在り方に大きな影響を及ぼしている。

図 ：米国の関税措置の概要（ 年 月時点）

資料：（独）日本貿易振興機構「米国トランプ政権の関税政策の要旨」（ 年 月）

内閣府［ ］『人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（ 法）の概要』

内閣府［ ］『人工知能基本計画（概要）』
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図 ：米国と中国による貿易管理等措置の主な動向（ 年 月時点）

資料：経済産業省「通商戦略 」（ 年 月）、経済産業省「第 回 経済安全保障に関する産業・技術基
盤強化のための有識者会議 資料 経済安全保障に関する産業・技術基盤強化の検討状況と今後の方向
性」（ 年 月）から経済産業省作成
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（（ ））我我がが国国製製造造事事業業者者へへのの影影響響

このような対外環境の変化は、製造事業者の事業活動にいかに影響を与えているのだろう

か。特に 年の対米輸出総額の 割超を占めている輸送用機器 のうち、自動車について

着目したい。

自動車の我が国からの輸出数量の推移をみると、全世界向け、米国向けともに、 年前

半に新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により減少したが、 年頃にかけて回

復傾向がみられる。 年以降は、特に米国についてはやや低調に推移しており、 年に

発生した自動車工業関連の工場稼働停止 の影響等によるものと考えられる。一方、輸出単

価の推移をみると、米国向け輸出単価は 年頃から 年前半まで上昇傾向で推移してい

る。

次に、米国関税措置が発動された 後の動きをみると、 年 月から 月の米国向け輸出

単価は、低下している。米国内での販売価格上昇を抑えるため、輸出価格から米国関税措置

上昇分を引き下げる動きや、相対的に販売価格の低い車種の輸出割合を増加させる動きがあ

ったことがうかがえる。価格上昇に伴う輸出数量の減少を回避し、米国関税措置の適用下に

おいても輸出数量を維持しようとする動きがあったものと考えられるが、 年 月以降は

再び輸出単価が上昇しており、製造事業者は収益の確保を図るため、ハイブリッド車や大型

ガソリン車等の利益率の高い商品の輸出増加や価格転嫁等を徐々に進めていることがうかが

える（図 ）。

（独）日本貿易振興機構「ドル建て貿易概況」（主要国・地域別×主要商品別 輸出 （ ～ 年））を用い

て、経済産業省にて算出したもの。

（独）日本貿易振興機構『ジェトロ世界貿易投資報告 年版』（ 年 月 日公表、 年 月 日

参照）

（独）日本貿易振興機構『トランプ米大統領、世界共通関税と相互関税課す大統領令を発表』（ 年 月

日公表、 年 月 日参照）

図 ：我が国からの自動車の輸出推移

備考： ．「自動車」は、「乗用自動車その他の自動車」とする。

．数量は「個、本、枚、頭、羽、匹、台、両、機、隻、着」のいずれかであり、単価＝輸出金額（万円）

／数量にて算出。

資料：財務省「貿易統計」（ 年 月）から経済産業省作成
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経済産業省では、米国関税措置の影響を評価するとともに、必要となる国内対策を速やか

に実行に移すため、「米国関税対策本部」を設置 し、米国関税措置に関する対応について議

論を行っている。 年 月に行われた「第 回米国関税対策本部」では、企業の業績見通し

を公表しており、特に製造業の中でも自動車分野においては、減益を見込む企業が多いこと

が分かる（図 ）。

経済産業省［ ］『米国関税対策本部の設置について』

図 ：米国関税措置の影響

資料：経済産業省「第 回米国関税対策本部 資料 米国関税措置の影響と対応」（ 年 月）
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また、製造事業者が経営を行う中で影響の大きかった各国の通商・産業政策の変化を確認

すると、「米国関税措置（ 年）」を挙げる事業者が約 割と、半数の事業者が米国関税

政策の影響を意識していることが分かった。次いで、「米国による対中半導体規制の強化

（ 年～）」、「中国によるレアアース輸出制限（ 年）」を挙げる事業者の割合が高い

結果となった（図 ）。

図 ：製造事業者に影響を与えた各国の通商・産業政策の変化

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

これらの意識は実際の企業行動にどのように結び付いているのだろうか。第 章で述べた

とおり、直近 年間で事業者が最も実施した企業行動は「価格転嫁（販売先に対する値上げ

要請、消費者価格の値上げ）」であった。価格転嫁分のコストについてみてみると、「原材料

価格の高騰分」、「労務費の高騰分」、「エネルギーコストの上昇分」を挙げる事業者が大きな

割合を占めており、「関税の税率上昇分」を転嫁したと回答する事業者は 割未満であった

（図 ）。
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図 ：価格転嫁したコストの内容

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

関税の税率上昇分を価格転嫁しなかった事業者のうち、その理由として割合が最も高かっ

たのは「関税の税率上昇の影響はない」であった。一方で、「関税の税率上昇による影響を

精査しきれていない」と回答した事業者は約 割となっており、現時点で関税の影響を把握

しきれていない事業者が一定数いることが分かった（図 ）。

図 ：関税の税率上昇分を価格転嫁しなかった理由

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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また、今後 年以内に価格転嫁を実施する計画を業種別に比較すると、輸送用機械と鉄鋼

業で価格転嫁の実施を予定している事業者の割合が、他業種と比較して ポイント以上高

い結果となった（図 ）。

図 ：今後 年以内に価格転嫁を実施する計画（業種別）

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            

    

    

     

   

    

    

    

   

  
 
  
  

  
 
  
  

  
 
  
  

  
 
  
 

  
 
  
  

  
 
  
  

  
 
  
  

  
 
  
  

              

                      

                          

                             

   

第４章我が国製造業の競争力強化に向けた視点

製
造
業
を
取
り
巻
く
対
外
環
境
の
急
激
な
変
化
と
影
響

第
１
節

153ものづくり白書



第第 節節 製製造造業業のの設設備備投投資資動動向向

第 節では、我が国製造業を取り巻く対外環境の急激な変化と影響について述べた。本節

では、製造業の競争力強化に向けて必要である設備投資について、製造事業者と政府の取組

状況等について述べる。

 我我がが国国製製造造業業のの設設備備投投資資のの現現状状

製造業を含む日本企業全体の設備投資額について、内閣府「国民経済計算」における名目

民間企業設備投資額を確認すると、過去 年間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影

響等による 年の大幅な減少（前年比マイナス ％）を除けば、増加基調で推移してい

る。設備投資額は 年には 兆円を超え、 年から 年までの 年間の年平均増加

率は ％となっている（図 ）。なお、 年 月に行われた「国内投資拡大に向けた官

民連携フォーラム」において、民間企業設備投資額の官民目標を 年度 兆円と設定し

ており 、この目標を達成するためには、 年（ 兆円）以降、年平均増加率は ％

と、これまで以上の設備投資拡大が求められる。

内閣官房［ ］『国内投資拡大のための官民連携フォーラム（令和 年 月 日開催）議事要旨』

図 ：名目民間企業設備投資額の推移

資料：内閣府「国民経済計算：実額（名目暦年）」（ 年 月）

     

      

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

                      

    

   
      

兆兆円円

（（ 年年度度官官民民目目標標））

製造業の業種別の設備投資の動向をみるため、内閣府「機械受注統計調査報告」から、機

械製造事業者が製造事業者から受けた設備用機械の受注額を確認すると、まず全体として

は、 年は約 兆円となり、 年の約 兆円から約 兆円、率では約 ％の増

加となった。

年から 年の動きを業種別でみると、「鉄鋼・非鉄金属」が約 兆円増（約 ％

増）、「化学工業」が約 兆円増（約 ％増）に対し、「自動車・同付属品」は約 兆円

減（約 ％減）となっている。なお、 年は、米国関税措置や半導体供給制約等、製造

業の生産活動に影響を及ぼす要因が発生している（図 ）。

図 ：機械受注額の推移

備考： 「鉄鋼・非鉄金属」は、「鉄鋼業」と「非鉄金属製造業」の合計。

．「その他」は、製造業全体の合計額から「はん用・生産用機械」、「電気機械」、「鉄鋼・非鉄金属」、

「自動車・同付属品」、「化学工業」を差し引いたもの。

資料：内閣府「機械受注統計調査報告（需要者別受注額（暦年））」（ 年 月）から経済産業省作成

                                                              

                    
          

                          
                    

          

     
     

                                   
          

     
     

          
     

               
     

     
     

     
     

          
     

                  
      

      
      

      

      
            

      
            

      
      

      
      

      

      
            

      

 

   

   

   

   

   

   

                      

     

   

                                   

154



第第 節節 製製造造業業のの設設備備投投資資動動向向

第 節では、我が国製造業を取り巻く対外環境の急激な変化と影響について述べた。本節

では、製造業の競争力強化に向けて必要である設備投資について、製造事業者と政府の取組

状況等について述べる。

 我我がが国国製製造造業業のの設設備備投投資資のの現現状状

製造業を含む日本企業全体の設備投資額について、内閣府「国民経済計算」における名目

民間企業設備投資額を確認すると、過去 年間、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影

響等による 年の大幅な減少（前年比マイナス ％）を除けば、増加基調で推移してい

る。設備投資額は 年には 兆円を超え、 年から 年までの 年間の年平均増加

率は ％となっている（図 ）。なお、 年 月に行われた「国内投資拡大に向けた官

民連携フォーラム」において、民間企業設備投資額の官民目標を 年度 兆円と設定し

ており 、この目標を達成するためには、 年（ 兆円）以降、年平均増加率は ％

と、これまで以上の設備投資拡大が求められる。

内閣官房［ ］『国内投資拡大のための官民連携フォーラム（令和 年 月 日開催）議事要旨』

図 ：名目民間企業設備投資額の推移

資料：内閣府「国民経済計算：実額（名目暦年）」（ 年 月）

     

      

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

                      

    

   
      

兆兆円円

（（ 年年度度官官民民目目標標））

製造業の業種別の設備投資の動向をみるため、内閣府「機械受注統計調査報告」から、機

械製造事業者が製造事業者から受けた設備用機械の受注額を確認すると、まず全体として

は、 年は約 兆円となり、 年の約 兆円から約 兆円、率では約 ％の増

加となった。

年から 年の動きを業種別でみると、「鉄鋼・非鉄金属」が約 兆円増（約 ％

増）、「化学工業」が約 兆円増（約 ％増）に対し、「自動車・同付属品」は約 兆円

減（約 ％減）となっている。なお、 年は、米国関税措置や半導体供給制約等、製造

業の生産活動に影響を及ぼす要因が発生している（図 ）。

図 ：機械受注額の推移

備考： 「鉄鋼・非鉄金属」は、「鉄鋼業」と「非鉄金属製造業」の合計。

．「その他」は、製造業全体の合計額から「はん用・生産用機械」、「電気機械」、「鉄鋼・非鉄金属」、

「自動車・同付属品」、「化学工業」を差し引いたもの。

資料：内閣府「機械受注統計調査報告（需要者別受注額（暦年））」（ 年 月）から経済産業省作成
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企業の業況判断及び設備の過不足感について、日本銀行「全国企業短期経済観測調査」に

おける業況判断 及び設備判断 を確認すると、製造業の業況判断は、 年 月調査以

降、プラスの水準を維持しつつ、おおむね改善傾向で推移している。

設備判断については、業況判断との相関が高いことから、業況判断の改善傾向に合わせて

不足方向への動きがみられるものの、 年以降の設備判断 の値はマイナス からプラス

の範囲にとどまり、設備の過不足がおおむね生じていない均衡状態にある（図 ）。

図 ：業況判断 ／生産・営業用設備判断 （製造業）の推移

備考： ．「業況判断 」は、企業の収益を中心とした業況についての全般的な判断を示すものであり、業況が

良いと回答した企業の割合から業況が悪いと回答した企業の割合を引いて算出。

．「生産・営業用設備判断 」は、企業の生産設備・営業用設備の過不足についての判断を示すもので

あり、過剰と回答した企業の割合から不足と回答した企業の割合を引いて算出。

資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（ 年 月）

   

   

   

 

  

  

  

  

     

   

   

   

   

 

  

  

  

                                                        

                        

                      

   

                          

   

     

     

  

  

製造業の設備投資の動向を確認するため、財務省「法人企業統計調査」をみると、製造業

における設備投資額は、 年以降、増加傾向で推移している。

また、減価償却費も増加している一方、設備投資額が減価償却費を上回る額は 年以降

拡大している。前述の図 「全国企業短期経済観測調査」における設備判断では、設備

の過不足はおおむね生じていない均衡状況にあるが、「法人企業統計調査」の結果からは、

そのような状況にあっても、設備投資が積極的に行われている状況がうかがえる（図

）。

図 ：製造業の設備投資額と減価償却費の推移

備考： ．設備投資（当期末新設固定資産合計）及び減価償却費合計（当期末償却固定資産）の値を使用。

．当該期から 期前までの平均（後方四半期移動平均）を算出。

資料：財務省「法人企業統計調査」（ 年 月）から経済産業省作成

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                       

                      

     

   

            

156



企業の業況判断及び設備の過不足感について、日本銀行「全国企業短期経済観測調査」に

おける業況判断 及び設備判断 を確認すると、製造業の業況判断は、 年 月調査以

降、プラスの水準を維持しつつ、おおむね改善傾向で推移している。

設備判断については、業況判断との相関が高いことから、業況判断の改善傾向に合わせて

不足方向への動きがみられるものの、 年以降の設備判断 の値はマイナス からプラス

の範囲にとどまり、設備の過不足がおおむね生じていない均衡状態にある（図 ）。

図 ：業況判断 ／生産・営業用設備判断 （製造業）の推移

備考： ．「業況判断 」は、企業の収益を中心とした業況についての全般的な判断を示すものであり、業況が

良いと回答した企業の割合から業況が悪いと回答した企業の割合を引いて算出。

．「生産・営業用設備判断 」は、企業の生産設備・営業用設備の過不足についての判断を示すもので

あり、過剰と回答した企業の割合から不足と回答した企業の割合を引いて算出。

資料：日本銀行「全国企業短期経済観測調査」（ 年 月）

   

   

   

 

  

  

  

  

     

   

   

   

   

 

  

  

  

                                                        

                        

                      

   

                          

   

     

     

  

  

製造業の設備投資の動向を確認するため、財務省「法人企業統計調査」をみると、製造業

における設備投資額は、 年以降、増加傾向で推移している。

また、減価償却費も増加している一方、設備投資額が減価償却費を上回る額は 年以降

拡大している。前述の図 「全国企業短期経済観測調査」における設備判断では、設備

の過不足はおおむね生じていない均衡状況にあるが、「法人企業統計調査」の結果からは、

そのような状況にあっても、設備投資が積極的に行われている状況がうかがえる（図

）。

図 ：製造業の設備投資額と減価償却費の推移

備考： ．設備投資（当期末新設固定資産合計）及び減価償却費合計（当期末償却固定資産）の値を使用。

．当該期から 期前までの平均（後方四半期移動平均）を算出。

資料：財務省「法人企業統計調査」（ 年 月）から経済産業省作成
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次に、「法人企業統計調査」から、製造業における有形固定資産と無形固定資産への設備

投資額を比較すると、無形固定資産への設備投資額は、全体の 割弱にとどまり、有形固定

資産への設備投資と比べ低い水準にある。一方で、無形固定資産への設備投資額は、有形固

定資産の設備投資額よりも高い増加率となっており、無形固定資産の比重は高まりつつある

（図 ）。

図 ：製造業の設備投資額の推移と投資額の内訳
（有形固定資産・無形固定資産）

備考： 有形固定資産は、設備投資（当期末新設固定資産合計）から無形固定資産（当期末新設固定資産）を

引いた値のうち、当該年の四半期額を合計して算出。

無形固定資産は、無形固定資産（当期末新設固定資産）の値のうち、当該年の四半期額を合計して算

出。

当該期から 期前までの平均（後方四半期移動平均）で算出。

資料：財務省「法人企業統計調査」（ 年 月）から経済産業省作成

   

   

   

   

     

     

     

     

     

     

                      

     

   

            

        

   

   

   

   

    

                                                       

                         

            

   

さらに、「法人企業統計調査」から、製造業の無形固定資産設備投資のうち、ソフトウェ

ア投資額 の推移をみると、 年は 兆 億円となり、 年の 兆 億円から 億

円の増加（ ％増）となっている。また、業種別でみると、自動車産業では （

：車両の主要な機能や性能をソフトウェアで定義・制御する自動車）の開

発が行われるなど、製品へのソフトウェア活用が拡大しているが、「自動車・同附属品製造

業」におけるソフトウェア投資額も 年から 年までの 年間で 倍に増加している

（図 ）。

法人企業統計調査の項目のうち「設備投資」から「ソフトウェアを除く設備投資」を引いた金額をいう。

図 ：ソフトウェア投資額の推移

備考： 設備投資（当期末新設固定資産合計）の四半期合計額からソフトウェアを除く設備投資（当期末新設

固定資産）の四半期合計額を引いた値を使用。

「その他」は、製造業全体の合計額から「自動車・同附属製品製造業」、「情報通信機器具製造業」、

「化学工業」、「電気機械器具製造業」、「生産用機械器具製造業」を差し引いたもの。

資料：財務省「法人企業統計調査」（ 年 月）から経済産業省作成
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次に、「法人企業統計調査」から、製造業における有形固定資産と無形固定資産への設備
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資産への設備投資と比べ低い水準にある。一方で、無形固定資産への設備投資額は、有形固

定資産の設備投資額よりも高い増加率となっており、無形固定資産の比重は高まりつつある

（図 ）。
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備考： 有形固定資産は、設備投資（当期末新設固定資産合計）から無形固定資産（当期末新設固定資産）を

引いた値のうち、当該年の四半期額を合計して算出。

無形固定資産は、無形固定資産（当期末新設固定資産）の値のうち、当該年の四半期額を合計して算

出。

当該期から 期前までの平均（後方四半期移動平均）で算出。
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業」におけるソフトウェア投資額も 年から 年までの 年間で 倍に増加している

（図 ）。

法人企業統計調査の項目のうち「設備投資」から「ソフトウェアを除く設備投資」を引いた金額をいう。

図 ：ソフトウェア投資額の推移
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固定資産）の四半期合計額を引いた値を使用。
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我が国の資本装備率と労働生産性の関係性をみると、資本装備率の伸び率が高い事業者は

労働生産性の伸び率も高い結果となり、労働生産性を高めていく上において、資本装備率を

高めていく必要があるとうかがえる（図 ）。

加えて、労働生産性と賃金の関係性をみると、労働生産性の伸び率が高い事業者は賃金の

伸び率も高い結果となった。資本装備率を上げることで、労働生産性が上がり、賃上げにつ

ながる好循環が構築されるものといえよう（図 ）。

図 ：資本装備率の伸び率と労働生産性の伸び率の関係

資料：内閣官房「日本成長戦略会議基礎資料」（ 年 月）

図 ：労働生産性の伸び率と賃金の伸び率の関係

資料：内閣官房「日本成長戦略会議基礎資料」（ 年 月）

我が国の設備投資の状況を国際比較の観点から検証する。

従業員 人当たりの生産設備量を示す資本装備率の国際比較では、我が国の資本装備率は

年以降、図中に掲載する他国と比較して最も低い結果となった。また、前述の図

で記載したとおり、我が国の労働生産性も他国と比較して低い水準にある。

さらに、民間企業設備投資額は 年から 年までの 年間で年率 ％で増加してい

ることは前述で示したとおりであるが、資本装備率は各国より低いことから、資本装備率を

引き上げ、ひいては賃上げにつなげていくため、設備投資の加速化が必要である（図

）。

図 ：資本装備率の国際比較

資料：内閣官房「日本成長戦略会議基礎資料」（ 年 月）
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ながる好循環が構築されるものといえよう（図 ）。
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資料：内閣官房「日本成長戦略会議基礎資料」（ 年 月）

図 ：労働生産性の伸び率と賃金の伸び率の関係

資料：内閣官房「日本成長戦略会議基礎資料」（ 年 月）

我が国の設備投資の状況を国際比較の観点から検証する。

従業員 人当たりの生産設備量を示す資本装備率の国際比較では、我が国の資本装備率は

年以降、図中に掲載する他国と比較して最も低い結果となった。また、前述の図

で記載したとおり、我が国の労働生産性も他国と比較して低い水準にある。

さらに、民間企業設備投資額は 年から 年までの 年間で年率 ％で増加してい

ることは前述で示したとおりであるが、資本装備率は各国より低いことから、資本装備率を

引き上げ、ひいては賃上げにつなげていくため、設備投資の加速化が必要である（図

）。

図 ：資本装備率の国際比較

資料：内閣官房「日本成長戦略会議基礎資料」（ 年 月）
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製製造造事事業業者者ににおおけけるる設設備備投投資資動動向向

我が国製造事業者を対象とした直近 年間及び今後 年間の設備投資に関する調査結果によ

れば、直近、今後のいずれにおいても、有形固定資産に設備投資をする事業者の割合が、無

形固定資産への設備投資割合を上回った。

また、第 項で示したとおり、固定資産投資に占める無形固定資産投資の比率は 割弱とな

っていることも踏まえると、無形固定資産への設備投資は低水準にあることがうかがえる。

有形固定資産への設備投資のうち、「既存設備の維持・補修」、「設備の代替（入替え・交

換・更新等）」は、直近、今後のいずれにおいても高い回答割合を示しており、短期・中期

の双方で重要な設備投資項目となっている。

一方で、「業務効率化やコスト削減」を目的とした設備投資は、直近については「設備の

代替（入替え・交換・更新等）」、「既存設備の維持・補修」と比較すると実施割合が半分以

下にとどまっているものの、今後については直近から ポイント上昇しており、全項目の

中で最も高い上昇幅を示している。

以上の結果からは、有形固定資産への設備投資が優先的に行われている傾向がみられる一

方、「業務効率化やコスト削減」といった無形固定資産関連の設備投資についても、中期的

な課題として必要性が認識されていると考えられる（図 ）。

図 ：直近／今後 年間の設備投資内容

備考： 直近 年間の回答は設備投資を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

今後 年間の回答は「設備投資の予定はない」を除いて記載している。

複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

     

     

     

     

     

     

     

     

            

            

       

                 

          

       

        

             

           

                

             

     

                     

      
   

      

    

      

     

     

     

     

     

     

     

    

            

     

                  

設備投資の実施先に関して行った調査では、直近 年間及び今後 年間のいずれにおいて

も、国内向けの設備投資の割合が高い結果となった。

一方で、「顧客行動・市場分析を通じた新製品・新事業・新サービスの創出」について

は、海外市場を含む「海外のみ」及び「国内・海外とも」を選択した事業者の割合が約 ％

とほかの項目と比較して高くなっている。この結果から、国内市場にとどまることなく海外

市場へ新事業等の展開を将来的に考えている事業者が存在することがうかがえる結果となっ

た（図 ）。

図 ：直近／今後 年間の設備投資実施先

備考： 直近 年間の回答は設備投資を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

今後 年間の回答は「設備投資の予定はない」を除いて記載している。

複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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製製造造事事業業者者ににおおけけるる設設備備投投資資動動向向

我が国製造事業者を対象とした直近 年間及び今後 年間の設備投資に関する調査結果によ

れば、直近、今後のいずれにおいても、有形固定資産に設備投資をする事業者の割合が、無

形固定資産への設備投資割合を上回った。

また、第 項で示したとおり、固定資産投資に占める無形固定資産投資の比率は 割弱とな

っていることも踏まえると、無形固定資産への設備投資は低水準にあることがうかがえる。

有形固定資産への設備投資のうち、「既存設備の維持・補修」、「設備の代替（入替え・交

換・更新等）」は、直近、今後のいずれにおいても高い回答割合を示しており、短期・中期

の双方で重要な設備投資項目となっている。

一方で、「業務効率化やコスト削減」を目的とした設備投資は、直近については「設備の

代替（入替え・交換・更新等）」、「既存設備の維持・補修」と比較すると実施割合が半分以

下にとどまっているものの、今後については直近から ポイント上昇しており、全項目の

中で最も高い上昇幅を示している。

以上の結果からは、有形固定資産への設備投資が優先的に行われている傾向がみられる一

方、「業務効率化やコスト削減」といった無形固定資産関連の設備投資についても、中期的

な課題として必要性が認識されていると考えられる（図 ）。

図 ：直近／今後 年間の設備投資内容

備考： 直近 年間の回答は設備投資を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

今後 年間の回答は「設備投資の予定はない」を除いて記載している。

複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

     

     

     

     

     

     

     

     

            

            

       

                 

          

       

        

             

           

                

             

     

                     

      
   

      

    

      

     

     

     

     

     

     

     

    

            

     

                  

設備投資の実施先に関して行った調査では、直近 年間及び今後 年間のいずれにおいて

も、国内向けの設備投資の割合が高い結果となった。

一方で、「顧客行動・市場分析を通じた新製品・新事業・新サービスの創出」について

は、海外市場を含む「海外のみ」及び「国内・海外とも」を選択した事業者の割合が約 ％

とほかの項目と比較して高くなっている。この結果から、国内市場にとどまることなく海外

市場へ新事業等の展開を将来的に考えている事業者が存在することがうかがえる結果となっ

た（図 ）。

図 ：直近／今後 年間の設備投資実施先

備考： 直近 年間の回答は設備投資を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

今後 年間の回答は「設備投資の予定はない」を除いて記載している。

複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。
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直近 年間及び今後 年間の設備投資内容を企業規模別に比較すると、全ての項目で大企業

が中小企業と比較して設備投資を行うと回答した割合が高い結果となっている（図 ）。

大企業と中規模・小規模企業の設備投資額を比較すると、大企業の設備投資額合計は、中規

模・小規模企業の 倍に達している 。また、事業者数は、中小企業が全体の ％以上を占

めていることから 、大企業と中小企業の 社当たりの設備投資額には相当の差が生じること

になる。今回の調査結果は、こうした状況が反映されたものと考えられる。

「設備の代替（入替え・交換・更新等）」、「既存設備の維持・補修」は、大企業、中小企

業ともに、回答割合の高い上位 項目である。大企業では直近、今後ともに、両項目の回答

割合は同水準であるのに対し、中小企業の今後については、両項目が同程度であるものの、

直近では「既存設備の維持・補修」の割合の方が低くなっている。

これらの回答結果を踏まえると、両項目は企業規模にかかわらず重要な設備投資項目であ

ると考えられる。

第 図 設備投資額の推移（企業規模別）（経済産業省［ 『 年版中小企業白書』）

表 産業別規模別企業数（民営、非一次産業、 年、 年、 年、 年）（経済産業省［

『 年版中小企業白書』）

図 ：直近／今後 年間の設備投資内容（企業規模別）

備考： 直近 年間の回答は設備投資を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

今後 年間の回答は「設備投資の予定はない」を除いて記載している。

複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            

                   

                 

          

       

        

             

           

                

             

     

                            

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    

            

     

                            

      
   

      

    

      

次に、企業の収益性を示す指標である マージンごとに、直近 年間に行った設備

投資の内容を比較する。収益力の高低にかかわらず、「設備の代替（入替え・交換・更新

等）」、「既存設備の維持・補修」を挙げる割合が高くなっており、設備の代替や維持・補修

は優先的に設備投資されていることがうかがえる。

「省力化・省人化」、「増産・販売力強化」については、 マージンが ％以上と ％

未満の企業の回答率に有意な差がみられ、収益力の高い企業では、省力化等の労働生産性向

上に資する設備投資や、業務拡大につながる設備投資が積極的に行われていることが示唆さ

れる。

また、「旧来型の基幹システムの更新」については、 マージン ％以上と ％未満の

企業の回答率に有意な差がみられ、収益力が低い企業では、基幹システムの更新のための設

備投資にまで手が届いていない状況がうかがえる。

また、いずれの設備投資の内容についても、 マージン ％以上の企業群が、

マージン ％未満の企業群と比較して設備投資を行っている結果となっており、収益性の高

い企業が設備投資を行っている状況がうかがえる（図 ）。

図 ：直近 年間の設備投資内容（ マージン）

備考： 直近 年間の回答は設備投資を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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さらに、 マージンごとに、直近 年間に行った設備投資の内容を「有形／無形固

定資産の両方に設備投資」、「有形固定資産のみに設備投資」、「設備投資実績なし」に分割し

比較すると、収益力が低い企業群は「設備投資実績なし」の割合が高く、収益力の高い企業

群は無形固定資産への設備投資が含まれる「有形／無形固定資産の両方に設備投資」の割合

が高い結果となった。

収益力の高い企業群は低い企業群と比較し、積極的な設備投資を行うとともに、無形固定

資産への設備投資も行うことで収益力の向上を目指していることがうかがえる（図 ）。

図 ：直近 年間の設備投資内容（ マージン）

備考：「無形固定資産のみ」は回答数が少ないことから削除した。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

            

     

          

         

    

  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  

                                      

   

不不確確実実性性にに対対応応すするる戦戦略略投投資資

前項までに、我が国製造業の設備投資の状況と動向を整理した。その結果、収益力が高い

企業群ほど、積極的な設備投資を行っている傾向があるとともに、有形固定資産だけでな

く、無形固定資産への設備投資にも積極的であることが確認された。近年、生成 等の発展

により、製造事業者が保有するデータの活用が急激に進む中で、無形固定資産への設備投資

行動についても、収益力の高い企業群と低い企業群に差が開きつつある。第 項で示した国

際比較では、資本装備率の増加率の低さが明らかであり、我が国の固定資産投資が欧米諸国

に比べ低調であることを示している。我が国製造事業者の更なる競争力強化においては、固

定資産投資を加速化させることが必要であるが、同時に、製造事業者が保有する工作機械等

のフィジカルデータを生成 等で活用するため、有形固定資産だけでなく無形固定資産への

設備投資を行うことも重要といえよう。

年 月に発足した高市内閣では、「強い経済」を構築するため、成長戦略の方向性と

して官民連携の戦略的投資を促進する「危機管理投資・成長投資」を掲げている。

具体的には、 年 月に「日本成長戦略本部」（以下、戦略本部）を立ち上げ 成長戦略

策定に向けた検討を開始するとともに、直ちに実行すべき重点施策として の戦略分野と

つの分野横断的課題を設定した 。 年夏までに成長戦略を取りまとめるため、戦略本部

では、①複数年度にわたる予算措置のコミットメントや、「大胆な投資促進税制」等投資促

進につながる対策の検討、②投資内容・時期・目標額等を含めた「官民投資ロードマップ」

の作成、③戦略的投資による国富拡大に与えるインパクトについての定量的見込みの提示等

を進めている 。成長戦略の策定・実行には、不確実性が増す社会情勢の中、事業者の予見

可能性を高めることで、強力に民間投資を引き出していく狙いがある。

第 節でも述べたとおり、我が国製造事業者は、米国関税措置を始めとする、各国の産業

政策の影響などにより、事業見通しに不確実性が増している。このような状況下において

は、政府としても、他国に劣らない競争力ある事業環境整備を行う必要があり、その取組が

前述の成長戦略の策定である。戦略本部において進められている取組として、「大胆な投資

促進税制」の創設が挙げられるが、その目的は高付加価値な国内設備投資を強力に後押しし

ていくことにある。後述のコラムでも取り上げている、「大胆な投資促進税制」は、全ての

事業者が広く利用できるよう、製造事業者も含めた全ての業種を対象にするとともに、事業

者の予見可能性に最大限配慮した制度となっている。

我が国製造事業者が、積極的な設備投資を行うことで資本ストックの質を向上させ、供給

能力の抜本的な強化が図られるよう、引き続き政府としても支援に取り組んでいく。

内閣官房［ ］『日本成長戦略本部（第 回） 資料 日本成長戦略本部の設置について』

内閣官房［ ］『日本成長戦略本部（第 回） 資料 成長戦略の検討課題』

内閣官房［ ］『日本成長戦略本部（第 回） 第 回 日本成長戦略本部議事要旨』
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者の予見可能性に最大限配慮した制度となっている。

我が国製造事業者が、積極的な設備投資を行うことで資本ストックの質を向上させ、供給

能力の抜本的な強化が図られるよう、引き続き政府としても支援に取り組んでいく。

内閣官房［ ］『日本成長戦略本部（第 回） 資料 日本成長戦略本部の設置について』

内閣官房［ ］『日本成長戦略本部（第 回） 資料 成長戦略の検討課題』

内閣官房［ ］『日本成長戦略本部（第 回） 第 回 日本成長戦略本部議事要旨』
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大大胆胆なな投投資資促促進進税税制制（（特特定定生生産産性性向向上上設設備備等等投投資資促促進進税税制制））のの創創設設のの背背景景とと

税税制制のの概概要要

大大胆胆なな投投資資促促進進税税制制のの創創設設のの背背景景

我が国では、長期にわたるデフレ経済の下でコスト削減を重視する経済行動が定着し、国

内投資や賃金の伸びが抑制されてきた。このような状況を転換し、持続的な成長を実現する

ためには、企業の生産性及び付加価値の向上を通じて供給能力を強化し、賃上げと投資の好

循環を着実に定着させることが重要である。

主要国の潜在成長率について、寄与度（資本投入量、労働投入量、全要素生産性）に分解し

たものを比較すると、我が国の潜在成長率は相対的に低い水準にとどまっている（図 ）。特

に資本投入量の寄与は限定的であり、成長力の底上げに向けて、投資拡大の必要性が示唆さ

れる。

近年、欧米各国で国内投資促進策が強化されている。米国では、 年 月に成立した

（ ） において、設備投資に対する即時償却を恒久化するととも

に、建屋を含めた適格不動産等について即時償却を認める時限的措置が設けられた。ドイツ

では、 年 月に、一定期間に取得した動産の設備投資償却率を最大 ％まで引き上げ、

年より法人税率を ％ずつ 年間で計 ％引き下げる法律が成立した 。

加えて、米国関税措置の影響等により、サプライチェーンや事業見通しに関する不確実性

が高まっている。このような状況の下、我が国においても、 年度 兆円、 年度 兆

円という官民投資目標の実現及び賃上げと投資の好循環の定着に向け、令和 年度税制改正に

おいて、 の戦略分野を含む全業種を対象とし、国内企業の高付加価値化に資する設備投資

を後押しする「大胆な投資促進税制」（以下、本税制）を創設することとしている。

（独）日本貿易振興機構『米下院、「大きく美しい つの法案」の上院修正案を可決』（ 年 月 日公表、

年 月 日参照）

（独）日本貿易振興機構『企業投資促進法案がドイツ上下両院で可決、経済効果に期待の声』（ 年 月

日公表、 年 月 日参照）

図 ：潜在成長率の寄与度の比較（各期間の平均値）

資料：経済産業省「第 回 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 価値創造経営小委員会 資料 事務局説明

資料」（ 年 月）

     

    

    

    

    

    

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    
         

           

     

     

      

     

                                                                                                             
                                                                                                               
                                                                                                                    
           

大大胆胆なな投投資資促促進進税税制制のの概概要要

本税制は、「強い経済」の実現に向け、国内における高付加価値型の設備投資を強力に後押

しすることを目的とするものである。

本税制は、業種を問わず、製造業を含む全業種を対象とし、青色申告書を提出する法人に

適用される。

対象資産は、一定規模以上の高付加価値な設備投資、すなわち「生産等設備」を構成する

機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアであり、改正産業

競争力強化法の施行の日から令和 年 月末までの間に経済産業大臣の確認を受けた「特定生

産性向上設備」に該当するものに限られる。

適用要件としては、投資計画期間中の投資額が 億円以上（中小企業者等については 億円

以上）であることに加え、年平均の投資利益率が ％以上となることが求められる。

措置内容については、対象設備の取得に当たり、即時償却又は税額控除のいずれかを選択

適用することができる。税額控除の控除率は、原則として取得価額の ％とし、建物、建物附

属設備及び構築物については ％とする（税額控除額は当期法人税額の ％が上限）。さらに、

予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応する観点から、法律に基づく認定を受けた事業

者に関しては、控除限度超過額について 年間の繰越税額控除を認めることとしている。

本税制の措置期間については、事業者の予見可能性に最大限配慮し、 年間の集中的な投資

確認期間に加え、最大 年間の投資実施期間を確保している。具体的には、令和 年 月末ま

でに経済産業大臣の確認を受け、その確認の日から 年以内に事業の用に供する設備等を対象

としており、建設工事が長期化する大型設備投資等を含む大規模な設備投資についても、幅

広く適用可能な制度設計としている。

図 ：大胆な投資促進税制の概要

資料：経済産業省作成
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大大胆胆なな投投資資促促進進税税制制（（特特定定生生産産性性向向上上設設備備等等投投資資促促進進税税制制））のの創創設設のの背背景景とと

税税制制のの概概要要

大大胆胆なな投投資資促促進進税税制制のの創創設設のの背背景景

我が国では、長期にわたるデフレ経済の下でコスト削減を重視する経済行動が定着し、国

内投資や賃金の伸びが抑制されてきた。このような状況を転換し、持続的な成長を実現する

ためには、企業の生産性及び付加価値の向上を通じて供給能力を強化し、賃上げと投資の好

循環を着実に定着させることが重要である。

主要国の潜在成長率について、寄与度（資本投入量、労働投入量、全要素生産性）に分解し

たものを比較すると、我が国の潜在成長率は相対的に低い水準にとどまっている（図 ）。特

に資本投入量の寄与は限定的であり、成長力の底上げに向けて、投資拡大の必要性が示唆さ

れる。

近年、欧米各国で国内投資促進策が強化されている。米国では、 年 月に成立した

（ ） において、設備投資に対する即時償却を恒久化するととも

に、建屋を含めた適格不動産等について即時償却を認める時限的措置が設けられた。ドイツ

では、 年 月に、一定期間に取得した動産の設備投資償却率を最大 ％まで引き上げ、

年より法人税率を ％ずつ 年間で計 ％引き下げる法律が成立した 。

加えて、米国関税措置の影響等により、サプライチェーンや事業見通しに関する不確実性

が高まっている。このような状況の下、我が国においても、 年度 兆円、 年度 兆

円という官民投資目標の実現及び賃上げと投資の好循環の定着に向け、令和 年度税制改正に

おいて、 の戦略分野を含む全業種を対象とし、国内企業の高付加価値化に資する設備投資

を後押しする「大胆な投資促進税制」（以下、本税制）を創設することとしている。

（独）日本貿易振興機構『米下院、「大きく美しい つの法案」の上院修正案を可決』（ 年 月 日公表、

年 月 日参照）

（独）日本貿易振興機構『企業投資促進法案がドイツ上下両院で可決、経済効果に期待の声』（ 年 月

日公表、 年 月 日参照）

図 ：潜在成長率の寄与度の比較（各期間の平均値）

資料：経済産業省「第 回 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 価値創造経営小委員会 資料 事務局説明

資料」（ 年 月）

     

    

    

    

    

    

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

    
         

           

     

     

      

     

                                                                                                             
                                                                                                               
                                                                                                                    
           

大大胆胆なな投投資資促促進進税税制制のの概概要要

本税制は、「強い経済」の実現に向け、国内における高付加価値型の設備投資を強力に後押

しすることを目的とするものである。

本税制は、業種を問わず、製造業を含む全業種を対象とし、青色申告書を提出する法人に

適用される。

対象資産は、一定規模以上の高付加価値な設備投資、すなわち「生産等設備」を構成する

機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェアであり、改正産業

競争力強化法の施行の日から令和 年 月末までの間に経済産業大臣の確認を受けた「特定生

産性向上設備」に該当するものに限られる。

適用要件としては、投資計画期間中の投資額が 億円以上（中小企業者等については 億円

以上）であることに加え、年平均の投資利益率が ％以上となることが求められる。

措置内容については、対象設備の取得に当たり、即時償却又は税額控除のいずれかを選択

適用することができる。税額控除の控除率は、原則として取得価額の ％とし、建物、建物附

属設備及び構築物については ％とする（税額控除額は当期法人税額の ％が上限）。さらに、

予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応する観点から、法律に基づく認定を受けた事業

者に関しては、控除限度超過額について 年間の繰越税額控除を認めることとしている。

本税制の措置期間については、事業者の予見可能性に最大限配慮し、 年間の集中的な投資

確認期間に加え、最大 年間の投資実施期間を確保している。具体的には、令和 年 月末ま

でに経済産業大臣の確認を受け、その確認の日から 年以内に事業の用に供する設備等を対象

としており、建設工事が長期化する大型設備投資等を含む大規模な設備投資についても、幅

広く適用可能な制度設計としている。

図 ：大胆な投資促進税制の概要

資料：経済産業省作成
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工工作作機機械械ののビビンンテテーージジ化化（（老老朽朽化化））問問題題とと設設備備更更新新促促進進にに向向けけたた

省省エエネネ補補助助金金のの見見直直しし

工工作作機機械械ののビビンンテテーージジ化化（（老老朽朽化化））問問題題

工作機械は、あらゆる機械を生み出す基盤的な機械設備であることから、「マザーマシ

ン」とも称される。製品の加工精度はそれを製造する工作機械の精度を超えないことから、

自動車や航空機など高精度加工を要する産業に不可欠であり、その性能は最終製品の品質と

競争力を左右する。我が国のメーカーが製造する工作機械は、高度な制御技術と高精度加工

に強みを持ち、その性能は世界最先端の水準を維持しており、我が国製造業の国際競争力を

支える基幹産業となっている。

一方、国内の製造現場では、使用年数 年以上の工作機械が 割以上を占めており、いわ

ゆるビンテージ化が進んでいる。背景として、国内工作機械メーカーのきめ細かな保守によ

り、工作機械の寿命が長期化していることに加え、ユーザー企業が設備投資への費用コスト

を圧縮するため、法定耐用年数以降も工作機械を使い続けていることが挙げられる。また、

年代半ば以降、我が国の工作機械の受注構造は内需主導から外需主導へ転換 してお

り、この要因の一つとして、国内ユーザー企業が製造拠点を海外に移転し、国内製造拠点に

おける設備更新が後回しとなったことが考えられる。

最新の工作機械は、 年以上前の機械と比較して、加工速度の向上や自動化機能の実装に

加え、難削材や複雑形状への加工対応力も向上しており、生産性や加工精度は大幅に向上し

ている。さらに、 化や 対応により、設備導入後も、ソフトウェア更新やデータ活用に

より継続的に性能を向上させる機能が付加され、技術改良が自動的に行われる環境が整いつ

つある。これに対し、このような機能を有しないビンテージ化した工作機械を使い続けるこ

とは、生産性や品質の低下などの悪影響を及ぼし、我が国製造業が世界最先端の技術競争か

ら取り残されるという状況を生み出しかねない。

欧米では、工作機械のビンテージ化が我が国ほど進んでいないといわれており、工作機械

等の設備更新を促す仕組みとして、即時償却の恒久化（米国）、加速償却制度（ドイツ、イ

タリア）などが設けられ、製造業の生産性向上を積極的に進めている。

工工作作機機械械業業界界ににおおけけるる技技術術トトレレンンドド「「工工程程集集約約」」

工作機械業界では、座標軸や回転軸等の複数軸の高度制御による精密加工、複数の加工機

能の集約化（工程集約）、 ・ の活用、ロボットとの連携によるシステム化が主要な技術

トレンドとなっている。これらは、国内工作機械メーカーが特に強みを持つ領域でもある。

中でも、複数の工作機械の加工機能を 台に集約した「工程集約型加工機 」は、設備更新

による効果に加え、工程数を削減することで製造ライン全体の自動化・省人化を進めやすく

なることから、製造業の人手不足対策として有効である。また、加工対象物の取付け回数を

減らせるため、位置ずれによる誤差を抑えられ、加工精度の向上も期待できるとともに、必

要な機械台数を減らせることから、省スペース化や省エネルギー化にも寄与する。

さらに、工程集約は、機械加工・機内計測の自動化といったセル単位での取組に加え、ロ

ボットによる自動搬送等を通じて、工場全体の自動化・省人化を加速させるものであり、

が進展する製造業の未来像に直結する。また、工程データを一元的に取得し、各種センシン

（一社）日本工作機械工業会［ 『受注統計』

複合加工機や 軸制御マシニングセンタ等。

グ技術と連携させることで、設備稼働の可視化や加工条件の最適化といった高度なデータ活

用が可能となり、生産現場の高度化にもつながる。

省省エエネネ補補助助金金のの見見直直ししにによよるる設設備備更更新新のの促促進進

第 次エネルギー基本計画では、ビンテージ化が進んだ工作機械など、長年活用されてい

る生産設備の省エネ性能が劣化している点を指摘するとともに、この問題を解決するため、

産業競争力強化に資する取組の必要性を明記している 。経済産業省では、この課題に対応

するため、省エネ・非化石転換補助金（省エネ補助金）の見直しを行い、省エネ効果が大き

く見込まれる「工程集約型加工機」を支援対象類型として明確化し、さらに、高効率モータ

を搭載した工作機械を対象要件の選択肢に追加した。

規模に応じて、新たに措置された大胆な投資促進税制や、使いやすくなった省エネ補助金

などを駆使して、ビンテージ化が進んだ工作機械から、省エネ性能や生産性が大きく向上し

た最新機種への更新投資を一気に進め、我が国製造業の競争力の維持・強化を図っていく。

経済産業省［ 『第 次エネルギー基本計画』

図 ：生産設備の設置後経過年数別構成比率（ 年調査）

資料：（一社）日本工作機械工業会「工作機械産業ビジョン 」（ 年 月）

図 ：資本ビンテージの国際比較

資料：経済産業省「産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 第 次中間整理 参考資料集」（ 年 月）
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工工作作機機械械ののビビンンテテーージジ化化（（老老朽朽化化））問問題題とと設設備備更更新新促促進進にに向向けけたた

省省エエネネ補補助助金金のの見見直直しし

工工作作機機械械ののビビンンテテーージジ化化（（老老朽朽化化））問問題題

工作機械は、あらゆる機械を生み出す基盤的な機械設備であることから、「マザーマシ

ン」とも称される。製品の加工精度はそれを製造する工作機械の精度を超えないことから、

自動車や航空機など高精度加工を要する産業に不可欠であり、その性能は最終製品の品質と

競争力を左右する。我が国のメーカーが製造する工作機械は、高度な制御技術と高精度加工

に強みを持ち、その性能は世界最先端の水準を維持しており、我が国製造業の国際競争力を

支える基幹産業となっている。

一方、国内の製造現場では、使用年数 年以上の工作機械が 割以上を占めており、いわ

ゆるビンテージ化が進んでいる。背景として、国内工作機械メーカーのきめ細かな保守によ

り、工作機械の寿命が長期化していることに加え、ユーザー企業が設備投資への費用コスト

を圧縮するため、法定耐用年数以降も工作機械を使い続けていることが挙げられる。また、

年代半ば以降、我が国の工作機械の受注構造は内需主導から外需主導へ転換 してお

り、この要因の一つとして、国内ユーザー企業が製造拠点を海外に移転し、国内製造拠点に

おける設備更新が後回しとなったことが考えられる。

最新の工作機械は、 年以上前の機械と比較して、加工速度の向上や自動化機能の実装に

加え、難削材や複雑形状への加工対応力も向上しており、生産性や加工精度は大幅に向上し

ている。さらに、 化や 対応により、設備導入後も、ソフトウェア更新やデータ活用に

より継続的に性能を向上させる機能が付加され、技術改良が自動的に行われる環境が整いつ

つある。これに対し、このような機能を有しないビンテージ化した工作機械を使い続けるこ

とは、生産性や品質の低下などの悪影響を及ぼし、我が国製造業が世界最先端の技術競争か

ら取り残されるという状況を生み出しかねない。

欧米では、工作機械のビンテージ化が我が国ほど進んでいないといわれており、工作機械

等の設備更新を促す仕組みとして、即時償却の恒久化（米国）、加速償却制度（ドイツ、イ

タリア）などが設けられ、製造業の生産性向上を積極的に進めている。

工工作作機機械械業業界界ににおおけけるる技技術術トトレレンンドド「「工工程程集集約約」」

工作機械業界では、座標軸や回転軸等の複数軸の高度制御による精密加工、複数の加工機

能の集約化（工程集約）、 ・ の活用、ロボットとの連携によるシステム化が主要な技術

トレンドとなっている。これらは、国内工作機械メーカーが特に強みを持つ領域でもある。

中でも、複数の工作機械の加工機能を 台に集約した「工程集約型加工機 」は、設備更新

による効果に加え、工程数を削減することで製造ライン全体の自動化・省人化を進めやすく

なることから、製造業の人手不足対策として有効である。また、加工対象物の取付け回数を

減らせるため、位置ずれによる誤差を抑えられ、加工精度の向上も期待できるとともに、必

要な機械台数を減らせることから、省スペース化や省エネルギー化にも寄与する。

さらに、工程集約は、機械加工・機内計測の自動化といったセル単位での取組に加え、ロ

ボットによる自動搬送等を通じて、工場全体の自動化・省人化を加速させるものであり、

が進展する製造業の未来像に直結する。また、工程データを一元的に取得し、各種センシン

（一社）日本工作機械工業会［ 『受注統計』

複合加工機や 軸制御マシニングセンタ等。

グ技術と連携させることで、設備稼働の可視化や加工条件の最適化といった高度なデータ活

用が可能となり、生産現場の高度化にもつながる。

省省エエネネ補補助助金金のの見見直直ししにによよるる設設備備更更新新のの促促進進

第 次エネルギー基本計画では、ビンテージ化が進んだ工作機械など、長年活用されてい

る生産設備の省エネ性能が劣化している点を指摘するとともに、この問題を解決するため、

産業競争力強化に資する取組の必要性を明記している 。経済産業省では、この課題に対応

するため、省エネ・非化石転換補助金（省エネ補助金）の見直しを行い、省エネ効果が大き

く見込まれる「工程集約型加工機」を支援対象類型として明確化し、さらに、高効率モータ

を搭載した工作機械を対象要件の選択肢に追加した。

規模に応じて、新たに措置された大胆な投資促進税制や、使いやすくなった省エネ補助金

などを駆使して、ビンテージ化が進んだ工作機械から、省エネ性能や生産性が大きく向上し

た最新機種への更新投資を一気に進め、我が国製造業の競争力の維持・強化を図っていく。

経済産業省［ 『第 次エネルギー基本計画』

図 ：生産設備の設置後経過年数別構成比率（ 年調査）

資料：（一社）日本工作機械工業会「工作機械産業ビジョン 」（ 年 月）

図 ：資本ビンテージの国際比較

資料：経済産業省「産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 第 次中間整理 参考資料集」（ 年 月）

   

   

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
    

   

    
    

   
    

第４章我が国製造業の競争力強化に向けた視点
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独独自自ののももののづづくくりりココンンセセププトトをを軸軸にに、、将将来来をを見見

据据ええたた積積極極投投資資をを継継続続しし、、成成長長をを遂遂げげるる

（（株株））シシググママ

所在地 ：神奈川県

従業員数 ： 名

資本金 ： 億円

業種 ：業務用機械器具製造業

会会津津工工場場ででのの国国内内一一貫貫生生産産体体制制をを構構築築しし、、革革新新的的なな技技術術・・製製品品開開発発にに挑挑戦戦

デジタルカメラや交換レンズ（スチル／シネマ）などの光学機器を手がける（株）シグマ

は、唯一の生産拠点である福島県の会津工場で国内一貫生産を実現している。垂直統合型の

交換レンズ工場としては世界最大規模を誇る。創業以来の事業哲学「 ，

」に基づき、技術開発や加工設備へ重点的に投資を行い、常に革新的な製品を市場

に投入し、「最高の撮影道具」の提供を目指して、独自のものづくりを追求し続けている。

積積極極的的なな設設備備投投資資にによよりり製製品品精精度度のの向向上上及及びび工工程程のの省省人人化化・・効効率率化化をを実実現現しし、、業業績績をを拡拡大大

独自のものづくりを実現するためには積極的な投資が不可欠であると考え、不確実な事業

環境下においても計画的な設備投資を維持している。製品の精度向上を最優先事項に掲げ、

年頃から複合加工機の導入を推進した。その結果、会津工場に設置された約 台の工

作機械のうち、現在では約 台が複合加工機に置き換わっている。近年は従業員の高齢化や

労働人口の減少を見据え、工程集約型の設備投資による省人化・効率化を計画的に実行し

た。好調な業績を背景に投資計画を進めることにより、精度の追求が生産性の向上へとつな

がり、更なる業績拡大を実現させることで、投資の好循環を生み出している。

のの刷刷新新ととブブラランンドド戦戦略略のの強強化化にによよるる、、ブブラランンドド構構築築とと設設備備投投資資のの相相乗乗効効果果

同社は売上げの 割弱を輸出が占めており、近年は中国の製造事業者との競争激化に対

し、「レンズといえば 」というブランドイメージの確立を急務と捉えた。 年には

（ ：ビジュアルアイデンティティ）を刷新、製品の価値を届けるブランド

戦略も投資の重要な柱と位置付け、海外市場調査にも積極的に経営資源を投入している。将

来の競争環境を見据え、同社独自の製品開発として、最新の 軸加工機を導入した。アルミ

インゴットの削り出しによる継ぎ目のない外装のカメラを開発し、ボディ表面の質感やエッ

ジの鋭さを極限まで高めた。当初、 軸加工機の導入は計画になかったが、「ものづくりの真

価を届けたい」というこだわりが投資の決断を後押しした。このようなブランド構築と設備

投資の相乗効果により、同社は 年前と比較して売上げを約 倍に伸ばすなど、持続的な

成長を遂げている。

図 ： 年発売のカメラ（ ）図 ： 軸加工機によるアルミインゴット削り出し

資料：（株）シグマ提供（図 ・ ）

世世界界にに誇誇るる研研磨磨技技術術ををベベーーススにに震震災災ななどどのの苦苦境境

をを乗乗りり越越ええたた創創業業 年年企企業業

林林精精器器製製造造（（株株））

所在地 ：福島県

従業員数 ： 名

資本金 ： 万円

業種 ：その他の製造業

世世界界ででもも稀稀有有なな鏡鏡面面研研磨磨技技術術をを事事業業のの核核ととししたた 年年企企業業

林精器製造（株）は、 年に東京都江東区亀戸で「林貴金属製作所」として創業し、今

年で 年を迎える老舗企業である。創業の 年後に時計メーカーとの取引を開始して以来、

腕時計ケースの製造を事業の柱としてきた。戦時中、疎開のため福島県須賀川市へ移転して

以降、福島の地で事業を継続し、勤勉な地元人材と高い技術力を武器に、大手時計メーカー

のケースを製造した。 年には腕時計ケースの製造数が 万個と東アジアでもトップク

ラスの規模を誇り、同業他社の中で唯一生き残る存在となった。特に、ザラツ研磨に代表さ

れる高度な鏡面研磨技術は、他社の追随を許さない同社の強みとなっている。現在は、医療

機器や半導体検査装置向けの精密部品など、腕時計ケース製造で培った技術をベースに事業

領域を広げている。

震震災災をを転転機機にに、、生生産産自自動動化化でで進進めめるるももののづづくくりり革革新新

年の東日本大震災では、工場や設備が甚大な被害を受けたが、従業員一丸となった復

旧活動により、 か月後には切削加工を再開した。 年後の 年には新社屋を再建、公的補

助金等も活用して被災設備の復旧・整備を進めた。この震災からの復興を契機に、デジタル

加工技術の導入を本格化させた。従来は熟練工に頼っていた研磨工程のうち、荒研磨、中間

研磨を 軸加工と自社開発のザラツ研磨ロボット加工に置き換え、仕上げ研磨は引き続き人

の手で行うという、最先端技術と昔ながらの伝統技術の双方を融合させた製造体制を構築し

た。さらに、 軸加工機の稼働率を高めるためのロボットによる給材装置を自社開発するな

ど、生産自動化に取り組んできた。これにより、手加工でしか表現できない仕上がりといっ

た品質を保持しつつ、取引先の注文に応じた生産力確保の両立を実現している。震災という

未曽有の危機に見舞われたものの、従来どおりに戻すのではなく復興をデジタル技術の活用

に取り組むきっかけへと転換した柔軟性と技術力は地域産業の復興モデルともなっている。

よよりり良良いい製製品品をを提提供供すするるここととでで恩恩返返しし

社是である「いいものをつくる」は、震災被害から復旧し本格稼働を再開した際に制定さ

れた。 年企業としての有形無形の価値を再認識し、この福島の地で努力研鑽していくこ

とで、多くの支援や声援に報いる決意も込められている。

図 ：震災当時の様子 図 ：稼働中の研磨ロボット

資料：林精器製造（株）提供（図 ・ ）
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独独自自ののももののづづくくりりココンンセセププトトをを軸軸にに、、将将来来をを見見

据据ええたた積積極極投投資資をを継継続続しし、、成成長長をを遂遂げげるる

（（株株））シシググママ

所在地 ：神奈川県

従業員数 ： 名

資本金 ： 億円

業種 ：業務用機械器具製造業

会会津津工工場場ででのの国国内内一一貫貫生生産産体体制制をを構構築築しし、、革革新新的的なな技技術術・・製製品品開開発発にに挑挑戦戦

デジタルカメラや交換レンズ（スチル／シネマ）などの光学機器を手がける（株）シグマ

は、唯一の生産拠点である福島県の会津工場で国内一貫生産を実現している。垂直統合型の

交換レンズ工場としては世界最大規模を誇る。創業以来の事業哲学「 ，

」に基づき、技術開発や加工設備へ重点的に投資を行い、常に革新的な製品を市場

に投入し、「最高の撮影道具」の提供を目指して、独自のものづくりを追求し続けている。

積積極極的的なな設設備備投投資資にによよりり製製品品精精度度のの向向上上及及びび工工程程のの省省人人化化・・効効率率化化をを実実現現しし、、業業績績をを拡拡大大

独自のものづくりを実現するためには積極的な投資が不可欠であると考え、不確実な事業

環境下においても計画的な設備投資を維持している。製品の精度向上を最優先事項に掲げ、

年頃から複合加工機の導入を推進した。その結果、会津工場に設置された約 台の工

作機械のうち、現在では約 台が複合加工機に置き換わっている。近年は従業員の高齢化や

労働人口の減少を見据え、工程集約型の設備投資による省人化・効率化を計画的に実行し

た。好調な業績を背景に投資計画を進めることにより、精度の追求が生産性の向上へとつな

がり、更なる業績拡大を実現させることで、投資の好循環を生み出している。

のの刷刷新新ととブブラランンドド戦戦略略のの強強化化にによよるる、、ブブラランンドド構構築築とと設設備備投投資資のの相相乗乗効効果果

同社は売上げの 割弱を輸出が占めており、近年は中国の製造事業者との競争激化に対

し、「レンズといえば 」というブランドイメージの確立を急務と捉えた。 年には

（ ：ビジュアルアイデンティティ）を刷新、製品の価値を届けるブランド

戦略も投資の重要な柱と位置付け、海外市場調査にも積極的に経営資源を投入している。将

来の競争環境を見据え、同社独自の製品開発として、最新の 軸加工機を導入した。アルミ

インゴットの削り出しによる継ぎ目のない外装のカメラを開発し、ボディ表面の質感やエッ

ジの鋭さを極限まで高めた。当初、 軸加工機の導入は計画になかったが、「ものづくりの真

価を届けたい」というこだわりが投資の決断を後押しした。このようなブランド構築と設備

投資の相乗効果により、同社は 年前と比較して売上げを約 倍に伸ばすなど、持続的な

成長を遂げている。

図 ： 年発売のカメラ（ ）図 ： 軸加工機によるアルミインゴット削り出し

資料：（株）シグマ提供（図 ・ ）

世世界界にに誇誇るる研研磨磨技技術術ををベベーーススにに震震災災ななどどのの苦苦境境

をを乗乗りり越越ええたた創創業業 年年企企業業

林林精精器器製製造造（（株株））

所在地 ：福島県

従業員数 ： 名

資本金 ： 万円

業種 ：その他の製造業

世世界界ででもも稀稀有有なな鏡鏡面面研研磨磨技技術術をを事事業業のの核核ととししたた 年年企企業業

林精器製造（株）は、 年に東京都江東区亀戸で「林貴金属製作所」として創業し、今

年で 年を迎える老舗企業である。創業の 年後に時計メーカーとの取引を開始して以来、

腕時計ケースの製造を事業の柱としてきた。戦時中、疎開のため福島県須賀川市へ移転して

以降、福島の地で事業を継続し、勤勉な地元人材と高い技術力を武器に、大手時計メーカー

のケースを製造した。 年には腕時計ケースの製造数が 万個と東アジアでもトップク

ラスの規模を誇り、同業他社の中で唯一生き残る存在となった。特に、ザラツ研磨に代表さ

れる高度な鏡面研磨技術は、他社の追随を許さない同社の強みとなっている。現在は、医療

機器や半導体検査装置向けの精密部品など、腕時計ケース製造で培った技術をベースに事業

領域を広げている。

震震災災をを転転機機にに、、生生産産自自動動化化でで進進めめるるももののづづくくりり革革新新

年の東日本大震災では、工場や設備が甚大な被害を受けたが、従業員一丸となった復

旧活動により、 か月後には切削加工を再開した。 年後の 年には新社屋を再建、公的補

助金等も活用して被災設備の復旧・整備を進めた。この震災からの復興を契機に、デジタル

加工技術の導入を本格化させた。従来は熟練工に頼っていた研磨工程のうち、荒研磨、中間

研磨を 軸加工と自社開発のザラツ研磨ロボット加工に置き換え、仕上げ研磨は引き続き人

の手で行うという、最先端技術と昔ながらの伝統技術の双方を融合させた製造体制を構築し

た。さらに、 軸加工機の稼働率を高めるためのロボットによる給材装置を自社開発するな

ど、生産自動化に取り組んできた。これにより、手加工でしか表現できない仕上がりといっ

た品質を保持しつつ、取引先の注文に応じた生産力確保の両立を実現している。震災という

未曽有の危機に見舞われたものの、従来どおりに戻すのではなく復興をデジタル技術の活用

に取り組むきっかけへと転換した柔軟性と技術力は地域産業の復興モデルともなっている。

よよりり良良いい製製品品をを提提供供すするるここととでで恩恩返返しし

社是である「いいものをつくる」は、震災被害から復旧し本格稼働を再開した際に制定さ

れた。 年企業としての有形無形の価値を再認識し、この福島の地で努力研鑽していくこ

とで、多くの支援や声援に報いる決意も込められている。

図 ：震災当時の様子 図 ：稼働中の研磨ロボット

資料：林精器製造（株）提供（図 ・ ）
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第第 節節 革革新新的的なな ・・デデジジタタルル技技術術をを活活用用ししたた製製造造業業のの多多角角化化

第 節では、我が国製造業を取り巻く対外環境の変化として、国際情勢及び先端産業分野

をめぐる各国の動向に触れるとともに、これらが製造事業者の事業活動に与える影響につい

てまとめた。

第 節では、我が国製造業の設備投資の状況と動向について整理を行い、収益力と設備投

資の関係、また、無形固定資産への設備投資行動などについてまとめた。ソフトウェア等の

無形固定資産への積極的な設備投資は、デジタル技術を活用していくに当たり不可欠であ

る。

これらを踏まえ、本節では、 等のデジタル技術が急速に発展する中で、製造事業者の

・デジタル技術活用の実態と課題について整理を行う。

 我我がが国国製製造造業業ののデデジジタタルル技技術術活活用用にに対対すするる現現状状とと課課題題

製造業のデジタル技術活用について、 年版ものづくり白書では、「個別工程のカイゼ

ン」を目的として 割超の事業者が何らかの形で に取り組んでいることが示された。一

方で、 に取り組んでいない又は成果が出ていない理由としては、リソース・情報不足な

どが課題に挙げられていた 。リソース不足については、 年版中小企業白書において

も、 に向けて取り組んでいる事業者において、資金や人材といったリソース不足に直面

しているケースが多い可能性に言及されている 。

我が国製造事業者の生産性向上のためには、デジタル技術活用の重要性は明確である一

方、リソース不足などが課題となりデジタル技術活用が進みづらい現状が同時に指摘されて

きた。ここでは、製造事業者のデジタル技術活用の意識やデジタル技術活用に向けた事業計

画の策定・実行状況、取組体制などを検証することで、我が国製造業のデジタル技術活用の

現状と課題について整理する。

経済産業省、厚生労働省、文部科学省［ ］『 年版ものづくり白書』

経済産業省［ 『 年版中小企業白書』
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まず、デジタル技術活用に当たっての前提として、経営課題の認識状況とデジタル技術活

用の関係を確認すると、自社の経営課題として、「労働人口の減少｣を約 割、「働き方改革

への注目と規制強化」を約 割の事業者が挙げており、人的要因に係る項目の割合が高くな

った。このうち「労働人口の減少｣について、解決のためにデジタル技術の活用を想定して

いる事業者の割合が最も高い結果となった（図 ）。

図 ：解決のためにデジタル技術の活用を想定している自社の経営課題

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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また、デジタル技術の活用状況の指標として、「デジタル技術の活用に向けた戦略を記載

した事業計画」（以下、「デジタル技術活用戦略」）の策定状況を確認すると、企業規模で結

果が分かれ、大企業では「既に策定している」と「現在策定中」と回答した事業者の割合が

合わせて半数を超えた。一方で、中小企業では「策定しておらず、予定もない」と回答した

事業者の割合が半数を超えた（図 ）。

図 ：「デジタル技術活用戦略」の策定状況（企業規模別）

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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「デジタル技術活用戦略」の策定状況別に自社の経営課題の認識状況をみると、策定状況

が進んでいる企業ほど経営課題を明確に把握している傾向がみられた。一方で、「策定して

おらず、予定もない」と回答した事業者では、認識する経営課題は「特になし」とする割合

が最も高くなった（図 ）。

図 ：自社の経営課題の認識状況（「デジタル技術活用戦略」の策定状況別）

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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「デジタル技術活用戦略」の策定を主導した部門についても、企業規模で違いが出る結果

となった。大企業は「 ・システム部門」が 割弱を占める一方、中小企業は「最高経営責

任者（ ）、社長」が約 割と最も高くなっている（図 ）。 年版ものづくり白書

においても、デジタル技術を導入・活用するに当たり先導的な役割を果たした人材として、

従業員数 人以下の企業では「経営トップ」、従業員数 人以上の企業では「デジタル

技術に精通した社員」の割合がそれぞれ高いという結果が示されており 、同様の傾向がみ

られる。デジタル技術活用に当たっての人材のリソースについて、大企業と中小企業での違

いを示す結果となった。

図 ：「デジタル技術活用戦略」の策定を主導した部門（企業規模別）

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

デジタル技術活用戦略を「既に策定している」、「現在策定中」と回答した事業者を対象に調査してい

る。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

経済産業省、厚生労働省、文部科学省［ 『 年版ものづくり白書』
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「デジタル技術活用戦略」の社内での認識状況について、策定を主導した部門別にみる

と、社内で共有・理解されている割合が最も高かったのは「現場部門」となった（図

）。一方、「デジタル技術活用戦略」を実行したことで得られた成果については、「社内横断

組織／経営企画部門」が主導して策定している場合、「想定通りの成果は得られた」の割合

が最も高くなった（図 ）。社内での共有・理解を図る上では現場主導が有効に働く一

方、戦略を成果に結び付けるためには、社内横断体制による主導が一定の役割を果たしてい

るとみられる。

図 ：「デジタル技術活用戦略」の社内での認識状況（戦略の策定主導部門別）

備考： 「デジタル技術活用戦略」を「既に策定している」と回答した事業者を対象に調査している。

策定を主導した部門について、「最高経営責任者（ ）、社長」、「最高情報責任者（ ）」、「 、

以外の役員」を「経営層」、「デジタル技術活用を担当する部門の横断的組織」、「経営企画部門」を「社

内横断組織／経営企画部門」、「研究開発・設計部門」、「生産技術部門」、「製造・設備保全部門」、「そ

の他の部門」を「現場部門」としている。

策定を主導した部門を「その他」と回答した事業者は少ないことから対象外としている（ ＝ ）。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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図 ：「デジタル技術活用戦略」実行によって得られた成果
（戦略の策定主導部門別）

備考： 「デジタル技術活用戦略」を策定したと回答した製造事業者を対象に調査している。

策定を主導した部門について、「最高経営責任者（ ）、社長」、「最高情報責任者（ ）」、「 、

以外の役員」を「経営層」、「デジタル技術活用を担当する部門の横断的組織」、「経営企画部門」を「社

内横断組織／経営企画部門」、「研究開発・設計部門」、「生産技術部門」、「製造・設備保全部門」、「そ

の他の部門」を「現場部門」としている。

策定を主導した部門を「その他」と回答した事業者は少ないことから対象外としている（ ＝ ）。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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「デジタル技術活用戦略」を立案・策定・実行する際の課題について、戦略策定状況別に

みると、「デジタル技術に関する知識やノウハウの不足」、「デジタル技術導入や戦略策定に

必要な人材の不足」がいずれも 割前後と高い割合になっている。しかし、戦略を策定して

いない事業者ほど、「経営層の理解や関心が十分ではない」、「どのデジタル技術を活用すべ

きか判断できない」、「デジタル技術の導入効果や必要性が不明確」といった、デジタル技術

導入のための意思決定に必要な情報・理解に係る課題の回答割合が高い傾向がみられた。一

方、「策定していないが、予定はある」と回答した事業者に着目すると、ほかのグループと

比較し「デジタル技術に関する知識やノウハウの不足」、「デジタル技術導入や戦略策定に必

要な人材の不足」の割合が最も高くなっており、デジタル技術の活用段階に応じて抱える課

題が異なる実態が確認された（図 ）。

図 ：「デジタル技術活用戦略」を立案･策定･実行する際の課題（戦略策定状況別）

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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また、「デジタル技術活用戦略」実行によって得られた成果の有無別に課題を分析する

と、成果が得られなかったグループでは、成果が得られたグループと比べて全般的に課題を

挙げる割合が高かった。特に、「デジタル技術の導入効果や必要性が不明確」、「通常業務が

忙しく、事業計画の立案・策定・実行に時間を割けない」、「社内の合意形成が難しい」、「デ

ジタル技術に関する知識やノウハウの不足」の項目では、両者に ポイント以上の差がみ

られた（図 ）。

図 ：「デジタル技術活用戦略」を立案・策定・実行する際の課題（成果の有無別）

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

「デジタル技術活用戦略」を実行したことによって、これまでに得られた成果について、「想定通り

の成果は得られた」、「想定していた成果の一部は得られた」と回答した事業者を「成果は得られた」

グループ、「成果は得られなかったが、『デジタル技術活用戦略』の実行にあたっての課題の把握がで

きた」、「『デジタル技術活用戦略』を実行したが、その成果については現時点で判断が難しい」と回

答した事業者を「成果は得られなかった」グループとした。

「『デジタル技術活用戦略』を策定したものの、実行していない」と回答した事業者は回答数が少な

いため省略している（ ＝ ）。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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本項では、事業者のデジタル技術活用の意識やデジタル技術活用に向けた事業計画の策

定・実行状況、取組体制等について検証してきたが、「デジタル技術活用戦略」の策定が進

んでいる企業ほど自社の経営課題を明確に把握している傾向がみられた。また、体制面で

は、社内横断体制による取組がより成果創出に結び付く可能性が示された。課題について

も、人材・知識・ノウハウといったリソース不足が共通の課題である一方、デジタル技術活

用が進んでいないと考えられる事業者ほど、デジタル技術導入のための意思決定に必要な情

報・理解に係る課題を抱えているなど、デジタル技術活用の段階に応じて抱える課題が異な

る実態が確認された。

以下では、経営層が主導して社内横断組織を中心に部門間連携を促し、全体最適を達成し

た好事例や、明確な経営課題の把握とビジョンの下、外部リソースも活用しつつデジタル技

術活用を進める好事例を紹介する。
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経経営営層層主主導導でで をを起起点点にに部部門門間間連連携携、、

約約 アアイイテテムムをを欠欠品品ななくく安安定定供供給給

（（株株））エエフフピピココ

所在地 ：広島県

従業員数 ： 名

資本金 ： 億 万円

業種 ：プラスチック製品製造業

現現場場にに依依存存ししたた生生産産計計画画かからら脱脱却却しし、、経経営営層層主主導導にによよるる シシスステテムム導導入入でで欠欠品品ゼゼロロへへ

（株）エフピコは、スーパーマーケットなどに並ぶ生鮮食料品や惣菜、弁当などで広く使

われている食品トレー容器の国内シェアトップメーカーである。 年当時、同社は既に多

品種の商品を全国各地の工場で生産していたものの、生産企画部門は営業部門から届く

の紙束から翌月の生産計画を作成するなど、オペレーションは現場の勘と経験に依存してい

た。 年から経営層主導で （ ：サプライチェーン全体を一元

管理し、最適化する）システムの導入プロジェクトを立ち上げ、 年 月から本格稼働を

開始した。需要予測を行う チームが司令塔となり、営業、生産、物流、資材などが連携

してトータルコストの最適化を実現する生産・供給計画を立案し、 年以降は欠品を限り

なく防ぐ体制が構築できている。

導導入入直直後後はは業業績績ががダダウウンン、、徹徹底底ししたた情情報報公公開開とと「「現現場場をを知知るる」」リリーーダダーーシシッッププがが鍵鍵

業務改革を伴うシステムの刷新は現場の抵抗や不信感が壁となり、定着するには時間がか

かる場合が多い。同社も導入直後は現場が混乱し、業績は悪化したが、「 とは組織変革そ

のものであり、経営の方針と業務の知見を主軸に据えて取り組まなければ成功しない」とい

う経営層の信念の下、改革を断行した。また、信頼関係の構築に当たっては、各部門に都合

の悪い情報も隠さず共有することを徹底した。需要予測と実績の乖離を社内に公表するな

ど、徹底的な情報の透明化によって規律と信頼を醸成し、システムを定着させていった。

ソソフフトトととハハーードドのの両両輪輪でで最最適適化化、、ママススタタ整整備備とと設設備備のの標標準準化化、、使使いい勝勝手手がが決決めめ手手

同社は、 システムの定着に向けて、製品と製造設備の紐付けなど膨大なマスタ情報の

整備を行い、属人化しないように記録を残すことを徹底させた。特筆すべきは、システム

（ソフト）の導入に合わせ、どの工場の機械でも金型が使えるように生産設備の仕様統一

（ハードの標準化）も断行した点である。これにより、柔軟な生産体制の基盤を築いた。ま

た、現場の抵抗を無くし教育コストもかけずに済ませられるように、操作画面（インターフ

ェース）は変えずに中身だけを刷新するなど、使い手の立場に立った工夫もシステムの導入

を成功に導くための要諦と捉えている。

図 ：同社の食品トレー 図 ：トータルコストの最適化を実現する システム

資料：（株）エフピコ提供（図 ・ ）
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明明確確ななビビジジョョンンのの下下ににフフロロンントトロローーデディィンンググでで

をを作作りり込込みみ、、共共創創ででききるるベベンンダダーーをを厳厳選選

鍋鍋屋屋ババイイテテッックク（（株株））

所在地 ：岐阜県

従業員数 ： 名

資本金 ： 万円

業種 ：金属製品製造業

自自社社のの強強みみをを伸伸ばばすすたためめのの経経営営課課題題にに紐紐付付けけてて基基幹幹シシスステテムムのの刷刷新新をを図図るる

年以上の歴史を持つ機械要素部品メーカーである鍋屋バイテック（株）は、数十万点

規模の品番を抱えているにもかかわらず、 個からでも当日注文に対応する即納供給を強み

としている。長年この強みを支えてきたのは同社の基幹システムだったが、近い将来のレガ

シー化のおそれから刷新を迫られていた。過去、基幹システム刷新案は、担当役員が交代す

る中で二度にわたり却下されていた。そこで、同社はレガシーシステムの改修・刷新を、強

みである即納体制強化に向けた物流改革という経営課題に結び付けて再定義し、最終的に取

締役会の承認を得た。多額の 投資は、 推進という総論だけでは投資意思決定が困難にな

る傾向がある。同社は基幹システム刷新を「即納供給を支える物流改革」という喫緊の経営

課題の解決手段として位置付け直し、投資の必然性を具体化することで意思決定を図った。

明明確確なな将将来来ビビジジョョンンのの下下にに をを徹徹底底的的にに作作りり込込みみ、、パパーートトナナーーととななるるベベンンダダーー企企業業をを厳厳選選

同社は、即納体制の強化に加えて、蓄積したデータを開発に活用することも見据えた明確

な物流改革のビジョンを描き、 （ ：提案依頼書）を か月にわた

って作り込んだ。 の作成は専門性が求められるため、同社はコンサルタントの支援も活

用しながら、要件を漏れなく言語化し、社内の合意形成を進めた。 が作り込まれ、同社

の強みや、やりたいことが明確にされたことで、ベンダー企業側にも同社の本気度が伝わ

り、双方向の提案・意見交換が可能となった。ベンダー企業選定の際には、知名度よりも、

プロジェクトマネージャーに誰がつくか、システム開発人員などのリソースの確保、次期プ

ロジェクトに対応できる組織能力の有無など、将来も伴走できるパートナーになり得るかと

いった点も重視した。

日日常常業業務務ををここななししつつつつ、、膨膨大大なな顧顧客客のの要要望望のの中中かからら「「砂砂金金」」をを抽抽出出・・精精錬錬ででききるる体体制制をを構構築築

また、同社は売上げの相当部分を占める特殊品の中から顧客の共通する要望を見つけ出

し、将来売れていく標準品（膨大な顧客の要望という情報の砂漠の中から掘り当てる意味で

同社では「砂金」と表現）を開発するという、潜在ニーズの顕在化も強みとしている。数十

万点規模の品番を扱う中で、従来は人海戦術で対応していたところ、デジタル技術を活用す

ることで、より効率的な日常業務のルーティンとして行うことが可能になった。「砂金」は

見積書に蓄積されるデータから見いだせることから、競争優位性を確保するため、見積シス

テムはベンダー企業と協力してフルスクラッチ開発（ゼロからオーダーメイドで開発するこ

と）するなど、目的に応じてパッケージ開発と使い分けている。

図 ：多様な商品群 図 ：オフィス風景

資料：鍋屋バイテック提供（株）（図 ・ ）
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製製造造現現場場ににおおけけるるデデーータタのの利利活活用用状状況況

近年の急速な生成 の発展により、これまで製造現場に蓄積されてきた設備の稼働状況

や加工情報といった、現場で得られる様々なデータが活用可能となり、その価値は高まって

いる。

製造現場のデータを活用していくに当たっては、データを取得した上で、活用可能な形で

整備を行っていく必要がある。また、製造プロセスの全体最適化を行っていくためには、製

造プロセス上の各部門・組織間の連携も重要となる。

これらを踏まえ、本項では、一連の製造プロセスについて、設計から展開する「エンジニ

アリングチェーン」、材料調達から商品納入までの「サプライチェーン」、サプライチェーン

のうち工場中心の製造機能を切り出した「プロダクションチェーン」、顧客接点と直接関わ

る「サービスチェーン」の つから成るプロセスを「マニュファクチャリングチェーン」と

し （図 ）、マニュファクチャリングチェーン上のデータの取得・活用状況及びデータ

の連携状況について確認する。

図 ：マニュファクチャリングチェーンの概要

資料：（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構、経済産業省「スマートマニュファクチャリング構築ガイ

ドライン第 版」（ 年 月）

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構、経済産業省［ 『スマートマニュファクチャリング構築ガ

イドライン第 版』

    

    

     
  

    
      

    
     

      
          

   
    

       
    

    
  

               

        
    

        

                                            

               

  
  

        

           

      
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    
        
        

        
      

       
       

       
         

       

                                                         
                                                   
                                                   
                           

    

186



マニュファクチャリングチェーンにおけるデータの取得・活用・効果の有無を確認する

と、何らかの目的でデータを取得している事業者は 割弱だが、取得したデータやデジタル

技術を活用している事業者は約 割、活用によって効果が得られた事業者は約 割と減少し

ていく（図 ）。また、チェーンごとの目的別にデータの取得・活用・効果の有無を確

認すると、いずれも、他チェーンと比較してサプライチェーンの割合が高く、特に「生産計

画・調達・在庫管理の各業務負荷軽減、効率化、生産性向上」において、最もデータの取

得・活用がなされ、また、活用による効果が得られたという結果となっている（図

）。

図 ：マニュファクチャリングチェーンにおけるデータの取得・活用・効果の有無

備考：「有」の回答数は、取得についてはデータを取得していないと回答した事業者の数、活用についてはデー

タを取得したと回答した事業者のうち、活用していないと回答した事業者の数、成果については、デー

タを取得・活用したと回答した事業者のうち、成果が出ていないと回答した事業者の数を、回答の全数

から引いて算出している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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図 ：マニュファクチャリングチェーンにおけるデータの取得・活用・効果の有無
（目的別）

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

活用については取得をしていると回答した事業者を、効果については取得・活用をしていると回答し

た事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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また、我が国の製造現場に蓄積されてきたデータの一つとして、ベテラン技術者等のノウ

ハウ、技能等が挙げられるが、「ベテラン等のノウハウ見える化」を目的としたデータの取

得・活用・効果の創出は、ほかの目的に比べ割合が低くなっていることが分かる（図

）。ベテラン等のノウハウ見える化や技術・技能の継承に当たっては、 割弱の事業者が

「ベテラン等の知識や経験等の形式知化が難しい」を課題として挙げていた（図 ）。

図 ：ベテラン等のノウハウ見える化や技術・技能の継承に当たっての課題

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

「ベテラン等のノウハウ見える化」を目的としてデータの取得を行っていないと回答した事業者を対

象に調査をしている。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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データを取得・活用している事業者について、チェーン内・チェーン間でのデータ連携の

状況を確認すると、各チェーンについて約 割の事業者がチェーン内でデータ連携を行って

いる一方、チェーン間でデータ連携を行っている割合は 割超から 割弱であった（図

）。また、全てのチェーン間で連携を行っている企業の数を確認したところ、回答事業

者のうちの ％弱にとどまった。

図 ：チェーン内・チェーン間でのデータ連携の有無

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

データを取得・活用していると回答した製造事業者を対象に調査を行っている。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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また、データを取得・活用している事業者について、データ連携に際して を活用した

データの連携・統合を行っているか確認したところ、活用している事業者は非常に少なく、

割超がデータ連携に を活用していないという結果となった（図 ）。

図 ：データ連携に当たっての 活用の有無

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

データを取得・活用していると回答した製造事業者を対象に調査を行っている。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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データ連携に を活用していない事業者に対し、データ連携やその際の 活用に当たっ

ての障壁や課題について確認すると、「データ連携・ に関する知識やノウハウの不足」の

割合が最も高く、次いで「データ連携・ 導入に必要な人材の不足」となった。一方、

を活用したデータ連携を行っている事業者に対し、 活用に当たっての工夫や留意点を確

認したところ、「 に関する知識やノウハウの収集」の割合が最も高く、次いで「 導入に

必要な人材の確保」となった。 に関する知識やノウハウ、必要な人材の確保がデータ連

携に当たっての 活用の要因であると同時に、活用を進めるに当たっての課題となってい

ることがうかがえる（図 ）。

図 ：データ連携や を活用する際の工夫と課題

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

「データ連携やその際の 活用にあたっての障壁や課題」はデータの活用はしているがデータの連

携に を活用していないと回答した事業者、「 活用にあたっての工夫や留意点」はデータを活用

しかつデータの連携に を活用していると回答した事業者を対象に調査している。

いずれも「その他」の回答は回答数が少ないため省略している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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これまでみてきたとおり、製造現場におけるデータの取得・活用を行い、一定の効果を得

ている事業者は、一定数存在することが分かった。しかし、製造プロセスの全体最適化を行

い、企業全体として生産性を向上させていくためには、工程や部門を超えたデータ連携が重

要であるものの、チェーン間でデータ連携を行っている事業者の割合は低い水準にとどまっ

た。また、部門等を超えたデータ連携については、近年急速に発展してきた の活用が極

めて有用となるが、 割超の事業者がデータ連携に を活用していない実態が明らかにな

った。

以下では、複数部門や生産拠点の壁を越え徹底したデータ連携を図って全体最適につなげ

た好事例や、生成 の活用により現場の知のデータ化や部門間連携を促進して生産性向上

等につなげた好事例を複数紹介する。
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国国内内外外のの生生産産拠拠点点ややササププラライイヤヤーーととデデーータタ連連携携

しし、、ググロローーババルルででのの全全体体最最適適経経営営をを実実現現

常常石石造造船船（（株株））

所在地 ：広島県

従業員数 ： 名

資本金 ： 億円

業種 ：輸送用機械器具製造業

造造船船業業界界のの中中ででいいちち早早くく海海外外へへ進進出出しし、、建建造造量量でではは世世界界トトッッププ にに入入るる

常石造船（株）は主にばら積み貨物船、コンテナ船、タンカーなどの建造・修繕を手がけ

る造船会社である。広島県の常石工場のほかにフィリピン、中国でも大型船の建造を行って

おり、国内外を合わせた建造量では 年度の載貨重量トン数ベースにて世界 位となって

いる。直近では、東ティモールにも進出して設計拠点を構えるなど、グローバル展開を進め

ている。国内は ＆ で多数の造船所と経営統合を図り、修繕ネットワークの構築と小中型船

事業にも本格的に乗り出している。

国国内内外外のの生生産産拠拠点点とと管管理理部部門門ををデデーータタ連連携携ででシシーームムレレスス化化、、設設計計リリーードドタタイイムムはは 割割削削減減

同社は、早くから造船 に取り組んでいる会社としても知られている。 年には国内外

の全拠点に を展開し、施工標準も含む図面の共通化を徹底させた。 はグループ

全体でのデータ連携によって設計情報が共有されるようになっている。 分ごとに の

中で同期がかけられ、複数拠点で同時にデータ共有されるシームレス化を実現することで、

全拠点でリアルタイムの情報共有がなされている。また、自社開発をした調達システムは、

既に同社取引先のサプライヤー 社が導入し、発注から納品までの工程も電子化させてい

る。これらの取組の結果、 隻当たり 図面、配管だけでも 万点ものデータを必要とす

る船でも、日本・フィリピン・中国の設計拠点がそれぞれの得意分野や稼働状況に応じて分

担しながら同じ船の図面作業が可能となり、設計リードタイムを 割削減することに成功し

た。加えて、全体のインターフェースとして採用するシステム「 」を中心に、

データと調達システムなどの基盤システムを連携させ、調達・設計・製造・工数管理等

の一連のデータ集約による業務効率化も実現した。各基盤システムのデータを基に、設備の

稼働率や売上げ、工数等の最新の情報が常に経営ダッシュボードにアップロードされるた

め、週次ベースでの経営戦略の見直しも可能な体制となっている。

図図面面ははタタブブレレッットト上上でで 鳥鳥瞰瞰図図にに展展開開しし、、経経験験年年数数のの浅浅いい社社員員ででもも作作業業可可能能にに

従来、工場での作業は図面を読み込み、頭の中で立体構造をイメージするスキルが求めら

れたが、現在はタブレット上で データの確認ができるようになり、必要な情報が視覚

的に分かるため、高度なスキルがなくても対応できるようになった。複雑な図面が読めない

経験年数の浅い社員や外国人でも、タブレットを見ながら作業ができるようになっている。

図： を活用したシステム連携

資料：常石造船（株）提供
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製製造造業業のの現現場場にに蓄蓄積積さされれててききたたデデーータタをを価価値値へへ

とと昇昇華華すするるデデーータタププララッットトフフォォーームムをを提提供供

（（株株））エエフフテティィーー

所在地 ：東京都

従業員数 ： 名

資本金 ： 万円

業種 ：情報サービス業

生生成成 のの活活用用でで、、分分断断・・散散在在ししてていいたた現現場場ののデデーータタ連連携携がが可可能能にに

（株）エフティ―は 年に創業したデータエンジニアリング会社で、個人データを価値

に変える のビジネスモデルから、今後は産業データを価値に変えるビジネスモデルへと

パラダイムシフトすることを予見し、技術開発を行っている。我が国の製造事業者の現場に

蓄積されている大量のデータは、品質改善や生産性向上などにつながる貴重な資源であるに

もかかわらず、これまで十分に活用されてこなかった。これらのデータにはテキストや数値

データのみならず、設計図面や画像、ベテランのノウハウといった多種多様な非構造化デー

タが含まれていることが活用に向けての課題の一つであった。しかし、文脈解析や画像処理

を得意とする生成 が社会実装されたことで、現場に分断、散在していた多種多様な非構造

化データの活用が可能となった。同社は生成 を活用し、構造化、非構造化にかかわらずデ

ータを読み込み、自動的に整理・意味付け作業を行うことで、様々なデータを再抽出し連

携、活用することが可能なクラウドプラットフォーム「 」を提供している。

ベベンンダダーー企企業業にに依依存存すするるここととななくく、、デデーータタのの分分断断をを防防ぐぐププララッットトフフォォーームムをを提提供供

同社は、我が国のボトムアップ型経営に適したデータドリブン経営を支援するという理念

の下、「 」を開発した。「 」はデータの特殊な変換作業を必要とせず、多種多

様な設備のデータや画像データ等を読み込み、参照可能な形への変換や整理を一括で行う。

それにより、顧客はベンダー企業に依存することなく、現場の専門知識を持つ社員が自らデ

ータの一元的な管理と による高度な分析を手がけることが可能となった。また、 におい

て ％の正解はないが、「 」は自動的に認識したデータが間違っていた際に、後か

ら現場社員が手作業で変更できるフレキシビリティを持ち合わせていることで、現場の専門

知識・データの活用と定着を支援しつつ導入できることから、現場主導のカイゼンプロセス

を支えている。また、これまで製造、設計、営業等の部門ごとに管理されていたデータを連

携させ活用することができ、全社的なデータアクセスを容易にすることで、迅速な意思決定

と高度な分析を可能にしている。

導導入入事事例例～～工工数数削削減減にによよるる生生産産性性のの大大幅幅なな向向上上ととトトレレーーササビビリリテティィにによよるる品品質質向向上上をを実実現現～～

大手機械・自動車部品メーカーの（株）ジェイテクトは「 」を導入した事業者の

一つである。導入によって、設備の稼働状況や手書きの帳票に至るまで、全てのデータを一

元的に集めて自力で分析できるようになり、現場の見える化による大幅な生産性向上を実現

した。コンポーネント部品の情報も全て紐付けすることで、それぞれの部品がどの工程で何

時何分に組み立てられたかを瞬時に把握することができ、トレーサビリティが向上したこと

で、品質向上や商談でのメリットを享受できるようになった。まず、基幹工場でスモールス

タートさせ、その後はベンダー企業に依存することなく自力で 工場への展開をしている。

ベンダー企業へ依頼すると、最初に膨大な工数をかけて定義付けを行い、個々のデータの紐

付けをした上でデータベースに投入するため、前の工程に戻ってやり直しがしづらく、修正

にもコストがかかる。しかし、「 」は構造化、非構造化にかかわらず、一旦データベ

ースに投入しておき、データ連携の必要性に応じて現場知識を持つ社員が自ら定義付けを行

うなど段階的な利用が可能となった。加えて、データの紐付けは運用しながら修正していく
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ことができるなど、我が国の製造業が得意とするカイゼンとの親和性が高いデータ連携とな

っている点も導入の決め手になった。（株）ジェイテクトでは、今後取得するデータの範囲

を「設備単体」、「生産ライン」、「工場単位」、「社内全体」、「仕入先」へと広げ、取得したデ

ータを活用して「現状の可視化」、「品質向上や生産性向上のための分析」、「設備に関する予

知・予兆管理」へと展開するロードマップを描く。ドメイン知識を持つ生産技術管理部生技

デジタル革新室が「 」を活用して主導することで、現場データを価値へと昇華する

取組を今後も進めていく。

図 ：データのサイロ化を防ぐ「 」のアプローチ

資料：（株）エフティ―提供

図 ：ジェイテクトで実践している「 」の活用

資料：（株）ジェイテクト提供
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工工場場のの設設備備故故障障診診断断をを支支援援すするる エエーージジェェンントト

のの実実用用化化にに向向けけ、、試試験験運運用用をを開開始始

ダダイイキキンン工工業業（（株株））

所在地 ：大阪府

従業員数 ： 名

資本金 ： 億 万円

業種 ：電気機械器具製造業

生生産産拠拠点点ののググロローーババルル化化にに伴伴いい、、設設備備保保全全のの技技術術者者やや技技能能者者のの確確保保がが課課題題にに

ダイキン工業（株）は全世界に 以上の生産拠点を有する空調機メーカーである。同社

の海外工場では、設備の高度化・複雑化に伴い、保全技術者の確保や育成が追い付かず、保

全のリードタイムの増加や保全品質のばらつきなどの課題を抱えていた。これらの課題解決

に向け、同社では、数年分蓄積された設備保全記録等のデータ活用の可能性を検討し、現場

知識と 技術の掛け合わせに強みを持つ（株）日立製作所との協創を開始した。両社はこれ

までも互いの技術・ノウハウを活かした次世代生産モデルの確立に向けて協創関係を築いて

おり、今回は設備故障ゼロの「進化し続ける“止まらない工場”」の実現を目指している。

同同社社がが蓄蓄積積ししててききたた現現場場のの「「 デデーータタ」」とと（（株株））日日立立製製作作所所のの「「 ススキキルル」」をを がが学学習習

当初は設備保全記録のみを に学習させたが、過去に起きたことしか理解できず、ほかの

設備の類似事例や新たな故障への対応は困難であった。そこで、熟練者の思考の流れを分析

した結果、熟練者は頭の中に設備図面を描いて考えていることが判明した。同社が蓄積して

きた工場設備の図面を が読み取れる形のナレッジグラフ（知識をグラフ構造で表現するデ

ータモデル）へ変換し、ナレッジグラフと保全記録などの「 （ ）

データ」と、（株）日立製作所がミッションクリティカル（業務遂行に不可欠な要素）なシ

ステムで活用してきた故障原因分析プロセス「 スキル」を に学習させた。その結果、新

規故障対応や故障箇所の特定までできる エージェントを開発した。

エエーージジェェンントトでで完完璧璧ななママイイススタターーをを目目指指すすののででははななくく、、新新人人育育成成ののススピピーードドアアッッププをを図図るる

開発した設備故障診断 エージェント「現場サポート ナビ」（ ）

は、 秒以内に ％以上の精度で設備故障の原因と対策を回答できる。 は間違った答えを

学習していくことで賢くなることから、 ％の精度よりも、いち早く現場へ導入してフィ

ードバックをかけていくスピード感を重視した。エージェントを利用して設備故障診断を行

うことで、業務経験の浅い人材でも生産ラインで働けるレベルまでいち早く引き上げること

が可能となる。海外拠点においても、言葉の壁を乗り越えて設備保全のレベル引き上げに寄

与している。同社では、このような取組も含め、現場の専門知識を持つ技術者のノウハウを

に学習させ、設備保全の暗黙知を組織の知として共有することで、グローバルでの品質確

保や技術伝承につなげることを目指している。

図：工場の設備故障診断を支援する エージェントの概念図

資料：ダイキン工業（株）、（株）日立製作所提供
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これまで企業内でのデータ連携・利活用についてみてきたが、個社やグループ間でのデー

タ活用を超え、産業規模でデータを連携し、活用しようとする動きについても引き続き必要

性は増している。

我が国製造事業者における企業間データ連携について、 年度調査結果と比較してみ

ると、「実施している」と回答した企業の割合は、サプライチェーン内の企業とのデータ連

携については 割弱であり（図 ）、企業・業界横断的なデータ連携については ％に満

たなかった（図 ）。この傾向は 年度と同様であり、個社やグループ間を超えたデ

ータ連携の状況は、 年度からほぼ進展がみられない結果となった。

図 ：サプライチェーン内の企業とのデータ連携状況

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

図 ：企業・業界横断的なデータ連携状況

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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また、企業・業界横断的なデータ連携に取り組むに当たっての懸念事項について、企業・

業界横断的なデータ連携の実施状況別に確認すると、「わからない」と回答した事業者を除

き、実施状況のいかんにかかわらず「セキュリティの担保」が最も高い割合を占めた。一

方、「必要性を認識しているが、実施できていない」と回答した事業者では、「スキルを持っ

た人材の不足」が「セキュリティの担保」に次いで高く、「他社との合意形成」についても

ほかの実施状況と比べて ポイント以上高くなるなど、データ連携の実施状況に応じて直

面する課題が異なる結果となった（図 ）。

図 ：企業・業界横断的なデータ連携に取り組むに当たっての懸念事項

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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 ・・デデジジタタルル技技術術をを活活用用ししたた我我がが国国製製造造業業のの多多角角化化

我が国製造業を取り巻く事業環境が急激に変化する中で、事業者は対応を迫られている。

を始めとするデジタル技術の急速な発展は、我が国製造業に変化をもたらす一方で、環

境変化に対応するための有効な手段ともなり得る。

製造事業者のデジタル技術の活用に当たっては、「デジタル技術活用戦略」の策定が進ん

でいる企業ほど経営課題を明確に把握している傾向がみられた。デジタル技術活用は目的そ

のものではなく、経営課題の解決に向けた手段である。デジタル技術活用の目的が明確でな

ければ、社内横断体制による取組の推進や、導入すべき技術の選定や必要なリソースの把握

といった課題の具体的な検討は進みづらい。そのため、まずは自社の経営課題を整理した上

で、それらの解決に向けてデジタル技術をどのように位置付けるかといった観点から検討を

開始することが重要といえる。

また、製造現場に蓄積されたデータを活用し、全体最適を図っていくことは、我が国製造

業の競争力強化に不可欠である。しかし、製造プロセス全体でデータを連携している事業者

は極めて少ない状況が明らかになった。また、データを取得・活用している事業者につい

て、 割超の事業者がデータ連携に を活用していない実態が明らかになった。

このような中で、前項で紹介した事業者は、近年急速に進化する も活用し、製造現場

のデータを連携させることで生産性向上や新規ビジネス創出に取り組んでいる。生成 の

急速な発展により製造現場の膨大なデータが活用可能となってきた状況を踏まえ、自社のデ

ータの価値について認識し、連携させ全体最適を図ることで、生産性向上につなげていくこ

とは極めて重要である。さらに、データを活用することで、サービス化、プラットフォーム

化による新規ビジネスの創出に取り組むことも重要な視点となる。

政府としては、 の加速度的な発展を踏まえ、ロボティクスを により高度化し、 ロ

ボティクスの性能を最大限に引き出し、現場のオペレーションを最適化するため、 ロボ

ティクス戦略を推進していく。また、製造現場のデータベースの構築を進め、それらデータ

ベースを活用した製造プラットフォームの開発・展開を目指す製造 拠点構想を進めてい

く。

以下では、自社の製造プロセスにおけるデータを活用し、製造事業者を支援する新たなサ

ービスを開発した好事例と、政府の取組について紹介する。
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「「ももののづづくくりり」」かからら「「ササーービビスス」」へへ

製製造造現現場場のの技技術術ナナレレッッジジををデデジジタタルルでで価価値値化化

長長瀬瀬産産業業（（株株））

所在地 ：東京都

従業員数 ： 名

資本金 ： 億 万円

業種 ：化学工業

商商社社、、製製造造、、研研究究開開発発のの三三つつのの機機能能をを掛掛けけ合合わわせせててユユニニーーククなな素素材材ややソソリリュューーシショョンンをを提提供供

長瀬産業（株）は、 年に創業し、化学品の取扱いから派生した幅広い事業を展開して

いるグループ企業である。世界約 の国と地域で 社以上を展開し、そのネットワークや

技術を活用することで、マテリアルを通じてものづくりの課題を解決することを目指してい

る。グループの製造・研究開発機能をベースに創出した技術や知見を、商社事業を通じて価

値化し、次世代の独自ビジネスモデルとして展開することを強みとしている。

混混合合撹撹拌拌特特化化のの流流体体解解析析ササーービビスス「「ミミキキシシンンググココンンシシェェルルジジュュ™™」」をを開開発発

同社は、 年 月に液体の撹拌工程を可視化する混合撹拌特化の流体解析サービス「ミ

キシングコンシェルジュ™」の提供を開始し、製造事業者の生産性向上や技能伝承を支援し

ている。同サービスは、流体解析ソフトと解析結果の評価・解釈を支援するコンサルティン

グからなる。流体解析ソフトの開発に当たっては、自社グループの製造プロセスの課題から

初期仮説を立て、 社以上の製造事業者へのヒアリングをこれまでに行っている。その中

で、同じ企業でも部門ごとに特有のニーズ、例えば、研究開発部門は最適な撹拌翼形状の検

討、生産部門では老朽化した設備の入替えなどのニーズがあることを発見した。また、従来

の流体解析ソフトは、操作に高度な専門知識が求められ、習熟までに 年以上の期間を要す

るなど、初学者にとって導入や利用に課題があった。このような背景から、どの部門でも活

用でき、誰でも簡単に使える流体解析ソフトの自社開発へとつながった。流体解析ソフトの

みならず、結果の活用を支援するコンサルティングを合わせて提供することで、事業者の混

合撹拌プロセス全体の伴走支援を行っている。

流流体体解解析析結結果果ととそそのの評評価価技技術術をを価価値値にに変変ええ新新たたななビビジジネネススモモデデルルのの変変革革にに挑挑戦戦

「ミキシングコンシェルジュ™™」を導入したある顧客は、新設する工場の撹拌設備の仕様

を検討する際に流体解析ソフトを利用したことで、従来の撹拌翼では性能が不十分であり、

新規の撹拌翼を導入する必要があることが判明し、数千万円の損失を回避できた。また、流

体解析ソフトは新入社員でもすぐに使いこなすことができるため、人材育成の面でも効果が

あるという評価も得ている。伝統的な素材商社である同社だが、混合撹拌特化の流体解析と

その評価技術を価値に変えた新しいビジネスモデルに挑戦することで、製造現場の意思決定

そのものを変えていこうとしている。

図：「ミキシングコンシェルジュ™」の流体解析イメージ

資料：長瀬産業（株）提供
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ロロボボテティィククスス戦戦略略のの策策定定

ロロボボッットト産産業業をを取取りり巻巻くく環環境境変変化化

年代以降、我が国のロボット産業は、製造現場で長時間・高負荷の環境下でも安定稼

働する高品質なロボットを供給し、産業用ロボット分野において世界市場をけん引してきた。

しかし、近年はロボットの活用領域が製造業から物流、小売、警備などのサービス分野へと

急速に拡大しており、サービスロボットの世界市場は既に産業用ロボットを上回る規模に成

長している。このような市場構造の変化の中で、手頃な価格や導入・運用のしやすさ、多様

な現場環境への適応力が重視されるサービスロボット市場への対応において、我が国は十分

な存在感を発揮できておらず、ロボット市場全体における相対的地位は低下傾向にある。

国内に目を向ければ、人口減少・高齢化の進展を背景に、幅広い産業・地域において構造

的な人手不足が深刻化している。現場の担い手不足は、事業継続や付加価値創出の制約要因

となっており、経済成長のみならず、国民生活や地域社会の持続可能性にも影響を及ぼして

いる。人口減少に伴う労働力供給の減少と経済成長を切り離し、人手不足に直面する地方を

含め持続的な成長を可能とする社会へ転換していくためには、誰もが使いやすく、多様な現

場で活躍できるロボットを幅広い分野に展開していく取組の加速が不可欠である。

近年 の急速な進化を背景として、ロボットはあらかじめ定義された動作を正確に繰り返

す機械から、環境を認識し自律的に判断・行動する「 ロボティクス」へと進化しつつある。

この技術的転換は、ロボットの適用可能領域を飛躍的に拡大させると同時に、 とロボット

を一体として設計・開発する新たな競争環境を生み出している。

ロロボボテティィククスス分分野野ににおおけけるる我我がが国国のの強強みみ

ロボティクス分野において、我が国は、ロボット実装を前提とした 開発や とロボッ

トの一体的な設計開発といった面では必ずしも優位を確立できていない状況にある。

一方で、世界有数の産業用ロボット産業、強固なサプライチェーン、高品質な現場データ、

高度な運用ノウハウなど、我が国が有する基盤的な強みは依然として大きい。

今後重要となるのは、このような基盤を活用し、個々のロボットにとどまらず、より広く

機械システム全般を対象とするロボティクスを により高度化していくことである。その際、

ロボティクスの性能を最大限に引き出し、現場のオペレーションを最適化する観点から、

現場における作業環境・プロセスや運用の在り方そのものを変革し、社会課題解決、産業競

争力の強化、経済安全保障への貢献、市場拡大につなげていく戦略的な取組を進めることが、

我が国の優位性を活かすことにつながる。

ロロボボテティィククススががももたたららすす経経済済・・産産業業上上ののイインンパパククトト

ロボティクスは、知覚・判断・行動の高度化によりロボットの自律性・汎用性を高め、労

働力の補完に貢献する。これによって、現場の稼働率向上や危険・高負荷作業の代替などを

通じて生産性と安全性を向上させるとともに、限られた人材リソースを高付加価値業務へ再

配置することが可能になる。また、 ロボティクスの現場導入を通じて蓄積される現場デー

タと運用ノウハウを評価・検証し、ロボット基盤モデルの改善に還流する循環が形成されれ

ば、性能向上やコスト低減が進み、他分野への展開も加速することが可能になる。

中長期的には、 ロボティクスが労働力を補完・代替する度合いが高まり、国内の産業・

社会活動を支えることとなることから、このような ロボティクスの中核技術やその供給・

運用体制を国内に確保することは、経済安全保障上の重要課題でもある。
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課題先進国である我が国において、 ロボティクスを先行的に社会実装し、現場データの

取得と継続改善の循環を確立することは、社会課題の解決に資するだけでなく、新たな市場

創出、産業構造の高度化、国際競争力の強化を同時に実現する戦略的取組である。したがっ

て、 ロボティクスは、我が国の将来の成長基盤を形成する横断的な政策領域として位置付

ける必要がある。

図： ロボティクス戦略の概要

資料：内閣官房「 ロボティクスに関する関係府省連絡会議 ロボティクス戦略（概要）」（ 年 月）
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をを活活用用ししてて我我がが国国製製造造業業のの をを実実現現すするる「「製製造造 拠拠点点」」構構想想

のの観観点点かからら見見たた我我がが国国製製造造業業のの課課題題

近年、製造業の の必要性が叫ばれている。その背景には、製造業の深刻な人手不足があ

る。 年以降、製造業に入職する新規学卒者の割合は減少を続けており、中小企業ではこ

の傾向が特に顕著となっている 。このため、将来も製造業を維持していく上で、デジタル

技術を活用して人手不足を補う の推進は、不可欠である。

製造業の の状況に目を向けると、従業員数が 人以上の企業では、「企画・開発・設

計」、「製造」、「生産管理」など、製造業の中心となる工程で、 ％から ％強の企業が、デ

ジタル技術を活用して業務改善を実施している。その一方で、従業員数が 人以下の企

業、つまり、中小企業では、デジタル技術を活用する企業の割合は急激に減少する。例え

ば、従業員数 人以下の企業では、「製造」で ％、「企画・開発・設計」で ％の企業

しかデジタル技術を活用していない。中小企業の が進みにくい大きな要因の一つとして

も、人材不足が挙げられる。デジタル技術の導入が進展している大企業では、デジタル技術

に精通した社員が先導的な役割を果たしていることが示されている 。一方で、前述の通

り、中小企業では、大企業と比較して、推進役となるべき人材、特に若者を確保しにくい実

態がある。

このように、我が国が今後も製造業を維持していく上で、 の推進は不可欠であるが、

の推進役となる人材を確保しにくい中小企業では、 の実現は容易ではない。製造業の を

進める上では、このような実態を踏まえ、個々の製造事業者の自助努力のみに頼らない方策

を検討する必要がある。

「「製製造造 拠拠点点」」構構想想

上記の課題への対応として、経済産業省では、製造現場のデータを用いて開発され、生産

の効率化・省人化などに資する機能を提供する「製造プラットフォーム」に着目している。

製造現場で取得したデータと、最新の分析技術を組み合わせれば、効率性向上や稼働停止回

避、寿命適正化、品質向上など、様々な製造現場の課題に対応した製造プラットフォームを

生み出すことができる可能性がある（図 ）。

経済産業省では、 などの先端技術を用いた製造プラットフォームを広く展開すること

で、事業者の自助努力のみに頼らず、我が国製造業全体の を実現することを目指して、

「製造 拠点」の立ち上げに向けた検討を進めている（図 ）。製造 拠点が担う役割は、大

きく二つに分けることができる。一つ目の役割は、製造現場のデータベース整備である。我

が国には製造業を営む企業が数多く存在するが、その製造現場で日々生み出されるデータが

十分に活用されているとは言い難い。また、生産機械等を提供するメーカーの中には、自社

製品のデータを収集している企業はいるが、異なるメーカーのデータを統合して製品の高度

化につなげている企業は、ほとんど存在しない。製造 拠点では、拠点の取組に協力する企

業（協力企業）の工場で実際に使われている装置・施設にセンサーやシステム等を導入し、

これまで活用されてこなかった加工・稼働データ等を収集する。幅広いメーカーの装置・施

設の多様なデータを収集し、それらを統合することにより、従来にない規模・種類の製造デ

ータベースを構築する。

経済産業省、厚生労働省、文部科学省［ ］『 年版ものづくり白書』

経済産業省、厚生労働省、文部科学省［ ］『 年版ものづくり白書』
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二つ目の役割は、こうして構築したデータベースを活用した、製造プラットフォームの開

発支援である。製造プラットフォームビジネスの担い手となる企業（担い手企業）として

は、工作機械メーカーや メーカーなど、多様な主体が想定されるが、製造 拠点は、製造

技術だけでなく など先端的な分析技術に関する知見も備えた専門家集団として、担い手企

業による製造プラットフォームの開発を支援する。この製造プラットフォームには、大規模

なデータベースを学習に用いて開発される多様な モデルを実装することが可能である。ま

た、製造 拠点でも、協力企業のデータを分析し、これら企業の製造高度化に向けたフィー

ドバックを実施する。

製造 拠点が中心となり、製造現場の加工・稼働データ等から成る製造データベースを整

備した上で、そのデータベースや拠点のリソースを活用して、担い手企業が多様な モデル

を実装した製造プラットフォームを開発する。こうして開発された製造プラットフォームを

広く展開することにより、我が国製造業全体の 実現を目指す。

図 ：製造現場の課題とデータ駆動型ソリューションの例

資料：経済産業省作成

図 ：製造 拠点構想のイメージ

資料：経済産業省作成

第４章我が国製造業の競争力強化に向けた視点

205ものづくり白書

革
新
的
な
Ａ
Ｉ
・
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た

製
造
業
の
多
角
化

第
３
節



第第 節節 不不確確実実性性をを増増すす対対外外環環境境へへのの対対応応

 我我がが国国製製造造業業のの経経済済安安全全保保障障へへのの取取組組状状況況

第 節では、対外環境の変化が製造事業者に与える影響を整理したが、このような変化に

対応し、安定的な事業運営を継続していくためには、経済安全保障の取組を行い、自律性・

不可欠性を高めていくことが極めて重要である。

しかし、 年版ものづくり白書 では、約 割の事業者が経済安全保障に係る取組を行

っていないことが明らかになった。不確実性が増す環境下の中、経済安全保障への取組につ

いて我が国製造事業者の意識・行動変化がどの程度起こったのか、状況について整理を行

う。

（（ ））製製造造事事業業者者のの経経済済安安全全保保障障のの取取組組のの実実施施状状況況

経済安全保障の取組の実施状況について、取組の有無及び取組内容について確認すると、

何らかの取組を行っている企業は約 割と、 年度調査の約 割から上昇する結果とな

った。米国関税措置を始めとする情勢の急激な変化が生じている中、経済安全保障の取組に

着手する事業者が増加したことがうかがえる（図 ）。取組内容については、 割前後の

事業者が「情報管理体制やサイバーセキュリティの強化」、「部素材調達先の変更や多元化」

を行っており、 年度から割合も増加している（図 ）。

図 ：製造事業者の経済安全保障の取組の実施有無

備考： 年度は、経済安全保障に向けた取組について回答した製造事業者の全数から、「行っていない」と回

答した製造事業者の数を引いた数を、経済安全保障の取組を実施している製造事業者の数として算出し

ている。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

経済産業省、厚生労働省、文部科学省［ ］『 年版ものづくり白書』
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図 ：製造事業者が既に実施している経済安全保障の取組

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

印は調査年度間で設問が変更になった項目（ 年度は「投資計画の変更」を選択肢から削除）。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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経済安全保障の取組開始時期について、 年度調査では「 年以降」と回答した事

業者が 割以上となっていた。 年度では、 年度調査において回答割合の高かった

年以降について詳細に確認すると、特に 年以降、取組を開始している事業者が毎

年 割弱いることが分かる（図 ）。

経済安全保障の取組を進める上での取組体制については、 年度も引き続き「新たに

専門部署を設置」して対応しているとした事業者は少なく、いずれの年度も ％以下と低い

結果となった（図 ）。企業規模によっても取組体制に差が出ており、大企業でも新た

に専門部署を設置した割合は約 ％だが、中小企業は「特に体制は設けず、必要に応じて対

応」が最も高く約 割となった（図 ）。

図 ：経済安全保障の取組開始時期

備考：経済安全保障の取組を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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図 ：経済安全保障の取組体制

備考： 経済安全保障の取組を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

印は調査年度間で設問が変更になった項目（ 年度は選択肢に「経営層のみで対応」を追加）。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

図 ：経済安全保障の取組体制（企業規模別）

備考： 経済安全保障の取組を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

印は調査年度間で設問が変更になった項目（ 年度は選択肢に「経営層のみで対応」を追加）。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の課

題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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一方、取組を行っていないと回答した事業者について、その理由を確認すると、 年

度調査と同様「自社の経営において必要性を感じていない」が最も高く、次いで、「何をす

べきかわからない」、「対応できる人材の不足」を挙げる割合も 年度調査に引き続き高

い結果となった。

一方、「社内でも話題に上がっていない」と回答した事業者の割合は 年度調査と比較

して ポイント以上減少している。前述のとおり、何らかの取組を行っている事業者の割

合は 年度に比べ増加しているが、取組を行っていない事業者においても、経済安全保

障を自社に関連するトピックとして認識する割合が増加している可能性が考えられる（図

）。

図 ：経済安全保障の取組を行っていない理由

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

経済安全保障の取組をいずれも行っていないと回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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また、取組を行っている事業者に対し、取組を今後強化する際の課題について確認したと

ころ、 年度調査では「自社における事業リスクの把握とリスク管理手法の理解」が最

も高い割合となっていたところ、 年度は「サプライチェーン上の取引企業の動向の把

握」を挙げる事業者が増加し、最も高い割合となった。また、「納品先からの理解（価格転

嫁やスペック変更の観点等）」についても 年度調査から ポイント増加しており、社

外の関係に起因する課題が上昇する結果となった。一方、「社内での理解や協力」や「費用

対効果を踏まえた予算の確保」といった社内関係の課題は、 年度調査と比較して ポ

イント程度減少しており、 年度から経済安全保障の取組に対する社内理解が浸透して

きている可能性を示す結果となった（図 ）。

図 ：経済安全保障の取組をこれから強化する際の課題

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

経済安全保障の取組を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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サプライチェーンについては、経済安全保障の取組を既に実施する事業者の取組内容とし

ても、 年度に引き続き「部素材調達先の変更や多元化」が高い割合を占めるなど（図

）、取組を行っている事業者は一定数いるといえる。また、今後の取組の課題として、

「サプライチェーン上の取引企業の動向の把握」が最も高い割合となった（図 ）こと

は、各国の産業政策の急速な変化等に伴うサプライチェーンの見直し等の必要性を感じてい

る事業者が増加したことがうかがえる。

以下では、調達部門の強化や、サプライヤーとの情報共有・可視化によるサプライヤーと

の関係構築等により、サプライチェーンの強靱化を進める好事例を紹介する。

212



ササププラライイヤヤーーととのの関関係係構構築築ででササププラライイチチェェーーンン

をを強強靱靱化化

（（株株））アアママダダ

所在地 ：神奈川県

従業員数 ： 名

資本金 ： 億 万円

業種 ：生産用機械器具製造業

電電子子部部品品等等のの不不足足ややググロローーババルル化化へへのの対対応応にに向向けけ、、調調達達部部門門をを強強化化

（株）アマダは、金属や樹脂、セラミック等を加工する様々な機械の開発・製造・販売・

サービスを手がけるグローバルメーカーである。同社は、かつての深刻な電子部品等の不足

や昨今のグローバルな地政学リスク、ひいては経済安全保障への対応に向け、調達部門を強

化している。調達部門を日々の調達業務を担う「資材調達推進部」と将来の調達戦略の企

画・設計を担う「調達戦略企画室」に分割し、即応性と戦略性を兼ね備えた組織にした。特

に、調達戦略企画室では、今後の調達のあるべき姿を念頭に置き、調達基盤の強化、事業環

境変化への対応、収益改善に向けた戦略を主導している。

ササププラライイヤヤーーととのの関関係係構構築築にによよりり、、フフレレキキシシブブルルなな調調達達ととササププラライイチチェェーーンンのの強強靱靱化化をを実実現現

同社は工場改革 プロジェクトの一環で、（株）セールスフォース・ジャパンの

（ ：最適なサプライチェーン構築・管理）システムを導

入し、サプライヤー情報の集約と活用を目的とした「サプライヤーポータル」を構築してい

る。従来は属人的な調達管理が課題であったが、生産情報や納期の進捗等、互いの持つ情報

の可視化・共有を推進した。これにより、業務の標準化や、欠品数の削減、見積りや図面に

関する依頼、照会の省力化を実現した。納期、価格コスト、品質管理等の調達業務の精度・

速度・質を向上させ、組織的かつフレキシブルな調達を可能にしている。また、サプライヤ

ーとの関係構築や見える化を進めることで、サプライチェーン強靱化に向けた実効性の高い

備えの構築につなげている。

高高度度なな予予兆兆管管理理にによよりり、、経経済済安安全全保保障障へへのの対対応応をを加加速速

サプライヤーポータルを活用した体系的かつ高度な予兆管理により、欠品や納入遅延を未

然に防ぐとともに、潜在的な調達リスクの早期把握を実現できたことで、不確実な情勢に対

する予防措置を講じることが可能となった。

また、調達戦略企画室が主導することで、事業継続計画（ ）対策、サイバーセキュリ

ティや地政学リスク等を踏まえた経済安全保障の観点からも、組織的な体制を整えている。

図：「サプライヤーポータル」のイメージ

資料：（株）アマダ提供
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（（ ））製製造造事事業業者者のの経経済済安安全全保保障障のの取取組組実実施施ププロロセセススのの状状況況とと課課題題

前述のとおり、 年度調査と比較して、経済安全保障について何らかの取組に着手し

た事業者は増加している。これらの取組について詳細を確認するため、経済安全保障の取組

の実施プロセスを、①国際情勢に関する情報収集、②経済安全保障に関する観点のリスク分

析、③経済安全保障に関する戦略／方針の策定、④経済安全保障に関する具体的な対応策の

検討、⑤経済安全保障に関する具体的な対応策の実施、⑥実施結果を踏まえたリスク分析・

戦略／方針・対応策へのフィードバックという つに分類し、 年度調査の結果と比較

しながら、それぞれの実施状況を確認した。

経済安全保障の取組の実施プロセスは、 割弱の事業者が「国際情勢に関する情報収集」

を実施していると回答する結果となった。一方、「経済安全保障に関する観点のリスク分

析」以降のプロセスについては、実施している事業者の割合が減少し、「必要性は感じてい

るが、実施していない」事業者がいずれも ～ 割を占めており、 年度と同様の結果と

なった。一方、「必要性を感じておらず、実施していない」、「意識したことがなく、実施し

ていない」の割合は、特にリスク分析以降のプロセスで減少していた（図 ）。

図 ：経済安全保障の取組を進める上での各プロセスの実施状況

備考：経済安全保障の取組を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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また、取組を実施する上での課題として、 年度は「国際情勢に関する情報収集」が

挙げられた割合が最も高かったが、 年度は「経済安全保障に関する観点のリスク分

析」の回答割合が最も高くなった（図 ）。

図 ：経済安全保障の取組を実施する上での課題

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

経済安全保障の取組を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

印は調査年度間で設問が変更になった項目。

年度は選択肢に「その他」を追加しているが、本グラフでは時系列比較のため、これを除外し

た上で再集計を行っている。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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経済安全保障の取組を進めていく上では、自社に関連する情報を収集・分析の上、自社の

経営に関連するリスクとして認識し、戦略・方針を策定して対応の検討・実施を進めていく

ことが必要となるが、経済安全保障に関連するリスクは予見可能性が低いことも多く、自社

に及ぼす影響を正確に把握することは容易ではない。前述の結果からも、情報収集の次のス

テップとなる、リスク分析を行う段階において、課題を感じている事業者が多いことがうか

がえる。

リスク分析を実施している事業者について詳細を確認すると、約 割が、「自社の事業に

関わるサプライチェーン」の観点から分析を行っており、この傾向は 年度と同様であ

った（図 ）。

リスク分析に際して用いる情報収集の方法としては、 年度と同様に「業界団体や取

引先等との情報交換」及び「新聞やネット等のメディア媒体」の つが上位を占めている

が、両者の順位は 年度とは逆転し、「業界団体や取引先等との情報交換」を重視する事

業者がより多い結果となった（図 ）。

図 ：経済安全保障に関するリスク分析を実施する観点

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

「経済安全保障に関するリスク分析」を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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図 ：経済安全保障に関するリスク分析を実施する上での情報収集方法

備考： 複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

「経済安全保障に関するリスク分析」を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

リスク分析の対象期間は、「 年程度」を見通して実施している事業者が最も多い点は

年度と同様である一方、「直近 年以内」を対象とする事業者は 年度から ポ

イント増加した（図 ）。

図 ：経済安全保障に関するリスク分析の見通し

備考：「経済安全保障に関するリスク分析」を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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また、約 割の事業者が「自社の事業に関わるサプライチェーン」の観点から分析を行っ

ていたが（図 ）、その際に意識しているサプライチェーンの範囲は、川上側、川下側

ともに、直接の取引先及び 、 社先までの把握を行っている事業者が約 割と、 年度

と同様の傾向であった（図 ・ ）。

図 ：リスク分析上意識しているサプライチェーンの範囲（川上側）

備考： 経済安全保障に関するリスク分析を行っている観点として、「自社の事業に関わるサプライチェーン」

と回答した製造事業者を対象に調査している。

年度は選択肢に「仕入先については特段意識していない」を追加しているが、本グラフでは時系

列比較のため、これを除外した上で再集計を行っている。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

図 ：リスク分析上意識しているサプライチェーンの範囲（川下側）

備考： 経済安全保障に関するリスク分析を行っている観点として、「自社の事業に関わるサプライチェーン」

と回答した製造事業者を対象に調査している。

年度は選択肢に「仕入先については特段意識していない」を追加しているが、本グラフでは時系

列比較のため、これを除外した上で再集計を行っている。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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経済安全保障に関する戦略／方針については、「取締役会・経営会議」が主導して策定し

ている事業者が 割を超え、 年度調査と比較して ポイント以上増加した（図

）。

図 ：経済安全保障の戦略／方針策定を主導する組織

備考：「経済安全保障に関する戦略 方針の策定」を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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また、戦略／方針の策定を主導している組織別に戦略／方針の運用状況を確認すると、主

導している組織が「取締役会・経営会議」、「経済安全保障を担当する部門（経営企画部、経

済安全保障室等）」、「各事業部門」の順に、「経営方針等、全社に関わる計画に反映させてい

る」事業者の割合が高いことが分かった。経済安全保障の取組は、幅広い情報収集、様々な

観点からのリスク分析、それに基づく戦略の策定・実施など、全社的な観点からの対応が必

要になる。このためには、経営層又は組織で横断的機能を果たす部門が戦略／方針の策定を

主導していく体制の構築が重要であることがうかがえる結果となった（図 ）。

図 ：戦略／方針の策定を主導している組織と運用方針の関係

備考： 「経済安全保障に関する戦略 方針の策定」を実施していると回答した製造事業者を対象に調査して

いる。

策定を主導した組織として「その他」の回答数は少ないことから省略している（ ＝ ）。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

以下では、経済安全保障リスクを経営戦略上のリスクであると位置付け、組織横断的な体

制でサプライチェーンの強靱化、機微技術管理に取り組む好事例を紹介する。
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経経済済安安全全保保障障委委員員会会をを設設置置しし、、

ササププラライイチチェェーーンン強強靱靱化化やや機機微微情情報報管管理理にに対対応応

（（株株））アアイイシシンン

所在地 ：愛知県

従業員数 ： 名

資本金 ： 億円

業種 ：輸送用機械器具製造業

国国際際情情勢勢のの変変化化かからら生生じじるる事事業業リリススククをを中中長長期期的的にに軽軽減減すするるたためめ経経済済安安全全保保障障委委員員会会をを設設置置

（株）アイシンは、世界に約 もの拠点を構える総合自動車部品メーカーである。

年 月、政治リスク、地政学リスクなどの国際情勢の変化から生じる事業リスクを中長期的

に軽減することを目的に、経済安全保障委員会を設置した。また、 年 月には、経済安

全保障リスクを経営戦略上のリスクであると位置付け、グループ経営戦略本部の中に新たに

経済安全保障室を設置し、経済安全保障委員会及び安全保障貿易管理の事務局機能を法務部

から同室へ移管させた。同室は専任 名、兼任 名体制で、従来の安全保障貿易管理の事務局

機能に加えて、経済安全保障に関するインテリジェンス機能の役割も果たしている。また、

情報収集や影響分析を行い、関係部署やグループ企業へ情報展開をするとともに、機能部署

と連携して対応に当たっている。

組組織織横横断断的的ななタタススククフフォォーーススででササププラライイチチェェーーンン強強靱靱化化、、機機微微技技術術管管理理にに取取りり組組むむ

経済安全保障委員会では、サプライチェーン強靱化、機微技術管理の強化を活動重点と定

め、サプライチェーン規制対応タスクフォースと機微技術管理タスクフォース（以下、 ）

を設置し、あらかじめ関係する各本部から実働で動ける管理職クラスを中心にメンバーを選

出して、情報共有や迅速なリスク対応ができる体制を整備している。サプライチェーン規制

対応 は、調達、営業、技術、生産管理、人事、経営戦略等の各機能本部のメンバーから構

成され、サプライチェーンに影響を与える各国規制が導入された場合に、内容の検証、アイ

シングループへの影響の見極め、対応方針の作成・実行を役割としている。機微技術管理

は、技術、 、人事、生産技術、経営戦略等の各機能本部のメンバーから構成され、機微技

術管理に関する方針・ルールの策定、運用・定着を図っていくことを役割としている。

経経済済安安全全保保障障へへのの対対応応ははリリススクク軽軽減減ののみみななららずず「「機機会会」」とと捉捉ええるる

同社は、経済安全保障への対応はリスク軽減だけでなく、事業の新たな「機会」の創出も

含まれていると捉えている。安定供給を確保したサプライチェーンの構築や新たな規制の情

報をいち早く入手し、対応できる体制づくりは、得意先の信頼獲得につながると考えてお

り、経済安全保障への取組を事業の新たな「機会」につなげることを目標としている。

同社は、これまでの安全保障貿易管理から広がった経済安全保障リスクへの対応を試行錯

誤しながら、取り組んでいる。

図 ：サステナビリティ推進体制 図 ：経済安全保障に係る体制

資料：（株）アイシン提供（図 ・ ）
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（（ ））経経済済安安全全保保障障のの取取組組とと収収益益性性

近年の製造事業者を取り巻く環境は極めて速いスピードで変化を続け、経済安全保障に関

連するリスクの予見可能性は一層低下している。このような中で、経済安全保障に向けた取

組を行っていない理由として、「費用対効果がわからない」や「コストの増大」を挙げた事

業者も約 ～ 割存在していた（図 ）。

「経済安全保障に向けた取組を実施するにあたって発生する費用」と「経済安全保障リス

クに対応しないことによって減少する収益」の関係について、短期（直近 ～ 年）では

「発生する費用」が経営を圧迫するとした企業が最も高い割合である一方、中長期（直近

～ 年）では「収益の減少」とした企業が上回った（図 ）。これは 年度と同様

の傾向であり、中長期的には、経済安全保障リスクに対応しないことによって発生し得る収

益の減少がより経営に影響を与えると認識する企業が、引き続き一定数存在することを示す

結果となった。

図 ：経済安全保障の取組による費用対効果の考え方

備考：経済安全保障の取組を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

また、経済安全保障の取組に当たって、他国の輸出管理による調達リスクがあるが安価な

製品・部素材と、国内あるいは同志国から安定調達できるが高価な製品・部素材があった場

合、その価格差をどの程度許容できるかについて確認した。「わからない」と回答した事業

者を除くと、「 ％以上～ ％未満」と回答した事業者の割合が最も多く約 割となり、次い
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で「 ％未満」、「 ％以上～ ％未満」が続く結果となった。また、「許容できない」と回答

した事業者も ％存在した（図 ）。

図 ：調達リスクがあるが安価な製品・部素材と
安定調達できるが高価な製品・部素材の許容できる価格差

備考：経済安全保障の取組を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

経済安全保障の取組の最終的な目的としては「事業の継続（安定的な調達・生産・供給

等）」を挙げる事業者が約 割を占め、 年度と同様の傾向となった（図 ）。取組

によって感じている効果についても、 割弱の事業者が「事業の継続（安定的な調達・生

産・供給等）｣を実感しており、目的に対して一定の成果が得られていることが確認できる

（図 ）。一方、最終的な目標を「自社の収益の拡大｣とする事業者は 割弱にとどま

り、収益拡大を取組の主目的とする企業は少ない。効果についても、「自社の収益の拡大」

を挙げる事業者は 割を下回った。

図 ：経済安全保障の取組を実施する上での最終的な目的

備考：経済安全保障の取組を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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「自社の収益の拡大」を目標とする事業者については、目標が達成されない場合、「 年

程度」及び「 ～ 年程度」で方針を見直すと回答した企業が 割弱を占め、多くの事業者

が 年以内の期間で収益性を評価・判断する傾向がみられた（図 ）。

図 ：収益性の目標が達成されない場合の方針の見直し予定時期

備考：経済安全保障の取組を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）

                       

            

       

                           

   

図 ：経済安全保障の取組の実施によって最も感じている効果

備考：経済安全保障の取組を実施していると回答した製造事業者を対象に調査している。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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マージンごとに取組の実施内容を確認すると、 マージンの高い企業ほど取

組を行っている割合が高い傾向がみられ、また、 マージンの低い企業ほど取組を

「行っていない」と回答する割合が高くなった（図 ）。

図 ：製造事業者が既に実施している経済安全保障の取組（ マージン別）

備考：複数回答のため、合計は必ずしも ％にはならない。

資料：三菱 リサーチ＆コンサルティング（株）「令和 年度産業関係調査等事業（我が国ものづくり産業の

課題と対応の方向性に関する調査）報告書」（ 年 月）
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 我我がが国国製製造造業業にに求求めめらられれるる対対外外環環境境のの変変化化へへのの対対応応

国際情勢の変動や各国の産業政策の強化など、対外環境の急激な変化が我が国製造事業者

に与える影響は大きく、事業者は多様な対応を余儀なくされている。特に経済安全保障の取

組については、 年度と比較して何らかの取組を行った事業者が増加しており、対外環

境の不確実性の増加を踏まえた事業者の意識の変化がうかがえる結果となった。しかし、取

組を進めていくに当たっては、 年度に引き続き、事業者が課題感を抱える現状が明ら

かになった。

グローバル化の進展に伴い、各社のサプライチェーンは極めて複雑化している。このよう

な中で、経済安全保障の取組を今後強化する際の課題として、「サプライチェーン上の取引

企業の動向把握」を半数以上の事業者が挙げるなど、サプライチェーンの把握に関して課題

感を抱えている事業者が一定数存在していた。

また、経済安全保障の取組を実施していくに当たって、国際情勢に関する情報収集に着手

している事業者は多いが、得られた情報をリスクとして分析・評価し、対応の検討につなげ

ていくプロセスに課題を感じている状況がみられた。

経済安全保障の取組につなげていくためには、自社に関連するサプライチェーンの把握、

これに伴う経済安全保障リスクの評価を行うことなど、いわば自社が置かれた現状を正確に

把握しておくことが重要となるが、何らかの事案が起きてからでは対応は後手にまわり、自

社の損失や被る影響が大きくなるおそれがある。経済安全保障リスクによる自社への影響を

最小限にするためには、平時から現状把握の取組を行っておくことが不可欠である。

経済安全保障に関するリスクは、近年の急激な国際情勢の変化もあいまって極めて予見可

能性が低くなっており、経済安全保障に向けた取組を行っていない理由として、「費用対効

果がわからない」を挙げた事業者も約 割存在していた。一方で、経済安全保障リスクに対

応しないことによって発生し得る収益の減少は、中長期的には対応に係る費用よりも経営を

圧迫すると認識している企業は一定数存在している。

事業者は短期的なコスト増大にとらわれず、中長期的な経営判断を行っていく必要があ

る。また、経済安全保障の取組を進めることは、リスクの低減が図られ、持続的・安定的な

事業の継続につながるだけでなく、新たな事業機会につながる可能性もある。

本節において紹介した事業者は、いずれもサプライチェーン、経済安全保障に係る取組

を、単なるリスク低減だけではなく事業機会としても捉え、自社最適な体制整備・プロセス

の確立に向け、経営層主導の下、全社的に取組を行っている好事例である。

政府としても、事業者の主体的な取組を支援するべく、自律性・不可欠性を高めるための

予算措置や情報発信を行っていく。措置の具体的な内容や、情報発信の取組について、以下

に紹介する。
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「「経経済済安安全全保保障障経経営営ガガイイドドラライインン」」、、「「経経済済安安全全保保障障とと独独占占禁禁止止法法にに関関すするる事事例例集集」」

のの取取りりままととめめ

「「経経済済安安全全保保障障経経営営ガガイイドドラライインン」」（（令令和和 年年 月月 日日））

近年、企業を取り巻く国際環境は、国境を越えた効率重視の自由な経済活動が進展したグ

ローバル化の時代から、地政学的リスクを踏まえた対応が求められる時代に移りつつある。

このような中、我が国においても経済安全保障の確保の必要性が一段と高まっており、特

に、産業・技術基盤の主体である民間企業が、自社の自律性・不可欠性を強化していくこと

が重要となる。一方で、企業からは「経済安全保障への対応はコスト負担が大きい」との懸

念の声も示されている。しかし、経済安全保障対応の観点から企業において行われる供給安

定性やセキュリティの堅牢性等の強化は、企業価値の維持・向上に加え、新たなビジネス機

会の拡大にもつながり得る。さらに、自律性の向上には、社内の各部門に加え、サプライチ

ェーンの上流から下流に至る各企業が認識を共有しつつ取組を進める必要があるが、この取

組により、事業全体の効率性や生産性が向上することも期待される。

経済産業省では、経営層が自社における自律性・不可欠性確保及びガバナンス強化に係る

取組を経営戦略として位置付け、実行する際の推奨事項を、 年 月 日に「経済安全保

障経営ガイドライン」として取りまとめた 。今後も状況の変化を踏まえつつ継続的に改訂

を図っていく（図 ）。

経済産業省［ ］『経済安全保障経営ガイドライン（第 版）』

図 ：経済安全保障経営ガイドラインの活用例

資料：経済産業省「経済安全保障経営ガイドライン（第 版）の概要」（ 年 月）
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「「経経済済安安全全保保障障とと独独占占禁禁止止法法にに関関すするる事事例例集集」」（（令令和和 年年 月月 日日））

重要物資の供給途絶や海外への技術移転等の経済安全保障上の脅威・リスクに対応するた

めには、サプライチェーンに関係する企業同士の情報交換や特定の技術・製品を有する企業

間の連携、再編が一層重要となる。一方で、産業界からは、「独占禁止法上の企業結合規制

に抵触するおそれがあるとの漠然とした懸念などを理由に、企業結合のオプションが検討の

対象になりにくい」、「企業間で交換する情報の内容によってはカルテル違反のおそれがある

との漠然とした懸念などを理由に、企業の法務部や弁護士が独禁法を理由に保守的な判断を

下す傾向とあいまって、企業間の対話をちゅうちょしてしまう」との 摘がされていた。

このような状況を踏まえ、 年 月 日に、公正取引委員会、経済産業省、国土交通省

は「経済安全保障と独占禁止法に関する事例集」を公表し、産業界への周知を図った。経

済安全保障の観点から実施する事例を情報交換、共同行為、企業結合の三つのカテゴリーに

分け、経済産業省と国土交通省が事例を提供し、それに対して公正取引委員会が独占禁止法

上の考え方を示したものである（図 ）。日本企業の国際競争力が失われないよう、企業サイ

ドの萎縮を緩和し、企業間連携を後押しすることが今回の事例集の目的である。主な事例は

以下のとおりである。

事例②流出を防ぐべき技術範囲に関する情報交換

我が国が優位性を持つ技術について、国内メーカー間で、又は所管省庁や業界団体を通じ

て、当該技術分野における海外流出を防ぐべき技術の範囲に関して情報交換を行う事例。

事例⑥重要原材料の調達に関する情報交換及び共同調達

事業に不可欠な重要原材料について、（ ）国際情勢の著しい変化等の外的ショックにより

国内メーカーの調達途絶が顕在化した場合又はその蓋然性が高いと政府が認め企業に情報提

供した場合に／（ ）平時から国内メーカーが調達途絶リスクに備える必要がある場合に、

国内メーカー間で当該原材料の代替調達先や調達品のスペック等に関する情報交換及び共同

調達を検討・実施する事例。

事例⑭国内で寡占的な複数事業者の統合・合併

グローバル市場における競争にさらされる中、日本企業個社では、生産効率の維持等の対

応ができない状況において、国内で寡占状態にある 社と 社が統合・合併する事例。

公正取引委員会、経済産業省、国土交通省［ ］『経済安全保障と独占禁止法に関する事例集』

図 ：「経済安全保障と独占禁止法に関する事例集」における想定事例

資料：公正取引委員会、経済産業省、国土交通省「経済安全保障と独占禁止法に関する事例集」（ 年 月）か

ら経済産業省作成
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ググロローーババルルササププラライイチチェェーーンンのの再再検検討討

主主なな重重要要鉱鉱物物はは特特定定国国かかららのの輸輸入入にに依依存存

足下では、半導体や自動車の高機能化に不可欠な重要鉱物は特定国からの輸入に依存する

とともに、プラスチックをはじめ産業基盤となる石油化学製品は中東に依存し、世界情勢の

不安定化が企業経営に大きな影響を与えている。

図 ：主な重要鉱物は特定国からの輸入に依存

資料：経済産業省「第 回 産業構造審議会 製造産業分科会 資料 マテリアル（重要鉱物・部素材）分野の

課題と検討の方向性」（ 年 月）

図 ：石油化学のサプライチェーン

資料：経済産業省作成

図 ：ナフサの調達元（ 年）

資料：経済産業省作成
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重重要要鉱鉱物物のの供供給給源源多多角角化化にに向向けけたた取取組組

こうした中、製造業の中長期的な成長、自律性・不可欠性の維持には、特定国・地域に依

存しないサプライチェーンの多角化や、重要物資の国内生産など、有事もみすえた代替生産

可能な体制の強化が不可欠である。政府として重要鉱物の供給源多角化に向けた取組を行っ

ていく。

図 ：重要鉱物の供給源多角化に向けた取組

資料：経済産業省作成

また、我が国は多くの重要鉱物等を特定国からの輸入に依存しており、その供給が滞れば

我が国の産業全般に影響を及ぼす可能性がある。そのため、サプライチェーンの中下流に位

置する事業者による調達ルート切替を支援し、サプライチェーンの複線化等を通じた特定国

への過度な依存の回避・低減を図ることで、我が国の産業の自律性・不可欠性を確保するこ

とが必要である。しかし、代替品を用いた新たなサプライチェーンを構築する場合には、当

該代替品を使用した場合に十分な性能（機能性、安全性等）が担保されるかを事前に評価し

なければならず、また、各レイヤーに位置する企業による多段階かつ複数回にわたる評価が

必要となり、その評価には一定のリードタイムが発生する。そのため経済産業省では、令和

年度重要鉱物に係るサプライチェーン強靱化事業において、我が国企業による代替調達ル

ートへの切替を通じた供給源の多角化、ひいては経済安全保障上のリスクを低減するため、

民間企業等が部素材や原材料等の調達ルートの切替に資するサンプル評価等を行う場合の費

用の一部を補助することとしている。特定国への依存が高い重要鉱物等を使用しており、調

達の切替を要する部素材等の一例としては、 （駆動用モーター）、電池、サーボモータ

ー、排ガス触媒、点火コイル、半導体、超硬工具等を想定している。

図 ：重要鉱物に係るサプライチェーン強靱化事業の支援イメージ

資料：経済産業省作成
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第２部
令和 7年度において
ものづくり基盤技術の
振興に関して講じた施策

第 2 部では、2025 年度においてものづくり基盤技術の振興に関して講じた施策を報告する



第第 章章 ももののづづくくりり産産業業のの振振興興にに係係るる施施策策

第第 節節 研研究究開開発発

研研究究開開発発税税制制（（中中小小企企業業技技術術基基盤盤強強化化税税制制））

ももののづづくくりり基基盤盤技技術術のの開開発発支支援援

（（ ）） ：：人人工工知知能能／／ビビッッググデデーータタ／／ ／／ササイイババーーセセキキュュリリテティィ統統合合ププロロジジェェククトト

（ 年度予算額 億円（（国研）理化学研究所運営費交付金及び（国研）科学

技術振興機構運営費交付金中の推計額を含む））

（（ ））材材料料のの社社会会実実装装にに向向けけたたププロロセセススササイイエエンンスス構構築築事事業業（（ ））（ 年度

予算額 億円）

（（ ））ママテテリリアアルル先先端端リリササーーチチイインンフフララ（（ ））（（半半導導体体基基盤盤ププララッットトフフォォーームムのの構構築築をを

含含むむ））（ 年度補正予算額 億円、 年度予算額 億円、 年度補正予算額

億円）

（（ ））デデーータタ創創出出・・活活用用型型ママテテリリアアルル研研究究開開発発ププロロジジェェククトト（（ ））（ 年度予算額

億円）

（（ ））量量子子未未来来社社会会ビビジジョョンンのの実実現現にに向向けけたた取取組組のの推推進進（ 年度補正予算額約 億

円、 年度予算額約 億円（含基金）、 年度補正予算額約 億円）

（（ ））先先端端研研究究基基盤盤刷刷新新事事業業（（ ））（ 年度補正予算額 億円）

（（ ））革革新新的的パパワワーーエエレレククトトロロニニククスス創創出出基基盤盤技技術術研研究究開開発発事事業業（ 年度予算額 億

円）

（（ ））次次世世代代 半半導導体体創創生生拠拠点点形形成成事事業業（ 年度予算額 億円）

（（ ））戦戦略略的的イイノノベベーーシショョンン創創造造ププロロググララムム（（ ））（ 年度補正予算額 億円、

年度予算額 億円、 年度補正予算額 億円）

（（ ））研研究究開開発発とと ととのの橋橋渡渡ししププロロググララムム（（ ））（ 年度補正予算額

億円、 年度予算額 億円、 年度補正予算額 億円）
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（（ ））宇宇宙宙産産業業技技術術情情報報基基盤盤整整備備研研究究開開発発事事業業（（ ププロロジジェェククトト））（ 年度予算

額 億円）

（（ ））小小型型衛衛星星ココンンスステテレレーーシショョンン関関連連要要素素技技術術開開発発（ 年度補正予算額 億円）

（（ ））月月面面ににおおけけるるエエネネルルギギーー関関連連技技術術開開発発（ 年度予算額 億円）

（（ ））多多種種衛衛星星ののオオンンデデママンンドドタタススキキンンググ及及びびデデーータタ生生産産・・配配信信技技術術のの研研究究開開発発（

年度補正予算額 億円）

（（ ））宇宇宙宙戦戦略略基基金金事事業業（ 年度補正予算額 億円、 年度補正予算額 億

円）

（（ ））次次世世代代全全固固体体蓄蓄電電池池材材料料のの評評価価・・基基盤盤技技術術のの開開発発事事業業（ 年度予算額 億円）

（（ ））電電気気自自動動車車用用革革新新型型蓄蓄電電池池技技術術開開発発（ 年度予算額 億円）

（（ ））航航空空機機向向けけ革革新新的的推推進進シシスステテムム開開発発事事業業（ 年度予算額 億円）

（（ ））航航空空機機エエンンジジンン向向けけ材材料料開開発発・・評評価価シシスステテムム基基盤盤整整備備事事業業（ 年度予算額 億

円）

（（ ））アアルルミミニニウウムム素素材材高高度度資資源源循循環環シシスステテムム構構築築（資源自律経済システム開発促進事

業： 年度予算額 億円の内数）

（（ ））ササププラライイチチェェーーンン強強靱靱化化にに資資すするる未未利利用用レレアアアアーースス分分離離精精製製技技術術開開発発（資源自律

経済システム開発促進事業： 年度予算額 億円の内数）

（（ ））先先端端計計算算科科学学等等をを活活用用ししたた新新規規機機能能性性材材料料合合成成・・製製造造ププロロセセスス開開発発事事業業（ 年

度予算額 億円）

（（ ）） 等等をを用用いいたたププララススチチッックク原原料料製製造造技技術術開開発発（グリーンイノベーション基金事

業の内数：上限 億円）

（（ ））製製鉄鉄ププロロセセススににおおけけるる水水素素活活用用（グリーンイノベーション基金事業の内数：上限

億円）

（（ ）） をを用用いいたたココンンククリリーートト等等製製造造技技術術開開発発（グリーンイノベーション基金事業の

内数：上限 億円）

第１章ものづくり産業の振興に係る施策
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（（ ））次次世世代代蓄蓄電電池池・・次次世世代代モモーータターーのの開開発発（グリーンイノベーション基金事業の内

数：上限 億円）

（（ ））電電動動車車等等省省エエネネ化化ののたためめのの車車載載ココンンピピュューーテティィンンググ・・シシミミュュレレーーシショョンン技技術術のの開開

発発（グリーンイノベーション基金事業の内数：上限 億円）

（（ ））ススママーートトモモビビリリテティィ社社会会のの構構築築（グリーンイノベーション基金事業の内数：上限

億円）

（（ ））次次世世代代デデジジタタルルイインンフフララのの構構築築（グリーンイノベーション基金事業の内数：上限

億円）

（（ ））次次世世代代航航空空機機のの開開発発（グリーンイノベーション基金事業の内数：上限 億

円）

（（ ））ババイイオオももののづづくくりり技技術術にによよるる をを直直接接原原料料ととししたたカカーーボボンンリリササイイククルルのの推推進進

（グリーンイノベーション基金事業の内数：上限 億円）

（（ ））製製造造分分野野ににおおけけるる熱熱ププロロセセススのの脱脱炭炭素素化化（グリーンイノベーション基金事業の内

数：上限 億）

（（ ））航航空空機機向向けけ革革新新複複合合材材共共通通基基盤盤技技術術開開発発事事業業（ 年度予算額 億円）

（（ ））次次期期航航空空機機開開発発等等支支援援事事業業（ 年度予算額 億円）

（（ ））小小型型エエンンジジンン 拠拠点点強強化化支支援援事事業業（ 年度補正予算額 億円）

（（ ）） 等等のの活活用用にによよるる製製造造業業ののダダイイナナミミッックク・・ケケイイパパビビリリテティィ強強化化にに向向けけたた研研究究開開発発

事事業業（ 年度予算額 億円）

戦戦略略分分野野ににおおけけるる基基盤盤整整備備

（（ ））高高効効率率・・高高速速処処理理をを可可能能ととすするる チチッッププ・・次次世世代代ココンンピピュューーテティィンンググのの技技術術開開発発

事事業業（省エネルギー半導体関連技術開発事業： 年度予算額 億円の内数）

（（ ））省省エエネネ 半半導導体体及及びびシシスステテムムにに関関すするる技技術術開開発発事事業業（省エネルギー半導体関連技

術開発事業： 年度予算額 億円の内数）
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（（ ））省省エエネネエエレレククトトロロニニククススのの製製造造基基盤盤強強化化にに向向けけたた技技術術開開発発事事業業（省エネルギー半

導体関連技術開発事業： 年度予算額 億円の内数）

（（ ））ポポスストト 情情報報通通信信シシスステテムム基基盤盤強強化化研研究究開開発発事事業業（ 年度補正予算額 億円

（一部 億円）、 年度予算額 億円（一部 億円）、 年度補

正予算額 億円（一部 億円））

（（ ））次次世世代代エエッッジジ 半半導導体体研研究究開開発発事事業業（ 年度予算額 億円）

（（ ））予予防防・・健健康康づづくくりりのの社社会会実実装装にに向向けけたた研研究究開開発発基基盤盤整整備備事事業業（ 年度予算額

億円）

（（ ））次次世世代代空空モモビビリリテティィのの社社会会実実装装にに向向けけたた実実現現ププロロジジェェククトト（ 年度予算額 億

円）

（（ ））無無人人自自動動運運転転等等のの 対対応応にに向向けけたた実実証証・・支支援援事事業業（ 年度予算額 億円）

（（ ））地地域域のの移移動動課課題題解解決決にに向向けけたた自自動動運運転転ササーービビスス開開発発・・実実証証支支援援事事業業（ 年度補

正予算額 億円）

（（ ））先先端端半半導導体体のの国国内内生生産産拠拠点点のの確確保保（ 年度補正予算額 億円）

（（ ））蓄蓄電電池池のの製製造造ササププラライイチチェェーーンン強強靱靱化化支支援援事事業業（ 年度補正予算額 億

円）

（（ ））ロロボボテティィククスス分分野野ににおおけけるるソソフフトトウウェェアア開開発発基基盤盤構構築築事事業業（（ポポスストト 情情報報通通信信シシ

スステテムム基基盤盤強強化化研研究究開開発発事事業業のの内内数数））（ 年度補正予算額 億円）

（（ ））デデジジタタルル・・ロロボボッットトシシスステテムム技技術術基基盤盤構構築築事事業業（（イイノノベベーーシショョンン創創出出ののたためめののフフ

ロロンンテティィアア育育成成・・基基盤盤構構築築事事業業のの内内数数））（ 年度予算額 億円）

（（ ））半半導導体体設設計計・・製製造造基基盤盤整整備備事事業業（ 年度予算額 億円、 年度補正予算額

億円）
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提提案案公公募募型型のの技技術術開開発発支支援援

（（ ））成成長長型型中中小小企企業業等等研研究究開開発発支支援援事事業業（（ 事事業業））（ 年度予算額 億の内

数）

（（ ））ももののづづくくりり・・商商業業・・ササーービビスス生生産産性性向向上上促促進進事事業業（（ももののづづくくりり補補助助金金））（中小企業

生産性革命推進事業： 年度補正予算額 億円の内数）

（（ ））デディィーーププテテッックク・・ススタターートトアアッッププ支支援援事事業業（ディープテック・スタートアップ支

援基金の内数：上限 億円）

（（ ））中中小小企企業業新新事事業業進進出出促促進進事事業業（中小企業等事業再構築促進基金： 兆 億円の

内数）

国国家家基基幹幹技技術術のの開開発発・・利利用用にによよるるももののづづくくりり基基盤盤のの強強化化

（（ ））大大型型放放射射光光施施設設（（ ））／／ 線線自自由由電電子子レレーーザザーー施施設設（（ ））のの整整備備・・共共用用

等等（ 年度補正予算額 億円、 年度予算額 億円、国立研究開発法人等

の研究活動等の継続に係る対応： 年度補正予算額 億円の内数）

（（ ））大大型型放放射射光光施施設設（（ ））のの高高度度化化～～ ～～（ 年度補正予算額

億円、 年度補正予算額 億円）

（（ ）） 高高輝輝度度放放射射光光施施設設（（ ））のの整整備備・・共共用用等等（ 年度補正予算額 億

円、 年度予算額 億円、 年度補正予算額 億円）

（（ ））「「富富岳岳」」のの次次世世代代ととななるる新新たたななフフララッッググシシッッププシシスステテムムのの開開発発・・整整備備（ 年度補

正予算額 億円、 年度予算額 億円、 年度補正予算額 億円）

（（ ））大大強強度度陽陽子子加加速速器器施施設設（（ ））のの整整備備・・共共用用等等（ 年度補正予算額 億円、

年度予算額 億円、国立研究開発法人等の研究活動等の継続に係る対応：

年度補正予算額 億円の内数、 へのアクセス道路の整備： 年度補

正予算額 億円）

（（ ））ススーーパパーーココンンピピュューータタ「「富富岳岳」」及及びび革革新新的的ハハイイパパフフォォーーママンンスス・・ココンンピピュューーテティィ

ンンググ・・イインンフフララ（（ ））のの運運営営（ 年度補正予算額 億円、 年度予算額

億円、 年度補正予算額 億円）
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（（ ）） にに不不可可欠欠なな計計算算基基盤盤のの環環境境整整備備（ 年度補正予算額 億円）

大大学学等等のの能能力力をを活活用用ししたた研研究究開開発発のの促促進進

（（ ））共共創創のの場場形形成成支支援援（ 年度予算額 億円（（国研）科学技術振興機構運営費交

付金中の推計額））

（（ ））次次世世代代型型オオーーププンンイイノノベベーーシショョンンののモモデデルル形形成成（ 年度予算額 億円）

（（ ））出出資資型型新新事事業業創創出出支支援援ププロロググララムム（（ ））（ 年度補正予算額 億円）

（（ ））大大学学発発新新産産業業創創出出ププロロググララムム（（ ））（ 年度予算額 億円（（国研）科学技

術振興機構運営費交付金中の推計額））

（（ ））全全国国アアンントトレレププレレナナーーシシッッププ醸醸成成促促進進事事業業（ 年度予算額 億円）

（（ ））研研究究成成果果最最適適展展開開支支援援ププロロググララムム（（ ））（ 年度予算額 億円（（国研）科

学技術振興機構運営費交付金中の推計額））

（（ ））知知財財活活用用支支援援事事業業（ 年度予算額 億円（（国研）科学技術振興機構運営費交付

金中の推計額））

（（ ））生生成成 モモデデルルのの透透明明性性・・信信頼頼性性のの確確保保にに向向けけたた研研究究開開発発拠拠点点形形成成（ 年度補正

予算額 億円、 年度予算額 億円、 年度補正予算額 億円）

（（ ）） にによよるる科科学学研研究究革革新新ププロロググララムム（ 年度補正予算額 億円）

（（ ））革革新新的的 技技術術創創出出事事業業（（ ））（革新的 技術創出事業基金の内数：上限 億

円）

（（ ））戦戦略略的的創創造造研研究究推推進進事事業業 先先端端的的カカーーボボンンニニュューートトララルル技技術術開開発発（（ ））

（ 年度予算額 億円（（国研）科学技術振興機構運営費交付金中の推計額））

（（ ））大大学学等等のの研研究究成成果果のの社社会会実実装装にに向向けけたた知知財財支支援援事事業業（（ ））（（独）工業所有権情

報・研修館運営費交付金： 年度予算額 億円の内数）

科科学学技技術術イイノノベベーーシショョンン人人材材のの育育成成・・確確保保

（（ ））博博士士後後期期課課程程学学生生のの処処遇遇向向上上とと研研究究環環境境確確保保（ 年度予算額 億円）
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（（ ））特特別別研研究究員員制制度度（ 年度予算額 億円（（独）日本学術振興会運営費交付金の

内数））

（（ ））卓卓越越研研究究員員事事業業（ 年度予算額 億円）

（（ ））科科学学技技術術イイノノベベーーシショョンンをを担担うう女女性性のの活活躍躍促促進進（ 年度予算額 億円）

（（ ））国国家家戦戦略略分分野野のの若若手手研研究究者者及及びび博博士士後後期期課課程程学学生生のの育育成成事事業業（創発的研究推進基

金の内数：上限 億円）

第第 節節 産産業業振振興興

環環境境性性能能のの高高いい製製品品のの普普及及促促進進等等

（（ ））電電動動車車普普及及目目標標・・長長期期ゴゴーールル

（（ ））環環境境性性能能にに優優れれたた自自動動車車にに対対すするる自自動動車車関関係係諸諸税税

（（ ））電電気気自自動動車車等等のの導導入入促促進進支支援援（クリーンエネルギー自動車導入促進補助金：

年度補正予算額 億円、 年度補正予算額 億円）

（（ ））充充電電・・充充ててんん設設備備のの導導入入促促進進支支援援（クリーンエネルギー自動車の普及促進に向け

た充電・充てんインフラ等導入促進補助金： 年度補正予算額 億円、

年度予算額 億円、 年度補正予算額 億円）

（（ ））既既築築住住宅宅のの 改改修修にによよるる高高性性能能建建材材等等のの実実証証・・普普及及にに向向けけたた支支援援（住宅・建築物

需給一体型等省エネルギー投資促進事業： 年度予算額 億円の内数）

（（ ）） －－ククレレジジッットト制制度度（国内温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度実施事業費：

年度予算額 億円の内数）

（（ ）） 対対応応にに向向けけたた自自動動車車部部品品ササププラライイヤヤーー事事業業転転換換支支援援事事業業（ 年度予算額

億円）

新新たたなな集集積積のの促促進進又又はは既既存存集集積積のの機機能能強強化化及及びび新新規規産産業業等等にに係係るる支支援援機機能能のの充充実実

（（ ））伝伝統統的的工工芸芸品品支支援援事事業業（ 年度予算額 億円）
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（（ ））イインンフフララシシスステテムム海海外外展展開開

（（ ））ググロローーババルルササウウスス未未来来志志向向型型共共創創等等事事業業（ 年度補正予算額等総額約 億円

の内数（国庫債務負担行為分を含む））

（（ ））医医工工連連携携ググロローーババルル展展開開事事業業（ 年度予算額 億円）

（（ ））皮皮革革産産業業振振興興対対策策事事業業（ 年度予算額 億円）

ササイイババーーセセキキュュリリテティィのの強強化化

（（ ））ササイイババーーセセキキュュリリテティィ経経済済基基盤盤構構築築事事業業（産業サイバーセキュリティ対策の強化

に向けた環境整備事業： 年度予算額 億円の内数）

（（ ）） をを担担ううデデジジタタルル人人材材のの育育成成推推進進（デジタル基盤整備事業： 年度予算額 億

円の内数）

（（ ））ササププラライイチチェェーーンン・・中中小小企企業業ササイイババーーセセキキュュリリテティィ対対策策促促進進事事業業（産業サイバー

セキュリティ対策の強化に向けた環境整備事業： 年度予算額 億円の内数）

（（ ））産産業業ササイイババーーセセキキュュリリテティィ強強靱靱化化事事業業（産業サイバーセキュリティ対策の強化に

向けた環境整備事業： 年度予算額 億円の内数）

（（ ））「「ササイイババーーセセキキュュリリテティィおお助助けけ隊隊ササーービビスス（（新新類類型型））」」のの要要件件等等検検証証及及びび中中小小企企業業

等等向向けけ集集団団的的防防御御ププララッットトフフォォーームムのの構構築築にに向向けけたた実実証証事事業業（産業サイバーセキ

ュリティ対策の強化に向けた環境整備事業： 年度補正予算額 億円の内数）

（（ ））製製造造機機械械分分野野ににおおけけるる高高度度ササイイババーーセセキキュュリリテティィ人人材材育育成成にに向向けけたた環環境境整整備備（産

業サイバーセキュリティ対策の強化に向けた環境整備事業： 年度補正予算額

億円の内数）

（（ ））ソソフフトトウウェェアア開開発発企企業業のの脆脆弱弱性性対対応応能能力力強強化化支支援援（産業サイバーセキュリティ対

策の強化に向けた環境整備事業： 年度補正予算額 億円の内数）

（（ ））耐耐量量子子計計算算機機暗暗号号へへのの移移行行にに向向けけたた調調査査・・実実証証（産業サイバーセキュリティ対策

の強化に向けた環境整備事業： 年度補正予算額 億円の内数）
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（（ ））有有望望セセキキュュリリテティィ・・ススタターートトアアッッププ等等製製品品等等のの積積極極調調達達（産業サイバーセキュリ

ティ対策の強化に向けた環境整備事業： 年度補正予算額 億円の内数）

（（ ））先先進進的的ササイイババーー防防御御機機能能・・分分析析能能力力強強化化ののたためめのの研研究究開開発発（経済安全保障推進法

に基づく指定基金の内数：上限 億円）

知知的的財財産産のの取取得得・・活活用用にに関関すするる支支援援

（（ ））模模倣倣品品・・海海賊賊版版対対策策ににつついいてて

（（ ））知知的的資資産産経経営営のの推推進進

（（ ））営営業業秘秘密密にに関関すするる取取組組

（（ ））知知財財権権情情報報のの活活用用にに関関すするる支支援援

①①特特許許情情報報のの提提供供

②②特特許許出出願願技技術術動動向向調調査査分分析析費費（（事事務務費費））（ 年度予算額 億円）

（（ ））権権利利化化にに対対すするる支支援援

①①円円滑滑なな権権利利化化にに対対すするる支支援援

②②早早期期権権利利化化にに対対すするる支支援援

③③世世界界でで通通用用すするる安安定定ししたた権権利利のの設設定定にに向向けけたたイインンフフララ整整備備

（（ ））知知的的財財産産のの戦戦略略的的なな活活用用にに対対すするる支支援援等等

①①知知的的財財産産にに関関すするる相相談談窓窓口口「「 知知財財総総合合支支援援窓窓口口」」（（独）工業所有権情報・

研修館運営費交付金： 年度予算額 億円の内数）

②②海海外外展展開開知知財財支支援援窓窓口口にによよるる支支援援（（独）工業所有権情報・研修館運営費交付

金： 年度予算額 億円の内数）

③③イイノノベベーーシショョンン拠拠点点税税制制（（イイノノベベーーシショョンンボボッッククスス税税制制））
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（（ ））技技術術情情報報のの管管理理にに関関すするる取取組組

戦戦略略的的なな標標準準化化・・認認証証のの推推進進

（（ ））中中堅堅･･中中小小企企業業等等ににおおけけるる標標準準化化のの戦戦略略的的活活用用のの推推進進（エネルギー需給構造高度化

基準認証推進事業： 年度予算額 億円の内数、国際ルール形成・市場創造型

標準化推進事業： 年度予算額 億円の内数）

（（ ））戦戦略略的的なな国国際際標標準準化化のの推推進進（エネルギー需給構造高度化基準認証推進事業：

年度予算額 億円の内数、国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業： 年

度予算額 億円の内数）

（（ ））世世界界にに通通用用すするる認認証証基基盤盤のの強強化化

①①大大型型パパワワーーココンンデディィシショョナナ及及びび大大型型蓄蓄電電池池シシスステテムムのの試試験験･･評評価価

②②ペペロロブブススカカイイトト太太陽陽電電池池のの認認証証設設備備等等強強化化事事業業（ 年度補正予算額 億円）

③③大大型型蓄蓄電電池池シシスステテムム試試験験施施設設のの改改修修・・更更新新支支援援（国立研究開発法人等の施設・

設備等の機能強化事業： 年度補正予算額 億円の内数）

（（ ））アアジジアア諸諸国国等等ととのの協協力力関関係係強強化化（エネルギー需給構造高度化基準認証推進事業：

年度予算額 億円の内数、国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業：

年度予算額 億円の内数）

（（ ））標標準準化化人人材材のの育育成成・・確確保保

①①標標準準化化人人材材 のの整整備備（エネルギー需給構造高度化基準認証推進事業：

年度予算額 億円の内数、国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業：

年度予算額 億円の内数）

②②大大学学等等ににおおけけるる標標準準化化教教育育のの推推進進

③③若若手手育育成成ののたためめのの国国際際標標準準化化人人材材育育成成講講座座のの実実施施（エネルギー需給構造高度化

基準認証推進事業： 年度予算額 億円の内数、国際ルール形成・市場創造

型標準化推進事業： 年度予算額 億円の内数）
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④④ルルーールル形形成成戦戦略略研研修修のの実実施施（エネルギー需給構造高度化基準認証推進事業：

年度予算額 億円の内数、国際ルール形成・市場創造型標準化推進事業：

年度予算額 億円の内数）

デデーータタ連連携携

（（ ））自自動動車車ササププラライイチチェェーーンンデデーータタ連連携携基基盤盤のの構構築築（無人自動運転等の 対応に向

けた実証・支援事業： 年度予算額 億円の内数、蓄電池等の製品の持続可能

性向上に向けた基盤整備・実証事業： 年度予算額 億円の内数）

そそのの他他

（（ ））ももののづづくくりり白白書書のの作作成成にに必必要要なな調調査査（産業関係調査等事業： 年度予算額 億

円の内数）
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第第 節節 中中堅堅・・中中小小企企業業支支援援

賃賃上上げげにに向向けけたた価価格格転転嫁嫁・・取取引引適適正正化化のの徹徹底底

（（ ））取取適適法法（（中中小小受受託託取取引引適適正正化化法法））・・振振興興法法（（受受託託中中小小企企業業振振興興法法））のの着着実実なな執執行行

（（ ））価価格格交交渉渉促促進進月月間間にによよるる取取組組（中小企業取引対策事業： 年度補正予算額 億

円の内数、 年度補正予算額 億円の内数）

（（ ））取取引引 メメンンにによよるるヒヒアアリリンンググやや取取引引かかけけここみみ寺寺をを通通じじたた取取引引実実態態のの把把握握（中小企業

取引対策事業： 年度予算額 億円の内数）

（（ ））取取引引適適正正化化にに係係るる自自主主行行動動計計画画のの改改定定・・徹徹底底

（（ ））パパーートトナナーーシシッッププ構構築築宣宣言言のの拡拡大大・・実実効効性性のの向向上上（中小企業取引対策事業：

年度補正予算額 億円の内数、 年度補正予算額 億円の内数）

中中小小企企業業のの経経営営のの革革新新及及びび創創業業促促進進、、事事業業承承継継・・引引継継ぎぎ支支援援

（（ ））経経営営革革新新のの促促進進

①①新新事事業業活活動動促促進進資資金金（（財財政政投投融融資資））

②②「「中中小小企企業業信信用用保保険険法法」」のの特特例例

（（ ））創創業業・・ベベンンチチャャーーのの促促進進

①①新新規規開開業業・・ススタターートトアアッッププ支支援援資資金金（（財財政政投投融融資資））

②②創創業業者者向向けけ保保証証（中小企業信用補完制度関連補助事業： 年度予算額 億円

の内数）

③③中中小小機機構構フファァンンドド出出資資事事業業（ 億企業育成ファンド出資事業： 年度補正予

算額 億円）

④④エエンンジジェェルル税税制制

⑤⑤オオーーププンンイイノノベベーーシショョンン促促進進税税制制
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（（ ））新新事事業業促促進進支支援援事事業業

①①イイノノベベーーシショョンン・・ププロロデデュューーササーー実実証証事事業業（成長型中小企業等研究開発支援事

業（ 事業）： 年度予算額 億の内数）

②②中中小小企企業業成成長長加加速速化化補補助助金金（中小企業生産性革命推進事業： 年度補正予算

額 億円の内数、 年度補正予算額 億円の内数）

（（ ））事事業業承承継継・・引引継継ぎぎ支支援援

①①事事業業承承継継総総合合支支援援事事業業（中小企業活性化・事業承継総合支援事業： 年度補

正予算額 億円の内数、 年度予算額 億円の内数、 年度補正予算額

億円の内数）

②②事事業業承承継継・・ 補補助助金金（中小企業生産性革命推進事業： 年度補正予算額

億円の内数、 年度補正予算額 億円の内数）

③③法法人人版版事事業業承承継継税税制制（（特特例例措措置置））

④④個個人人版版事事業業承承継継税税制制

（（ ））中中小小企企業業のの海海外外展展開開支支援援

①①新新規規輸輸出出 万万者者支支援援ププロロググララムム

②②海海外外ビビジジネネスス・・輸輸出出促促進進事事業業（ 年度予算額 億円）

③③海海外外展展開開・・事事業業再再編編資資金金（（財財政政投投融融資資））

④④海海外外展展開開にに資資すするる現現地地人人材材育育成成のの支支援援（技術協力活用型・新興国市場開拓事

業： 年度予算額 億円）

⑤⑤ 外外国国出出願願補補助助金金（（独）工業所有権情報・研修館運営費交付金： 年度

予算額 億円の内数）

⑥⑥海海外外権権利利化化支支援援事事業業（中小企業等海外展開支援事業： 年度予算額 億円の

内数）
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⑦⑦海海外外出出願願支支援援事事業業（中小企業等海外展開支援事業： 年度予算額 億円の内

数）

⑧⑧海海外外侵侵害害対対策策支支援援事事業業（中小企業等海外展開支援事業： 年度予算額 億円

の内数）

⑨⑨海海外外知知財財訴訴訟訟保保険険事事業業（中小企業等海外展開支援事業： 年度予算額 億円

の内数）

⑩⑩新新輸輸出出大大国国ココンンソソーーシシアアムム（地域経済の成長につながる対内直接投資促進及び

海外展開支援事業： 年度補正予算額 億円の内数、（独）日本貿易振興機

構運営費交付金： 年度予算額 億円の内数）

⑪⑪越越境境 等等利利活活用用促促進進事事業業（地域経済の成長につながる対内直接投資促進及び海

外展開支援事業： 年度補正予算額 億円の内数、（独）日本貿易振興機構

運営費交付金： 年度予算額 億円の内数）

技技術術にに関関すするる研研修修及及びび相相談談・・助助言言等等

（（ ））（（独独））中中小小企企業業基基盤盤整整備備機機構構ににおおけけるる経経営営相相談談・・専専門門家家派派遣遣事事業業（（独）中小企業

基盤整備機構運営費交付金事業： 年度予算額 億円の内数）

（（ ））よよろろずず支支援援拠拠点点事事業業（中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業：

年度予算額 億円の内数）

中中小小企企業業ののももののづづくくりり基基盤盤技技術術強強化化

（（ ））地地域域中中小小企企業業人人材材確確保保支支援援等等調調査査・・分分析析（中小企業実態調査委託費： 年度予

算額 億円の内数）

（（ ））中中小小企企業業大大学学校校ににおおけけるる人人材材育育成成支支援援（（独）中小企業基盤整備機構運営費交付金

事業： 年度予算額 億円の内数）

（（ ））中中小小企企業業等等経経営営強強化化法法（（経経営営力力向向上上計計画画））

（（ ））中中小小企企業業投投資資促促進進税税制制

（（ ））中中小小企企業業経経営営強強化化税税制制
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（（ ））固固定定資資産産税税のの特特例例（（中中小小企企業業等等経経営営強強化化法法にによよるる支支援援））

中中堅堅企企業業のの成成長長促促進進

（（ ））大大規規模模成成長長投投資資支支援援（中堅・中小企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投

資補助金： 年度補正予算額 億円、中堅等大規模成長投資補助金（中堅・

中小・スタートアップ企業の賃上げに向けた省力化等の大規模成長投資補助金）：

年度補正予算額 億円）

（（ ））中中堅堅・・中中小小ググルルーーププ化化税税制制

（（ ））中中堅堅・・中中核核企企業業のの経経営営力力強強化化支支援援事事業業（ 年度予算額 億円）
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第第 章章 ももののづづくくりり産産業業ににおおけけるる人人材材育育成成にに係係るる施施策策

第第 節節 人人材材確確保保とと雇雇用用のの安安定定

人人材材確確保保のの支支援援

（（ ））ハハロローーワワーーククににおおけけるるききめめ細細かかななママッッチチンンググ支支援援

（（ ））人人材材確確保保等等支支援援助助成成金金にによよるる職職場場定定着着のの促促進進等等（ 年度予算額 億円）

（（ ））早早期期再再就就職職支支援援等等助助成成金金（（中中途途採採用用拡拡大大ココーースス））にによよるる転転職職・・再再就就職職者者のの採採用用機機

会会のの拡拡大大等等（ 年度予算額 億円）

（（ ））製製造造業業ににおおけけるる外外国国人人材材受受入入れれ支支援援事事業業（ 年度予算額 億円）

景景気気循循環環にに対対応応ししたた雇雇用用のの維維持持・・安安定定対対策策

（（ ））早早期期再再就就職職支支援援等等助助成成金金にによよるる成成長長分分野野等等へへのの人人材材移移動動のの実実現現（早期再就職支援

等助成金（再就職支援コース）： 年度予算額 億円、早期再就職支援等助成

金（雇入れ支援コース）： 年度予算額 億円）

（（ ））雇雇用用調調整整助助成成金金にによよるる雇雇用用のの維維持持・・安安定定（ 年度予算額 億円）

労労働働力力需需給給調調整整機機能能のの強強化化

（（ ））求求人人関関係係情情報報のの積積極極的的なな提提供供等等

（（ ））職職業業情情報報提提供供ササイイトト（（ ））のの整整備備（ 年度予算額 億円）

（（ ））請請負負事事業業適適正正化化・・雇雇用用管管理理改改善善推推進進事事業業（ 年度予算額 億円）

若若年年者者のの就就業業支支援援のの推推進進及及びび職職業業意意識識のの啓啓発発

（（ ））若若年年無無業業者者等等にに対対すするる職職業業的的自自立立支支援援（（地地域域若若者者ササポポーートトスステテーーシショョンン事事業業））

（ 年度補正予算額 億円、 年度予算額 億円、 年度補正予算額

億円）

（（ ））新新規規学学卒卒者者等等へへのの支支援援のの充充実実（（新新卒卒応応援援ハハロローーワワーークク））（ 年度予算額 億円）
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（（ ））フフリリーータターー等等にに対対すするる就就職職支支援援（（わわかかももののハハロローーワワーークク等等））（ 年度予算額 億

円）

年年齢齢にに関関わわりりななくく働働けけるる社社会会のの実実現現

（（ ））高高齢齢者者雇雇用用のの促促進進

①①高高齢齢者者のの雇雇用用・・就就業業機機会会をを確確保保すするる措措置置のの促促進進

②② 歳歳超超雇雇用用推推進進助助成成金金のの活活用用促促進進（ 年度予算額 億円）

（（ ））高高齢齢者者等等のの再再就就職職支支援援のの促促進進（生涯現役支援窓口事業： 年度予算額 億

円、特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）： 年度予算額 億

円の内数）

（（ ））地地域域ににおおけけるる多多様様なな働働きき手手へへのの支支援援（シルバー会員就業支援事業： 年度補正

予算額 億円、シルバー人材センター契約見直しに係る説明対応事業： 年度

補正予算額 億円、シルバー人材センター事業： 年度予算額 億円、シ

ルバー人材センター活性化推進事業： 年度補正予算額 億円、高齢者活躍人

材確保育成事業（能登復興推進特例分）： 年度補正予算額 億円、生涯現役

地域づくり環境整備事業： 年度予算額 億円）

第第 節節 職職業業能能力力のの開開発発及及びび向向上上

労労使使のの協協働働にによよるる学学びび・・学学びび直直ししのの促促進進

ハハロローートトレレーーニニンンググ（（公公的的職職業業訓訓練練））のの推推進進

（（ ））公公共共職職業業訓訓練練のの推推進進（ 年度予算額 億円）

（（ ））求求職職者者支支援援制制度度のの推推進進（ 年度予算額 億円）

（（ ））生生産産性性向向上上人人材材育育成成支支援援セセンンタターーのの取取組組（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構

職業能力開発勘定運営費交付金： 年度予算額 億円の内数）

（（ ））地地域域のの人人材材ニニーーズズをを踏踏ままええたた訓訓練練ココーーススのの設設定定促促進進

（（ ））職職業業訓訓練練のの質質のの向向上上
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事事業業主主がが行行うう職職業業能能力力開開発発のの推推進進

（（ ））人人材材開開発発支支援援助助成成金金のの活活用用促促進進（ 年度予算額 億円）

（（ ））認認定定職職業業訓訓練練にに対対すするる支支援援（ 年度予算額 億円）

（（ ））キキャャリリアアココンンササルルテティィンンググのの普普及及促促進進

（（ ））在在籍籍型型出出向向等等のの活活用用にによよるるススキキルルアアッッププ等等のの支支援援（産業雇用安定助成金（産業連携

人材確保等支援コース）： 年度予算額 億円、産業雇用安定助成金（スキルア

ップ支援コース）： 年度予算額 億円）

労労働働者者のの主主体体的的なな職職業業能能力力開開発発ののたためめのの環環境境整整備備

（（ ））教教育育訓訓練練給給付付のの拡拡充充（教育訓練給付金： 年度予算額 億円、教育訓練休暇

給付金： 年度予算額 億円）

（（ ））ジジョョブブ・・カカーードド制制度度のの推推進進

外外国国人人材材のの育育成成

（（ ））技技能能評評価価シシスステテムム（（技技能能競競技技大大会会・・技技能能検検定定））をを通通じじたた技技能能移移転転事事業業（ 年度予

算額 億円）

（（ ）） 事事業業へへのの協協力力等等政政府府間間のの技技術術協協力力

（（ ））外外国国人人技技能能実実習習制制度度のの適適正正なな実実施施及及びび育育成成就就労労制制度度のの創創設設

第第 節節 ももののづづくくりりにに関関すするる能能力力のの適適正正なな評評価価、、労労働働条条件件のの確確保保・・改改善善

職職業業能能力力評評価価制制度度のの整整備備

（（ ））技技能能検検定定制制度度（ 年度予算額 億円）

（（ ））団団体体等等検検定定等等認認定定制制度度（ 年度予算額 億円）

第２章ものづくり産業における人材育成に係る施策
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「「ももののづづくくりり立立国国」」のの推推進進

（（ ））各各種種技技能能競競技技大大会会等等のの実実施施

①①各各種種技技能能競競技技大大会会

（（アア））技技能能五五輪輪国国際際大大会会

（（イイ））技技能能五五輪輪全全国国大大会会

（（ウウ））全全国国障障害害者者技技能能競競技技大大会会（（全全国国アアビビリリンンピピッックク））

（（エエ））国国際際アアビビリリンンピピッックク

（（オオ））若若年年者者ももののづづくくりり競競技技大大会会

（（カカ））技技能能ググラランンププリリ

②②卓卓越越ししたた技技能能者者のの表表彰彰制制度度（ 年度予算額 億円）

（（ ））若若年年技技能能者者人人材材育育成成支支援援等等事事業業（ 年度予算額 億円）

労労働働条条件件のの確確保保・・改改善善

（（ ））労労働働条条件件のの確確保保対対策策

（（ ））製製造造業業のの労労働働災災害害防防止止対対策策（高度安全機械等導入支援補助金事業： 年度予算額

億円）

（（ ）） ココンンソソーーシシアアムムのの推推進進（ 年度予算額 億円）
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第第 章章 ももののづづくくりり基基盤盤技技術術にに係係るる学学習習のの振振興興にに係係るる施施策策

第第 節節 学学校校教教育育ににおおけけるるももののづづくくりり教教育育のの充充実実

初初等等中中等等教教育育ににおおいいてて講講じじたた施施策策

（（ ））全全国国産産業業教教育育フフェェアアのの開開催催

（（ ））ママイイススタターー・・ハハイイススククーールル（（次次世世代代地地域域産産業業人人材材育育成成刷刷新新事事業業））（ 年度予算額

億円の内数）

（（ ））高高等等学学校校 加加速速化化推推進進事事業業（（ ハハイイススククーールル））（ 年度補正予算額 億円、

年度予算額 億円、 年度補正予算額 億円）

（（ ））教教員員研研修修のの実実施施

（（ ））産産業業教教育育施施設設・・設設備備のの整整備備（公立学校施設整備費： 年度予算額 億円の内

数）

（（ ））ススーーパパーーササイイエエンンススハハイイススククーールル（（ ））支支援援事事業業（ 年度予算額 億円（（国

研）科学技術振興機構運営費交付金中の推計額））

（（ ））理理数数教教育育充充実実ののたためめのの総総合合的的なな支支援援（ 年度予算額 億円）

（（ ））知知財財力力開開発発校校支支援援事事業業（（独）工業所有権情報・研修館運営費交付金： 年度予

算額 億円の内数）

専専修修学学校校教教育育ににおおいいてて講講じじたた施施策策

（（ ））専専修修学学校校にによよるる地地域域産産業業中中核核的的人人材材養養成成事事業業（ 年度予算額 億円）

（（ ））「「職職業業実実践践専専門門課課程程」」のの認認定定

（（ ））「「キキャャリリアア形形成成促促進進ププロロググララムム」」のの認認定定

第３章ものづくり基盤技術に係る学習の振興に係る施策
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高高等等専専門門学学校校ににおおいいてて講講じじたた施施策策

（（ ））高高等等専専門門学学校校のの高高度度化化・・国国際際化化（ 年度補正予算額 億円、 年度予算額

億円）

（（ ））国国立立高高等等専専門門学学校校のの基基盤盤的的設設備備のの整整備備（ 年度補正予算額 億円、 年度補

正予算額 億円）

大大学学教教育育ににおおいいてて講講じじたた施施策策

（（ ））職職業業実実践践力力育育成成ププロロググララムム（（ ））

（（ ））卓卓越越大大学学院院ププロロググララムム（卓越大学院プログラム： 年度予算額 億円の内数）

（（ ））大大学学・・高高専専機機能能強強化化支支援援事事業業（（成成長長分分野野転転換換基基金金））（ 年度補正予算額 億

円）

（（ ））数数理理・・デデーータタササイイエエンンスス・・ 教教育育ププロロググララムム認認定定制制度度

（（ ））数数理理・・デデーータタササイイエエンンスス・・ 教教育育強強化化拠拠点点ココンンソソーーシシアアムム（国立大学法人運営費

交付金： 年度予算額 兆 億の内数）

第第 節節 ももののづづくくりりにに係係るる生生涯涯学学習習のの振振興興

一一般般市市民民やや若若年年層層にに対対すするる普普及及啓啓発発

（（ ））日日本本科科学学未未来来館館ででのの取取組組（日本科学未来館における科学コミュニケーション機能

強化： 年度補正予算額 億円、未来共創推進事業： 年度予算額 億円の内

数（（国研）科学技術振興機構運営費交付金中の推計額）、日本科学未来館におけ

る科学技術コミュニケーション機能及び 教育機能の強化： 年度補正予算

額 億円）

（（ ））「「子子どどももゆゆめめ基基金金」」助助成成事事業業（（独）国立青少年教育振興機構運営費交付金：

年度予算額 億円の内数）

（（ ））（（独独））国国立立科科学学博博物物館館ででのの取取組組（国立文化施設の機能強化・整備： 年度補正予

算額 億円、 年度予算額 億円の内数）
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（（ ））文文化化財財のの保保存存技技術術のの保保護護（文化財保存技術の伝承等： 年度予算額 億円、無

形文化財等公開活用等事業： 年度予算額 億円）

技技術術者者にに対対すするる生生涯涯学学習習のの支支援援

（（ ））研研究究人人材材キキャャリリアア情情報報活活用用支支援援事事業業（ 年度補正予算額 億円、 年度予算

額 億円の内数（（国研）科学技術振興機構運営費交付金中の推計額）、 年度補

正予算額 億円）

人人生生 年年時時代代のの到到来来にに向向けけたた社社会会人人のの学学びび直直ししのの推推進進

（（ ））リリカカレレンントト教教育育エエココシシスステテムム構構築築支支援援事事業業（ 年度補正予算額 億円）

（（ ））産産学学連連携携リリ・・ススキキリリンンググ・・エエココシシスステテムム構構築築事事業業（ 年度補正予算額 億円）

（（ ））社社会会人人のの学学びびのの情情報報アアククセセスス改改善善にに向向けけたたポポーータタルルササイイトト「「ママナナパパスス」」のの改改良良・・

充充実実（ 年度補正予算額 億円、 年度予算額 億円）

第３章ものづくり基盤技術に係る学習の振興に係る施策
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第第 章章 災災害害等等かかららのの復復旧旧・・復復興興、、強強靱靱化化にに係係るる施施策策

第第 節節 東東日日本本大大震震災災にに係係るるももののづづくくりり基基盤盤技技術術振振興興対対策策

資資金金繰繰りり対対策策

（（ ））震震災災かかららのの再再建建・・再再生生にに向向けけたた資資金金繰繰りり支支援援

①①東東日日本本大大震震災災復復興興特特別別貸貸付付等等（ 年度予算額 億円）

②②被被災災中中小小企企業業へへのの資資金金繰繰りり支支援援（（信信用用保保証証））

③③中中小小企企業業再再生生支支援援事事業業（ 年度予算額 億円）

工工場場等等のの復復旧旧へへのの支支援援

（（ ））仮仮設設工工場場、、仮仮設設店店舗舗等等整整備備事事業業等等（（独）中小企業基盤整備機構運営費交付金：

年度予算額 億円の内数）

（（ ））中中小小企企業業組組合合等等共共同同施施設設等等災災害害復復旧旧事事業業（ 年度予算額 億円）

原原子子力力災災害害かかららのの復復興興支支援援

（（ ））福福島島県県ににおおけけるる医医療療関関連連拠拠点点整整備備（福島医薬品関連産業支援拠点化事業： 年

度予算額 億円、福島県医療機器開発・安全性評価センター整備事業： 年度

予算額 億円）
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第第 節節 令令和和 年年 月月豪豪雨雨にに係係るるももののづづくくりり基基盤盤技技術術振振興興対対策策

資資金金繰繰りり対対策策

（（ ））災災害害かかららのの再再建建・・再再生生にに向向けけたた資資金金繰繰りり支支援援

①①令令和和 年年 月月豪豪雨雨特特別別貸貸付付（（財財政政投投融融資資））

②②信信用用保保証証にによよるる資資金金繰繰りり対対策策

③③政政府府関関係係金金融融機機関関のの運運営営にに必必要要なな経経費費（（ママルル経経融融資資のの貸貸付付限限度度額額･･金金利利引引下下げげ措措

置置のの拡拡充充（（政政策策金金融融））））

工工場場等等のの復復旧旧へへのの支支援援

（（ ））ななりりわわいい再再建建支支援援事事業業（（令令和和 年年 月月豪豪雨雨））（ 年度補正予算額 億円、 年

度補正予算額 億円）

第第 節節 令令和和 年年及及びび令令和和 年年福福島島県県沖沖地地震震にに係係るるももののづづくくりり基基盤盤技技術術振振

興興対対策策

工工場場等等のの復復旧旧へへのの支支援援

（（ ））中中小小企企業業等等ググルルーーププ補補助助金金（（令令和和 年年、、令令和和 年年福福島島県県沖沖地地震震））（ 年度補正予算

額 億円、 年度補正予算額 億円）

第４章災害等からの復旧・復興、強靱化にかかる施策
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第第 節節 原原材材料料価価格格・・エエネネルルギギーー価価格格高高騰騰等等にに係係るるももののづづくくりり基基盤盤技技術術

振振興興対対策策

ササププラライイチチェェーーンンのの強強靱靱化化にに向向けけたた取取組組

（（ ））経経済済環環境境変変化化にに応応じじたた重重要要物物資資ササププラライイチチェェーーンン強強靱靱化化支支援援事事業業（蓄電池の製造

サプライチェーン強靱化支援事業： 年度補正予算額 億円、経済環境変化

に応じた重要物資サプライチェーン強靱化支援事業（ ） 年度補正予算額

億円、経済環境変化に応じた重要物資サプライチェーン強靱化支援事業（電子

部品） 年度補正予算額 億円、経済安全保障の確保に資するサプライチェ

ーンの強靱化事業（永久磁石）： 度補正予算額 億円、経済環境変化に応じた

重要物資サプライチェーン強靱化支援事業（先端電子部品）： 年度補正予算額

億円、経済安全保障の確保に資するサプライチェーンの強靱化事業（永久磁

石）： 年度補正予算額 億円、経済安全保障の確保に資するサプライチェー

ンの強靱化事業（無人航空機）： 年度補正予算額 億円、経済安全保障の確

保に資するサプライチェーンの強靱化事業（人工衛星、ロケットの部品）： 年

度補正予算額 億円）

（（ ））中中小小企企業業等等事事業業再再構構築築促促進進事事業業（（ササププラライイチチェェーーンン強強靱靱化化枠枠））（中小企業等事業再

構築促進基金： 兆 億円の内数）

原原油油価価格格高高騰騰対対策策

（（ ）） ガガスス等等価価格格高高騰騰対対策策（（小小規規模模事事業業者者持持続続化化補補助助金金のの加加点点措措置置））（中小企業生産性

革命推進事業： 年度補正予算額 億円の内数、 年度補正予算額

億円の内数）

エエネネルルギギーー・・原原材材料料のの安安定定供供給給対対策策

（（ ））省省エエネネルルギギーー設設備備へへのの更更新新をを促促進進すするるたためめのの補補助助金金

①①省省エエネネルルギギーー設設備備へへのの更更新新をを促促進進すするるたためめのの補補助助金金（ 年度予算額 億円）

②②省省エエネネルルギギーー投投資資促促進進支支援援事事業業費費補補助助金金（ 年度補正予算額 億円、 年

度補正予算額 億円）
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③③省省エエネネルルギギーー投投資資促促進進・・需需要要構構造造転転換換支支援援事事業業費費補補助助金金（ 年度補正予算額

億円、 年度予算額 億円、 年度補正予算額 億円）

（（ ））重重要要鉱鉱物物のの安安定定供供給給確確保保ののたためめのの取取組組

①①鉱鉱物物資資源源開開発発・・ササププラライイチチェェーーンン安安定定化化推推進進事事業業（ 年度予算額 億円）

②②鉱鉱物物ササププラライイチチェェーーンン多多角角化化・・安安定定化化事事業業（ 年度補正予算額 億円、

年度補正予算額 億円）

③③重重要要鉱鉱物物供供給給源源多多角角化化ののたためめのの出出資資事事業業（ 年度予備費予算額 億円）

第第 節節 令令和和 年年能能登登半半島島地地震震にに係係るるももののづづくくりり基基盤盤技技術術振振興興対対策策

資資金金繰繰りり対対策策

（（ ））震震災災かかららのの再再建建・・再再生生にに向向けけたた資資金金繰繰りり支支援援

①①令令和和 年年能能登登半半島島地地震震特特別別貸貸付付（（財財政政投投融融資資））

②②被被災災中中小小企企業業へへのの資資金金繰繰りり支支援援（（信信用用保保証証））

③③二二重重債債務務問問題題対対策策

④④政政府府関関係係金金融融機機関関のの運運営営にに必必要要なな経経費費（（ママルル経経融融資資のの貸貸付付限限度度額額･･金金利利引引下下げげ措措

置置のの拡拡充充（（政政策策金金融融））））

工工場場等等のの復復旧旧のの支支援援

（（ ））ななりりわわいい再再建建支支援援事事業業（（令令和和 年年能能登登半半島島地地震震等等））（ 年度補正予算額 億円、

年度補正予算額 億円）

（（ ））仮仮設設施施設設整整備備支支援援事事業業（（（（独独））中中小小企企業業基基盤盤整整備備機機構構のの事事業業ととししてて実実施施））

（（ ））伝伝統統的的工工芸芸品品産産業業災災害害復復興興事事業業費費（ 年度補正予算額 億円、 年度補正予

算額 億円）

第４章災害等からの復旧・復興、強靱化にかかる施策
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第第 章章 ももののづづくくりり分分野野にに関関係係すするる主主なな表表彰彰等等制制度度

①①ももののづづくくりり日日本本大大賞賞

②②日日本本ススタターートトアアッッププ大大賞賞

③③産産業業標標準準化化事事業業表表彰彰

④④製製品品安安全全対対策策優優良良企企業業表表彰彰

⑤⑤知知財財功功労労賞賞

⑥⑥卓卓越越ししたた技技能能者者のの表表彰彰制制度度

⑦⑦職職業業能能力力開開発発関関係係厚厚生生労労働働大大臣臣表表彰彰

⑧⑧若若年年者者ももののづづくくりり競競技技大大会会

⑨⑨技技能能五五輪輪全全国国大大会会

⑩⑩障障害害者者技技能能競競技技大大会会（（アアビビリリンンピピッックク））

⑪⑪技技能能ググラランンププリリ

⑫⑫職職業業能能力力開開発発論論文文ココンンククーールル

⑬⑬職職業業訓訓練練教教材材ココンンククーールル
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